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どんなことが書いてあるのかな？

■この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらを記載しております。

ご一読され、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。

お申し込みいただきましたら、後ほどお届けする保険証券とともに保存され、ご活用ください。

■内容は次の部分に分かれています。

契 約 概 要
ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。

注 意 喚 起 情 報
ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しております。

『契約概要』『注意喚起情報』につきましては、ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご理解・ご了解
のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

ご 契 約 の し お り
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかり

やすくご説明しています。

約 款
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、『普通保険約款』と『特約条項』があります。



家計保障定期保険［無配当］

この保険の特長と仕組

特 長 この保険は一定期間の万一の場合の保障として毎月の収入を確保できる商品です。

ご契約例

ご契約年齢：30歳（男性）
基準給付金月額：20万円（※）

契約の型：定額型
最低支払保証期間：5年
保険期間：30年
家計保障期間：30年
保険料払込期間：30年

保険料払込方法：月払（口座振替扱）
月払保険料（口座振替扱）
3大疾病保険料払込免除特則を付加した場合：7,400円
3大疾病保険料払込免除特則を付加しない場合：7,040円

※ご契約日の保険金額（保険金の一時支払を選択された場合にお支払いする

金額）が3,000万円以上の場合、保険料の高額割引が適用されます。ここでの

保険金額は基準給付金月額を基準として、契約の型、残存期間、経過年数に

応じて計算されます。

保険金のお支払い

被保険者が保険期間中に死亡または所定の高度障害状態になられ
た場合、保険金の月払給付により、家計保障期間満了日まで毎月
所定の金額の給付金をお支払いいたします。なお、保険金のお支
払は、月払給付にかえて一時支払またはすえ置支払を選択できます。

解 約 返 戻 金

解約返戻金の額は、契約年齢・保険期間・経過年月数・保険料払
込年月数などにより異なります。
ご契約を途中で解約されますと解約返戻金は多くの場合、お払
込保険料の合計額より少ない金額になり、特に家計保障定期保
険は死亡保障主体の保険ですので、解約返戻金はまったくない
かあってもごくわずかです。

＜仕組図＞

（計算基準日：平成22年5月18日）

（注）一時支払を選択された場合、その時点の保険金額をお支払いいたし
ますが、その金額は、家計保障期間満了日までの期間が最低支払保
証期間に満たない期間中を除き、保険期間の経過とともに逓減します。

契 約 者 配 当

この保険には契約者配当金はありません。

上図は保険金を月払給付する場合のイメージを図示しております。 

ご契約から3年4か月目に死亡（高度障害状態）の場合 
● 保険金の月払給付・・・・月額20万円×321回（受取総額6,420万円） 
● 保険金の一時支払・・・・一時金受取額5,184万円 
● 保険金の月払給付＋一時支払・・・月額10万円×321回（受取総額3,210万円） 
  （月額10万円指定の場合）　 　  一時金受取額2,592万円 

保険期間・家計保障期間・保険料払込期間 
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給付金をお支払いする期間 

契 約 概 要
契約概要は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、
内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
契約概要に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての
詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
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お支払事由の概要 お支払いする保険金・給付金

●主契約および特約に関して、免責事由に該当した場合、告知義務違反によるご契約の解除の場合、詐欺による取消の場合、不法取得目
的によるご契約の無効の場合等、保険金・給付金等をお支払いできない場合がございます。なお、所定の高度障害状態に該当し主契約
の高度障害保険金が支払われた場合は、ご契約は消滅し、以後の保険金・給付金等のお支払いはありません。

●上記の特約につきましては、契約者配当金はありません。
●実際のご契約内容（保険金額・保険料など）につきましては、申込書の該当箇所をご参照ください。

ご検討に際してご留意いただきたい点

付加できる特約および保険料の払込免除について

特約名称

災害割増特約 不慮の事故（※1）や所定の感染症で死亡・所定の高度障害状態 災害死亡保険金・災害高度障害保険金

傷害特約（本人型）
不慮の事故（※1）で所定の身体障害状態 障害給付金

災害死亡保険金

この保険に付加できる主な特約は以下のとおりです。詳細は、「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますのでご確認ください。

リビング・ニーズ特約 余命が6か月以内と判断されるとき（※2）

指定代理請求特約
被保険者である保険金等の受取人が、病気やケガにより保険金等を請求する意思表示ができない等の場合に、
あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の代理請求を行うことができます。

特定状態保険金

（※1）不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に所定のお支払事由に該当した場合にお支払いの対象となります。
（※2）日本で一般に認められた医療による治療を行っても余命が６か月以内であることを意味し、その判断は医師に記入いただいた診断書や請求書類に

基づいて当社が行います。ただし、主契約または所定の特約が更新される場合を除き、主契約または所定の特約の保険期間の満了前１年以内は
特定状態保険金の請求はできません。また、特定状態保険金のご請求額は、主契約と所定の特約の保険金額以内かつ被保険者お１人について
3,000万円以内（他の保険契約と合算します。）となります。なお、家計保障定期保険にリビング･ニーズ特約を付加した場合、特定状態保険金のお
支払方法は一時支払のみとなり、月払給付のお取扱いはいたしません。

（※3）「上皮内がん」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は対象になりません。
（※4）責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前（責任開始日前を含みます。）に悪性新生物（がん）（※3）に罹患し、診断確定されたときは、保険

料の払込免除はいたしません。また、その後新たに悪性新生物（がん）（※3）に罹患したと診断確定されても保険料の払込免除はいたしません。
急性心筋梗塞は初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続していると医師によって診断され
たとき、脳卒中は初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症および労働の制限を必要とす
る状態のいずれもが継続していると医師によって診断されたときに、保険料払込免除をいたします。

〈保険料の払込免除について〉

つぎの場合、将来の保険料のお払込みが免除となります。
●責任開始期以後に生じた不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき
●3大疾病保険料払込免除特則が付加されている場合で、悪性新生物（がん）（※3）、急性心筋梗塞、脳卒中の所定の疾病状態になられたとき（※4）

不慮の事故（※1）や所定の感染症で死亡

本社募資 '11-KF04-046

取扱者/代理店 

東京都中央区銀座5-3-16〒104-0061 
URL:http://www.tmn-anshin.co.jp/

R

＜生命保険についてのご相談・お問い合わせは＞ 
　総合カスタマーセンター 
　　　0120-016-234
　受付時間 平日 9：00～18：00
　　　　　 土曜 9：00～17：00（日曜・祝日・年末年始を除きます。） 

当社の生命保険のお手続き（ご契約内容の変更等）やご契約に関する照会等につきましては、当社総合カスタマーセンターへご連絡ください。
なお、ご契約お申し込みの手続きに関しましては、当社の代理店・取扱者までご相談をお願いいたします。

総合カスタマーセンター 0120-016-234
受付時間　平日9：00～18：00、土曜 9：00～17：00

（日曜・祝日・年末年始を除きます。）

生命保険に関するご相談・ご意見・ご要望の窓口について

・この商品に係る指定紛争解決機関は（社）生命保険協会です。
・（社）生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・FAXは不可）・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けして
おります。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。（ホームページアドレス；http://www.seiho.or.jp/）
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社と
の間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。



注意喚起情報

■「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事
項を記載しております。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了
解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

■「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容
に関する事項は、「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますのでご確認くだ
さい。



1 お申込みの撤回やご契約の解除
（クーリング・オフ）ができます

◆お申込者またはご契約者は、「ご契約のお申込日」または「第1回保険料相当額の領収日」のいずれか遅
い日から（「責任開始期に関する特約」を付加したご契約をお申し込みいただいた場合は、「ご契約のお
申込日」から）、その日を含めて８日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除（ク
ーリング・オフ）をすることができます。この場合、お払い込みいただいた金額をお返しいたします。詳

しくは、「ご契約のしおり（ご契約に際して）」“３．クーリング・オフ制度（お申込みの撤回またはご契約の
解除）”をご覧ください。

2 最近の健康状態・職業等について
ありのままを告知してください

ご契約者や被保険者には、健康状態等について正しく告知をしていただく義務があり
ます。

どうして、告知が必要なのかな？

・生命保険は多数の人々が保険料を出し合って、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康
状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件に契約されますと、保険料負
担の公平性は保たれません。
・ご契約にあたっては、過去の傷病歴（傷病名・治療期間等。以下同じ。）、現在の健康状態、身体の障が
い状態、職業等について「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にも
れなくお知らせ（告知）ください。
・診査を行うご契約の場合（医師扱）には、当社指定の医師が被保険者の過去の傷病歴等についておた
ずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ（告知）ください。
口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、自署欄にご署名くださ
い。

告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人
（代理店を含みます。）・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口
頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。

ご注意

傷病歴等がある方への引受対応（特別条件付引受）について

過去に傷病歴がある場合、どのような取扱いになるのかな？

・当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様のお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが
発生するリスクに応じた引受対応を行うことがあります。傷病歴等がある場合でも、その内容やご加入
される保険種類によってはお引き受けすることがあります。（お引き受けできないことや「保険料の割
増」「保険金の削減」「特定部位の不担保」「特定障害不担保」等の特別な条件をつけてお引き受けす
ることもあります。）

＜傷病歴・通院事実等を告知された場合＞

・所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
・ご契約の引受けについて、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定とさせていただ
きます。

3
今回のご契約は
お断りさせて
いただきます

1
無条件でご契約を
お引き受けさせて
いただきます

2
特別な条件付（保険料の
割増、保険金の削減、特
定部位の不担保等）のう
えでご契約をお引き受
けさせていただきます
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もし事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約または特
約を解除させていただき、保険金等をお支払いできないことがあります。

告知義務違反になると、どうなるの？

・告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または
重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責
任開始日（復活または復旧の場合は、復活日または復旧日）から２年以内であれば、当社
は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
・責任開始日、復活日または復旧日から２年を経過していても、保険金や給付金の支払事
由等が２年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
・告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でな
いことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただ
し、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求
めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当
社はご契約または特約を解除することができます。
・ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生してい
ても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生してい
ても、お払込みを免除することはできません。（ただし、「保険金・給付金等の支払事由または保険料の
払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等を
お支払いし、または保険料のお払込みを免除することがあります。）この場合には、解約の際にお支払
いする返戻金があればご契約者にお支払いします。

上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締
結状況等により、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。

例えば、どんな場合？

・例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往
症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に
重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないこ
とがあります。
・この場合
・告知義務違反による解除の対象外となる２年経過後にも取消となることがあります。
・また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。

「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は
以下の事項にご留意ください。

どんな点に、気をつければ良いのかな？

・一般の契約と同様に告知義務があります。
・「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は、「新たなご契約の責任開始日」
を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・また、詐欺による契約の取消の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適
用の対象となります。
・よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約の引受ができなかったり、その告知を
されなかったために、上記のとおり解除・取消となることもありますので、ご留意くださいますよう
お願いいたします。

ご契約の内容などについて、ご確認させていただく場合があります。

・当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込み後または保険金・給付金等のご請求およ
び保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認さ
せていただく場合があります。

注
意
喚
起
情
報
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3 保障は第1回保険料相当額のお払込み方法に応じ、
所定の手続きが完了した時から開始します

◆「責任開始期に関する特約」を付加しないご契約の場合

（第１回保険料相当額を口座振替以外でお払い込みいただく場合）

お申込みいただいたご契約を当社が承諾した場合、「告知の時」または「第１回保険料相当額のお払込

みが完了した時」のいずれか遅い時から、当社はご契約上の責任を負います。
（※）第１回保険料をクレジットカードによりお払込みされた場合は、「第１回保険料のお払込み」を「当社がクレジットカードの有効性等の確

認」に読み替えます。

責任開始期の例示（「責任開始期に関する特約」を付加しない場合） 

お申込み お払込み 告知 承諾 

責任開始期 

お申込み 告知 お払込み 承諾 

責任開始期 

◆「責任開始期に関する特約」を付加するご契約の場合

（第１回保険料相当額を口座振替でお払い込みいただく場合）

お申込みいただいたご契約を当社が承諾した場合、ご契約の「お申込みを受けた時」または「告知の時」

のいずれか遅い時から、当社はご契約上の責任を負います。

責任開始期の例示（「責任開始期に関する特約」を付加した場合） 

お申込み 承諾 告知 お払込み 

責任開始期 

◆当社の取扱者／代理店（生命保険募集人）は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契

約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対し

て当社が承諾したときに有効に成立します。

３大疾病保険料払込免除特則が付加されている場合、責任開始日からその日を含めて９０日を経過
する日以前（責任開始日前を含みます。）に約款所定の悪性新生物（がん）に罹患したときは、保険料
払込免除の対象とはなりませんのでご注意ください。

ご注意
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4 保険金・給付金等がお支払いできない場合や、
保険料のお払込みの免除がされない場合があります

◆次のような場合には、保険金・給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除ができません。

・免責事由に該当した場合（例：責任開始日から３年以内における被保険者の自殺による死亡、ご契約者または保険
金・給付金受取人等が、故意に被保険者を死亡させた場合や故意または重大な過失による支払事由該当の場合
など）
・疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じている場合（約款に特に定めがない限り、原因となる疾病や不慮の事
故等が責任開始期前に生じていた場合には、お支払事由に該当いたしません。）
・ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人の詐欺行為によりご契約が取消となった場合や、保険金・給
付金等の不法取得目的があり、ご契約が無効となった場合
・「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第１回保険料が猶予期間満了日までに払い込まれないことに
より、ご契約が無効となった場合
・故意または重大な過失によって告知がなかったり、事実と違うことを告知し、ご契約または特約が告知義務違反に
より解除となった場合
・保険金・給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人
が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由によりご契約または特約が
解除された場合
・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合

5 保険金・給付金等の請求の際は
すみやかに当社にご連絡ください

◆お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いで
きない場合については、「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますので、ご確認ください。

◆お客様からのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金
等のお支払事由が生じた場合、すみやかに当社の取扱者／代理店または総合カスタマーセンターへご
連絡ください。

保険金請求の
お問い合わせ先

総合カスタマーセンター

��0120-536-338
受付時間 平日 ９：００～１８：００

土曜 ９：００～１７：００
（日曜・祝日・年末年始を除きます。）

◆当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者
のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。

◆保険金・給付金等のお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容
によっては、複数の保険金・給付金等のお支払事由に該当すること
がありますので、十分にご確認ください。

◆被保険者が受取人となる保険金・給付金等について、受取人がご請
求できない特別の事情がある場合、ご契約者が被保険者の同意を
得てあらかじめ指定した指定代理請求人などがご請求することが
できます。指定代理請求人または代理請求できる方に対し、お支払
事由および代理請求できる旨、お伝えください。
※詳しくは「ご契約のしおり・約款」でご確認ください。

保険料の払込免除（３大疾病保険料払込免除特則による保険料の払込免除を含みます。）について
も、ご契約者がご請求できない特別の事情がある場合、指定代理請求人がご請求することができま
す。

ご注意

注
意
喚
起
情
報
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6 第2回以後の保険料は、払込期月中に
当社へお払い込みください

◆保険料は払込期月（保険料をお払い込みいただく月）内にお払い込みください。払込期月内にお払込み

のご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けております。

◆保険料の払込期月と払込猶予期間は次のようになります。

払込期月 払込猶予期間

月払
月単位の契約応当日の属する月の１日か
ら末日まで

払込期月の翌月の１日から末日まで

年払
年単位の契約応当日の属する月の１日か
ら末日まで

払込期月の翌月の１日から翌々月の月単
位の契約応当日まで（ただし、契約応当日
が２月、６月、１１月の各末日の場合には、そ
れぞれ、４月、８月、１月の各末日まで）

払込期月と払込猶予期間 

（1）月払の場合 

契約応当日 

4/1 4/30 5/1 6/1

失効日 

5/31

払込期月 払込猶予期間  

（2）年払の場合 

4/1

契約応当日 

4/10 4/30 5/1 6/11

失効日 

6/10

払込期月 払込猶予期間  

◆払込猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は失効（ご契約の効力がなくなり、保障がなくなること）し

ます。ただし、保険料の振替貸付が可能な場合には、保険契約者から特に反対のお申出がない限り当社

が自動的に保険料をお立替えし、ご契約を有効に継続させます。立替利息は当社所定の利率で計算し

ます。

◆なお、いったん失効したご契約でも、失効後３年以内であれば、ご契約の復活を請求することができま

す。この場合、告知（ご契約によっては診査）と、失効している期間の保険料のお払込みが必要となりま

す。ただし、健康状態などによっては復活できない場合があります。

◆ご契約の復活を当社が承諾した場合には、告知と延滞保険料のお払込みがともに完了したときから、ご

契約上の保障が開始されます。
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7 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の
第１回保険料は、払込期間内に当社へお払い込みください

◆払込期間内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けております。

◆第１回保険料の払込期間および払込猶予期間は次のようになります。

払込期間
（保険料をお払込みいただく期間）

払込猶予期間

月 払
主契約の責任開始日（※）からその翌月末日
まで

払込期間満了日の翌月１日から翌々月末
日まで

年 払

（※）責任開始日とは、責任開始期の属する日をいいます。

◆払込猶予期間内に第１回保険料のお払込みがない場合、ご契約は払込猶予期間満了の日の翌日に、責

任開始期に遡って無効となります。（保障がなくなります。）なお、ご契約の復活のお取り扱いはありませ

ん。

払込期間と払込猶予期間（月払・年払の場合） 

責任開始期 

4/1 5/31 6/1 8/17/31

払込期間  

4/30 5/1

払込猶予期間  

7/1

無効 

8 解約の際にはご注意ください

◆お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に

必要な経費に充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場合、保険料払込満了後

も含めて払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。

◆解約返戻金は、保険の種類・ご契約年齢・性別・経過年月数・保険料払込年月数などによっても異なりま

すが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかで

す。

注
意
喚
起
情
報
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9 生命保険会社が破綻した場合等には、保険金額・
年金額・給付金額等が削減されることがあります

◆保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額等が削減されることが

あります。

◆当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険

会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られ

ることとなりますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあり

ます。

10 ご契約の乗換えはお客様にとって
不利益になることがあります

◆現在ご契約の保険契約の解約、減額を前提に、新たな保険契約のお申込み（ご

契約の乗換え）をご検討される場合には、多くの場合、解約返戻金は、お払込保

険料の合計額より少ない金額となります。このほかに配当請求権が消滅したり、

新たな保険契約が健康状態などによりお引き受けできない等、お客様に不利益

となることがあります。

11 生命保険に関する
ご相談・ご意見・ご要望の窓口は？

◆当社の生命保険のお手続き（ご契約内容の変更等）やご契約に関する照会等につきましては、当社総合

カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申し込みの手続きに関しましては、当社の取扱

者／代理店までご相談をお願いいたします。

お問い合わせ先
総合カスタマーセンター

��0120-016-234
受付時間 平日 ９：００～１８：００

土曜 ９：００～１７：００
（日曜・祝日・年末年始を除きます。）

◆この商品に係る指定紛争解決機関は（社）生命保険協会です。

◆（社）生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・FAXは不可）・来訪により生命保

険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電

話にてお受けしております。

ホームページアドレス：http://www.seiho.or.jp/

◆また、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則と

して１か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛

争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図ってお

ります。
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ご契約のしおり・約款

〈ご契約のしおり〉
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただ
きたい事項をわかりやすくご説明しています。

〈約款〉
ご契約についてのとりきめを、くわしく説明しています。ご契約のしおりとあわ
せてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいた
します。



保険用語 

特長・しくみ  特長・しくみ  
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 ご契約後  ご契約後 

保険金・給付金等 

保険金・給付金等 保険金・給付金等 

保険金・給付金等 

保険金・給付金等の

代理請求に
ついて知りたい。
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代理請求について

………� ４５
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請求手続き
について知りたい。
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について知りたい。
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３５
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保険金・給付金等 
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７．新たな保険契約への乗換え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０

保険の特長としくみ

８．主契約について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２

９．付加できる特約について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５

保険金・給付金等について

１０．保険金・給付金等の請求の流れと注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２

１１．保険金・給付金等のお支払期限について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４

１２．保険金・給付金等をお支払いできない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５

１３．保険金・給付金等のお支払いについての具体的事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８

１４．保険金・給付金等の代理請求について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５

１５．死亡保険金受取人の変更について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７

１６．保険金・給付金等の請求について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８

■ ご契約のしおり 目次
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保険料  

見直し 

 ご契約後 

お知らせ 

保険料について

１７．保険料のお払込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０

１８．保険料をまとめて払い込む方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１

１９．保険料の払込期月と猶予期間および復活について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２

２０．保険料のお払込みが不要となった場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６

２１．保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７

保障内容の見直しについて

２２．特約の中途付加と追加契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０

２３．変換制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１

ご契約後について

２４．ご契約の解約と解約返戻金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６

２５．生命保険と税金について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８

その他生命保険に関するお知らせ

２６．保険金額・給付金額等が削減される場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７２

２７．生命保険契約者保護機構・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７２

２８．契約内容登録制度・契約内容照会制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４

２９．支払査定時照会制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７５

３０．ご契約内容等の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７５
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約　款  

約　款  

主契約（普通保険約款）

家計保障定期保険普通保険約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

特約（特約条項）

災害割増特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３

傷害特約条項（本人型）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５

リビング・ニーズ特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１

指定代理請求特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１

特別条件付保険特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４

保険料口座振替特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７９

団体扱特約条項Ⅰ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８２

団体扱特約条項Ⅱ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５

保険料クレジットカード払特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８７

責任開始期に関する特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８９

■ 約款 目次
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保険用語 

ご契約のしおり
主な保険用語のご説明

■主な保険用語のご説明・・・・・・・・・・・・・・・８

■この保険独自の保険用語のご説明・・・・・・・・・・１３



主な保険用語のご説明
※このご説明は、生命保険に関する一般的な用語を掲載しております。
実際のお取扱いは、ご契約いただいた保険種類・ご契約内容によって
異なることがあります。

い 一時払（いちじばらい）
ご契約のお申込時に、保険期間全体の保険料として一時にお
払い込みいただく方法のことをいいます。

一括払（いっかつばらい）
月払契約の場合で、当月分以後の保険料をまとめてお払い込
みいただくことをいいます。

う 受取人（うけとりにん）
保険金・給付金・年金などを受け取れる人のことをいいます。

か 解除（かいじょ）
告知義務違反があった場合などに、保険期間の途中で、当社の
意思でご契約を消滅させることをいいます。

解約（かいやく）
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させるこ
とをいいます。解約されますと、以後の保障はなくなります。

解約返戻金（かいやくへんれいきん）
ご契約を解約された場合などに、ご契約者にお支払いするお金
のことをいいます。
金額は、主契約・特約の種類、契約年齢、性別、経過年月数、保
険料払込月数などによって異なり、多くの場合、お払い込みいた
だいた保険料の合計額よりも少ない金額になります。特に、ご契
約後、短期間で解約されますと、解約返戻金は多くの場合まっ
たくないか、あってもごくわずかです。

き 給付金（きゅうふきん）
被保険者が病気やケガにより入院されたとき、身体に障害が生
じたとき、死亡されたときなどに、お支払いするお金のことをいい
ます。

く クーリング・オフ制度（くーりんぐ・おふせいど）
ご契約に納得がいかない場合、お申込者またはご契約者は、ご
契約の申込日または第１回保険料相当額の領収日のいずれ
か遅い日から（「責任開始期に関する特約」を付加する場合は、
申込日から）、その日を含めて８日以内であれば、書面によるお
申し出により、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除を
することができます。この取扱いをクーリング・オフといいます。

け 契約応当日（けいやくおうとうび）
ご契約後の保険期間中に迎える、毎月または毎年の契約日に
対応する日のことをいい、毎月の契約日に対応する日を「月単
位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契
約応当日」といいます。

例 契約日が平成２４年１月１日の場合

●月単位の契約応当日：
平成２４年２月１日以降の毎月１日
●年単位の契約応当日：
平成２５年以降毎年の１月１日

契約者配当金（けいやくしゃはいとうきん）
保険種類によっては、責任準備金等の運用益が当社の予定し
た運用益を超えた場合に、ご契約後５年ごとにお支払いします。
ただし、契約者配当金は、運用実績によって変動（増減）し、お
支払いできないこともあります。
※無配当保険の場合は、契約者配当金はありません。

契約内容照会制度（けいやくないようしょうかいせいど）
保険契約等のお引受けの判断または保険金・給付金等のお支
払いの判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社と
全国共済農業協同組合連合会が保険契約などに関する登録
事項を共同して利用する制度です。

契約内容登録制度（けいやくないようとうろくせいど ）
保険契約等のお引受けの判断または保険金・給付金等のお支
払いの判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社が
保険契約に関する登録事項を共同して利用する制度です。

契約年齢（けいやくねんれい）
被保険者の年齢を契約日現在の満年齢で計算します。

４０歳７か月の被保険者の契約年齢は４０歳となりま
す。

例

契約日（けいやくび）
原則として保障開始の日（責任開始期の属する日）をいい、契
約年齢、保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険
種類（がん治療支援保険や特定の特約など）や保険料の払込
方法によっては契約日と保障開始の日が異なる場合があります。

例 月払でかつ口座振替や団体を通じてのお払込み、ク
レジットカードによるお払込みの場合

契約日は原則として保障開始の日の属する月の翌
月１日となります。
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減額（げんがく）
保険金額・給付金額等を減らすことをいいます。減額分は解約
したものとして取り扱います。

こ 更新（こうしん）
保険期間が満了したときに、所定の条件を満たせば、健康状態
にかかわらず、原則としてそれまでと同一の保障内容での保障
を継続できる制度のことをいいます。更新の際は、更新日現在
の保険年齢・保険料率によって保険料が再計算されるため、保
険料は通常高くなります。ご契約者からお申し出がなければ自
動的に更新されます。また、更新後のご契約には更新時の約款
が適用されます。

高度障害状態（こうどしょうがいじょうたい）
高度障害保険金などのお支払いの対象となる状態のことで、被
保険者が両眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定め
られた状態をいいます。対象となる高度障害状態は、公的な身
体障害者認定基準などとは要件が異なります。

告知義務（こくちぎむ）
ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴（傷病名・治療期間
など）、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などについて
告知書や医師の質問によりおたずねする内容に対して、事実を
ありのまま正確にもれなくお答えいただく義務のことをいいます。

告知義務違反（こくちぎむいはん）
告知書の質問事項または医師からの質問に対して、事実を告知
されなかったり、事実と違うことを告知された場合は、「告知義務
違反」としてご契約や特約が解除されることがあります。

告知書（こくちしょ）
ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴（傷病名・治療期間
など）、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などについて、
被保険者（またはご契約者）自身が記入していただく書面のこと
をいいます。

し 事業年度（じぎょうねんど）
当社業務の区切りおよび決算のために定めた期間で、毎年４
月１日から翌年３月３１日までの満１か年のことをいいます。

時効（じこう）
保険金・給付金等のご請求には時効があります。保険金・給付
金・解約返戻金・保険料払込の免除などのご請求の権利は、３
年を過ぎますとなくなります。

失効（しっこう）
猶予期間内に第２回以降の保険料のお払込みがないなどによ
り、ご契約の効力が失われることをいいます。ご契約が失効する
と、保障がない状態になり、保険金・給付金・年金などをお支払
いできないことになります。失効したご契約に解約返戻金がある
場合には、ご契約者は解約返戻金を請求することができます。

指定代理請求人（していだいりせいきゅうにん）
被保険者である保険金等の受取人が、病気やケガにより保険金
・給付金等を請求する意思表示ができない等の場合に、あらか
じめ指定された指定代理請求人が保険金・給付金等の代理請
求を行うことができます。

支払限度（しはらいげんど）
給付金などのお支払いに関する限度のことをいいます。

入院給付金の支払限度

１回の入院についての支払日数の限度と通算の支
払日数の限度があります。

例

支払査定時照会制度（しはらいさていじしょうかいせいど）
保険金・給付金等のお支払いの判断または保険契約などの解
除、取消もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各
生命保険会社などの保有する保険契約などに関する事項を共
同して利用する制度です。

支払事由（しはらいじゆう）
保険金・給付金・年金などが支払われる場合のことをいいます。

被保険者の死亡、入院、手術 など例

主契約（しゅけいやく）
ご契約のベースとなる部分で、約款のうち普通保険約款に記載
されている契約内容のことをいいます。

主約款（しゅやっかん）
主契約の普通保険約款のことをいいます。

準用（じゅんよう）
約款の規定の中で、ある事項に関する規定を他の類似の事項
に、必要な変更を加えてあてはめることをいいます。これに対し、
「適用」とは、ある事項に関する規定を他の類似の事項に、その
ままあてはめることをいいます。

つぎのページへ

主な保険用語のご説明 保険用語

ご
契
約
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診査（しんさ）
医師扱のご契約に申し込まれた場合には、当社の指定する医
師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先などの
定期健康診断の結果をご利用いただく方法、生命保険面接士
（生命保険協会の定める資格を有する者）の面接報告による方
法などもあります。

す すえ置支払（すえおきしはらい）
保険金などの受取方法の一つで、お支払事由が生じた保険金
などを当社にすえ置く制度のことをいいます。すえ置かれた保
険金などには、当社所定の利率（経済情勢などにより変更する
ことがあります）による利息がつけられます。

せ 生命保険募集人（せいめいほけんぼしゅうにん）
生命保険契約の募集を行う人のことをいいます。当社の生命保
険募集人（募集代理店の担当者等）は、お客さまと当社の保険
契約の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権や告知の受領
権はありません。

生命保険面接士（せいめいほけんめんせつし）
生命保険のご契約の際、告知書に記載されている事項などを確
認する人のことをいいます。生命保険協会が行う資格試験に合
格した者が、生命保険面接士として認定されます。

責任開始期（日）（せきにんかいしき・び）
当社がご契約上の保障を開始する時期をいいます。また、その
責任開始期の属する日を責任開始日といいます。

責任準備金（せきにんじゅんびきん）
将来の保険金・給付金・年金などをお支払いするために、保険
料の中から積み立てられるものをいいます。

前納（ぜんのう）
将来の保険料を２年分以上まとめて払い込むことをいいます。
保険料の前納をされる場合、当社所定の利率（経済情勢などに
より変更することがあります）で割り引いて計算した保険料前納
金をお払い込みいただきます。
月払のご契約は年払に変更のうえ、前納のお取扱いができます。

た 第１回保険料相当額（充当金）（だいいっかいほけんりょうそうとうがく（じゅうとうきん））
ご契約のお申込時にお払い込みいただくお金のことをいいます。
ご契約が成立した場合には、第１回保険料に充当されます。

代理請求制度（だいりせいきゅうせいど）
被保険者が保険金・給付金等を請求できない特別な事情があ
るときに、所定の代理人がその保険金・給付金等を請求できる
制度のことをいいます。

ち 中途付加（ちゅうとふか）
保障内容を見直す制度の一つで、現在のご契約の保障内容や
保険期間を変えずに、新たな特約を付加することをいいます。

つ 積立配当金（つみたてはいとうきん）
積み立てられた配当金のことをいいます。積立配当金は、当社
所定の利率（経済情勢などにより変更することがあります）による
利息をつけて積み立てます。

と 特則（とくそく）
約款の規定の中で、通常とは異なる特別なお約束をする目的で
設定する規定のことをいいます。

特定障害不担保（とくていしょうがいふたんぽ）
特別条件の一つで、特定障害（所定の視力障害）に対して、高
度障害保険金をお支払いしないことなどをいいます。

特定疾病・部位不担保（とくていしっぺい・ぶいふたんぽ）
特別条件の一つで、被保険者の健康状態などが当社の定めた
基準に適合しない場合に、その危険の種類および程度に応じて、
当社が指定した身体部位または特定疾病に対して給付金など
をお支払いしないことをいいます。

特別条件（とくべつじょうけん）
被保険者の健康状態や過去の病歴などに応じてご契約にお付
けする条件のことをいいます。特別条件をお付けしてお引き受
けするご契約を特別条件付契約といいます。

特約（とくやく）
主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる
特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。

特約条項（とくやくじょうこう）
特約の約款のことをいいます。なお、普通保険約款と特約条項
が異なる内容の場合は、特約条項が優先的に適用されます。

取消（とりけし）
ご契約の締結等に際して、詐欺の行為があったと認められた場
合等には、ご契約は取消となります。この場合、すでにお払い込
みいただいた保険料は払い戻しません。
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は 払込期月（はらいこみきげつ）
保険料をお払い込みいただく月のことで、払込方法に応じて迎
える契約応当日の属する月の初日から末日までの期間をいい
ます。

契約応当日が４月１日の場合

保険料の払込期月は、４月１日から４月３０日までと
なります。

例

払済保険（はらいずみほけん）
保険料のお払込みを中止し、保険料払込済のご契約に変更す
ることをいいます。保険金額は小さくなりますが、ご契約は有効
に継続します。なお、元のご契約の特約は、一部を除き消滅しま
す。

ひ 被保険者（ひほけんしゃ）
保険（保障）がかけられている人のことで、その人の生死・病気・
ケガなどが保険の対象となります。

ふ 普通保険約款（ふつうほけんやっかん）
主契約の約款のことをいいます。なお、約款には普通保険約款
と特約条項があります。

復活（ふっかつ）
失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、
あらためて告知または診査をしていただき、健康状態などによっ
ては復活できないこともあります。

ほ 保険期間（ほけんきかん）
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間の
ことをいいます。この期間内に死亡や入院などの支払事由が発
生した場合のみ、保険金・給付金・年金などのお支払いの対象
となります。保険料払込期間とは必ずしも一致しません。
ただし、保険種類および保険料の払込方法によっては、保険期
間の始期と責任開始期が異なる場合があります。

保険金（ほけんきん）
被保険者がお亡くなりになったときや、当社所定の高度障害に
なられたときに、お支払いするお金のことをいいます。

保険契約者（ほけんけいやくしゃ）
生命保険会社と保険契約を結び、ご契約上の様 な々権利（たと
えば、契約内容の変更などの請求）と義務（たとえば、保険料を
払い込む義務）を持つ人のことをいいます。当社では、保険契
約を「契約」、保険契約者を「契約者」と言い表します。

保険証券（ほけんしょうけん）
ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記
載したものをいいます。

保険年度（ほけんねんど）
契約日から１年ごとの期間のことをいいます。契約日から最初
の満１か年を第１保険年度といい、以下順次、第２保険年度、
第３保険年度、…といいます。

保険年齢（ほけんねんれい）
契約年齢に年単位の契約応当日ごとに１歳を加えて計算した
年齢のことをいいます。

契約日が平成２４年１月１日、契約年齢が４０歳の場
合

保険年齢は、平成２５年１月１日より４１歳、平成２６年
１月１日より４２歳、…となります。

例

保険料（ほけんりょう）
ご契約者から、当社にお払い込みいただくお金のことをいいま
す。

保険料期間（ほけんりょうきかん）
保険料の払込方法（回数）に応じ、それぞれの契約応当日から
翌契約応当日の前日までの期間をいいます。

保険料の払込方法（回数）（ほけんりょうのはらいこみほうほう（かいすう））
保険料の払込方法（回数）には保険種類に応じて、一時払、月
払、年払があります。

保険料の払込方法（経路）（ほけんりょうのはらいこみほうほう（けいろ））
保険料の払込方法（経路）には保険種類に応じて、口座振替に
よるお払込み、所属する会社などの団体を通じてのお払込み、
クレジットカードによるお払込みなどがあります。

保険料の割増（ほけんりょうのわりまし）
特別条件の一つで、被保険者の健康状態などが当社の定めた
基準に適合しない場合に、その危険の種類および程度に応じて、
通常の保険料に特別保険料を加算することをいいます。

保険料払込期間（ほけんりょうはらいこみきかん）
保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。保険期間
とは必ずしも一致しません。

つぎのページへ

主な保険用語のご説明 保険用語

ご
契
約
の
し
お
り
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保険料払込みの免除（ほけんりょうはらいこみのめんじょ）
被保険者が不慮の事故により所定の身体障害の状態になられ
たときなどに、以後の保険料のお払込みを免除することをいいま
す。

保険料払込みの免除事由（ほけんりょうはらいこみのめんじょじゆう）
保険料のお払込みが免除される場合のことをいいます。

被保険者の不慮の事故による所定の身体障害の状態
など

例

保険料払込みの猶予期間（ほけんりょうはらいこみのゆうよきかん）
保険料のお払込みには猶予期間があります。保険料の払込方
法（回数）に応じて、つぎのとおりです。

第２回目以降の保険料払込みの猶予期間
●月払の場合：払込期月の翌月初日から末日まで
●年払の場合：払込期月の翌月初日から翌々月の

月単位の契約応当日まで

例

保険料率（ほけんりょうりつ）
保険料を計算する際に用いるもので、基準となる保険金額や給
付金日額などに対する保険料のことをいいます。

み 未経過保険料（みけいかほけんりょう）
年払の保険契約で、払い込まれた保険料のうち、その保険料に
対する期間中の経過月数（１か月未満の端数切り上げ）により
計算した未経過部分の保険料をいいます。

む 無効（むこう）
保険金などを不法に取得する目的で加入されたと認められた
場合や「責任開始期に関する特約」を付加した契約で猶予期間
内に第１回保険料のお払込みがない場合等は、ご契約の当初
から、その効力がなくなります。この場合、すでに保険料をお払
込みいただいていたとしても払い戻しません。

め 免責事由（めんせきじゆう）
当社は、ご契約成立後、被保険者の死亡や入院などの支払事
由に対して保険金・給付金・年金などをお支払いする義務があ
りますが、例外としてその義務を免れる特定の事由のことをいい
ます。

ご契約後３年以内の自殺、酒気帯び運転中の事故
による入院 など

例

や 約款（やっかん）
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款
と特約条項があります。

よ 予定利率（よていりりつ）
保険料はその算出にあたり、将来の資産運用による収益をあら
かじめ見込んで割り引いていますが、その際に用いる利率のこ
とを予定利率といいます。
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この保険独自の保険用語のご説明

か 家計保障期間（かけいほしょうきかん）
保険金の月払給付を行う場合に給付金を支払う期間として、契
約日から、保険契約締結の際、ご契約者のお申出によって定め
た時までの期間をいいます。

き 基準給付金月額（きじゅんきゅうふきんげつがく）
保険金の月払給付を行う場合の給付金月額または保険金の一
時支払を行う場合の保険金額を算出する基準として、保険契約
締結の際、ご契約者のお申出によって定めた金額をいいます。

給付金月額（きゅうふきんげつがく）
保険金の月払給付を行う場合に毎月お支払いする給付金の額
をいいます。

け 契約の型（けいやくのかた）
保険契約締結の際、ご契約者のお申出によって定めた、定額型
または逓増型のいずれかの型をいいます。保険金の月払給付
を行う場合、定額型では一定額、逓増型では年々増加する金額
の給付金を毎月お支払いします。

こ 高額割引（こうがくわりびき）
当社の所定の条件を満たすご契約については、保険料に高額
割引が適用されます。

さ 最低支払保証期間（さいていしはらいほしょうきかん ）
保険金の月払給付を行う場合に給付金を支払う最低保証年数
として、保険契約締結の際、ご契約者のお申出によって定めた
期間をいいます。

ほ 保険金額（ほけんきんがく）
保険金の一時支払を行う場合にお支払いする金額をいいます。

保険料の振替貸付（ほけんりょうのふりかえかしつけ）
保険料のお払い込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、所
定の解約返戻金（年払の場合の未経過保険料を含みます。）が
あるときはその範囲内で、あらかじめお申し出がない限り、当社
が自動的に保険料をお立て替えする制度です。

主
な
保
険
用
語
の
ご
説
明
／
こ
の
保
険
独
自
の
保
険
用
語
の
ご
説
明

主な保険用語のご説明 保険用語

ご
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り
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お申込み  

ご契約のしおり
ご契約に際して

１．保険契約の締結と生命保険募集人の権限・・・・・・１６

２．個人情報の取扱いに関するご案内・・・・・・・・・１６

３．クーリング・オフ制度（お申込みの撤回またはご契約の解除）・１７

４．ご契約のお申込みの際のご注意点・・・・・・・・・１８

５．保険会社の責任開始期・・・・・・・・・・・・・・１８

６．本人確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９

７．新たな保険契約への乗換え・・・・・・・・・・・・２０



お客様 当社 取扱者／代理店 
（生命保険募集人） 

あんしん生命 

媒介をします。 

1.保険契約の締結と生命保険募集人の権限

当社の取扱者／代理店（生命保険募集人）は、お客様と当

社の保険契約締結の媒介をさせていただきます。

生命保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対し

て当社が承諾したときに有効に成立します。

1 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
�生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
�生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾すれば保険契約は有効に成立します。

（＊）当社の承諾が必要なご契約内
容変更等のお手続きの例

（各保険種類ごとに異なります。）

・保険契約の復活
・特約の中途付加 など

それぞれのお手続きの内容について、詳しく
は「ご契約のしおり」をご覧ください。

2 生命保険募集人について
�生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行
うことができます。

�当社の取扱者／代理店（生命保険募集人）は、お客様と当社の保険契約締結
の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、
保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したと
きに有効に成立します。

�ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契
約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。（＊）

�当社の取扱者／代理店である生命保険募集人の身分・権限等に関しまして
確認をご要望の場合には、巻末の総合カスタマーセンターまでご連絡くだ
さい。

2.個人情報の取扱いに関するご案内

当社および東京海上グループ各社（※）は、本契約に関する個人情報（過去に取得したものを含みます。）を、保険引受け

の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケー

ト等を行うために利用する他、下記①から④の利用・提供を行うことがあります。

なお、当社にご提供いただく保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用は、保険業法施行規則の規定

どおり、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定して利用いたします。

①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、
業務委託先（保険代理店、保険仲立人、医療機関、面接士、保険
金・給付金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等を含みま
す。）に対して個人情報を提供すること

②本契約に関して取得する情報は、契約締結、契約内容変更、保険
金・給付金支払い等の可否を判断するうえでの参考とするた
め、個人情報を他の生命保険会社、東京海上グループ内の他の
保険会社、社団法人生命保険協会等と共同して利用すること

③本契約に関して取得する情報は、当社と東京海上グループ各社
との間または当社と当社の提携先企業等との間で商品・サービ
ス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること

④再保険会社における保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金
・給付金支払い等に利用するため、対象となる保険契約の特定に
必要な保険契約者の個人情報の他、被保険者氏名、性別、生年月
日、保険金額等の契約内容に関する情報および健康状態に関す
る情報など当該業務に必要な個人情報を記録媒体等に安全管理
措置を講じて再保険会社に提供すること

東京海上グループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、東京海上グループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、

当社（および東京海上グループ各社）における個人情報の取扱いについては、当社ホームページ（http://www.tmn-anshin.co.jp/）をご覧ください。

なお、個人情報の取扱いについての照会や開示・訂正・削除等に関するご請求は下記照会先までご連絡ください。

※「東京海上グループ」とは、「東京海上ホールディングス株式会社」傘下の当社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、東京

海上日動フィナンシャル生命保険株式会社などや、前記各社の子会社等を含みます。

＜照会先＞東京海上日動あんしん生命保険株式会社
総合カスタマーセンター

�� ０１２０‐０１６‐２３４
受付時間 平日９：００～１８：００

土曜９：００～１７：００
（日曜・祝日・年末年始を除きます。）

東京海上日動あんしん生命保険株式会社
個人データ管理責任者
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申込日 
（4/10） 

第1回保険料 
相当額領収日 
 （4/15） 

この日まで 
 （4/22） 

クーリング・オフが可能な期間 

8日間 

申込日 
（4/10） 

この日まで 
 （4/17） 

8日間 

3.クーリング・オフ制度（お申込みの撤回またはご契約の解除）
�「責任開始期に関する特約」を付加しない場合

�「責任開始期に関する特約」を付加する場合

お申込者またはご契約者（以下「お申込者等」といいます。）

は、ご契約のお申込日または第1回保険料相当額の領収日

（※）のいずれか遅い日から（「責任開始期に関する特約」を付

加した場合は、ご契約のお申込日から）、その日を含めて8日

以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解

除（以下「お申込みの撤回等」といいます。）をすることができ

ます。

（※）第1回保険料相当額のお払込方法に応じ、以下のようになります。

第１回保険料相当額のお払込方法 第１回保険料相当額の領収日

①当社の取扱者／代理店への払込み 当社の取扱者／代理店が受け取った日

②金融機関からの直接振込 当社指定の口座に着金した日

③クレジットカードによる払込み 当社がクレジットカードの有効性等を確認した日

〒163-0515 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル
東京海上日動あんしん生命保険（株）クーリング・オフ担当 宛

1 お申出方法
�お申込みの撤回等は、書面の発信時（郵便の消印日付）に
効力を生じます。必ず郵便にて右記住所宛お申し出くださ
い。

�郵送する書面には以下の項目をご記入ください（ご自身の個人情報保護の観点から、なるべく封書にてお申し出ください。）。
なお、保険証券がお手元に到着している場合には、書面とともに封書にてご送付ください。

① 

② 

③ 

④ 

私は下記契約の申込みの撤回を行います。 

申込人（契約者） 

住所 

電話番号 

 

 

東京都××区○○○ 

03ー＊＊＊＊ー＊＊＊＊ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

 

証券番号 

取扱者／代理店 

保険料 

返金先口座 

××××××××××× 

△△保険サービス 

□□□□円 

○○銀行××支店   普通○○○○○○ 
口座名義人　アンシン　タロウ 

お申込人（契約者）ご自身がご署名ください。 
また申込書と同一の印鑑を押印ください。 

東京海上日動あんしん生命保険株式会社　行 

（アンシン   タロウ） 印 

⑦と⑧はすでに保険料をお払い込みいただいた場
合のみ、ご記入ください。またご契約者本人名義の
口座に限ります。 

ご記入例  

2 お申込みの撤回等をすることができない場合

（1）当社が指定した医師の診査が終了した場合
（2）債務履行の担保のための保険契約である場合

（3）既契約の内容変更（特約の中途付加など）の場合
（4）法人をご契約者とする保険契約である場合

3 その他
�お申込みの撤回等があった場合は、当社は、お申込者等にお払い込みいただいた金額を全額返還します。
※第1回保険料相当額のクレジットカードによるお払込みを選択されたご契約では、カード会社からお客様に請求がなされた場合のみ、保険料
を返還します。

�当社は、お申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
�お申込みの撤回等の書面の発信時に保険金または給付金のお支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じ
ません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、お申込者等が保険金または給付金のお支払事由が生じていることを知っ
ている場合を除きます。

�万一お申込みの撤回等と行き違いに保険証券が到着いたしましたら、支社・本店あてご連絡願います。
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自分で正しく 
記入しよう。 

4.ご契約のお申込みの際のご注意点

申込書・告知書は、ご自身で正確にご記入ください。また保険料等領収証は必ずお受け取りください。

1 申込書・告知書のご記入について
�ご契約の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者ご自身で記入してください。記入内容を
十分お確かめのうえ、署名、押印をお願いします。

2 健康状態・職業等の告知義務
�過去の傷病歴（傷病名・治療期間等。）、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等について「告知書」で当社がおたずねするこ
とについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ（告知）ください。

�注意喚起情報「2．最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください」をご参照ください。

3 保険料等領収証について
�第1回保険料に相当する額を当社の取扱者／代理店（生命保険募集人）にお払い込みいただく際には、引き換えに必ず当社所定
の「保険料等領収証」をお受け取りください。
�なお、保険種類によっては、保険料のお払込みについて、ご契約者からの当社の指定する口座へのお振込みに限らせていただい
ております。
（※）口座振替、クレジットカードなどでお払込みの場合、または金融機関から直接お振り込みいただいた場合は、当社からは領収証は発行いたしません。

4 保険証券の確認について
�ご契約をお引き受けしますと、当社は保険証券をご契約者にお送りします。お申込内容と相違がないか
をよくお確かめください。

�万が一、相違する点がございましたら、お手数ですが取扱者／代理店または保険証券表示の照会先へ
ご連絡ください。

5 ご契約の確認について
�当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込み後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込免除のご
請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容についてご確認させていただく場合があります。

5.保険会社の責任開始期

お申し込みいただいたご契約を当社が承諾（お引き受けすることを決定）した場合には、第１回保険料相当
額のお払込方法に応じ、所定の手続きが終了したときから保険契約上の責任を負います。

�責任開始期（ご契約の保障が開始される時期）は第１回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。
第１回保険料相当額のお払込方法 責任開始期

①当社の取扱者／代理店への払込み 「当社の取扱者／代理店が受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時

②金融機関からの直接振込 「当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時

③クレジットカードによる払込み（※１）
「当社がクレジットカードの有効性等を確認した時」または「告知の時」のい

ずれか遅い時

④口座振替による払込み（※２）

（「責任開始期に関する特約」を付加）
「ご契約のお申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時

（※１）ご契約のお申込みに際して、クレジットカードによる第１回保険料相当額のお払込みを希望された場合であっても、実際にはクレジッ
トカードによらず第１回保険料相当額をお払い込みいただいたときは、この場合には該当しません。なお、第１回保険料相当額のクレ
ジットカードによるお払込みは、当社の定める規定を満たした場合にお取り扱いいたします。

（※２）ご契約のお申込みに際して、口座振替による第１回保険料相当額のお払込みを希望された場合であっても、実際には口座振替によら
ず第１回保険料相当額をお払い込みいただいたときの責任開始期についてもこの場合に該当します。
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３大疾病保険料払込免除特則が付加されている場合、責任開始日からその日を含めて９０日を経過
する日以前（責任開始日前を含みます。）に約款所定の悪性新生物（がん）に罹患したときは、保険料
払込免除の対象とはなりませんのでご注意ください。

ご注意

▲ 
お申込み 

▲ 
告知 

▲ 
承諾 

▲ 
お払込み 

責任開始期 

責任開始期の例示 

▲ 
お申込み 

▲ 
告知 

▲ 
お払込み 

▲ 
承諾 

責任開始期 

▲ 
お申込み 

▲ 
お払込み 

▲ 
告知 

▲ 
承諾 

責任開始期 

�第１回保険料相当額のお払込方法が①～③の場合（「責任開始期に関する特約」を付加しない場合）

�第１回保険料相当額のお払込方法が④の場合（「責任開始期に関する特約」を付加する場合）

6.本人確認

「犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）」に基づき、お客様が個人の場合は氏名、住居及び生

年月日を、法人の場合は名称と本店等の所在地を、所定の方法により確認をさせていただくこと（以下「本人確認」とい

います。）があります。

1 確認方法について
�お客様が代理人を利用して取引される場合は、お客様と、実際に取引をなさる代理人双方の本人確認をさせていただくことがあ
ります。

�お客様が法人の場合は、お客様である法人と、実際に取引をなさるご担当者双方の本人確認をさせていただくことがあります。

2 その他
�お客様が、本人確認に際して氏名、住居または生年月日等を偽ることは犯罪収益移転防止法で禁止されており、お客様に隠ぺい
の目的があった場合には、罰金が科せられます。

�金融機関である当社（あんしん生命）は、お客様が本人確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むこ
とができることとなっており、お客様が本人確認に応じない間、お客様は金融機関である当社（あんしん生命）に契約上の義務の
履行を要求できません。
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7.新たな保険契約への乗換え

現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込み

（ご契約の乗換え）をご検討される方は特に次の点にご注意ください。

1 現在のご契約について解約、減額などを
される場合の不利益事項
�多くの場合、返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後
短期間で解約されたときの返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。

�一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うこととなる場合があります。

2 新たな保険契約をお申し込みされる場合のご注意事項
�新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお断りする場合があります。
�新たにお申込みの保険契約の保険料については、現在の被保険者の年齢により計算されます。また、保険料の計算の基礎となる
予定利率・予定死亡率等が、現在ご契約の保険契約と異なることがあります。

�新たにお申込みの保険契約について告知をいただく際、事実を告知されなかったり事実と異なることを告知されると、告知義務
違反としてご契約が解除され保険金・給付金等が支払われない場合があります。

�新たな保険契約の責任開始期から3年以内に被保険者が自殺した場合、責任開始期前の発病などの場合は、保険金・給付金等の
お支払いや保険料のお払込みの免除はできません。（約款に特に定めがあるときを除きます。）
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特長・しくみ  

ご契約のしおり
保険の特長としくみ

８．主契約について・・・・・・・・・・・・・・・・・２２

９．付加できる特約について・・・・・・・・・・・・・２５



8.主契約について

!

家計保障定期保険
万一の場合に、毎月の収入が確保できる保険で
す。

ご 注 意

この保険は無配当保険で
すので配当金はありませ
ん。また、ご契約を更新
することはできません。

ご 参 考

「家計保障定期保険」と同
様に、保険金額（保険金
の一時支払を選択された
場合にお支払いする金額）
が保険期間の経過ととも
に逓減し、保険金の受取
方法を選択できる特約と
して「逓減定期保険特約」
があります。
ただし、「家計保障定期保
険」と「逓減定期保険特
約」とでは、保険金受取
時の税務処理が異なる場
合がありますので、ご注
意ください。

万一の場合に、毎月の収入が確保できます。
特長1

◆保険期間中に死亡・高度障害となられた場合、保険金の月払給付により、家計保障期間満
了日まで毎月所定の給付金をお支払いします。

毎月お支払いする金額はニーズに応じて２種類から選択でき
ます。

特長2

ご 参 考

毎月お支払いする金額（給
付金月額）については、
普通保険約款末尾の「〈参
考〉保険金額・給付金月
額の計算方法」をご覧く
ださい。

◆毎月一定の金額をお支払いする定額型と、年々お支払額が増加する逓増型のいずれかの型
を選択できます。

毎月のお支払を保証する期間として「最低支払保証期間」があ
ります。

特長3

◆死亡・高度障害となられた時から家計保障期間満了日までの期間が、「最低支払保証期間」
に満たない場合は、家計保障期間満了日にかかわらず、「最低支払保証期間」にわたって毎
月所定の給付金をお支払いします。
◆「最低支払保証期間」は、１年、２年、５年、１０年のうちから選択できます。

保険金の受取方法を選択できます。
特長4

ご 参 考

保険金額については、普
通保険約款末尾の「〈参考〉
保険金額・給付金月額の
計算方法」をご覧くださ
い。

◆保険金の受取人は、保険金請求時にお申し出いただくことにより、保険金の月払給付（給
付金の毎月支払）にかえて、保険金の一時支払またはすえ置支払を選択することができま
す。
◆保険金の一時支払を選択された場合にお支払いする金額は、その時点での保険金額となりま
す。保険金額は、家計保障期間満了日までの期間が最低支払保証期間に満たない期間中を除
き、保険期間の経過とともに逓減します。

!
高額割引制度があります。

特長5 ご 注 意

減額等の内容変更により、
条件を満たさなくなった
場合は、高額割引が適用
されなくなります。◆この保険の契約日の保険金額が３，０００万円以上の場合、保険料の高額割引が適用されます。
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保障を必要とする期間に合わせて保険期間を選択できます。
特長6

オリジナルな保険の設計が可能です。
特長7

◆この保険に当社が準備している各種の特約を付加することによって、あなたのライフプラ
ンに合ったオリジナルな保険を設計することができます。当社の営業社員・代理店がお手
伝いいたしますのでお気軽にご相談ください。

�このプランでは、保険期間満了日と家計保障期間満了日は同一です。
�保険期間とは被保険者が死亡・高度障害となられた場合に保障される期間をいい、家計保障期
間とは保険金の月払給付（給付金の毎月支払）を行う場合に給付金をお支払いする期間をいい
ます。

ご注意

仕組図 

家計保障期間満了日までの期間が 
最低支払保証期間に満たない期間 

（保険金の一時支払またはすえ 
 　置支払のお申出がない場合  　 

ご契約日 満了日 

保険金の支払事由が発生 

給付金月額を毎月支払う 
○○○○○○○○○○○○○○○○　 

家計保障期間 
満了日 

保険金額 
（保険金の一時支払を選択され 
た場合にお支払いする金額） 

保険期間 

にお支払いする金額） 

△ 

主
契
約
に
つ
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て

保険の特長としくみ 特長・しくみ

ご
契
約
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し
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■保険金のお支払い

!

別 表 参 照

所定の高度障害状態につ
いては、「普通保険約款別
表３ 対象となる高度障
害状態」をご覧ください。

お支払いする保険金 保険金のお支払事由 お受け取りになる人

死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡されたとき 死亡保険金受取人

高度障害保険金
被保険者が責任開始期以後に生じた傷害また
は疾病が原因で保険期間中に所定の高度障害
状態になられたとき

被保険者

（ ）
保険契約者が法人で、かつ死亡保
険金受取人が保険契約者である場
合は、保険契約者

ご 注 意

保険金のお支払事由が生
じた時以後、保険金の受
取人から保険金の一時支
払またはすえ置支払を選
択する旨のお申出がない
場合は、保険金の月払給
付（給付金の毎月支払）
を行います。

�高度障害保険金を支払う前に被保険者が死亡したときは、当社は、高度障害保険金をお支払い
しません。ただし、死亡保険金の免責事由に該当した場合もしくは死亡保険金の請求がなされな
いことが確定した場合にはこの限りではありません。また、高度障害保険金を支払った後に死亡
保険金の請求を受けても、当社は、その死亡保険金をお支払いしません。

�被保険者が死亡された場合、主契約および特約は消滅し、死亡保険金受取人に死亡保険金等
をお支払いしますので、保険契約者は被保険者の死亡後に主契約および特約を解約し解約返
戻金を請求することはできません。

ご注意

!

!

!

■保険料の払込免除
別 表 参 照

不慮の事故については、
「普通保険約款別表２ 対
象となる不慮の事故」を、
所定の身体障害の状態に
ついては、「普通保険約款
別表４ 対象となる身体
障害の状態」をご覧くだ
さい。

ご 注 意

「上皮内がん」および「皮
膚の悪性黒色腫以外の皮
膚がん」は、お払込みの
免除対象の悪性新生物（が
ん）ではありません。

ご 注 意

責任開始日からその日を
含めて９０日を経過する日
以前（責任開始日前を含
みます。）に悪性新生物
（がん）に罹患したときは、
責任開始日からその日を
含めて９０日を経過した日
の翌日以後に新たに悪性
新生物（がん）に罹患し
ても保険料の払込免除は
いたしません。

ご 参 考

対象となる３大疾病につ
いては、「普通保険約款別
表５ 対象となる悪性新
生物、急性心筋梗塞、脳
卒中」をご覧ください。

ご 注 意

３大疾病保険料払込免除
特則は、お申込時のみ付
加することができます。
なおこの特則のみの解約
はできません。また、申
込形態などによってはお
取り扱いできない場合が
あります。

次の場合には、この保険の将来の保険料のお払込みは免除となります。
①被保険者が、責任開始期以後に生じた不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含め
て１８０日以内に所定の身体障害の状態になられたとき

②３大疾病保険料払込免除特則が付加されている場合で、被保険者が悪性新生物（がん）、急性心筋梗塞、
脳卒中の以下の所定の疾病状態になられたとき
�悪性新生物（がん）については、責任開始日からその日を含めて９０日を経過した日の翌日以後の保
険料払込期間中に、初めて（責任開始日前の期間を通じて初めてとします。）悪性新生物（がん）
に罹患し、医師により病理組織学的所見（生検）によって診断確定（病理組織学的所見が得られな
いときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。）されたとき

�急性心筋梗塞については、責任開始期以後の疾病を原因として、保険料払込期間中に急性心筋梗塞
を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて６０日以上、労働の制限
を必要とする状態（軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必
要とする状態）が継続したと医師によって診断されたとき

�脳卒中については、責任開始期以後の疾病を原因として、保険料払込期間中に脳卒中を発病し、そ
の疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて６０日以上、言語障害、運動失調、麻
痺等の他覚的な神経学的後遺症および労働の制限を必要とする状態（軽い家事等の軽労働や事務等
の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態）のいずれもが継続したと医師によ
って診断されたとき

しおり 24



9.付加できる特約について

ご契約に次のような特約を組み合わせて付加しますと、保障内容がさらに充実します。

目的 特約
参照ページ

しおり 約款

災害による死亡・身体の障害に対す
る保障を充実させるには

①災害割増特約
②傷害特約（本人型）

Ｐ２６
Ｐ２７

Ｐ３３
Ｐ４５

保険金を生きているうちに活用した
いとお考えのときは

③リビング・ニーズ特約 Ｐ２８ Ｐ６１

�ご契約後にも特約を付加（中途付加）することができます。ただし、将来事前の予告なく、特約の
販売を停止することがあります。この場合、特約の中途付加のお取扱いも停止させていただきま
す。
�ご契約の種類、内容および申込形態などによっては、お取り扱いできない場合があります。
�中途付加のお取扱いに際しては、改めての告知（診査）などの手続きが必要となるとともに、所定
の引受条件を満たすことが必要です。

ご注意

主
契
約
に
つ
い
て
／
付
加
で
き
る
特
約
に
つ
い
て

保険の特長としくみ 特長・しくみ

ご
契
約
の
し
お
り
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① 災 害 割 増 特 約

災害による死亡および高度障害の場合の保障を確保できます。
特長

◆災害で事故の日からその日を含めて１８０日以内に死亡・高度障害になられたとき、ま
たは感染症で死亡・高度障害になられたときに、この特約の災害死亡・高度障害保険
金をお支払いします。

■保険金のお支払い

! ご 注 意

「不慮の事故による死亡」
または「不慮の事故によ
る所定の高度障害状態」
とは、この特約の責任開
始期以後に発生した不慮
の事故を直接の原因とし
て、その日を含めて１８０日
以内に、かつこの特約の
保険期間中に死亡または
所定の高度障害状態にな
ることをいいます。

別 表 参 照

所定の高度障害状態につ
いては、「特約条項別表３
対象となる高度障害状態」
をご覧ください。

お支払いする保険金 保険金のお支払事由 お受け取りになる人

災害死亡保険金
被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事
故または感染症（※）が原因で特約の保険期
間中に死亡されたとき

主契約の
死亡保険金受取人

災害高度障害
保険金

被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事
故または感染症（※）が原因で特約の保険期
間中に所定の高度障害状態になられたとき

被保険者

（ ）
※「感染症」とは、平成６年１０月１２日総務庁告示第７５号に定められた分類項目中の下表に記載のものとし、分類項
目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD－１０（２００３年
版）準拠」によるものとします。

保険契約者が法人で、かつ主契約
の高度障害保険金の受取人が保険
契約者である場合は、保険契約者

別 表 参 照

不慮の事故については、
「特約条項別表２ 対象と
なる不慮の事故」をご覧
ください。

分類項目 基本分類表番号

１．コレラ
２．腸チフス
３．パラチフスＡ
４．細菌性赤痢
５．腸管出血性大腸菌感染症
６．ペスト
７．ジフテリア
８．急性灰白髄炎＜ポリオ＞
９．ラッサ熱
１０．クリミア・コンゴ＜Crimean‐Congo＞出血熱
１１．マールブルグ＜Marburg＞ウイルス病
１２．エボラ＜Ebola＞ウイルス病
１３．痘瘡
１４．重症急性呼吸器症候群［SARS］

（ただし、病原体がコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであ
るものに限ります。）

Ａ００
Ａ０１．０
Ａ０１．１
Ａ０３
Ａ０４．３
Ａ２０
Ａ３６
Ａ８０
Ａ９６．２
Ａ９８．０
Ａ９８．３
Ａ９８．４
Ｂ０３
Ｕ０４
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② 傷 害 特 約（ 本 人 型 ）

災害による死亡および身体障害の場合の保障を確保できます。
特長

◆災害で事故の日からその日を含めて１８０日以内に死亡されたとき、または感染症で死
亡されたときに災害死亡保険金を、災害で事故の日からその日を含めて１８０日以内に
所定の身体障害の状態になられたときに障害給付金をお支払いします。

■保険金等のお支払い

!お支払いする保険金等 保険金等のお支払事由 お受け取りになる人

災害死亡保険金
被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事
故または感染症（※）が原因で特約の保険期
間中に死亡されたとき

主契約の
死亡保険金受取人

障害給付金
被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事
故が原因で特約の保険期間中に所定の身体障
害状態になられたとき

被保険者

（ ）

ご 注 意

「不慮の事故による死亡」
または「不慮の事故によ
る所定の身体障害状態」
とは、この特約の責任開
始期以後に発生した不慮
の事故を直接の原因とし
て、その日を含めて１８０日
以内に、かつこの特約の
保険期間中に死亡または
所定の身体障害状態にな
ることをいいます。

別 表 参 照

所定の身体障害状態につ
いては、「特約条項別表３
給付割合表」をご覧くだ
さい。

※「感染症」とは、平成６年１０月１２日総務庁告示第７５号に定められた分類項目中の下表に記載のものとし、分類項
目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD－１０（２００３年
版）準拠」によるものとします。

保険契約者が法人で、かつ主契約
の高度障害保険金の受取人が保険
契約者である場合は、保険契約者

別 表 参 照

不慮の事故については、
「特約条項別表２ 対象と
なる不慮の事故」をご覧
ください。

分類項目 基本分類表番号

１．コレラ
２．腸チフス
３．パラチフスＡ
４．細菌性赤痢
５．腸管出血性大腸菌感染症
６．ペスト
７．ジフテリア
８．急性灰白髄炎＜ポリオ＞
９．ラッサ熱
１０．クリミア・コンゴ＜Crimean‐Congo＞出血熱
１１．マールブルグ＜Marburg＞ウイルス病
１２．エボラ＜Ebola＞ウイルス病
１３．痘瘡
１４．重症急性呼吸器症候群［SARS］

（ただし、病原体がコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであ
るものに限ります。）

Ａ００
Ａ０１．０
Ａ０１．１
Ａ０３
Ａ０４．３
Ａ２０
Ａ３６
Ａ８０
Ａ９６．２
Ａ９８．０
Ａ９８．３
Ａ９８．４
Ｂ０３
Ｕ０４

付
加
で
き
る
特
約
に
つ
い
て

保険の特長としくみ 特長・しくみ

ご
契
約
の
し
お
り
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③ リ ビ ン グ ・ ニ ー ズ 特 約

この特約の保険 
料は不要です。 被保険者の余命が６か月以内と判断される場合に、特定状態

保険金をお支払いします。

特長1

◆病気によると災害によるとを問わず、被保険者の余命が６か月以内と判断される場合には、
ご希望により将来の死亡保険金のお支払いに代えて、特定状態保険金をお支払いしますの
で、被保険者がご自身のために、生きているうちに保険金を活用することができます。

◆特定状態保険金のお支払方法は一時支払のみとなり、家計保障定期保険普通保険約款に規
定する保険金の月払給付のお取扱いはいたしません。

!

!

!

必要な金額のみ指定することにより、遺族保障を継続できま
す。

特長2 ご 注 意

ご請求日とは、特定状態
保険金の請求に必要な書
類が当社に到着した日の
ことをいいます。

ご 注 意

限度額（３，０００万円以内）
は、他の保険契約と合算
します。

ご 注 意

ご請求日の６か月後の保
険金額がご請求日の保険
金額をこえる場合は、ご
請求日の保険金額

◆特定状態保険金のご請求額（指定保険金額）として、ご請求日の６か月後の保険金額以内
で、かつ被保険者お１人について３，０００万円以内で必要額をご指定いただけます。

◆保険金額の一部をご指定されたときは、指定された金額を減額した残額について、保険契
約が継続しますので、ご自身で使われる金額とご遺族のために残される金額を選択できま
す。

上記のご請求額の指定に際しては、災害割増特約および傷害特約の災害死亡保
険金額は含まれませんので、ご注意ください。

ご注意

死亡・高度 
障害保険金 

ご請求日の6か月後の 
保険金額 

ご契約日 ご請求およびお支払 

死亡・高度 
障害保険金 

ご契約日 ご請求およびお支払 満了 

ご請求日の6か月後の 
保険金額 

指定された保険金額 

!

!

■保険金の請求

ご 注 意

左記（１）の場合、主契約に
付加されている特約もす
べて消滅します。

ご 注 意

左記（２）の場合、消滅部分
については、解約返戻金
はお支払いしません。
また、特定状態保険金の
お支払後も、主契約に付
加されているその他の特
約は、そのまま継続し、
継続する部分の保険料は、
お払込みが必要です。

（１）ご請求日の６か月後の保険金額の

全部を請求した場合

請求日にさかのぼって

保険契約は消滅します。

（２）ご請求日の６か月後の保険金額の

一部を請求した場合

指定された保険金額に対応する

基準給付金月額分が

請求日にさかのぼって

消滅したものとみなします。
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■保険金のお支払い

! ご 注 意

「余命６か月以内」は、日
本で一般に認められた医
療による治療を行っても
余命が６か月以内である
ことを意味します。
「余命６か月以内」の判断
は、医師に記入いただい
た診断書や請求書類等に
もとづいて当社が行いま
す。

お支払いする保険金 保険金のお支払事由 お受け取りになる人

特定状態保険金
被保険者の余命が６か月以内と判断されると
き

被保険者

（ ）
保険契約者が法人で、かつ主契約
の死亡保険金受取人が保険契約者
である場合は、保険契約者

■特定状態保険金のお支払い

�特定状態保険金のお支払は、１契約について１回とし、お支払いした後は、この特約は消滅します。（消
滅後に、さらにこの特約を中途付加することはできません。）

�特定状態保険金のお支払いの際は、特定状態保険金の受取人が指定した指定保険金額から、６か月分の
利息と保険料相当額を差し引いてお支払いします。

お支払金額 ＝
特定状態保険金の
受取人が指定した金額
（ご請求額）

－（
指定保険金額に
対応する
６か月分の
利息

＋
指定保険金額に
対応する
６か月分の
保険料相当額

）

�主契約の保険期間の満了前１年以内に、この特約の保険金の請求はできません。

■指定代理請求制度について

ご 参 考

詳しくは、「１４．保険金・
給付金等の代理請求につ
いて」をご覧ください。

�特定状態保険金は、受取人である被保険者からご請求いただきますが、被保険者が特定状態保険金のご
請求をできない特別な事情がある場合には、あらかじめご指定のある指定代理請求人が、被保険者の代
理人としてご請求いただくことができます。

�リビング・ニーズ特約において指定代理請求人を指定する場合、指定代理請求特約を必ず付加していた
だきます。

�特定状態保険金の受取人が法人の場合には、指定代理請求人による代理請求はできません。
�特定状態保険金を指定代理請求人に支払った場合には、その後重複して特定状態保険金の
請求を受けてもお支払いいたしません。

�この特約の保険金請求後の被保険者（または保険契約者）からの照会について、当社は直接の
回答をせず、指定代理請求人に連絡をとらせていただくことがあります。

ご注意

付
加
で
き
る
特
約
に
つ
い
て

保険の特長としくみ 特長・しくみ

ご
契
約
の
し
お
り
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保険金・給付金等 

ご契約のしおり
保険金・給付金等について

１０．保険金・給付金等の請求の流れと注意点・・・・・・３２

１１．保険金・給付金等のお支払期限について・・・・・・３４

１２．保険金・給付金等をお支払いできない場合・・・・・３５

１３．保険金・給付金等のお支払いについての具体的事例・３８

１４．保険金・給付金等の代理請求について・・・・・・・４５

１５．死亡保険金受取人の変更について・・・・・・・・・４７

１６．保険金・給付金等の請求について・・・・・・・・・４８



10.保険金・給付金等の請求の流れと注意点

!
被保険者が、お亡くなりになったときなどは、すみやかにご連絡ください。

ご 注 意

保険金・給付金等のご請
求は、３年間をすぎると、
ご請求の権利がなくなり
ますので、ご注意くださ
い。

ご連絡 

お客様 

お支払 ご提出 

ご案内 

東京海上日動あんしん生命 

下記の3つから連絡方法をお選びいただき、
ご請求の内容をお伝えください。 

ご請求の内容とは被保険者のお名前・身体の
状態・証券番号などです。 

必要書類をご記入いただき書類の不足がな
いかご確認の上、ご提出ください。 

必要書類（請求書・診断書など）は当社で受
付後、内容を確認させていただきます。 

保険金・給付金等をお支払いします。「お支払
のご案内」をお送りしますのでご確認ください。 

保険金・給付金等は、原則としてご指定いた
だいた口座へお支払いいたします。 

あんしん生命 

お手続きの詳しいご案内と必要な書類をお送
りします。 

診断書・戸籍書類など、ご請求に必要な書類
にかかる費用はお客様のご負担になります。 

　　　　「ご連絡方法」 

インターネットで当社ホームページから下記の順序でお進みください。 
 
 
 
 

＜当社ホームページ＞ 
http://www.tmn-anshin.co.jp/

総合カスタマーセンターへお電話ください。 
 
＜総合カスタマーセンター＞ 

 
［受付時間］平日9：00～18：00 
　　　　　土曜9：00～17：00（日曜・祝日・年末年始を除きます。） 

担当の代理店もしくは 
ライフパートナーへ 
ご連絡ください。 

ご契約者様 インターネット 
でのご連絡 

保険金・給付金の 
ご請求手続きの流れ 

!

!

ご請求手続きの流れ

ご 注 意

保険料の払込免除の請求
についても左記の「ご請
求手続きの流れ」と同様
となります。

ご 注 意

ご提出いただきました書
類を拝見した結果、ご加
入前の健康状態、治療の
経過・内容などについて、
詳細な事実確認をさせて
いただくこと、当社が指
定した医師による被保険
者の診断を求めることが
あります。
ご契約の約款に沿って判
断のうえ、または事実確
認の結果、ご要望に沿え
ずお支払いできない場合
もあります。
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ご連絡をいただく前に

�ご契約の内容によって、他の保険金・給付金等をご請求いただける可能性がありますので、以下の
点もご確認ください。

複数のご契約に加入されている場合

被保険者が複数のご契約に加入さ
れている場合

ご請求対象となるご契約が
他にないかご確認ください。

保
険
金
・
給
付
金
等
の
請
求
の
流
れ
と
注
意
点

保険金・給付金等について 保険金・給付金等

ご
契
約
の
し
お
り
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11.保険金・給付金等のお支払期限について

!
保険金・給付金等のご請求があった場合、当社は、請求に必要な書類が当社に到着した
日の翌営業日からその日を含めて５営業日以内に保険金・給付金等をお支払いします。
ただし、保険金・給付金等をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以
下のとおりとします。

ご 注 意

請求に必要な書類が当社
に到着した日とは、完備
された請求書類が当社に
到着した日をいいます。

保険金・給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 お支払期限

①

保険金・給付金等をお支払いするために確認が必要な次の場合
・保険金・給付金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な
場合

・保険金・給付金等の免責事由に該当する可能性がある場合
・告知義務違反に該当する可能性がある場合
・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性があ
る場合

請求に必要な書類が当社に到
着した日からその日を含めて
６０日以内にお支払いします。

②

上記①の確認を行うために特別な照会や確認が必要な次の場合

請求に必要な書類が当社に到
着した日からその日を含めて
下記日数以内にお支払いしま
す。

・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定す
る書面等の方法に限定される照会が必要な場合

９０日

・弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会が必要な
場合

９０日

・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術
的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合

１２０日

・ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人を被
疑者または被害者として、捜査、起訴その他の刑事手続が
開始されたことが報道等で明らかである場合における、送
致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察
等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合

１８０日

・日本国外における調査が必要な場合 １８０日

・災害救助法が適用された地域における調査が必要な場合 ９０日

※保険金・給付金等をお支払いするための上記①②の確認等に際し、ご契約者、被保険者または保険金・
給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこ
れにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金・給付金等をお支払いしません。
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12.保険金・給付金等をお支払いできない場合

次のような場合には、保険金・給付金等のお支払事由が生じても、保険金・給付金等の
お支払いはいたしません。また、保険料のお払込免除事由が生じても保険料のお払込み
を免除いたしません。

!

!

!

ご 注 意

自殺に際して心神喪失な
いしこれと同程度の著し
い精神障害があり、自己
の生命を絶つ認識がなか
ったと認められるときは、
死亡保険金をお支払いす
る場合がありますので、
当社へお問い合わせくだ
さい。

ご 参 考

戦争その他の変乱、地震、
噴火または津波により免
責事由に該当した場合で
あっても該当する被保険
者数の増加が主契約・特
約の計算基礎に及ぼす影
響が少ない場合には、そ
の程度に応じ、保険金・
給付金等の全額もしくは
一部をお支払いし、また
は保険料の払込免除をい
たします。

ご 注 意

保険料払込免除には、３
大疾病保険料払込免除特
則による保険料の払込免
除を含みません。

主契約・特約 保険金等
免責事由

（保険金などをお支払いできない場合・
保険料のお払込みを免除できない場合）

家計保障定期保険 死亡保険金 ・責任開始日からその日を含めて３年以内の被保険者の自
殺

・保険契約者または死亡保険金受取人の故意
・戦争その他の変乱

高度障害保険金 ・保険契約者または被保険者の故意
・戦争その他の変乱

保険料払込免除 ・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
・被保険者の犯罪行為
・被保険者の精神障害を原因とする事故
・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転して
いる間に生じた事故

・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当
する運転をしている間に生じた事故

・地震、噴火または津波
・戦争その他の変乱

リビング・ニーズ特約 特定状態保険金 ・保険契約者または被保険者の故意
・指定代理請求人の故意
・戦争その他の変乱

災害割増特約 災害死亡保険金 ・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
・被保険者の犯罪行為
・被保険者の精神障害を原因とする事故
・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転して
いる間に生じた事故

・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当
する運転をしている間に生じた事故

・地震、噴火または津波
・戦争その他の変乱
・災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失（災害
死亡保険金の場合）

災害高度障害保
険金

傷害特約（本人型） 災害死亡保険金

障害給付金

■免責事由に該当した場合

保
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!

!

保険金・給付金等をお支払いできない場合

責任開始期前に生じた疾病や
不慮の事故等の場合

次の保険金・給付金等のお支払いの原因となる疾病や不慮の事故等が責
任開始期前に生じていたとき（下記【ご注意】に記載している場合等、
約款に特に定めのある場合を除きます。）

高度障害保険金、保険料の払込免除 など

【ご注意】

次の①～③のいずれかに該当する場合には、責任開始期以後の原

因による疾病等とみなして、保険金・給付金等のお支払いに関す

る規定を適用します。

① 告知等により当社が責任開始期前の疾病等について知っ

ていた場合、または過失により知らなかった場合

② 責任開始期前の疾病等について、生命保険募集人が、告知

をすることを妨げた場合、または告知しないことや事実でな

いことを告げることを勧めた場合

③ 責任開始期前の疾病等について、次のア．およびイ．を満

たし、かつ、責任開始期前に、被保険者の身体に生じた症状

について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなか

ったことが明らかな場合

ア．責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことが

ない。

イ．責任開始期前に、被保険者が健康診断による異常の指摘

を受けたことがない。

３大疾病保険料払込免除特則による保険料の払込免除については、上記

【ご注意】にかかわらず責任開始日からその日を含めて９０日を経過する日

以前（責任開始日前を含みます。）に悪性新生物（がん）に罹患し、診断

確定されたときは、保険料の払込免除はいたしません。また、その後新

たに悪性新生物（がん）に罹患したと診断確定されても、保険料の払込

免除はいたしません。

詐欺による取消

ご契約の締結、復活、復旧またはご契約内容の変更（以下「ご契約の締
結等」といいます。）に際して、ご契約者、被保険者または保険金・給付
金等の受取人による詐欺行為があったことにより、ご契約等が取り消さ
れたとき

この場合、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。

不法取得目的による無効

ご契約の締結等の状況、ご契約成立後の保険金・給付金等のご請求の状
況などから判断して、ご契約者が次のいずれかの目的をもってご契約の
締結等を行い、ご契約が無効とされたとき

①不法に保険金・給付金等を取得する目的があったとき

②第三者に不法に保険金・給付金等を取得させる目的があったと

き

この場合、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。

第１回保険料が払い込まれな
いことによる無効

「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第１回保険料が猶予期
間満了日までに払い込まれないことにより、ご契約が無効となったとき

ご 注 意

知っていた場合には、責
任開始期前の疾病等につ
いて、保険契約者または
被保険者から告知されな
かったことにより、当社
が事実の一部を知らなか
った場合は含みません。

ご 注 意

健康診断とは、定期健康
診断、人間ドック等、健
康状態を評価することで
疾患の予防・早期発見に
役立てることを目的とし
て行う診察・検査・検診
をいいます。

■免責事由以外の場合
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保険金・給付金等をお支払いできない場合

重大事由による解除

次のような事由に該当し、ご契約が解除されたとき

!

!

!

ご 注 意

保険金・給付金等には保
険料の払込免除を含みま
す。

ご 注 意

左記に定める事由が生じ
た後に、保険金・給付金
等のお支払事由または保
険料のお払込みの免除事
由が生じていたときは、
当社は保険金・給付金等
のお支払いまたは保険料
のお払込みの免除を行い
ません。すでに保険金・
給付金等をお支払いして
いたときでも、その返還
を請求することができ、
また、すでに保険料のお
払込みを免除していたと
きでもその保険料のお払
込みを求めることができ
ます。

ご 注 意

告知義務違反によってご
契約が解除されたときで
あっても、保険金・給付
金等のお支払事由の発生
が、解除の原因となった
事実によらない場合には、
保険金・給付金等のお支
払いをいたします。

①保険契約者、被保険者（死亡保険金の場合を除きます。）また

は保険金・給付金等の受取人が、保険金・給付金等を詐取する

目的で事故を起こしたとき（未遂を含みます。）

②保険金・給付金等の請求に関して、保険金・給付金等の受取人

に詐欺行為があったとき（未遂を含みます。）

③他の保険契約との重複によって保険金額・給付金額等の合計が

著しく過大で、保険制度の目的に反する状態がもたらされるお

それがあるとき

④保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、反

社会的勢力（※１）に該当すると認められるとき、またはこれ

らの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係（※２）を有

していると認められるとき

⑤次のア．またはイ．に該当する等により、当社の保険契約者、

被保険者または保険金・給付金等の受取人に対する信頼を損な

い、このご契約の存続を困難とする①～④と同等の重大な事由

があるとき

ア．ご契約に付加されている特約または他のご契約が重大事由

により解除されたこと

イ．保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、

他の保険会社との間で締結した保険契約または共済契約が重

大事由により解除されたとき

（※１）暴力団、暴力団員（脱退後５年を経過しない者を含む）、

暴力団準構成員または暴力団関係企業その他をいいます。

（※２）反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、

反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、

保険契約者もしくは保険金・給付金等の受取人が法人の場合

は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関

与があることを含みます。

告知義務違反による解除

故意または重大な過失によって、告知がなかったり、事実と違うことを
告知されたことにより、ご契約が解除されたとき

【ご注意】

告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、

または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた

場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。

ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご

契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事

実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる

場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。

ご契約の失効
第２回以降の保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効（効力を
失うこと）したとき

保
険
金
・
給
付
金
等
を
お
支
払
い
で
き
な
い
場
合

保険金・給付金等について 保険金・給付金等

ご
契
約
の
し
お
り

しおり 37



13.保険金・給付金等のお支払いについての具体的事例

事例
01 死亡保険金の免責事由について 39

事例
02 告知義務違反があったとき 40

事例
03 病気により約款所定の高度障害状態になられたとき 41

事例
04 不慮の事故により約款所定の身体障害状態になられたとき① 41

事例
05 災害死亡保険金の免責事由について 42

事例
06 不慮の事故により死亡されたとき 42

事例
07 不慮の事故により約款所定の身体障害状態になられたとき② 43

事例
08 余命６か月と診断されたとき 43

事例
09 ３大疾病《悪性新生物（がん）・急性心筋梗塞・脳卒中》により、約款所定の症状になられたとき 44

保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説
明するため、代表的な事例をご参考としてあげたものです。実際のご契約での取扱いに
関しては、ご契約（特約）内容・約款を必ずご確認ください。
また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがありま
す。
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死 亡 保 険 金 の 免 責 事 由 に つ い て
対象とな る保 険 金・給 付 金 など の 種 類 死 亡 保 険 金 な ど

事例
01

死亡保険金等について約款でお支払いできない場合（免責事由）を定めており、そのいずれ
かに該当する場合には死亡保険金等はお支払いできません。
ご契約（特約）の責任開始期の属する日（※１）からその日を含めて３年以内の自殺につい
ては、死亡保険金等はお支払いできません。
また、保険契約者または死亡保険金受取人の故意や、戦争その他の変乱（※２）の場合もお
支払いできません。

（※１）復活の取扱いが行われた後は最後の復活の際の責任開始期とし、復旧の取扱いが行わ
れた後の復旧部分については、最後の復旧の際の責任開始期となります。また、特約
中途付加をした場合はその特約については中途付加の際の責任開始期となります。

（※２）戦争その他の変乱の場合は、該当する被保険者数の増加が主契約・特約の計算基礎に
及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、保険金等の全額もしくは一部をお支
払いします。

解説

ご契約加入から５年経過後、被保険者が自殺された場合。

5年経過 

ご加入 自　殺 

責任開始期 

お 支 払 い 
で き ま す 

－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・

ご契約加入から５年経過後、ご契約が失効。その後すぐに復
活をして６か月後に、被保険者が自殺された場合。

自　殺 ご加入 復　活 

6か月 5年経過 責任開始期 

失
　

効 

お 支 払 い 
で き ま せ ん 

保
険
金
・
給
付
金
等
の
お
支
払
い
に
つ
い
て
の
具
体
的
事
例

保険金・給付金等について 保険金・給付金等
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告 知 義 務 違 反 が あ っ た と き
対象とな る保 険 金・給 付 金 など の 種 類 死 亡 保 険 金 な ど

事例
02

ご契約（特約）にご加入いただく際には、その時の被保険者の健康状態について正確に告知
いただく必要があり、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり事実と異なる
内容を告知された場合には、このご契約（特約）は解除となり、保険金等はお支払いできま
せん。ただし、告知義務違反の対象となった事実とご請求原因との間に全く因果関係が認め
られない場合には、保険金等をお支払いします。
お支払いできる事例は告知しなかった事実と全く因果関係のない疾病で亡くなられたため死
亡保険金等をお支払いしますが、お支払いできない事例では告知しなかった事実を原因とす
る疾病により亡くなられたためお支払いできません。

解説

ご契約加入前の「慢性Ｃ型肝炎」での通院について告知書で
正しく告知せずに加入し、ご加入１０か月後に「慢性Ｃ型肝炎」
と全く因果関係のない「胃がん」で亡くなられた場合。

ご契約 

関係なし 

慢
性
C
型
肝
炎
で
通
院 

胃
が
ん
で
死
亡 告知せず 

10か月経過 お 支 払 い 
で き ま す 

－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・

ご契約加入前の「慢性Ｃ型肝炎」での通院について告知書で
正しく告知せずに加入し、ご加入１０か月後に「慢性Ｃ型肝炎」
を原因とする「肝がん」で亡くなられた場合。

10か月経過 
ご契約 

関係あり 

慢
性
C
型
肝
炎
で
通
院 

肝
が
ん
で
死
亡 告知せず 

お 支 払 い 
で き ま せ ん 
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病気により約款所定の高度障害状態になられたとき
対象とな る保 険 金・給 付 金 など の 種 類 高 度 障 害 保 険 金

事例
03

高度障害保険金は、約款所定の高度障害状態に該当し、かつ回復の見込みがないときにお支
払いします。
お支払いできない事例のように食事の摂取や衣服の着脱、起居が自力で行える等、約款所定
の高度障害状態に該当しない場合にはお支払いできません。
なお、高度障害保険金のお支払いの対象となる高度障害状態は、身体障害者福祉法等に定め
る障害状態等とは異なります。

解説

不慮の事故により約款所定の身体障害状態になられたとき●１
対象とな る保 険 金・給 付 金 など の 種 類 保 険 料 の 払 込 免 除

事例
04

保険料払込免除は、約款所定の身体障害状態に該当し、かつ回復の見込みがないときに対象
となります。
保険料のお払込みを免除できない事例のように回復の見込みがある場合は約款所定の身体障
害状態に該当しないため、保険料のお払込みは免除できません。
なお、保険料の払込免除の対象となる身体障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状
態等とは異なります。

解説

お 支 払 い 
で き ま す 

ご契約加入後に発症した「くも膜下出血」によって寝たきり
の状態となり、食事の摂取、排泄や排泄の後始末、衣服の着
脱、起居、歩行、入浴のすべてが、自力では全く不可能で、
常に他人の介護を要する状態に該当し、かつ回復の見込みが
ない場合。
－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・

お 支 払 い 
で き ま せ ん 

「脳梗塞」の後遺症として左半身の麻痺が生じ、入浴や排泄
の後始末、歩行については、いずれも常に他人の介護を要す
る状態ではあるものの、右半身はほぼ正常に動かすことがで
き、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行える場合。

自動車運転中に生じた事故によるケガで、右眼の視力を永久
に失った場合。

保険料のお払込みを 
免除できます 

－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・

自動車運転中に生じた事故によるケガで、右眼の視力が悪く
なったが回復の見込みがある場合。

保険料のお払込みを 
免除できません 

保
険
金
・
給
付
金
等
の
お
支
払
い
に
つ
い
て
の
具
体
的
事
例

保険金・給付金等について 保険金・給付金等

ご
契
約
の
し
お
り
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災害死亡保険金の免責事由について
対象とな る保 険 金・給 付 金 など の 種 類 災害割増特約・傷害特約（本人型）の災害死亡保険金

事例
05

災害死亡保険金について、約款でお支払いできない場合（免責事由）を定めており、そのい
ずれかに該当する場合には災害死亡保険金はお支払いできません。
お支払いできない事例はこの免責事由に該当するため、災害死亡保険金はお支払いできませ
ん。

＜約款で定めたお支払いできない場合（免責事由）の例＞
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
・災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失
・被保険者の泥酔の状態を原因とする場合
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事
故

解説

不 慮の事故により死亡されたとき
対象とな る保 険 金・給 付 金 など の 種 類 災害割増特約・傷害特約（本人型）の災害死亡保険金

事例
06

－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・

「対象となる不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故をいいます。お支払いできな
い事例のように、窒息が疾病による嚥下障害によるものである場合等は、約款所定の除外す
る事故にあたるため災害死亡保険金はお支払いできません。なお、「急激かつ偶発的な外来
の事故の例」は、交通事故、不慮の転落・転倒等をいいます。

解説

お 支 払 い 
で き ま す 

・被保険者の不注意
被保険者が居眠り運転をして路肩に衝突し、亡くなられた場合。

・軽度の酒酔い状態での事故
酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行していて、走行して
きた車にはねられ亡くなられた場合。

－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・

お 支 払 い 
で き ま せ ん 

・被保険者の重大な過失
高速道路を逆走して対向車と衝突し、亡くなられた場合。

・泥酔状態を原因とする事故
泥酔して道路上で寝込んでいたところ車にはねられて亡くな
られた場合。

お 支 払 い 
で き ま す 

階段で足をすべらせて転落し、頭を強打した際の「急性硬膜
下血腫」により亡くなられた場合。

お 支 払 い 
で き ま せ ん 

「脳梗塞」の後遺症のため、もともと食物を飲み込むことが困
難となっている方が、食物を喉に詰まらせて、亡くなられた
場合。
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不慮の事故により約款所定の身体障害状態になられたとき●２
対象とな る保 険 金・給 付 金 など の 種 類 傷害特約（本人型）の障害給付金

事例
07

障害給付金は、不慮の事故によって約款所定の身体障害状態に該当し、かつ回復の見込みが
ないときにお支払いします。
お支払いできない事例は、約款所定の身体障害状態に該当しませんので、障害給付金はお支
払いできません。
なお、障害給付金のお支払いの対象となる身体障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障
害状態等とは異なります。

解説

余 命 ６ か 月 と 診 断 さ れ た と き
対象とな る保 険 金・給 付 金 など の 種 類 リビング・ニーズ特約の特定状態保険金

事例
08

リビング・ニーズ特約による特定状態保険金は、医師により被保険者の余命が６か月以内で
あると診断された場合にお支払いします。
お支払いできない事例では余命６か月以内と診断されていないため、特定状態保険金はお支
払いできません。

解説

お 支 払 い 
で き ま す 

ご契約加入後に発生した交通事故により、左手のすべての指
を中手指節関節から切断し失ってしまった場合。

－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・

お 支 払 い 
で き ま せ ん 

ご契約加入後に発生した交通事故により、左手の指を骨折し
たが、手術等の治療によって回復した場合。

お 支 払 い 
で き ま す 

病気により、被保険者の余命が６か月であると医師に診断さ
れた場合。

－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・

お 支 払 い 
で き ま せ ん 

病気により、被保険者の余命はあと１年から２年程度と医師
に診断された場合。

保
険
金
・
給
付
金
等
の
お
支
払
い
に
つ
い
て
の
具
体
的
事
例

保険金・給付金等について 保険金・給付金等

ご
契
約
の
し
お
り
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３大疾病《悪性新生物（がん）・急性心筋梗塞・脳卒中》により、約款所定の症状になられたとき
対象とな る保 険 金・給 付 金 など の 種 類 ３大疾病保険料払込免除特則の保険料の払込免除

事例
09

保険料払込免除の対象となる脳卒中の状態については約款で定めています。脳卒中は初めて
医師の診察を受けた日からその日を含めて６０日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的
な神経学的後遺症および労働の制限のいずれもがある場合に対象となります。保険料のお払
込みを免除できる事例では初めて医師の診療を受けた日から６０日経過後も麻痺の後遺症およ
び労働の制限が必要な状態が続いているため対象となりますが、保険料のお払込みを免除で
きない事例では初めて医師の診療を受けた日から６０日以内に麻痺等の症状がなくなっている
ため対象となりません。

解説

保険料のお払込みを 
免除できます 

突然右半身麻痺が出現し、受診した結果「脳卒中」と診断さ
れ医師の治療を受けたが、初めて医師の診療を受けた日から
６０日経過後も麻痺の後遺症および労働の制限が必要な状態の
いずれもが続いていると医師に診断された場合。

手のしびれで 
初めて医師の 
診療を受けた 

（脳卒中と診断） 

60 日 

麻痺の後遺症および労働の 
制限が必要な状態が継続 

－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・

保険料のお払込みを 
免除できません 

手のしびれが出現し、受診した結果「脳卒中」と診断され医
師の治療を受けたが、初めて医師の診療を受けた日から１か
月後には症状がなくなった場合。

手のしびれで 
初めて医師の 
診療を受けた 

（脳卒中と診断） 

60 日 

症状が 
なくなった 

1 ヶ月 
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14.保険金・給付金等の代理請求について

あらかじめ指定した代理人により保険金・給付金等を請求することができます。

■指定代理請求特約

�被保険者である保険金・給付金等の受取人が、保険金・給付金等を請求できないつぎのいずれ
かの事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が受取人の代理人として、保険
金・給付金等を請求することができます。

・傷害または疾病により、保険金・給付金等を請求する意思表示ができない場合
・傷病名の告知を受けていない場合
・その他これに準じた状態である場合

■指定代理請求人

曾
祖
父
母 

曾
祖
父
母 

祖
父
母 

祖
父
母 

父
　
母 

配
偶
者 

配
偶
者 

配
偶
者 

配
偶
者 

父
　
母 

配
偶
者 

伯
叔
父
母 

配
偶
者 

甥
　
姪 

伯
叔
父
母 

兄
弟
姉
妹 

甥
　
姪 

配
偶
者 

兄
弟
姉
妹 

被
保
険
者 

子 

孫 

曾
　
孫 

3

3

3

3

3 3

3 3

2 2

1 1

1 1

2 2

2 2 2

3 3 ※二重線は配偶者
関係を表し、数字
は親等を表しま
す。 

直系血族 
指定代理請求人は、請求する時に
指定すれば、良いのかな？

�指定代理請求人は、被保険者の同意を得て、保険
契約者にあらかじめ指定いただいた１名の方であ
ることが必要です。

誰でも、良いのかしら？

�保険金・給付金等の請求時において、つぎの
いずれかに該当することが必要です。
・被保険者の戸籍上の配偶者
・被保険者の直系血族
・被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている
被保険者の３親等内の親族

�保険契約者は被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。
�指定代理請求人が不要となった場合は、指定代理請求人の指定を撤回することができます。
この場合、指定代理請求人が指定されていないものとして取り扱います。（この特約のみの解
約はお取り扱いできません。）
�告知義務違反による解除または重大事由による解除をする場合において、保険契約者等の通
知先に住所不明により通知できないときは、指定代理請求人に通知することがあります。

�保険金・給付金等の受取人が法人の場合や被保険者と同一人でない場合には、指定代理
請求人による代理請求はできません。

�保険金・給付金等を指定代理請求人に支払った場合には、その後重複して保険金・給付
金等の請求を受けてもお支払いいたしません。

ご注意

保
険
金
・
給
付
金
等
の
お
支
払
い
に
つ
い
て
の
具
体
的
事
例
／
保
険
金
・
給
付
金
等
の
代
理
請
求
に
つ
い
て

保険金・給付金等について 保険金・給付金等

ご
契
約
の
し
お
り
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■指定代理請求特約の対象となる保険金・給付金等

!

�指定代理請求人は、つぎの保険金・給付金等のうち、ご契約内容に該当するものを請求すること
ができます。ただし、被保険者と保険金・給付金等の受取人が同一人の場合に限ります。

・高度障害保険金 ・特定疾病保険金 ・障害給付金 ・特定状態保険金
・満期保険金 ・年金 ・祝金 ・介護給付金（介護保険金）
・特約生存給付金 ・健康祝金 ・生存祝金 ・長期継続特約給付金
・５年ごと利差配当付こども保険の災害死亡保険金、死亡給付金 ・保険料の払込免除

どんな保険金などが請求できるのかな？

ご 注 意

保険料の払込免除には、
３大疾病保険料払込免除
特則による保険料の払込
免除を含みます。�指定代理請求特約を付加した場合、対象となる保険金・給付金等のそれぞれの約款に規

定されている代理請求に関する規定は適用しません。（対象となる保険金・給付金等の代理
請求人は指定代理請求特約の指定代理請求人となります。）

�故意に保険金・給付金等の支払事由を生じさせた者、または故意に保険金・給付金等の受
取人を保険金・給付金等の請求の意思表示をできない状態にさせた者は、指定代理請求
人としての取扱いを受けることはできません。

ご注意

■保険金・給付金等の代理請求をされる場合のご注意

代理請求をされる場合、次の点についてあらかじめご了承ください。
�代理請求により保険金・給付金等をお支払いした場合、被保険者にはその旨をご連絡いたしま
せんが、保険金・給付金等のお支払い後に、被保険者（または保険契約者）から契約内容に
ついてご照会があったときは、保険金・給付金等をお支払いした旨、回答せざるをえないこと
があります。

�このため、被保険者（または保険契約者）に傷病名等を察知される可能性があります。
�保険金・給付金等の請求があったことを、被保険者（または保険契約者）が知る可能性がある
具体的事例は次のようなものです。

・被保険者が当社に契約内容を照会された場合
・銀行口座の通帳等で保険料のお払込みがなくなった、またはお払込額が減少したことを
知る場合

�代理請求いただいた方からの請求後の被保険者（または保険契約者）からの照会について、当
社は直接の回答をせず代理請求いただいた方に連絡をとらせていただくことがありますので、
ご了承ください。
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15.死亡保険金受取人の変更について

!

■死亡保険金受取人の変更

ご 注 意

当社が通知を受ける前に
変更前の死亡保険金受取
人に死亡保険金をお支払
いしたときは、そのお支
払い後に変更後の死亡保
険金受取人から死亡保険
金の請求を受けても、当
社は死亡保険金をお支払
いしません。

�死亡保険金受取人を変更される場合には、当社へご連絡ください。
�ご契約者は死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険
金受取人を変更することができます。（被保険者の同意が必要となります。）
この場合、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へご通知ください。

ご契約者は、被保険者がお亡くなりになるまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金
受取人を変更することができます。

■死亡保険金受取人が死亡した場合

変更 
しなかったら、 
どうなるの？ 

A 
（夫） 

Ｂ 
（妻） 

Ｃ 
（子） 

Ｄ 
（子） 

  保険契約者・ 
被保険者 

保険契約者 ・被保険者　Aさん 
死亡保険金受取人　　　Ｂさん 死亡保険金 

受取人 

法定相続人 法定相続人 

Aさんより先にＢさんが死亡し、その後死亡
保険金受取人の変更手続きをされない間にA
さんが死亡（死亡保険金のお支払事由が発生）
した場合 

Ｂさんの法定相続人で、Aさんの死亡時に生
存しているＣさん、Ｄさんが死亡保険金受取
人となります。 

※死亡保険金受取人となった人が2人以上い
る場合は、その受取割合は均等となります。 

（注）保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、支社または本店に
ご連絡ください。 

�ご契約者は、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更するこ
とができます。

�万一、死亡保険金受取人の変更手続きをされない間に、死亡保険金の
お支払事由が発生した場合は、つぎのようなお取扱いとなります。

【死亡保険金受取人の変更をされる前に、被保険者が死亡された場合の例】

死亡保険金受取人がお亡くなりになった際には、すみやかに当社にご連絡ください。新
しい死亡保険金受取人に変更するお手続きをしていただきます。
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16.保険金・給付金等の請求について

■保険金・給付金等の請求書類

�保険金・給付金・保険料払込みの免除の請求等の諸手続きに必要な書類は、普通保険約款およ
び特約条項の別表をご参照ください。

家計保障定期保険普通保険約款 別表１
災害割増特約条項 別表１
傷害特約条項（本人型） 別表１
リビング・ニーズ特約条項 別表１
指定代理請求特約条項 別表１

�保険金・給付金・解約返戻金・保険料払込みの免除等を請求する権利は、３年間請求が
ない場合には消滅しますのでご注意ください。
�法人等（個人事業主を含みます。以下同じ。）を保険契約者および死亡保険金受取人とし、
その法人等から給与の支払を受ける人を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者で
ある法人等が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を死亡退職金等として被
保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡・高度障害保険金の請求の際、
つぎの書類の提出も必要です。
�被保険者もしくは死亡退職金等の受給者の請求内容確認書または被保険者もしくは死
亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類

�保険契約者である法人等が受給者本人であることを確認した書類

ご注意

■保険金・給付金等の支払場所

�保険金・給付金等は、当社の本店でお支払いします。

■保険金・給付金等の請求に関して訴訟となった場合

�保険金・給付金等の請求に関する訴訟については、当社の本店所在地または受取人の住所地と
同一の都道府県内にある支社（同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社）の所在地
を管轄する地方裁判所を、合意による管轄裁判所とします。
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17.保険料のお払込み

!
■保険料の払込方法（経路）

ご 注 意

各々の保険料の払込方法
（経路）には、当社の定め
る取扱条件があります。
また、「責任開始期に関す
る特約」を付加する場合、
保険料の払込方法（経路）
については、口座振替扱
となります。

■保険料の払込方法（経路）の変更

�保険料の払込方法（経路）には次の方法があります。

!

口座振替扱
・当社が提携している金融機関等で、ご契約者の定めた預金口座から、自動
的に保険料が当社に振り込まれます。

ご 注 意

「口座振替扱」および「ク
レジットカード払扱」の
場合、払い込まれた保険
料について、保険料領収
証は発行しません。

!

送金扱
・当社所定の事務手続により、払込期月中に最寄りの金融機関より当社指定
の銀行にお払い込みください。

・その際の受領証は、保険料領収証のかわりとなりますので、大切に保存し
ておいてください。

お 願 い

「送金扱」で、万一払込期
月中にお払込みのご案内
が届かなかった場合など
は、お手数でも支社また
は本店までご連絡くださ
い。

団体扱
・団体扱契約の場合、勤務先などの団体を経由して、お払い込みください。
・この場合は、まとめて一枚の領収証を団体代表者にお渡しし、個々のご契
約者にはお渡ししません。

クレジット
カード払扱

・ご契約者名義のクレジットカードにより、自動的に保険料が当社に払い込
まれます。

・クレジットカードは、当社指定のクレジットカードに限ります。
・クレジットカードの有効性等が確認できなかった場合、ご契約者にその旨
を通知しますので、保険料の払込方法（経路）の変更を行ってください。
・ご契約内容の変更等により、クレジットカードによる保険料のお払込みを
お取扱いできなくなることがあります。この場合、保険料の払込方法（経
路）の変更を行ってください。

�次の場合には、当社の営業社員・代理店、支社または本店までお申し出ください。

�払込方法の変更を希望する場合 �勤務先団体からの脱退 など
�指定口座の変更を希望する場合

! ご 注 意

新たなお払込方法に変更
できるのは、当社の定め
る取扱条件を満たした場
合に限ります。
また、「責任開始期に関す
る特約」を付加したご契
約で、第１回保険料が払
い込まれるまでの期間は、
払込方法の変更はできま
せん。

�お払込方法の変更についてお申出があった場合、当社は所定の事務手続きを経て、新たなお払込方法に
変更させていただきます。

�この場合、新たなお払込方法に変更されるまでの間の保険料は、当社の本店または当社の指定した場所
にお払い込みください。
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18.保険料をまとめて払い込む方法

ボーナス、預貯金、退職金などの余裕資金を活用して、保険料をまとめて払い込むこと
ができます。

■保険料の一括払・前納

①保険料の一括払（月払契約の場合）

�当月以降の月払保険料をまとめて（３～１２か月分）お払い込みいただく一括払のお取扱いがあります。
この場合には、当社所定の割引率で保険料を割引いたします。

�この一括払保険料は、払込時期が到来するまで預り金として当社に積み立てられ、払込時期が到来す
るごとに保険料に充当されます。

�保険期間中にご契約が消滅（解約・死亡など）した場合には、まだ払込時期が到来していない一括払
保険料は返還されます。

②保険料の前納（年払契約の場合）

! ご 注 意

当社所定の利率は、経済
情勢により変更すること
があります。

�将来の年払保険料を２年以上当社所定の期間分をまとめて前納するお取扱いがあります。この場合に
は、当社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金をお払い込みいただきます。

�この保険料前納金は、当社所定の利率で積み立てておき、年単位の契約応当日ごとに年払保険料のお
払込みにあてられます。

�前納期間が満了した場合、または保険料のお払込みを必要としなくなった場合に、保険料前納金の残
額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。

�月払のご契約は、年払に変更のうえ、前納のお取扱いができます。

�保険料の一括払または前納がされた期間につきましては、保険金額・給付金額等の減額など、契
約内容の変更が制限されることがありますので、一括払または前納をご利用の際には、あらかじめ
ご了承ください。
�「責任開始期に関する特約」を付加した場合、第１回保険料が払い込まれるまでの期間は、一
括払および前納のお取扱いはできません。

ご注意
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19.保険料の払込期月と猶予期間および復活について

ご契約を有効に継続させるためには、払込方法（回数）に応じた期日までに継続的に保
険料を払い込む必要があります。また、払込期月内にお払込みがない場合でも、以下の
猶予期間があります。

�第２回以後の保険料の払込期月および払込猶予期間は次のようになります。

払込期月（保険料を払い込むべき月） 払込猶予期間

月 払
月ごとの契約応当日の属する月の
１日から末日まで

払込期月の翌月の１日から末日まで

年 払
年ごとの契約応当日の属する月の
１日から末日まで

払込期月の翌月の１日から翌々月の月単位の契約応当
日まで（ただし、契約応当日が２月、６月、１１月の各
末日の場合には、それぞれ、４月、８月、１月の各末
日まで）

払込期月と払込猶予期間 

（1）月払の場合 

契約応当日 

4/1 4/30 5/1 6/1

失効日 

5/31

払込期月 払込猶予期間  

（2）年払の場合 

4/1

契約応当日 

4/10 4/30 5/1 6/11

失効日 

6/10

払込期月 払込猶予期間  

�「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の第１回保険料の払込期間および払込猶予期間は次の
ようになります。

払込期間
（保険料をお払込みいただく期間）

払込猶予期間

月 払 主契約の責任開始日（※）からその翌
月末日まで

払込期間満了日の翌月１日から翌々月末日まで
年 払

（※）責任開始日とは、責任開始期の属する日をいいます。

払込期間と払込猶予期間 

（3）「責任開始期に関する特約」を付加した場合（月払・年払の場合） 

責任開始期 

4/1 5/31 6/1 8/17/31

払込期間 

4/30 5/1

払込猶予期間 

7/1

無効 
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■払込猶予期間満了の場合の取扱い

!

■効力を失ったご契約の復活

ご 注 意

３大疾病保険料払込免除
特則による保険料払込免
除については、最後の復
活の際の責任開始日から
その日を含めて９０日以内
（責任開始日前を含みま
す。）に悪性新生物（がん）
に罹患し、診断確定され
たときは、保険料の払込
免除はいたしません。ま
た、その後新たに悪性新
生物（がん）に罹患した
と診断確定されても、保
険料の払込免除はいたし
ません。

「責任開始期に関する特約」を付加して第１回保険料を口座振替でお払込みいただく場合
�原則として、払込期間内の所定の振替日に指定口座から第１回保険料の振替を行います。
�払込期間内に第１回保険料が口座振替できなかった場合、翌月の所定の振替日（猶予期間中）
に再度指定口座へご請求します。（保険料の払込方法（回数）が月払の場合は、第２回保険料
とともにご請求します。）
�当社が保険契約のお申込みを承諾した日によっては、第１回保険料の口座振替日が払込期間
満了日の翌月（猶予期間中）になることがあります。この場合、指定口座への第１回保険料のご
請求は一度だけになりますのでご注意ください。（保険料の払込方法（回数）が月払の場合、第２
回目保険料とともに請求します。）

�さらに、払込猶予期間中の振替日に第１回保険料が口座振替できなかった場合は、当社がご案
内する方法にしたがって、払込猶予期間内（払込期間満了日の翌々月の末日まで）に保険料を
お払い込みください。（保険料の払込方法（回数）が月払の場合、第２～３回保険料とともにお
払い込みください。）

ご注意

! ご 注 意

保険料をお立て替えした
際には、立替利息が発生
し、当社所定の利率で計
算します。

�払込猶予期間内に第２回以後の保険料の払込みがない場合、ご契約は払込猶予期間満了の日の翌日に
失効（ご契約の効力がなくなり、保障がなくなること）します。ただし、保険料の振替貸付が可能な
場合には、保険契約者から特に反対の申出がない限り、当社が自動的に保険料をお立て替えし、ご契
約を有効に継続させます。

�「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、払込猶予期間内に第１回保険料のお払込みがない
場合、ご契約は払込猶予期間満了の日の翌日に、責任開始期に遡って無効となります。（保障がなくな
ります。）この場合、次のとおり取り扱います。
・責任準備金などその他の返戻金の払戻しはありません。
・復活のお取扱いはありません。

�保険契約が失効した場合でも、３年以内なら、復活の請求ができます。（「責任開始期に関する特約」
を付加したご契約で、第１回保険料のお払込みがなく無効となった契約を除きます。）

�改めて、告知または診査をしていただきます。健康状態などによっては
復活できない場合があります。
�ご契約の復活を当社が承諾した場合には、告知または診査と当社所定の
金額のお払込みがともに完了したときから、ご契約上の保障が開始されま
す。
�復活のお取扱いが行われた後の契約の責任開始期は、最後の復活の際の
責任開始期とします。責任開始期

必要な
お手続き
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■保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合

�保険料は毎払込期月の契約応当日から、次の払込期月の契約応当日の前日までの期間（保険料期間）
に充当されます。

4月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月 

（4/10～5/9） 
4月分の保険料期間 

（5/10～6/9） 
5月分の保険料期間 

契約応当日 
 

契約応当日 
 

契約応当日 
 

4/1 4/10 5/1 5/10 6/1 6/10

例：月払契約 

4/30 5/31

�保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む保険料期間に充当
されるべき保険料が払い込まれていない場合は、次のようなお取扱いとなります。

!① 保険金・給付金等を支払うとき・・・・・・・未払込保険料を保険金・給付金等から差し引きます。
② 保険料払込みの免除のとき・・・・・未払込保険料をお払い込みいただきます。

ご 注 意

保険金・給付金等が未払
込保険料に不足する場合
は、未払込保険料をお払
い込みいただきます。

4月分の保険料が未払込み 

契約応当日 
 

契約応当日 
 

4/1 4/10 4/30 5/1 5/10 6/1

【例1】　1か月分の保険料が未払込みで保険金・給付金等を支払う場合（月払契約） 

5月分の保険料の払込期月 4月分の保険料の払込期月 

5/31

4/10から5/9までの間に、 
　保険金・給付金等のお支払事由　または 
　保険料の払込免除事由 
が発生した場合 

　の場合、4月分の保険料を 
保険金・給付金等から差し引きます。 
　の場合、4月分の保険料を 
お払い込みいただきます。 

�月払契約で猶予期間中の契約応当日以後に保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除
事由が発生した場合は、次のようなお取扱いとなります。

!① 保険金・給付金等を支払うとき・・・・２か月分の保険料を保険金・給付金等から差し引きます。
② 保険料払込みの免除のとき・・・・・２か月分の保険料をお払い込みいただきます。

ご 注 意

保険金・給付金等が２か
月分の保険料に不足する
場合は、２か月分の保険
料をお払い込みいただき
ます。

4月分の保険料の払込期月 4月分の保険料の猶予期間 
5月分の保険料の払込期月 

4月分の保険料が未払込み 

5月分の保険料が未払込み 

契約応当日 契約応当日 契約応当日 

4/1 4/10 5/1 5/10 6/1 6/10

【例2】　2か月分の保険料が未払込みで保険金・給付金等を支払う場合（月払契約） 

4/30 5/31

5/10から5/31までの間に、 
　保険金・給付金等のお支払事由　または 
　保険料の払込免除事由 
が発生した場合 

　の場合、4月分および5月分の保険料を 
保険金・給付金等から差し引きます。 
　の場合、4月分および5月分の保険料を 
お払い込みいただきます。 
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�「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第１回保険料をお払い込みいただく前に、保険
金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合には、次のようなお取扱い
となります。
①保険金・給付金等をお支払いするとき

・・・
! ご 注 意

保険金・給付金等が第１
回保険料に不足する場合
は、第１回保険料をお払
い込みいただきます。

第１回保険料（※）を保険金・給付金等から差し引きます。
②保険料のお払込みを免除するとき

・・・第１回保険料（※）をお払い込みいただきます。
（※）月払契約で第２回以後の保険料の払込期月の契約応当日が到来している場合は、上記第１回保険料と同様に第

２回以後の保険料を取り扱います。

保
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20.保険料のお払込みが不要となった場合

!
保険料のお払込方法（回数）が年払のご契約の場合、保険料のお払込みが不要となった
ときは、次のようなお取扱いとなります。

ご 注 意

お払込方法（回数）が月
払のご契約には、左記取
扱いはありません。

! ご 注 意

ご契約の消滅等には、ご
契約または付加されてい
る特約の消滅、減額およ
び保険料払込みの免除等
を含みます。

�保険料をお払込みいただいた後に、ご契約の消滅等により、保険料のお払込みが不要となった場合は、
次の額（未経過保険料）をお支払いします。（詐欺による契約取消や不法取得目的による無効の場合等、
約款・特約条項に定める場合を除きます。）

＜お支払いする額（未経過保険料）＞

! ご 注 意

保険料の一部のお払込み
を要しなくなった場合は、
そのお払込みを必要とし
なくなった部分に限りま
す。

すでに払込まれた保険料のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単
位の契約応当日からその月単位の契約応当日の属する保険料期間の末日までの月数（端日数切捨て）
に対応する保険料相当額

【年払契約】
＜ご契約例＞
契約応当日：１月１日
月単位の契約応当日：毎月１日
１月２７日に年払保険料を払い込んだ後、５月２５日に契約を解約した場合
⇒保険料のお払込みを必要としなくなったのは契約を解約した５月２５日であり、その翌日以後最
初に到来する月単位の契約応当日は６月１日となります。したがって、６月１日から１２月３１日
までの７か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。

契約
応当日
１／１
▼

１／１ ２／１ ３／１ ４／１ ５／１ ６／１ ７／１ ８／１ ９／１ １０／１ １１／１ １２／１ １２／３１

保険料
払込
１／２７
▼

契約
応当日
１／１
▼

解約
５／２５
▼

７か月分

月単位の
契約
応当日
６／１
▼
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21.保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法

保険料のお払込みが困難になられたときでも、できるだけご契約が有効に継続されるよ
うに次のようなお取扱いをしております。

このようなとき このような方法で

一時的に保険料の
都合がつかないとき

保険料の振替貸付

・自動的に当社で保険料をお立て替え（振替貸付）します。
・貸付できる金額は、解約返戻金等の所定の返戻すべき金額の範囲内です。
・お立て替えする場合には、口座振替扱契約や団体扱契約などの場合でも、普通保険料
率による保険料を基準としてお立て替えします。

ご 参 考

当社所定の利率は年８％
を超えることはありませ
ん。

・立替利息は、当社所定の利率で計算します。
・この利率は、毎年２回、１月および７月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変
更後の金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合にその利率を変更することがあり
ます。

!

!

ご 注 意

左記の立替利率の取扱い
については、金融情勢の
変化およびその他相当の
事由がある場合には、変
更することがあります。

ご 注 意

保険金・給付金等をお受
取の場合、立替金は差し
引き精算されます。

この場合、変更後の利率の適用は次のとおりとします。
①新たにお立替を行うとき
１月見直しの場合は４月１日から、７月見直しの場合は１０月１日から変更後の利率を
適用します。

②すでにお立替を行っているとき
１月見直しの場合は４月１日以降、直後に到来する利息繰入日の翌日から、７月見直
しの場合は１０月１日以降、直後に到来する利息繰入日の翌日から変更後の利息を適用
します。

利率が1月見直しで変更されず、7月見直しで変更されるとき 

利率が変更される場合の例 

1月最初の営業日 
見直しによりA率 
（変更なし）に決定 （　　　　） （　　　　） 

7月最初の営業日 
見直しによりB率 
（変更）に決定 

A率適用 
B率適用 

3/31 9/304/1
10/1 3/31A率適用 

保険料の負担を軽く
したいとき

基準給付金月額の減額

・基準給付金月額を減らすことにより、払込保険料が少なくなります。
・同時に各種特約も減額されることがあります。
・減額後の基準給付金月額は、１万円単位とし、５万円未満となる場合は、お取り扱いでき
ません。

保
険
料
の
お
払
込
み
が
不
要
と
な
っ
た
場
合
／
保
険
料
の
お
払
込
み
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な
ら
れ
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合
の
継
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方
法
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22.特約の中途付加と追加契約

現在のご契約の保障内容を見直したいときには、次のような方法がご利用いただけます。

（現在のご契約） 

（特約） 

（現在のご契約） 

（追加契約） 

＋ 

!ご利用いただく

方法
特約の中途付加 追加契約

特長
�現在のご契約の保障内容や保険期間は変え
ずに、死亡保障額等を増やすことができま
す。

�現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約
とは異なる内容で保障を充実することができ
ます。

しくみ
�現在の当社のご契約に災害割増特約等を新
たに付加して保障額を大きくする方法です。

�現在のご契約に追加して、別の新しい保険に
ご契約いただく方法です。
�ご契約は２件になります。

図解

現在のご契約 �継続します。 �継続します。

保険料

�中途付加日の保険年齢、保険料率により中途
付加する特約の保険料を計算し、現在のご
契約の保険料に加えてお払い込みいただき
ます。

�新しい保険のご契約時の契約年齢、保険料
率により新しい保険の保険料を計算し、現在
のご契約の保険料とあわせてお払い込みい
ただきます。

�保障内容見直し後の保険料は、どの方法を利用するかによって異なります。詳しくは、担当の営
業社員・代理店か、支社または本店までおたずねください。

ご 注 意

特約の中途付加について
は、当社の定める取扱条
件があります。

�いずれの方法をご利用いただく場合も、あらためて被保険者の同意および診査（または告知）が
必要になります。健康状態によっては、ご利用いただけない場合があります。

�将来事前の予告なく、特約の販売を停止することがあります。この場合、特約の中途付加のお取
扱いも停止させていただきます。

ご注意
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23.変換制度

被変換契約（＝定期保険） 変換後契約（＝５年ごと利差配当付終身保険） 

ご契約日 

①死亡・高度障害保険金 

②解約返戻金 

③死亡・高度障害保険金 

満了 

変換日 

【定期保険を５年ごと利差配当付終身保険に変換する場合】 

しくみ 

変換後契約の保険金額の限度（③） ＝ 被変換契約の換算保険金額（①） － 被変換契約の解約返戻金額（②） 

!すでにご契約され有効に継続している保険契約の全部または一部について、告知（また
は診査）を行わずに、当社所定の他の保険契約に変換できます。

ご 参 考

変換の対象となる保険契
約を被変換契約、変換後
の契約を変換後契約とい
います。

ご 注 意

変換により、保険金額、
保険料、保険料払込期間
など、ご契約内容は全く
新しく切り替わります。

ご 参 考

被変換契約には、保険契
約に付加されている特約
を含み、その一部が変換
される場合には、その一
部を指します。

■対象となる保険種目

!

!

ご 注 意

変換時に締結を取り扱っ
ていない主契約・特約に
は変換できません。

ご 参 考

定期保険は低解約返戻金
特則が付加されている場
合（長割り定期）を含み
ます。

ご 参 考

長割り終身の正式名称は
「５年ごと利差配当付低解
約返戻金型終身保険」で
す。

【被変換契約】

主
契
約

・定期保険
・逓増定期保険
・低解約返戻金型逓増定期保険
・家計保障定期保険

特
約

・平準定期保険特約
・逓減定期保険特約
・家計保障定期保険特約
・逓増定期保険特約
・収入保障特約
・生存給付金付定期保険特約

変換

変換後契約に「保険契約
の変換に関する特約」が
付加されます。

【変換後契約】

主
契
約

・５年ごと利差配当付終身保険
・長割り終身
・５年ごと利差配当付養老保険
・養老保険

特
約
�※

・平準定期保険特約
・逓減定期保険特約
・家計保障定期保険特約

※これらの特約が被変換契約（主契約）に付加されてお
り、被変換契約（主契約）の全部が変換により消滅す
る場合に限り、その特約を変換後契約に付加できます。

ご 注 意

家計保障定期保険に３大
疾病保険料払込免除特則
が付加されている場合、
家計保障定期保険を変換
した際は、その部分につ
いて本特則は消滅します。

■変換できる主なパターン

現
 在
 の
 ご
 契
 約
 

新
 し
 い
 ご
 契
 約
 

主契約  

主契約の全 て を 
変更する場 合 

主契約  

主契約の一 部 
変更する場 合 

主契約  

特約  

特約の一 部 を 
変更する場 合 

主契約  

特約  

特約の全 部 を 
変更する場 合 

主契約  主契約  

主契約  

（現在のご契約 ） 

＋ 

主契約  

主契約  

特約  

＋ 

主契約  

主契約  

＋ 

（現在のご契約 ） （現在のご契約 ） 

を 

特
約
の
中
途
付
加
と
追
加
契
約
／
変
換
制
度

保障内容の見直しについて 見直し

ご
契
約
の
し
お
り
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■変換後契約の保険金額の限度

変換後契約の保険金額は次の額が限度となります。

!

変換後契約の
保険金額の限度

変換日における
被変換契約の
換算保険金額

変換日における
被変換契約の
解約返戻金額

＝ －
ご 注 意

この場合の「解約返戻金
額」は、保険料の振替貸
付および契約者貸付の元
利金を差し引く前の金額
とし、健康診断キャッシ
ュバック特約の解約返戻
金額を含みます。�変換日とは変換後契約の責任開始期（第１回保険料相当額を受け取った時）の属する日をいいます。

�変換日における被変換契約の換算保険金額は、被変換契約の保険種類または特約に応じて、被変換
契約の保険金額を次に定められた金額に換算し、それぞれの金額を合計した額とします。

被変換契約 変換日における被変換契約の換算保険金額

定期保険 逓増定期保険
低解約返戻金型逓増定期保険
平準定期保険特約 逓増定期保険特約
生存給付金付定期保険特約

変換日における保険金額または特約保険金額

家計保障定期保険 逓減定期保険特約
家計保障定期保険特約 収入保障特約

変換日における保険金額または特約保険金額の８割

■変換後契約の取扱い

�変換制度をご利用の場合、被保険者の同意が必要ですが、診査（または告知）は必要ありません。
�被保険者が変換後契約の責任開始期の属する日から起算して３年以内に自殺した場合でも、これを
変換後契約の死亡保険金の免責事由とはしません。ただし、変換後契約において、すでに復活また
は復旧が行われている場合にはこの取扱いは行いません。
�被保険者が変換後契約の責任開始期以後に所定の高度障害状態に該当した場合で、被変換契約の責
任開始期（復活または復旧の取扱いが行われた場合は最後の復活または復旧の際の責任開始期）以
後、変換後契約の責任開始期前に、その高度障害状態の原因となる傷害または疾病が生じていたと
きは、変換後契約については、その傷害または疾病は変換後契約の責任開始期以後に生じたものと
みなします。ただし、変換後契約において、すでに復活または復旧が行われている場合にはこの取
扱いは行いません。

� � �

�変換後契約の保険料のお払込みが免除となるのは、変換後契約の責任開始期以後に発生した不慮の
事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて１８０日以内に所定の身体障害
の状態になられたときに限ります。
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!

■変換制度をご利用できない場合

ご 注 意

このほかにも変換後契約
が所定の基準を満たさな
いときなど変換制度をご
利用できない場合があり
ます。
逓増定期保険または低解
約返戻金型逓増定期保険
を被変換契約とする場合、
変換日における同一被保
険者に係る他の保険契約
（ご契約者が異なる契約を
含みます。）の内容によっ
ては、変換制度がご利用
できないもしくは変換後
契約の保険金額の限度額
が低く抑えられることが
あります。

次の場合は変換制度をご利用できません。
�被変換契約の保険料のお払込みが免除されているとき。
�被変換契約を含む保険契約に特別条件付保険特約が付加されているとき。（ただし、保険金削減支払
法、給付金削減支払法、特定部位不担保法が適用されている場合で、削減期間、不担保期間を経過
した後はこの限りではありません。）
�被変換契約の契約日、最後の復活日、復旧日または特約の中途付加日のうちいずれか遅い日からそ
の日を含めて変換日までの期間が３年未満のとき。（ただし、自殺免責期間が２年の被変換契約の場
合は２年未満となります。）
�変換日からその日を含めて被変換契約の保険期間の満了日（被変換契約に含まれる主契約または特
約の保険期間の満了日が異なる場合には、先に到来する満了日）までの期間が２年未満のとき。（た
だし、更新が可能な主契約または特約は保険期間の満了日の２か月前の末日まで変換することがで
きます。）
�定期保険、逓増定期保険および低解約返戻金型逓増定期保険を保険期間が終身となる払済保険へ変
更したとき。

■変換制度ご利用の際の留意事項

�変換後契約の契約年齢、払込期間などは、変換時の新契約取扱規定の範囲でお取り扱いします。
�変換後契約の保険料については、変換時の被保険者の年齢により計算され、保険料の計算の基礎と
なる予定利率・予定死亡率等が、被変換契約と異なることがあります。
�変換できる保険金額は、通常、被変換契約の保険金額を下回ります。
�変換後契約から被変換契約への復旧はできません。
�被変換契約に付加されていた特定疾病保障定期保険特約、災害割増特約、傷害特約、配偶者定期保
険特約、こども定期保険特約、災害入院特約、疾病入院特約などの特約が、変換により、消滅し、
または減額されることがあります。
�変換後契約を再度変換することはできません。
�変換後契約にはリビング・ニーズ特約、指定代理請求特約以外の特約を中途付加することはできま
せん。

変
換
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 ご契約後 

ご契約のしおり
ご契約後について

２４．ご契約の解約と解約返戻金・・・・・・・・・・・・６６

２５．生命保険と税金について・・・・・・・・・・・・・６８



24．ご契約の解約と解約返戻金

ご契約を解約された場合、解約された時点でご契約は消滅し、以降の保障はなくなりま
す。ご契約いただいた生命保険は、ご家族の生活保障、資金づくり等に役立つ大切な財
産ですから、ぜひご継続ください。

■被保険者によるご契約者への解約の請求について

■差押債権者、破産管財人等による解約について

■保険金・給付金等の受取人によるご契約の存続について

!

解約と
解約返戻金

・生命保険では払い込まれる保険料は、預貯金のようにそのまま積み立てられている
わけではありません。ご契約時には、その一部が販売、診査、証券作成などの経費
にあてられます。ご契約中は、保険金の支払および生命保険の運営に必要な経費に
あてられます。
・これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に返戻されるため、ご契約
後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずか
です。

・主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。
各種特約の返戻金は、特約の種類、経過年月数などによって異なりますが、多くの
場合、まったくないか、あってもごくわずかです。
・解約返戻金は、ご契約年齢、性別、保険料払込期間、経過年月数、保険料払込年月
数などによって異なります。

ご 参 考

解約返戻金額は、保険証
券に例示しています。

ご 注 意

「責任開始期に関する特
約」を付加した場合、第
１回保険料のお払込み前
のご契約（主契約および
これに付加された特約）
には、解約返戻金はあり
ません。

!
解約返戻金の

請求

・やむをえずご契約を解約される場合には、解約返戻金をご請
求ください。所定の解約返戻金をご契約者にお支払いします。

ご 注 意

解約返戻金は、その請求
に必要な書類が当社に到
着した日の翌営業日から
その日を含めて５営業日
以内に当社の本店でお支
払いします。

失効の場合の
解約返戻金

・効力のなくなったご契約についても、解約返戻金をお支払い
できる場合があります。

�被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に
対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①ご契約者または保険金・給付金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金・給
付金等のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合

②保険金・給付金等の受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、また
は行おうとした場合

③上記①②の他、被保険者のご契約者または保険金・給付金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約
の存続を困難とする重大な事由がある場合

④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同
意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合

�ご契約者の差押債権者、破産管財人等（以下、「債権者等」といいます。）によるご契約の解約は、解約
の通知が当社に到着した時から１か月を経過した日に効力を生じます。

�債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす
保険金・給付金等の受取人はご契約を存続させることができます。
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
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②ご契約者でないこと

�保険金・給付金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から１か月
を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債
権者等に対して支払うこと

③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること（当社への通知についても期間
内に行うこと）

ご
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25．生命保険と税金について

■生命保険料控除

!

１年間の正味払込保険料の一定額がその年の所得税と住民税の対象となる所得から控除
され、その分に応じて税金がお安くなります。

ご 注 意

左記内容は、平成２３年１１
月現在の税制に基づくも
ので、今後税務の取扱い
が変わる場合もあります。

ご 参 考

正味払込保険料とは、１
年間の払込保険料から契
約者配当金等を差し引い
たものをいいます。

対象となる契約
納税する人が保険料を支払い、保険金受取人が「本人」あるいは「配偶者ま
たはその他の親族」である契約

対象となる保険料
１月から１２月までにお払込みいただいた保険料の合計額から、その年に支払
われた配当金（その年に新たに積み立てられた配当金を含みます。）を差し引
いた額

① 生命保険料控除の取扱い

�生命保険料控除を受けるためには、年末調整または確定申告のときに、申告が必要です。当社から発
行する「生命保険料控除証明書」を申告書に添付してください。

年間正味払込保険料 総所得金額から控除される金額

２０，０００円以下のとき 全 額

２０，０００円を超え４０，０００円以下のとき （年間正味払込保険料×１２）＋１０，０００円

４０，０００円を超え８０，０００円以下のとき （年間正味払込保険料×１４）＋２０，０００円

８０，０００円を超えるとき 一律 ４０，０００円

② 所得税の生命保険料控除額

年間正味払込保険料 総所得金額から控除される金額

１２，０００円以下のとき 全 額

１２，０００円を超え３２，０００円以下のとき （年間正味払込保険料×１２）＋６，０００円

３２，０００円を超え５６，０００円以下のとき （年間正味払込保険料×１４）＋１４，０００円

５６，０００円を超えるとき 一律 ２８，０００円

③ 住民税の生命保険料控除額
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■保険金・給付金等の税法上のお取扱い

!保険金・給付金等をお受け取りになる際には、所得税・相続税・贈与税のいずれかの税
金がかかるもの、非課税となるものがあります。課税される税金は、ご契約者・被保険
者・受取人の関係で決まります。

ご 注 意

左記内容は、平成２３年１１
月現在の税制に基づくも
ので、今後税務の取扱い
が変わる場合もあります。

① 死亡保険金等お受取時の課税の取扱い
（１）死亡保険金を一時支払でお受け取りになる場合

ご契約形態
ご契約例

課税の種類
ご契約者 被保険者 受取人

ご契約者と被保険者が同一人 本人 本人 配偶者 相続税

ご契約者と受取人が同一人 本人 配偶者 本人 所得税（一時所得）

ご契約者、被保険者、受取人が
それぞれ別人

本人 配偶者 子 贈与税

（２）死亡保険金を月払給付でお受け取りになる場合

!
ご契約形態

ご契約例 課税の種類

ご契約者 被保険者 受取人 死亡時 月払給付の受取時

ご契約者と被保険者が同一人 本人 本人 配偶者 相続税

所得税
（雑所得）（※）

ご契約者と受取人が同一人 本人 配偶者 本人 －

ご契約者、被保険者、受取人が
それぞれ別人

本人 配偶者 子 贈与税

ご 注 意

死亡保険金の月払給付の
場合、死亡時の課税対象
額は、相続税法上の年金
受給権評価額となります。

※課税所得が２５万円以上の場合には、この課税所得に対して、１０％の所得税が源泉徴収されます。

�ご契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が被保険者の法定相続人の場合、死亡保険金に
対して相続税法上一定の金額が非課税となることがあります。

�高度障害保険金、リビング・ニーズ特約の特定状態保険金等は、受取人が以下のいずれかに該当す
る場合、全額非課税扱となります。

�被保険者 �被保険者の配偶者もしくは直系血族 �生計を一にするその他の親族

② 保険金・給付金等の非課税扱
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お知らせ 

ご契約のしおり
その他生命保険に関するお知らせ

２６．保険金額・給付金額等が削減される場合・・・・・・７２

２７．生命保険契約者保護機構・・・・・・・・・・・・・７２

２８．契約内容登録制度・契約内容照会制度・・・・・・・７４

２９．支払査定時照会制度・・・・・・・・・・・・・・・７５

３０．ご契約内容等の取扱い・・・・・・・・・・・・・・７５



26.保険金額・給付金額等が削減される場合
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減され
ることがあります。

�生命保険契約者保護機構の会員である保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の
措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。

�詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。

27.生命保険契約者保護機構

当社は「生命保険契約者保護機構」（以下「保護機構」といいます。）に加入しております。

保護機構って、どんな団体?

�保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥っ
た場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の
移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る
資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対
する信頼性を維持することを目的としています。

生命保険会社が破綻したら、現在加入している保険は、どうなる
のかしら?

�保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが
困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援
助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。

�保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定（※1）に係る部分を除いた国内に
おける元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約（※2）を除き、責任準備金等（※3）の90％とすることが、保険
業法等で定められています（保険金・年金等の90％が補償されるものではありません。（※4））。
�なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条
件の算定基礎となる基礎率（予定利率、予定死亡率、予定事業費率等）の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険
金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度（保険集団を維持し、保険契約の継続を図るため
に、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度）が設けられる可能性もあります。

※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証（最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等）のない保険契約に係る特
別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です（実際に削
減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります）。

※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率（注1）を超えていた契約を指します（注2）。当該契約については、責任準備金等の補
償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率＝90％－｛（過去5年間における各年の予定利率－基準利率）の総和÷2｝
（注1）基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在

の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
（注2）一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約と

みなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出し
ている場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予
定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠
出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。

※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいい
ます。

※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90％が補償されるものではありません。
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仕 組 み の 概 略 図  

●救済保険会社が現れた場合 

●救済保険会社が現れない場合 

会員 
保険会社 

国 

民間金融 
機関等 

保険 
契約者等 

救済 
保険会社 

補償対象保険金支払に係る資金援助 

補償対象保険金支払に係る資金援助 

保険金等の支払い 

保険金等の支払い 

保険金請求権等の買取り（注　） 

保険契約の引受け 

保険契約の承継 

保険金請求権等の 
買取り（注　） 

資金 
援助 

負担金の拠出 

資金貸出 

財政措置（注　） 

保護機構 

会員 
保険会社 

国 

民間金融 
機関等 

負担金の拠出 

資金貸出 

財政措置（注　） 

保護機構 

破綻 
保険会社 

保険契約の 
全部・一部の移転、 
合併、株式取得 

補償対象 
保険金の支払い（注　） 

保険 
契約者等 

破綻 
保険会社 

補償対象 
保険金の支払い（注　） 

（承継保険会社） 

（注①）上記の「財政措置」は、平成24年（2012年）3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出に
よる負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。

（注②）破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ること
を指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。（高予定利率契約につ
いては、※2に記載の率となります。）

◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正によ
り変更される可能性があります。

＊生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先

生命保険契約者保護機構 TEL（03）3286-2820
月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前9時～正午、午後1時～午後5時

ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
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28.契約内容登録制度・契約内容照会制度

あなたのご契約内容が登録されることがあります。

�当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会（以下「各
生命保険会社等」といいます。）とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加（以下「保険契約等」といいます。）のお引受けの
判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等（以下「保険金等」といいます。）のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契
約内容登録制度」（全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。）に基づき、当社の保険契約等に関す
る下記の登録事項を共同して利用しております。

�保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を
登録します。ただし、保険契約等をお引き受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。

�社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求が
あった場合、社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこ
れらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中
途付加日（以下「契約日等」といいます。）から5年間です。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とす
る以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。

�当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、
登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法
律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めるこ
とができます。上記各手続きの詳細については、総合カスタマーセンターにお問い合わせください。

【登録事項】

（1）保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所（市・区・郡までとします。）

（2）死亡保険金額および災害死亡保険金額

（3）入院給付金の種類および日額

（4）契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日

（5）取扱会社名

その他、正確な情報の把握のため、契約および申込みの状態に関して相互に照会することがあります。

※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ
（http://www.seiho.or.jp/）の「加盟会社」をご参照ください。
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29.支払査定時照会制度

保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。

�当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生
活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会（以下「各生命保険会社等」といいます。）とともに、お支払いの判断ま
たは保険契約もしくは共済契約等（以下「保険契約等」といいます。）の解除、取消もしくは無効の判断（以下「お支払等の判断」といい
ます。）の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関
する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。

�保険金、年金または給付金（以下「保険金等」といいます。）のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される
場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保
険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供す
ること（以下「相互照会」といいます。）があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報
が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険
会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありませ
ん。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。
各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。

�当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社
の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることがで
きます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従
い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、総合カスタマー
センターにお問い合わせください。

協会 あんしん生命 
【相互照会事項】

次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。

（1）被保険者の氏名、生年月日、性別、住所（市・区・郡までとします。）

（2）保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故（左記の事項は、照会を受けた

日から5年以内のものとします。）

（3）保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険

者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法

上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契
約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。

※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ（http://www.seiho.or.jp/）
の「加盟会社」をご参照ください。

30.ご契約内容等の取扱い

当社は、東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社に、申込書に記載の情報等を開示することがあります。ま

た東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社の保有する被保険者が加入している保険契約の情報等の提供

を受けて、これを利用することがあります。

�当社は、東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社に、申込書、告知書、異動請求書、保険金請求書、その他の書類に記載の
情報および保険事故の状況等の事実関係に関する情報を開示することがあります。
�また、当社は、業務又は事務の一部を東京海上ホールディングス株式会社傘下以外の保険会社に委託して行うことがあります。
�したがいまして、申込書、告知書、異動請求書、保険金請求書、その他の書類に記載の情報および保険事故の状況等の事実関係に関
する情報を業務の代理又は事務の代行を遂行する上で必要な範囲で、当該保険会社が知ることがあります。
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約　款  

約款

家計保障定期保険普通保険約款・・・・・・・・・・・・２

災害割増特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３

傷害特約条項（本人型）・・・・・・・・・・・・・・・４５

リビング・ニーズ特約条項・・・・・・・・・・・・・・６１

指定代理請求特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・７１

特別条件付保険特約条項・・・・・・・・・・・・・・・７４

保険料口座振替特約条項・・・・・・・・・・・・・・・７９

団体扱特約条項Ⅰ・・・・・・・・・・・・・・・・・・８２

団体扱特約条項Ⅱ・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５

保険料クレジットカード払特約条項・・・・・・・・・・８７

責任開始期に関する特約条項・・・・・・・・・・・・・８９



１．用語の意義
第１条 用語の意義

２．保険金の支払
第２条 保険金の支払
第３条 保険金の支払に関する補則
第４条 保険金支払の免責事由に該当した場合の取扱

い
第５条 保険金の月払給付
第６条 保険金すえ置支払の選択
第７条 保険金の請求、支払時期および支払場所

３．保険料払込みの免除
第８条 保険料払込みの免除
第９条 保険料払込免除の請求

４．当会社の責任開始期
第10条 当会社の責任開始期

５．保険料の払込み
第11条 保険料の払込み
第12条 保険料の払込方法（経路）
第13条 年払保険料または半年払保険料の前納
第14条 月払保険料の一括払

６．保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効
第15条 猶予期間および保険契約の失効

７．保険料の振替貸付
第16条 保険料の振替貸付
第17条 保険料の振替貸付の取消

８．保険契約の復活
第18条 保険契約の復活

９．詐欺による取消等
第19条 詐欺による取消
第20条 不法取得目的による無効

10．告知義務および保険契約の解除
第21条 告知義務
第22条 告知義務違反による解除
第23条 保険契約を解除できない場合
第24条 重大事由による解除

11．解約および解約返戻金
第25条 解約
第26条 解約返戻金
第27条 保険金等の受取人による保険契約の存続

12．契約内容の変更
第28条 基準給付金月額の減額
第29条 保険料払込期間の変更

13．保険金の受取人
第30条 保険金の受取人の代表者
第31条 死亡保険金受取人の変更
第32条 遺言による死亡保険金受取人の変更
第33条 死亡保険金受取人の死亡

14．保険契約者
第34条 保険契約者の代表者
第35条 保険契約者の変更
第36条 保険契約者の住所の変更

15．年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの取
扱い

第37条 年齢の計算
第38条 契約年齢および性別の誤りの取扱い

16．契約者配当
第39条 契約者配当

17．時効
第40条 時効

18．被保険者の業務、転居および旅行
第41条 被保険者の業務、転居および旅行

19．管轄裁判所
第42条 管轄裁判所

20．契約内容の登録
第43条 契約内容の登録

21．３大疾病保険料払込免除特則
第44条 ３大疾病保険料払込免除特則

家計保障定期保険普通保険約款

内容

死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡したときに支払います。

高度障害保険金 被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態になったときに支払います。

保険料払込みの免除
被保険者が保険料払込期間中に不慮の事故によって所定の身体障害の状態になったときに、そ
の後の保険料の払込みを免除します。

家計保障定期保険普通保険約款 目次

（平成２４年２月２日改定）
（この保険の概要）
この保険は、下表の給付および保険料払込みの免除を行うことを主な内容とするものです。
ただし、保険金の受取人から保険金の一時支払またはすえ置支払を選択する旨の申出がない場合には、保険金の月払給付を

行います。なお、死亡保険金額および高度障害保険金額は同額です。

約款 2



用語 用語の意義

カ 家計保障期間 保険金の月払給付を行う場合に給付金を支払う期間をいい、保険期間と同一とします。

キ 基準給付金月額
保険金額または保険金の月払給付を行う場合の給付金の月額を算出する際に基準となる金額とし
て、保険契約締結の際、当会社の定める取扱範囲により保険契約者の申出によって定めた金額を
いいます。ただし、基準給付金月額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。

ケ 経過年数
契約日時点を０年とし、この保険契約の年単位の契約応当日ごとに１年を加えて計算した年数を
いいます。この場合、１年未満の端数については切り捨てます。

ケ 契約応当日

毎月、半年ごとまたは毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位
の契約応当日」、半年ごとの契約日に対応する日を「半年単位の契約応当日」、毎年の契約日に対
応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合には、
その月の末日をいうものとします。

ケ 契約の型
保険契約締結の際、保険契約者の申出によって定めた、定額型または逓増型のいずれかの型をい
います。

ケ 契約日 契約年齢、保険期間等の計算の基準日をいいます。

コ 告知
保険契約者および被保険者が、契約の申込をされるとき等に、現在の健康状態や職業、過去の傷
病歴等、当会社がたずねる支払事由または保険料払込みの免除事由の発生の可能性に関する重要
なことがらについて当会社に知らせることをいいます。

サ 最低支払保証期間
保険金の月払給付を行う場合に、給付金を支払う最低保証年数として、保険契約締結の際、当会
社の定める取扱範囲により保険契約者の申出によって定めた期間をいいます。

サ 残存期間
家計保障期間中の各時点から家計保障期間満了日までの期間をいいます。この場合、１か月未満
の端数については切り上げます。ただし、家計保障期間中の各時点から家計保障期間満了日まで
の期間が最低支払保証期間に満たない場合は、最低支払保証期間と同じ期間とします。

シ 失効 保険契約の効力が失われることをいいます。失効日以降は、保障がなくなります。

シ 支払事由 保険金を支払うことになる事象をいいます。

セ 責任開始期
保険契約の締結または復活に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。な
お、復活の取扱いが行われた場合は、復活における責任開始期とし、複数回復活の取扱いが行わ
れた場合は、最後の復活における責任開始期とします。

セ 責任開始日 責任開始期の属する日をいいます。

ハ 払込期月
第２回目以降の各回の保険料を払い込んでいただく期間として、保険料の払込方法（回数）に応
じて定められている期間（契約応当日の属する月の初日から末日まで）をいいます。

ヒ 被保険者 保険の対象として、保障されている人をいいます。

フ 復活 失効した契約の効力を元に戻すことをいいます。

ホ 保険金額
基準給付金月額を基準として、契約の型、残存期間、経過年数に応じて、当会社が定める方法に
よって算出した係数を乗じて得られる金額をいいます。この場合、保険金額に１，０００円未満の端
数が生じたときは、１００円の位を切り上げて１，０００円単位とします。

ホ 保険料の振替貸付
保険料の払込みがないまま猶予期間を過ぎた場合に、解約返戻金および未経過保険料の合計額の
範囲内で自動的に払い込むべき保険料に相当する額を貸し付けて、保険契約を有効に継続させる
制度をいいます。

ホ
保険料払込みの
免除事由

保険料の払込みを免除することになる事象をいいます。

メ 免責事由 支払事由に該当しても保険金をお支払いしないことになる事象をいいます。

ユ 猶予期間
払込期月内に保険料が払い込まれなかった場合に、払込期月が終了してから保険契約を失効させ
るまでに一定期間の猶予を設けていますが、この期間をいいます。

１．用語の意義

第１条（用語の意義）
この普通保険約款において使用される次の用語の意義は、それぞれ下表のとおりとします。

２．保険金の支払

第２条（保険金の支払）
この保険契約において支払う保険金は、次のとおりです。ただし、支払事由が生じた時以後、保険金の受取人から保

険金の一時支払またはすえ置支払を選択する旨の申出がない場合には、保険金の月払給付を行います。
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支払額 被保険者が死亡した時における保険金額

受取人 死亡保険金受取人

支払事由 被保険者が保険期間中に死亡したとき。

免責事由

次のいずれかにより上記の支払事由が生じたとき。
ア．責任開始日からその日を含めて３年以内の自殺
イ．保険契約者または死亡保険金受取人の故意
ウ．戦争その他の変乱

支払額 被保険者が高度障害状態（別表３）に該当した時における保険金額

受取人 被保険者（※１）

支払事由

被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態（別表３）に
該当したとき。
この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病（※２）を
原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態（別表３）に該当したときを含みます。

免責事由
次のいずれかにより上記の支払事由が生じたとき。
ア．保険契約者または被保険者の故意
イ．戦争その他の変乱

① 死亡保険金

② 高度障害保険金

（※１）高度障害保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
（※２）責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に

限ります。

第３条（保険金の支払に関する補則）
（1）被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
（2）次の①～③の全てに該当する場合には、保険期間の満了時に高度障害状態（別表３）に該当したものとみなして高
度障害保険金を支払います。
① 被保険者が保険期間中に、回復の見込みの有無を除いては高度障害状態（別表３）に該当したこと。
② 保険期間の満了時にその回復の可能性が少しでもあるか、または回復の可能性の有無の判断ができない場合にお
いて、満了後も引き続きその状態が継続したこと。

③ 保険期間の満了後にその回復の見込みがないことが明らかになって高度障害状態（別表３）に該当したこと。
（3）当会社が高度障害保険金を支払った場合には、保険契約は、被保険者が高度障害状態（別表３）に該当した時に消
滅したものとみなします。ただし、保険金の月払給付を行うときを除きます。

（4）次の①～③のいずれかに該当する場合には、当会社は、被保険者が責任開始期前に発病した疾病または被った傷害
（以下、本（4）において「責任開始期前の疾病等」といいます。）を、この保険契約の責任開始期以後に生じたものと
みなして前条②の規定を適用します。
① この保険契約の締結または復活の際、告知等により当会社が責任開始期前の疾病等について知っていた場合、ま
たは過失により知らなかった場合（責任開始期前の疾病等について、保険契約者または被保険者から告知されなか
ったことにより、当会社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。）

② この保険契約の締結または復活の際、責任開始期前の疾病等について、保険媒介者（注１）が保険契約者または
被保険者に対し、告知をすることを妨げた場合、告知しないことを勧めた場合、または事実でないことを告げるこ
とを勧めた場合

③ 責任開始期前の疾病等について、次のア．およびイ．を満たし、かつ、責任開始期前に、被保険者の身体に生じ
た症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場合
ア．責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがない。
イ．責任開始期前に、被保険者が健康診断（定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防
・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。）による異常の指摘を受けたことがな
い。

（5）高度障害保険金を支払う前に被保険者が死亡したときは、当会社は、高度障害保険金を支払いません。ただし、前
条①に定める死亡保険金の免責事由に該当した場合もしくは死亡保険金の請求がなされないことが確定した場合には
この限りではありません。また、高度障害保険金を支払った後に死亡保険金の請求を受けても、当会社は、その死亡
保険金を支払いません。

（6）保険契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人（注２）が保険契約者（その法人）である場合には、前条の規定に
かかわらず、保険契約者（その法人）を高度障害保険金の受取人とし、それ以外の者に変更することはできません。

（7）保険金を支払うときに保険料の振替貸付がある場合で、付加されている特約の特約条項の規定による貸付金の元利
金の差引を行った後に差し引けない残額があるときは、当会社は保険金からその元利金の残額を差し引きます。

（注１）当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。
（注２）死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。

第４条（保険金支払の免責事由に該当した場合の取扱い）
（1）死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、
死亡保険金の残額を他の死亡保険金受取人に支払い、支払わない部分の責任準備金を保険契約者に支払います。この
場合、死亡保険金の残額をもとに基準給付金月額を改めます。

約款 4



（2）被保険者が戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態（別表３）に該当した場合でも、その原因によ
って死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加について、当会社がこの保険の計算の基礎に及ぼす
影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、死亡保険金または高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額
を削減して支払います。この場合、死亡保険金または高度障害保険金の金額を削減して支払うときは、その削減の割
合に応じて基準給付金月額を改めます。

（3）次のいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡保険金が支払われないときは、当会社は、責任準備金を保
険契約者に支払います。
① 責任開始日からその日を含めて３年以内に被保険者が自殺したとき。
② 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき。
③ 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき。

（4）保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険金が支払われないときは、本条（1）および（3）
の規定にかかわらず、当会社は責任準備金その他の返戻金を支払いません。

第５条（保険金の月払給付）
（1）支払事由の生じた保険金の受取人（以下本条において「保険金受取人」といいます。）が、その保険金の支払事由が
生じた時以後、保険金の一時支払またはすえ置支払を選択する旨の申出を行わない場合には、保険金の月払給付を行
います。この場合、保険金の支払事由が生じた時以後であっても保険契約は消滅しません。

（2）月払給付される保険金（以下「給付金」といいます。）の支払方法は、次のとおりとします。
① 給付金は、保険金の支払事由が生じた日以後最初に到来する月単位の契約応当日の前日を第１回の給付金の支払
日とし、以後家計保障期間満了日（注１）まで、毎月の契約応当日の前日に保険金受取人に支払います。

② 前①の規定により支払う給付金の月額（以下「給付金月額」といいます。）は、基準給付金月額を基準として、契
約の型に応じて次の算式により得られる金額とします。この場合、給付金月額に１０円未満の端数が生じたときは、
１円の位を切り上げて１０円単位とします。
ア．契約の型が定額型の場合
基準給付金月額

イ．契約の型が逓増型の場合
基準給付金月額×当会社が定める方法により算出した係数

③ 前②の規定にかかわらず、第３条（保険金の支払に関する補則）の規定により、保険金から保険料の振替貸付の
元利金が差し引かれたときは、その元利金を差し引いた後の金額がその保険金の支払事由が生じた時の保険金額と
なるように基準給付金月額を改め、前②の規定を適用します。ただし、給付金月額が当会社の定める金額に満たな
いときは、保険金の月払給付を取り扱いません。

④ 保険金の月払給付を行う場合において、既に支払日が到来している給付金があるときは、その給付金は、保険金
受取人に一時に支払います。

⑤ 保険金の月払給付を行う場合において、その保険金の支払事由が生じた日から、最終回の給付金の支払日までの
期間（以下本条において「給付金支払期間」といいます。）中に、保険金受取人が死亡したときは、保険金受取人は
死亡した保険金受取人の法定相続人に変更されたものとします。この場合、法定相続人が２人以上であるときは、
その受取割合はそれぞれの法定相続分に応じた割合とします。

（3）本条（1）の規定にかかわらず、本条（2）②に定める給付金月額が当会社の定める金額に満たないときは、保険金
の月払給付を取り扱わず、保険金を一時に支払います。また、給付金の未支払分の現価の一部が一時に支払われる場
合で、残存する給付金月額が当会社の定める金額に満たない場合は、残存する給付金についても月払給付を行わず、
残存する給付金の未支払分の現価を一時に支払います。

（4）保険金の月払給付を行う場合には、次の①～③のとおり取り扱います。
① その保険金の支払事由が生じた日後に到来する第１１条（保険料の払込み）（2）の保険料期間に対する保険料の払
込みを必要としません。

② その保険金の支払事由が生じた時以後、次のア．～オ．の取扱いに関する規定は適用しません。
ア．第２５条（解約）
イ．第２８条（基準給付金月額の減額）
ウ．第２９条（保険料払込期間の変更）
エ．第３１条（死亡保険金受取人の変更）
オ．第３５条（保険契約者の変更）

③ その保険金の支払事由が生じた時に、保険契約上の一切の権利義務が保険金受取人に承継されます。
（5）高度障害保険金の月払給付を行う場合には、次の①および②のとおり取り扱います。
① 被保険者がその高度障害状態（別表３）に該当した時から、死亡保険金を請求する権利は消滅したものとします。
② 被保険者が高度障害状態（別表３）に複数該当することとなる場合でも、当会社は、高度障害保険金を重複して
は支払いません。

（6）保険金受取人は、給付金支払期間中、将来の給付金の支払にかえて、給付金の未支払分の現価（注２）の一時支払
を請求することができます。この場合、次の①および②のとおり取り扱います。
①保険金受取人は当会社所定の書類（別表１）を提出してください。
②当会社が、給付金の未支払分の現価を一時に支払った場合には、この保険契約（注３）は消滅します。

（注１）第１回の給付金の支払日から家計保障期間満了日までの期間が最低支払保証期間に満たない場合には、第１回の
給付金の支払日から最低支払保証期間を経過する日とします。

（注２）保険金受取人が２人以上であるときは、保険金の支払事由が生じた時（本条（2）⑤の規定により、保険金受取
人が変更された場合はその変更時とします。）に定められていたその保険金受取人の受取割合に対応する給付金の未
支払分の現価とします。
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確認等が必要な場合 確認事項

① 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
被保険者の死亡または第２条（保険金の支払）②に定
める高度障害状態（別表３）に該当する事実の有無

② 保険金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 保険金の支払事由が発生した原因

③ 告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至っ
た原因

④
この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に
該当する可能性がある場合

前②および③に定める事項、第２４条（重大事由による
解除）（1）⑥ア．～オ．に該当する事実の有無または
保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険
契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保
険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実

特別な照会や調査 日数

①
本条（6）①～④に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定す
る書面等の方法に限定される照会

９０日

②
本条（6）①～④に定める事項についての弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）にもとづく照会その他
の法令にもとづく照会

９０日

③
本条（6）①、②または④に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の
科学技術的な特別の調査、分析または鑑定

１２０日

④

本条（6）①、②または④に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑
者または被害者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである
場合における、本条（6）①、②または④に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の
結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会

１８０日

⑤ 本条（6）①～④に定める事項についての日本国外における調査 １８０日

⑥
本条（6）①～④に定める事項についての災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された地域に
おける調査

９０日

（注３）保険金受取人が２人以上であるときは、一時支払の請求を受けた部分とします。

第６条（保険金すえ置支払の選択）
保険契約者（注）は、保険金の一時支払または月払給付にかえて、当会社所定の金額、期間等の範囲内ですえ置支払

を選択することができます。

（注）保険金の支払事由発生後は保険金の受取人とします。

第７条（保険金の請求、支払時期および支払場所）
（1）保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人は、すみやかに当会社に通知してくださ
い。

（2）保険金の支払事由が生じたときは、その保険金の受取人は、当会社所定の書類（別表１）を提出して、その保険金
を請求してください。この場合、保険金の一時支払またはすえ置支払の選択を行うときは、併せて申出を行ってくだ
さい。

（3）保険金の月払給付を行う場合、第２回以後の給付金の支払日が到来したときは、その受取人は、当会社所定の書類
（別表１）を提出してください。

（4）当会社は、保険金の月払給付を行うときは、支払うべき給付金について月払給付証書を作成して、その受取人に交
付します。

（5）本条（2）の請求を受けた場合、保険金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日（以下本条において「請求
完了日」といいます。）の翌営業日からその日を含めて５営業日以内に、当会社の本店で支払います。

（6）保険金を支払うために確認が必要な下表の①～④に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時まで
に当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ①～④に定める事項の確認（当会社の指定した
医師による被保険者の診断を含みます。）を行います。この場合には、本条（5）の規定にかかわらず、保険金を支払
うべき期限は、請求完了日からその日を含めて６０日を経過する日とします。

（7）本条（6）の確認をするため、下表の①～⑥に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、本条
（5）および（6）の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表①～
⑥に定める日数（①～⑥のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数）を経過する日
とします。

（8）保険金を支払うべき期限について、本条（6）または（7）に定める期限を適用する場合には、当会社はその旨を保
険金の受取人に通知します。

（9）本条（6）および（7）に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な
理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき（当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかった
ときを含みます。）は、当会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金
を支払いません。

約款 6



要
件

① 団体（※１）を保険契約者および死亡保険金受取人としている保険契約であること。
② その団体（※１）から給与の支払を受ける者を被保険者とする保険契約であること。
③ 保険契約者である団体（※１）がその保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基
づく死亡退職金または弔慰金等（以下本条において「死亡退職金等」といいます。）として被保険者または死
亡退職金等の受給者に支払うこと。

請
求
書
類

次のア．またはイ．のいずれかおよびウ．の書類を提出（※２）する必要があります。
ア．被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
イ．被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
ウ．受給者本人であることを、保険契約者である団体（※１）が確認した書類

保険料払込みの免除事由

被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故（別表２）による傷害（※１）を直接
の原因として、その事故の日からその日を含めて１８０日以内の保険料払込期間中に身体障害
の状態（別表４）に該当したとき。
この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害（※２）を
原因とする障害状態が新たに加わって、身体障害の状態（別表４）に該当したときを含み
ます。

保険料払込みの免除事由
に該当しても、保険料の
払込みを免除しない場合

次のいずれかによって上記の保険料払込みの免除事由に該当したとき。
① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の犯罪行為
③ 被保険者の精神障害を原因とする事故
④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じ
た事故

⑦ 地震、噴火または津波
⑧ 戦争その他の変乱

（10）下表の「要件」を全て満たす保険金の請求については、下表の「請求書類」を本条（2）に定める書類に追加して
提出する必要があります。

（※１）官公庁、会社、組合、工場その他の団体をいい、団体の代表者を含みます。
（※２）被保険者または死亡退職金等の受給者が２人以上であるときは、そのうち１人からの提出で足りるものとしま

す。

３．保険料払込みの免除

第８条（保険料払込みの免除）
（1）下表のとおり、当会社は、次に到来する第１１条（保険料の払込み）（2）の保険料期間以降の保険料の払込みを免除
します。

（※１）責任開始期前に発生した不慮の事故（別表２）による傷害の取扱いについては、第３条（保険金の支払に関す
る補則）（4）の規定を準用します。

（※２）責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害と因果関係のない傷害に限ります。
（2）保険料の払込みが免除された場合には、以後第１１条（保険料の払込み）に定める払込方法（回数）に応じ、それぞ
れの契約応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。

（3）保険料の払込みが免除された保険契約については、保険料払込みの免除事由の発生時以後、次の①および②の取扱
いに関する規定は適用しません。
① 第２８条（基準給付金月額の減額）
② 第２９条（保険料払込期間の変更）

（4）被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によって、身体障害の状態（別表４）に該当した場合でも、
これらの事由により保険料払込みの免除事由に該当した被保険者の数の増加について、当会社がこの保険の計算の基
礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、保険料の払込みを免除します。

第９条（保険料払込免除の請求）
（1）保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者はすみやかに当会社に通知してください。
（2）保険契約者は、当会社所定の書類（別表１）を提出して、保険料の払込免除を請求してください。
（3）保険料払込みの免除の請求については、第７条（保険金の請求、支払時期および支払場所）（5）～（9）の規定を準
用します。

主
契
約

家
計
保
障
定
期
保
険
普
通
保
険
約
款

約款 7



保険料受領と承諾の時期
保険契約上の責任が開始される時

（責任開始期）

①
保険契約の申込を承諾した後に第１回保険料を受け取
った場合

第１回保険料を受け取った時

②
第１回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込
を承諾した場合

第１回保険料充当金を受け取った時または被保険者に関
する告知の時のいずれか遅い時

保険料の払込方法
（回数）

払込期月

① 月払（年１２回払） 月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで

② 半年払（年２回払） 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで

③ 年払（年１回払） 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで

４．当会社の責任開始期

第10条（当会社の責任開始期）
（1）当会社は、下表の「保険契約上の責任が開始される時（責任開始期）」から保険契約上の責任を負います。

（2）本条（1）により当会社の責任が開始される日を契約日とします。
（3）保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日からその日を含めて計算します。
（4）当会社が保険契約またはこれに付加する特約（注１）の申込を承諾した場合（注２）には、保険契約者に対し、こ
の保険契約について次の事項（注３）を記載した保険証券を交付します。
① 当会社名
② 保険契約者の氏名または名称
③ 被保険者の氏名
④ 死亡保険金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
⑤ 保険期間
⑥ 基準給付金月額
⑦ 保険料およびその払込方法（回数）
⑧ 付加された特約（注１）の名称
⑨ 契約日
⑩ 保険証券を作成した年月日

（注１）当会社が保険給付を行い、かつ、保険契約者が特約保険料を支払うことを約定した特約に限ります。
（注２）保険契約の復活を承諾した場合およびこの保険契約に付加された特約のみ更新される場合を除きます。
（注３）この保険契約の普通保険約款またはこの保険契約に付加された特約の特約条項の規定により定められる事項を除

きます。

５．保険料の払込み

第11条（保険料の払込み）
（1）第２回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回下表の「払込期月」に定める期間内に払い込んでください。

（2）本条（1）で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法（回数）に応じ、それぞれの保険料期間（注１）に対応する
保険料とします。

（3）当会社は、年払または半年払の保険契約が保険料払込期間中に消滅した場合またはその保険契約の保険料の払込み
が免除された場合で、かつ、払い込まれた保険料のうち保険料期間（注１）中の経過月数により計算した未経過部分
の保険料（注２）（以下、「未経過保険料」といいます。）があるときは、これを保険契約者（注３）に支払います。た
だし、次の①～③の場合は、未経過保険料の支払いはありません。
① 保険料の払込みが免除された保険契約が消滅したとき。
② 保険契約者が、故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険金が支払われないとき。
③ 保険契約が、詐欺により取り消されたとき、または不法取得目的による無効とされたとき。

（4）本条（1）の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したとき、または保
険料の払込みを必要としなくなったときには、当会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者（注３）に払い戻し
ます。

（5）本条（1）の保険料が払い込まれないまま、本条（1）の契約応当日以後その日の属する月の末日までに保険金の支
払事由が生じたときには、当会社は、未払込保険料を支払うべき保険金から差し引きます。ただし、保険金の月払給
付を行う場合は、当会社は、未払込保険料を第１回の給付金から差し引きます。この場合、差し引いた金額が未払込
保険料に満たないときは、差し引いた金額の累計が未払込保険料に達するまで、順次その次の回の給付金から差し引
きます。

（6）本条（1）の保険料が払い込まれないまま、本条（1）の契約応当日以後その日の属する月の末日までに保険料払込
みの免除事由が生じたときは、保険契約者は、第１５条（猶予期間および保険契約の失効）に定める猶予期間満了の日
までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険料払込み
の免除事由の発生により免除すべき保険料の払込みを免除しません。

（7）本条（6）の場合、未払込保険料の払込みについては第１５条（猶予期間および保険契約の失効）の規定を準用します。
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保険料の払込方法
（回数）

猶予期間

① 月払（年１２回払） 払込期月の翌月初日から末日まで

② 半年払（年２回払） 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
ただし、契約応当日が２月、６月、１１月の各末日の場合には、それぞれ４月、８月、
１月の各末日まで③ 年払（年１回払）

（8）保険契約者は、当会社の定める取扱範囲内で、保険料の払込方法（回数）を変更することができます。

（注１）契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間をいいます。
（注２）経過月数は、１か月未満の端数を切り上げて計算します。また、年払または半年払以外の保険契約には未経過保

険料はありません。
（注３）保険金を支払うときは保険金の受取人とします。

第12条（保険料の払込方法（経路））
（1）保険契約者は、次の①～④のいずれかの保険料の払込方法（経路）を選択することができます。
① 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
② 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
③ 所属団体を通じ払い込む方法（注）
④ 当会社の指定するクレジットカードにより払い込む方法

（2）本条（1）①～④のいずれかの方法によってもその払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その
保険料についてのみ、当会社の本店または当会社の指定した場所に持参して払い込むことができます。

（3）保険契約者は、当会社の定める取扱範囲内で、本条（1）①～④の保険料の払込方法（経路）を変更することができ
ます。

（4）保険料の払込方法（経路）が本条（1）①、③または④の場合において、その保険契約が、付加された保険料の払込
方法（経路）に関する特約の特約条項に定める取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、本条（3）の規定
により保険料の払込方法（経路）を他の払込方法（経路）に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払
込方法（経路）の変更を行うまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んで
ください。

（注）所属団体と当会社との間に団体取扱いに関する協定が締結されている場合に限ります。

第13条（年払保険料または半年払保険料の前納）
（1）保険契約者は、当会社の定める払込期間の範囲内で、当会社の定める方法により、将来の２年分以上の年払保険料
または半年払保険料を前納することができます。この場合には、当会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納
金を払い込んでください。

（2）本条（1）の保険料前納金は、当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てておき、年単位ま
たは半年単位の契約応当日ごとに年払保険料または半年払保険料の払込みに充当します。

（3）前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
（4）保険料の払込みを必要としなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻し
ます。ただし、保険金を支払うときはその保険金の受取人に払い戻します。

第14条（月払保険料の一括払）
（1）月払契約の場合には、保険契約者は、当会社の定める方法により、当月分以後の保険料（注）を一括払することが
できます。この場合、当会社所定の割引率で保険料を割引します。

（2）保険料の払込みを必要としなくなった場合に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に
払い戻します。ただし、保険金を支払うときはその保険金の受取人に払い戻します。

（注）３か月分以上１２か月分以下の保険料に限ります。

６．保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効

第15条（猶予期間および保険契約の失効）
（1）第２回以後の保険料の払込みについては、下表のとおり「猶予期間」があります。

（2）猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場
合には、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。

（3）猶予期間中に保険金の支払事由が生じたときは、当会社は未払込保険料を保険金から差し引きます。ただし、保険
金の月払給付を行う場合は、当会社は、未払込保険料を第１回の給付金から差し引きます。この場合、差し引いた金
額が未払込保険料に満たないときは、差し引いた金額の累計が未払込保険料に達するまで、順次その次の回の給付金
から差し引きます。

（4）猶予期間中に保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者はその猶予期間満了の日までに未払込保険料を
払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、免除事由の発生により免除すべき保
険料の払込みを免除しません。
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保険料の払込方法
（回数）

上限利率 元金繰り入れ日

① 月払（年１２回払） 月８／１２% 次期以後の保険料払込みの猶予期間が満了する日

② 半年払（年２回払） 半年４%
次期以後の保険料払込みの猶予期間が満了する日の属する月の末日

③ 年払（年１回払） 年８%

保険料の払込方法
（回数）

取消期限

① 月払（年１２回払） 猶予期間満了の日の属する月の翌月の末日

② 半年払（年２回払）
猶予期間満了の日の属する月の３か月後の月の末日

③ 年払（年１回払）

７．保険料の振替貸付

第16条（保険料の振替貸付）
（1）保険料の払込みがないままで、猶予期間を過ぎた場合でも、この保険契約に解約返戻金があるときは、あらかじめ
保険契約者から特に反対の申出がないかぎり、当会社は、自動的に払い込むべき保険料に相当する額を貸し付けて保
険料の払込みに充当し、保険契約を有効に継続させます。

（2）保険料の振替貸付は貸し付ける保険料相当額とその利息の合計額が、解約返戻金および未経過保険料の合計額（注）
を超えない間、行われるものとします。

（3）保険料の振替貸付は、猶予期間満了時に貸し付けたものとします。
（4）保険料の振替貸付金の利息は、下表に定める「上限利率」以下で当会社が定める利率で計算し、「元金繰り入れ日」
ごとに元金に繰り入れます。

（5）保険契約が消滅した場合に、保険料の振替貸付があるときは、当会社は、支払うべき金額からその元利金を差し引
きます。

（6）各月毎に当会社の定める計算日において、当会社の定める判定基準日時点の保険料の振替貸付の元利金が、同時点
の解約返戻金および未経過保険料の合計額を超える場合には、当会社は、事前にその旨を保険契約者に通知します。
この場合、保険契約者は、当会社の指定した期日までに、当会社所定の金額を払い込んでください。

（7）本条（6）の払込みがなかったときは、保険契約は、当会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
（8）保険契約者は、いつでも保険料の振替貸付の元利金の全部、または当会社所定の金額の範囲内でその一部を返済す
ることができます。

（注）その保険料の払込みがあったものとして計算し、保険料の振替貸付があるときは、その元利金を差し引きます。

第17条（保険料の振替貸付の取消）
保険料の振替貸付が行われた場合でも、下表の「取消期限」に定める日までに、保険契約者から保険契約の解約の請

求（注）があったときは、当会社は、保険料の振替貸付を行わなかったものとします。

（注）第２７条（保険金等の受取人による保険契約の存続）に定める債権者等による解約の効力発生を含みます。

８．保険契約の復活

第18条（保険契約の復活）
（1）保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて３年以内は、当会社の承諾を得て、保険契約の復活
をすることができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活はできません。

（2）保険契約の復活を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類（別表１）を提出してください。
（3）保険契約の復活をするときは、保険契約者は、当会社の指定した日までに、延滞保険料（注）を当会社の本店また
は当会社の指定した場所に払い込んでください。

（4）第１０条（当会社の責任開始期）（1）の規定は、本条の場合に準用します。

（注）第１6条（保険料の振替貸付）（7）の規定により保険契約が効力を失った場合には、あわせて払い込むべき金額を含
みます。

９．詐欺による取消等

第19条（詐欺による取消）
保険契約の締結、復活または契約内容の変更に際して、保険契約者、被保険者または保険金の受取人による詐欺の行

為があったときは、当会社は、保険契約の締結、復活または契約内容の変更を取り消すことができます。この場合、既
に払い込んだ保険料を払い戻しません。

第20条（不法取得目的による無効）
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結、復

活または契約内容の変更をしたときは、保険契約を無効とし、当会社は既に払い込んだ保険料を払い戻しません。
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10．告知義務および保険契約の解除

第21条（告知義務）
保険契約の締結または復活の際、支払事由または保険料払込みの免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち

当会社が書面で告知を求めた事項について保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを必要とします。
ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを必要とします。

第22条（告知義務違反による解除）
（1）保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、前条の規定により当会社が告知を求めた事項につい
て、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向って保険契約を解除する
ことができます。

（2）当会社は、保険金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。
この場合には、次の①および②のとおり取り扱います。
① 保険金は支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。
② 保険料の払込みは免除しません。また、既に保険料の払込みを免除していたときは、その保険料の払込みはなか
ったものとします。

（3）本条（2）の規定にかかわらず、被保険者の死亡、高度障害状態（別表３）、身体障害の状態（別表４）が解除の原
因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払
いまたは保険料の払込みを免除します。

（4）本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約
者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被
保険者または保険金の受取人に通知します。

（5）本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。

第23条（保険契約を解除できない場合）
（1）当会社は、次のいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。
① 保険契約の締結または復活の際、当会社が解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなか
ったとき。

② 保険媒介者（注）が、保険契約者または被保険者が第２１条（告知義務）の告知をすることを妨げたとき。
③ 保険媒介者（注）が、保険契約者または被保険者に対し、第２１条（告知義務）の告知をしないことを勧めたとき、
または事実でないことを告げることを勧めたとき。

④ 当会社が前条の規定による解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて１か月を経過したとき。
⑤ 保険金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じることなく、責任開始日からその日を含めて２年を経過
したとき（責任開始期前に原因が生じていたことにより、保険金の支払または保険料払込みの免除が行われない場
合を除きます。）。

（2）本条（1）②または③の場合には、②または③に規定する保険媒介者（注）の行為がなかったとしても、保険契約者
または被保険者が、第２１条（告知義務）の告知の際に事実を告げなかったまたは事実でないことを告げたと認められ
る場合には、適用しません。

（注）当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。

第24条（重大事由による解除）
（1）当会社は、次の①～⑦のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向って保険契約を解除することができま
す。
① 保険契約者または死亡保険金受取人が、死亡保険金（注１）を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事
故招致（未遂を含みます。）をした場合

② 保険契約者または被保険者が、この保険契約の高度障害保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、
事故招致（未遂を含みます。）をした場合

③ 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約の保険料払込免除をさせる目的で、事故招致（未遂を含み
ます。）をした場合

④ この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為（未遂を含みます。）があった場合
⑤ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる死亡保険金（注１）の保険金額の合計が著しく過大であって、
保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

⑥ 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のア．～オ．のいずれかに該当する場合
ア．暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団
関係企業その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当すると認められるとき。

イ．反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
ウ．反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき。
エ．保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の
経営に実質的に関与していると認められるとき。

オ．その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑦ 次のア．またはイ．に該当する等により、当会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を
損ない、この保険契約の存続を困難とする前①～⑥に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
ア．この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されたとき。
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イ．保険契約者、被保険者または保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事
由により解除されたとき。

（2）当会社は、保険金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。
この場合には、本条（1）①～⑦に定める事由の発生時以降に生じた支払事由による保険金および保険料払込みの免除
は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 保険金（注２）は支払いません。また、既に保険金（注２）を支払っていたときは、保険金（注２）の返還を請
求します。

② 保険料の払込みは免除しません。また、既に保険料の払込みを免除していたときは、その保険料の払込みはなか
ったものとします。

（3）本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約
者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被
保険者または保険金の受取人に通知します。

（4）本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返戻金と同額の返戻金（注３）を保険契約者に支
払います。

（5）本条（4）の規定にかかわらず、本条（1）⑥の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人
（以下、本（5）において「一部受取人」といいます。）に対して本条（2）①の規定を適用し保険金を支払わないとき
は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については本条（4）の規定を適用し、その部分の解約返戻金
と同額の返戻金を保険契約者に支払います。

② 前①以外の部分については、その部分に対応する保険金（注４）を一部受取人以外の受取人に支払います。

（注１）本条（1）①および⑤においては、保険種類および保険金の名称がいかなる場合であっても他の保険契約の死亡
保険金を含みます。

（注２）本条（1）⑥のみに該当した場合で、本条（1）⑥ア．～オ．に該当した者が保険金の受取人のみであり、かつ、
その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金を
いいます。

（注３）第５条（保険金の月払給付）の規定により保険金の月払給付を行なう場合で、かつ、その保険金の支払事由の発
生時より後に本条（1）①～⑦に定める事由が生じたときの返戻金の額は、当会社の定める計算方法によって算出す
る給付金の未支払分の現価とします。

（注４）第５条（保険金の月払給付）の規定により保険金の月払給付を行なう場合は、当会社の定める計算方法によって
算出する給付金の未支払分の現価とします。

11．解約および解約返戻金

第25条（解約）
保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。

第26条（解約返戻金）
（1）解約返戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、保険料払込中以外の
保険契約についてはその経過年月数により、当会社の定める計算方法に従い計算します。

（2）解約返戻金額は、保険証券に例示します。
（3）保険契約者は、解約返戻金を請求するときは、当会社所定の書類（別表１）を提出してください。
（4）解約返戻金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌営業日からその日を含めて５営業日以内に当会社
の本店で支払います。

第27条（保険金等の受取人による保険契約の存続）
（1）債権者等（注１）による保険契約（付加された特約を含みます。以下本条において同じ。）の解約は、解約の通知が
当会社に到達した時から１か月を経過した日に効力を生じます。

（2）本条（1）の解約が通知された場合でも、通知の時において次の①および②を満たす保険金等（注２）の受取人が、
保険契約者の同意を得て、本条（1）の期間が経過するまでの間に、その解約の通知が当会社に到達した日に解約の効
力が生じたとすれば当会社が債権者等（注１）に支払うべき金額を債権者等（注１）に支払い、かつ、当会社にその
旨を通知したときは、本条（1）の解約はその効力を生じません。
① 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること。
② 保険契約者でないこと。

（3）本条（2）の規定により、本条（1）の効力を生じさせないこととするときは、保険金等（注２）の受取人は当会社
所定の書類（別表１）を提出してください。

（4）本条（1）の解約の通知が当会社に到達した日以後、その解約の効力が生じるまでまたは本条（2）の規定により効
力が生じなくなるまでに、次の①～③のいずれかを満たす保険金等（注２）の支払事由が生じ、当会社が保険金等（注
２）を支払うべきときは、その支払うべき金額を限度として、本条（2）の金額を債権者等（注１）に支払います。こ
の場合、その支払うべき金額から債権者等（注１）に支払った金額を差し引いた残額を、保険金等（注２）の受取人
に支払います。
① 被保険者の死亡を支払事由とする保険金等（注２）であること。ただし、死亡の原因を一定の傷害や疾病に限定
している保険金等（注２）は除きます。

② その支払により、この保険契約が消滅する保険金等（注２）であること。
③ その支払により、解約の効力が生じたときに当会社が債権者等（注１）に支払うべき金額が減少することとなる
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保険金等（注２）であること。
（5）本条（4）の規定を適用する場合、この保険契約（付加された特約は含みません。以下本（5）において同じ。）によ
り支払うべき保険金があり、かつ、保険金の一時支払を選択する旨の申出がなかったときは、次のとおり取り扱いま
す。
① この保険契約に付加されている特約により支払うべき保険金等（注２）がある場合には、その支払うべき金額か
ら本条（2）の金額を差し引きます。

② 前①の場合で、本条（2）の金額のうち差し引けない残額があるときは、この保険契約の保険金は月払給付とし、
第１回の給付金として支払うべき金額からその残額を差し引きます。

③ この保険契約に付加されている特約により支払うべき保険金等（注２）がない場合には、この保険契約の保険金
は月払給付とし、第１回の給付金として支払うべき金額から本条（2）の金額を差し引きます。

④ 前②または③の場合、本条（2）の金額のうち差し引けない残額があるときまたは第１回の給付金の支払日が本条
（1）の解約の効力が生じる日の翌日以後となるときは、前②または③の規定にかかわらず、保険金の月払給付を取
り扱わず、保険金の一時支払を行います。

（6）本条（1）～（5）の規定は、保険法施行日（平成２２年４月１日）以後に到達した債権者等（注１）による解約の通
知に対し効力を生じます。

（注１）保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者をいいます。
（注２）名称がいかなる場合であっても、この保険契約において、被保険者の生存、死亡、傷害または疾病に関し、一定

の事由が生じたことを条件として保険給付することを定めた金銭をいいます。ただし、本条（2）および（3）にお
いては、被保険者の生存を支払事由とする金銭を除きます。

12．契約内容の変更

第28条（基準給付金月額の減額）
（1）保険契約者は、当会社の定める単位にて、基準給付金月額を減額することができます。ただし、減額後の基準給付

金月額は、当会社の定める金額以上であることを必要とします。
（2）基準給付金月額の減額を請求するときは、保険契約者は当会社所定の書類（別表１）を提出してください。
（3）基準給付金月額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
（4）基準給付金月額を減額した場合に、保険料の振替貸付があるときは、この場合の返戻金をその元利金の返済にあて
ます。

第29条（保険料払込期間の変更）
（1）保険契約者は、当会社の承諾を得て、保険料払込期間を変更することができます。
（2）保険料払込期間の変更を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類（別表１）を提出してください。
（3）保険料払込期間を変更するときは、責任準備金および未経過保険料の差額を授受し、その後の保険料を改めます。
（4）保険料払込期間を変更した場合に、保険料の振替貸付があるときは、この場合の返戻金をその元利金の返済にあて
ます。

13．保険金の受取人

第30条（保険金の受取人の代表者）
（1）保険金の受取人が２人以上の場合には、代表者１人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険金の受
取人を代理するものとします。

（2）本条（1）の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、当会社が保険金の受取人の１人に対してした
行為は、他の保険金の受取人に対しても効力を生じます。

第31条（死亡保険金受取人の変更）
（1）保険契約者またはその承継人は、死亡保険金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、当会社に対
する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。

（2）本条（1）の通知が当会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払い後
に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。

（3）死亡保険金受取人の変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、当会社所定の書類（別表１）を提出して
ください。

第32条（遺言による死亡保険金受取人の変更）
（1）前条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が生じるまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金
受取人を変更することができます。

（2）本条（1）の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
（3）本条（1）および（2）による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社
に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。

（4）遺言による死亡保険金受取人の変更をするときは、当会社所定の書類（別表１）を提出してください。

第33条（死亡保険金受取人の死亡）
（1）死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
（2）本条（1）の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、本条
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（1）の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人としま
す。

（3）本条（1）および（2）により死亡保険金受取人となった者が２人以上いる場合、その受取割合は均等とします。

14．保険契約者

第34条（保険契約者の代表者）
（1）保険契約者が２人以上の場合には、代表者１人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理
するものとします。

（2）本条（1）の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、当会社が保険契約者の１人に対してした行為
は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。

（3）保険契約者が２人以上の場合には、その責任は連帯とします。

第35条（保険契約者の変更）
（1）保険契約者またはその承継人は、被保険者および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承
継させることができます。

（2）本条（1）の承継により、保険契約者の変更を請求するときは、保険契約者またはその承継人は、当会社所定の書類
（別表１）を提出してください。

（3）本条の規定により保険契約者の変更が行われたときは、保険証券に表示します。

第36条（保険契約者の住所の変更）
（1）保険契約者が住所を変更したときは、すみやかに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
（2）本条（1）の通知がなく、保険契約者の住所を当会社が確認できなかった場合、当会社の知った最終の住所に発した
通知は、通常到達するために必要とする期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。

15．年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの取扱い

第37条（年齢の計算）
（1）被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、１年未満の端数については切り捨てます。
（2）保険契約締結後の被保険者の年齢は、本条（1）の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに１歳を加えて計算します。

第38条（契約年齢および性別の誤りの取扱い）
（1）保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、次の方法により取り扱います。
① 契約日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、当会社の定める方法により計
算した金額を精算し、保険料を改めます。

② 契約日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、保険契約を無効とし、既に払
い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その
事実が発見された日において既に最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日に契約したものと
して当会社の定める方法により計算した金額を精算し、保険料を改めます。

（2）保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、当会社の定める方法により計算した金額を
精算し、保険料を改めます。

16．契約者配当

第39条（契約者配当）
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

17．時効

第40条（時効）
保険金、解約返戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保険料払込みの免除を請求する権利は、３年

間請求がない場合には消滅します。

18．被保険者の業務、転居および旅行

第41条（被保険者の業務、転居および旅行）
保険契約の継続中に、次の①～③の事由が生じた場合であっても、当会社は、保険契約の解除および保険料の変更を

行わずに保険契約上の責任を負います。
① 被保険者が従事する業務を変更した場合（注）
② 被保険者が転居した場合
③ 被保険者が旅行した場合

（注）第２４条（重大事由による解除）（1）⑥に該当する場合を除きます。
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読替前 読替後

被保険者 被共済者

保険契約 共済契約

死亡保険金 死亡共済金

災害死亡保険金 災害死亡共済金

保険金額 共済金額

高度障害保険金 後遺障害共済金

19．管轄裁判所

第42条（管轄裁判所）
（1）この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、当会社の本店または保険金の受取人（注１）の住所
地と同一の都道府県内にある支社（注２）の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。

（2）この保険契約における保険料払込みの免除の請求に関する訴訟については、本条（1）の規定を準用します。

（注１）保険金の受取人が２人以上いるときは、その代表者とします。
（注２）同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社とします。

20．契約内容の登録

第43条（契約内容の登録）
（1）当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を社団法人生命保険協会（以下本条において「協会」
といいます。）に登録します。
① 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所（市、区、郡までとします。）
② 責任開始期の死亡保険金の金額
③ 契約日（注１）
④ 当会社名

（2）本条（1）の登録の期間は、契約日（注１）から５年以内とします。
（3）協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会（以下本条において「各生命保険会社等」といいま
す。）は、本条（1）の規定により登録された被保険者について、保険契約（注２）の申込（注３）を受けた場合、協
会に対して本条（1）の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会から
その結果の連絡を受けるものとします。

（4）各生命保険会社等は、本条（2）の登録の期間中に保険契約（注２）の申込（注３）があった場合、本条（3）によ
って連絡された内容を保険契約（注２）の承諾（注４）の判断の参考とすることができるものとします。

（5）各生命保険会社等は、契約日（注５）から５年以内に保険契約（注２）について死亡保険金または高度障害保険金
の請求を受けたときは、協会に対して本条（1）の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金
または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。

（6）各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾（注４）の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものと
します。

（7）協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
（8）保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。
また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。

（9）本条（3）～（5）および（注２）～（注５）中の下表「読替前」欄に記載の字句は、農業協同組合法に基づく共済
契約においては、それぞれ「読替後」欄に記載の字句に読み替えます。

（注１）復活の取扱いが行われた場合は、復活の日とし、複数回復活の取扱いが行われた場合には最後の復活の日としま
す。

（注２）死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。
（注３）復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。
（注４）復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。
（注５）復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の取り扱いが行われた場合は、各々の復活、復旧、保険金額

の増額または特約の中途付加の日とし、複数回各々の取扱いが行われた場合には最後の復活、復旧、保険金額の増
額または特約の中途付加の日とします。

21．３大疾病保険料払込免除特則

第44条（３大疾病保険料払込免除特則）
（1）保険契約者は、保険契約の締結の際、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、この特則を保険契約に付加して
締結することができます。この場合、その旨を保険証券に記載し、次の①～③のとおり取り扱います。
① 当会社は、第８条（保険料払込みの免除）（1）に規定するほか、被保険者が次のア．またはイ．のいずれかの事
由に該当したときは、次に到来する第１１条（保険料の払込み）（2）の保険料期間以降の保険料の払込みを免除しま
す。
ア．被保険者が責任開始日からその日を含めて９０日を経過する日以前（責任開始日前を含みます。）に悪性新生物
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（別表５）に罹患したことがなく、かつ、責任開始日からその日を含めて９０日を経過した日の翌日以後の保険料払
込期間中に、初めて悪性新生物（別表５）に罹患し、日本の医師の資格を持つ者（以下「医師」といいます。）（注
１）により病理組織学的所見（注２）によって診断確定（注３）されたとき。

イ．被保険者が責任開始期以後の疾病（注４）を原因として、保険料払込期間中に次のいずれかの状態に該当した
とき。
（ア）急性心筋梗塞（別表５）を発病し、その疾病により初めて医師（注１）の診療を受けた日からその日を含め
て６０日以上、労働の制限を必要とする状態（注５）が継続したと医師（注１）によって診断されたとき。

（イ）脳卒中（別表５）を発病し、その疾病により初めて医師（注１）の診療を受けた日からその日を含めて６０日
以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症および労働の制限を必要とする状態（注５）の
いずれもが継続したと医師（注１）によって診断されたとき。

② この特則にもとづく保険料払込みの免除の請求について、第９条（保険料払込免除の請求）（3）の規定にもとづ
き、第７条（保険金の請求、支払時期および支払場所）（5）～（9）の規定を準用する場合、当会社が保険料払込み
を免除するために確認を行うことがある事項には、病理組織学的検査（注２）の対象となった標本等の提出を含み
ます。

③ 第２２条（告知義務違反による解除）（3）中、「被保険者の死亡、高度障害状態（別表３）、身体障害の状態（別表
４）」とあるのは「被保険者の死亡、高度障害状態（別表３）、身体障害の状態（別表４）、第４４条（３大疾病保険料
払込免除特則）（1）①ア．に定める診断確定またはイ．に定める状態」と読み替えます。

（2）この特則のみの解約はできません。

（注１）被保険者が日本の医師の資格を持つ者である場合は、被保険者以外の日本の医師の資格を持つ者をいいます。
（注２）生検を含みます。
（注３）病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。
（注４）責任開始期前の疾病の取扱いについては、第３条（保険金の支払に関する補則）（4）の規定を準用します。
（注５）軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
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項目 提出書類

１

・保険金の一時支払
・保険金の月払給付（第１回の
給付金）

・保険金のすえ置支払

ア．死亡保険金
（1）当会社所定の請求書
（2）当会社所定の様式による医師の死亡証明書（ただし、事実確認が可能な
場合には、医師の死亡診断書または死体検案書をもってこれに代えること
ができます。）

（3）被保険者の死亡事実が記載された住民票（ただし、事実確認が必要な場
合は戸籍謄（抄）本）

（4）死亡保険金受取人の戸籍謄（抄）本
（5）死亡保険金受取人の印鑑証明書
（6）最終の保険料払込みを証する書類
（7）保険証券
イ．高度障害保険金
（1）当会社所定の請求書
（2）当会社所定の様式による医師（被保険者が医師の場合には、被保険者以
外の医師）の診断書

（3）被保険者の住民票（ただし、受取人と同一の場合は不要。また、事実確
認が必要な場合は戸籍謄（抄）本）

（4）高度障害保険金の受取人の戸籍謄（抄）本と印鑑証明書
（5）最終の保険料払込みを証する書類
（6）保険証券

２
保険金の月払給付（第２回以後
の給付金または給付金の未支払
分の現価の一時支払）

（1）当会社所定の請求書
（2）保険金の受取人の戸籍謄（抄）本
（3）保険金の受取人の印鑑証明書
（4）月払給付証書

３ 保険料払込みの免除

（1）当会社所定の請求書
（2）不慮の事故であることを証する書類（ただし、第４４条（３大疾病保険料払
込免除特則）の規定による保険料払込みの免除の請求の場合は不要。）

（3）当会社所定の様式による医師（被保険者が医師の場合には、被保険者以外
の医師）の診断書

（4）最終の保険料払込みを証する書類
（5）保険証券

（注）当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。

項目 提出書類

１ 保険契約の復活
（1）当会社所定の復活請求書
（2）被保険者についての当会社所定の告知書

２ 解約返戻金

（1）当会社所定の解約返戻金請求書
（2）保険契約者の印鑑証明書
（3）最終の保険料払込みを証する書類
（4）保険証券

３
契約内容の変更
・基準給付金月額の減額
・保険料払込期間の変更

（1）当会社所定の保険契約内容変更請求書
（2）保険契約者の印鑑証明書
（3）最終の保険料払込みを証する書類
（4）保険証券

４
死亡保険金受取人の変更（遺言
による変更を含みます。）

（1）当会社所定の名義変更請求書
（2）保険契約者の印鑑証明書（遺言による変更の場合は、遺言書（写））
（3）保険証券

５ 保険契約者の変更
（1）当会社所定の名義変更請求書
（2）変更前の保険契約者の印鑑証明書
（3）保険証券

６
保険金等の受取人による保険契
約の存続の通知

（1）当会社所定の請求書
（2）保険契約者および請求者である保険金等の受取人の印鑑証明書
（3）債権者等に支払うべき金額の支払いを証する書類

（注）当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、
１の請求については、当会社の指定した医師に被保険者の診断を行わせることがあります。

別表１ 請求書類

（1）保険金、保険料払込免除の請求書類

（2）その他の請求書類
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用語 定義

１．急激 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。（慢性、反復性、持続性の強い
ものは該当しません。）

２．偶発 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。（被保険者の故意に
もとづくものは該当しません。）

３．外来 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。（身体の内部的原因によるものは該当しません。）

該当例 非該当例

次のような事故は、表１の定義をすべて満たす場合は、急
激かつ偶発的な外来の事故に該当します。
・交通事故
・不慮の転落・転倒
・不慮の溺水
・窒息

次のような事故は、表１の定義のいずれかを満たさないた
め、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。
・高山病・乗物酔いにおける原因
・飢餓
・過度の運動
・騒音
・処刑

項目 除外する事故

１．疾病の発症等に
おける軽微な外因

疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が悪化した場合にお
ける、その軽微な外因となった事故

２．疾病の診断・治
療上の事故

疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故

３．疾病による障害
の状態にある者の
誤嚥＜誤吸引＞等

疾病による呼吸障害、摂食・嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の胃内容物の誤嚥＜誤吸
引＞もしくは気道閉塞を生じた食物その他の物体の誤嚥＜誤吸引＞（嘔吐物、食物その他の物体の
鼻または口からの侵入による窒息を含みます。）

４．気象条件による
過度の高温

気象条件による過度の高温にさらされる事故（熱中症（日射病・熱射病）の原因となったものをい
います。）

５．接触皮膚炎、食
中毒などの原因と
なった事故

次の症状の原因となった事故
（1）洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎
（2）外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など
（3）細菌性またはウイルス性の食中毒ならびにアレルギー性、食事性または中毒性の胃腸炎および
大腸炎

別表２ 対象となる不慮の事故

対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします（急激・偶発・外来の定義は表１によるものとし、備
考に事故を例示します。）。ただし、表２の事故は除外します。

表１ 急激・偶発・外来の定義

備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例

表２ 除外する事故
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対象となる高度障害状態 備考

１
両眼の視力を全く永久に失った
もの

（1）視力の測定は、万国式試視力表により、１眼ずつ、きょう正視力について測定し
ます。

（2）「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が０．０２以下になって回復の見込のな
い場合をいいます。

（3）視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。

２
言語またはそしゃくの機能を全
く永久に失ったもの

（1）「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の３つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の４種のうち、３種
以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合

② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、
その回復の見込がない場合

③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
（2）「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取でき
ない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。

３
中枢神経系・精神または胸腹部
臓器に著しい障害を残し、終身
常に介護を必要とするもの

「常に介護を必要とするもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および
衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を必要と
する状態をいいます。

４
両上肢とも、手関節以上で失っ
たかまたはその用を全く永久に
失ったもの

「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったもので
次のいずれかの場合をいいます。
① 上・下肢の完全運動麻ひで回復の見込みのない場合
② 上・下肢においてそれぞれ３大関節（上肢においては肩関節、ひじ関節および
手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節）の完全強直で、回復
の見込のない場合

５
両下肢とも、足関節以上で失っ
たかまたはその用を全く永久に
失ったもの

６

１上肢を手関節以上で失い、か
つ、１下肢を足関節以上で失っ
たかまたはその用を全く永久に
失ったもの

７
１上肢の用を全く永久に失い、
かつ、１下肢を足関節以上で失
ったもの

別表３ 対象となる高度障害状態

対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
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対象となる身体障害状態 備考

１
１眼の視力を全く永久に失った
もの

（1）視力の測定は、万国式試視力表により、１眼ずつ、きょう正視力について測定し
ます。

（2）「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が０．０２以下になって回復の見込のな
い場合をいいます。

（3）視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。

２
両耳の聴力を全く永久に失った
もの

（1）聴力の測定は、日本工業規格に準拠したオージオメータで行います。
（2）「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数５００・１，０００・２，０００ヘルツにおける
聴力レベルをそれぞれａ・ｂ・ｃデシベルとしたとき、
１／４（ａ＋２ｂ＋ｃ）

の値が９０デシベル以上（耳介に接しても大声語を理解しえないもの）で回復の見込
のない場合をいいます。

３
脊柱に著しい奇形または著しい
運動障害を永久に残すもの

（1）「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部から見て
明らかにわかる程度以上のものをいいます。

（2）「脊柱の著しい運動障害」とは、次のいずれかの場合をいいます。
① 頸椎における完全強直の場合
② 胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の３種の運動のうち、２種以
上の運動が生理的範囲の２分の１以下に制限された場合

４

１上肢を手関節以上で失ったか
または１上肢の用もしくは１上
肢の３大関節中の２関節の用を
全く永久に失ったもの

（1）「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったも
ので次のいずれかの場合をいいます。
① 上・下肢の完全運動麻ひで回復の見込みのない場合
② 上・下肢においてそれぞれ３大関節（上肢においては肩関節、ひじ関節および
手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節）の完全強直で、回復
の見込のない場合

（2）「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、次のいずれかの場合をいいます。
① 関節の完全強直で回復の見込のない場合
② 人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合

５

１下肢を足関節以上で失ったか
または１下肢の用もしくは１下
肢の３大関節中の２関節の用を
全く永久に失ったもの

６

１手の５手指を失ったかまたは
第１指（母指）および第２指
（示指）を含んで４手指を失った
もの

「手指を失ったもの」とは、第１指（母指）においては指節間関節、その他の手指は
近位指節間関節以上を失ったものをいいます。

７
１０手指の用を全く永久に失った
もの

「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、次のいずれかの場合をいいます。
① 手指の末節の２分の１以上を失った場合
② 手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節（第１指（母指）においては指節
間関節）の運動範囲が生理的運動範囲の２分の１以下で回復の見込のない場合

８ １０足指を失ったもの 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。

別表４ 対象となる身体障害の状態

対象となる身体障害の状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
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疾病名 疾病の定義

１．悪性新生物
悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病（ただし、
上皮内癌、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌を除く）

２．急性心筋梗塞

冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾
病であり、原則として以下の３項目を満たす疾病
（1）典型的な胸部痛の病歴
（2）新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化
（3）心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇

３．脳卒中
脳血管の異常（脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる）により血液
の循環が急激に障害されることによって、２４時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き
起こした疾病

疾病名 分類項目 基本分類コード

１．悪性新生物

口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 Ｃ００～Ｃ１４

消化器の悪性新生物 Ｃ１５～Ｃ２６

呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 Ｃ３０～Ｃ３９

骨および関節軟骨の悪性新生物 Ｃ４０～Ｃ４１

皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物（Ｃ４３～Ｃ４４）のうち、
・皮膚の悪性黒色腫 Ｃ４３

中皮および軟部組織の悪性新生物 Ｃ４５～Ｃ４９

乳房の悪性新生物 Ｃ５０

女性生殖器の悪性新生物 Ｃ５１～Ｃ５８

男性生殖器の悪性新生物 Ｃ６０～Ｃ６３

腎尿路の悪性新生物 Ｃ６４～Ｃ６８

眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 Ｃ６９～Ｃ７２

甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 Ｃ７３～Ｃ７５

部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 Ｃ７６～Ｃ８０

リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 Ｃ８１～Ｃ９６

独立した（原発性）多部位の悪性新生物 Ｃ９７

２．急性心筋梗塞
虚血性心疾患（Ｉ２０～Ｉ２５）のうち、
・急性心筋梗塞
・再発性心筋梗塞

Ｉ２１
Ｉ２２

３．脳卒中

脳血管疾患（Ｉ６０～Ｉ６９）のうち、
・くも膜下出血
・脳内出血
・脳梗塞

Ｉ６０
Ｉ６１
Ｉ６３

新生物の性状を表す第５桁コード

コード番号
／３ 悪性、原発部位
／６ 悪性、転移部位

悪性、続発部位
／９ 悪性、原発部位又は転移部位の別不詳

別表５ 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中

１．対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中とは、表１によって定義づけられる疾病とし、かつ平成６年１０月１２日総務
庁告示第７５号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ＩＣＤ－１０（２００３年版）準拠」
に記載された分類項目中、表２の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。

表１ 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中

表２ 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の基本分類コード

２．前１．において「悪性新生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学 第３版」により、新生
物の性状を表す第５桁コードとして次のコード番号が付されたものであることを必要とします。
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月数
年数 ０ １ ２ ３ ４ ５
０ １．００８５ ２．０１５６ ３．０２１３ ４．０２５４ ５．０２８２
１ １２．００６８ １２．９９８０ １３．９８７７ １４．９７６１ １５．９６３０ １６．９４８５
２ ２３．８０７１ ２４．７８１２ ２５．７５４０ ２６．７２５３ ２７．６９５２ ２８．６６３８
３ ３５．４０４４ ３６．３６１８ ３７．３１７８ ３８．２７２４ ３９．２２５７ ４０．１７７６
４ ４６．８０２３ ４７．７４３２ ４８．６８２８ ４９．６２１０ ５０．５５７８ ５１．４９３３
５ ５８．００４１ ５８．９２８９ ５９．８５２３ ６０．７７４３ ６１．６９５１ ６２．６１４５
６ ６９．０１３３ ６９．９２２１ ７０．８２９６ ７１．７３５９ ７２．６４０８ ７３．５４４４
７ ７９．８３３１ ８０．７２６３ ８１．６１８２ ８２．５０８９ ８３．３９８２ ８４．２８６３
８ ９０．４６６９ ９１．３４４７ ９２．２２１３ ９３．０９６６ ９３．９７０６ ９４．８４３４
９ １００．９１７７ １０１．７８０４ １０２．６４１９ １０３．５０２２ １０４．３６１２ １０５．２１９０
１０ １１１．１８８８ １１２．０３６７ １１２．８８３４ １１３．７２８９ １１４．５７３１ １１５．４１６１
１１ １２１．２８３３ １２２．１１６６ １２２．９４８７ １２３．７７９６ １２４．６０９３ １２５．４３７９
１２ １３１．２０４１ １３２．０２３１ １３２．８４０９ １３３．６５７５ １３４．４７３０ １３５．２８７２
１３ １４０．９５４３ １４１．７５９２ １４２．５６３０ １４３．３６５５ １４４．１６７０ １４４．９６７２
１４ １５０．５３６８ １５１．３２７９ １５２．１１７８ １５２．９０６６ １５３．６９４２ １５４．４８０７
１５ １５９．９５４５ １６０．７３２０ １６１．５０８３ １６２．２８３５ １６３．０５７６ １６３．８３０６
１６ １６９．２１０２ １６９．９７４３ １７０．７３７３ １７１．４９９２ １７２．２６００ １７３．０１９７
１７ １７８．３０６８ １７９．０５７７ １７９．８０７６ １８０．５５６４ １８１．３０４１ １８２．０５０７
１８ １８７．２４６９ １８７．９８４９ １８８．７２１９ １８９．４５７８ １９０．１９２６ １９０．９２６４
１９ １９６．０３３２ １９６．７５８５ １９７．４８２８ １９８．２０６１ １９８．９２８３ １９９．６４９４
２０ ２０４．６６８４ ２０５．３８１３ ２０６．０９３１ ２０６．８０３９ ２０７．５１３７ ２０８．２２２４
２１ ２１３．１５５１ ２１３．８５５７ ２１４．５５５３ ２１５．２５３９ ２１５．９５１４ ２１６．６４８０
２２ ２２１．４９５８ ２２２．１８４４ ２２２．８７１９ ２２３．５５８５ ２２４．２４４１ ２２４．９２８７
２３ ２２９．６９３１ ２３０．３６９８ ２３１．０４５６ ２３１．７２０３ ２３２．３９４１ ２３３．０６６９
２４ ２３７．７４９４ ２３８．４１４５ ２３９．０７８６ ２３９．７４１７ ２４０．４０３９ ２４１．０６５２
２５ ２４５．６６７１ ２４６．３２０８ ２４６．９７３５ ２４７．６２５２ ２４８．２７６０ ２４８．９２５９
２６ ２５３．４４８７ ２５４．０９１１ ２５４．７３２５ ２５５．３７３１ ２５６．０１２７ ２５６．６５１４
２７ ２６１．０９６４ ２６１．７２７８ ２６２．３５８２ ２６２．９８７７ ２６３．６１６３ ２６４．２４４０
２８ ２６８．６１２６ ２６９．２３３１ ２６９．８５２７ ２７０．４７１４ ２７１．０８９２ ２７１．７０６１
２９ ２７５．９９９５ ２７６．６０９３ ２７７．２１８３ ２７７．８２６３ ２７８．４３３５ ２７９．０３９８
３０ ２８３．２５９４ ２８３．８５８７ ２８４．４５７２ ２８５．０５４８ ２８５．６５１５ ２８６．２４７４
３１ ２９０．３９４４ ２９０．９８３４ ２９１．５７１６ ２９２．１５８９ ２９２．７４５４ ２９３．３３１０
３２ ２９７．４０６７ ２９７．９８５６ ２９８．５６３６ ２９９．１４０８ ２９９．７１７２ ３００．２９２８
３３ ３０４．２９８４ ３０４．８６７３ ３０５．４３５４ ３０６．００２７ ３０６．５６９２ ３０７．１３４８
３４ ３１１．０７１５ ３１１．６３０７ ３１２．１８９０ ３１２．７４６５ ３１３．３０３３ ３１３．８５９２
３５ ３１７．７２８２ ３１８．２７７７ ３１８．８２６５ ３１９．３７４４ ３１９．９２１５ ３２０．４６７９
３６ ３２４．２７０４ ３２４．８１０４ ３２５．３４９７ ３２５．８８８３ ３２６．４２６０ ３２６．９６３０
３７ ３３０．７０００ ３３１．２３０８ ３３１．７６０８ ３３２．２９０１ ３３２．８１８６ ３３３．３４６３
３８ ３３７．０１９１ ３３７．５４０８ ３３８．０６１７ ３３８．５８１８ ３３９．１０１２ ３３９．６１９９
３９ ３４３．２２９５ ３４３．７４２２ ３４４．２５４１ ３４４．７６５３ ３４５．２７５８ ３４５．７８５５
４０ ３４９．３３３１ ３４９．８３６９ ３５０．３４０１ ３５０．８４２５ ３５１．３４４２ ３５１．８４５１

〈参考〉保険金額・給付金月額の計算方法（保険料の払込方法（回数）が年払・月払の場合）

１．保険金額（１,０００円未満の端数については、１００円の位を切り上げて１,０００円単位）
(1）契約の型が定額型の場合
基準給付金月額×係数１

(2）契約の型が逓増型の場合
基準給付金月額×（係数１×係数２＋係数３＋係数４）

２．給付金月額（１０円未満の端数については、１円の位を切り上げて１０円単位）
(1）契約の型が定額型の場合
基準給付金月額

(2）契約の型が逓増型の場合
基準給付金月額×係数２

係数１
残存期間を年数と月数（０か月から１１か月まで）に分け、その年数と月数に応じた係数とします。
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月数
年数 ６ ７ ８ ９ １０ １１
０ ６．０２９４ ７．０２９３ ８．０２７６ ９．０２４６ １０．０２０１ １１．０１４２
１ １７．９３２５ １８．９１５２ １９．８９６４ ２０．８７６２ ２１．８５４５ ２２．８３１５
２ ２９．６３０９ ３０．５９６６ ３１．５６１０ ３２．５２３９ ３３．４８５５ ３４．４４５６
３ ４１．１２８１ ４２．０７７２ ４３．０２４９ ４３．９７１３ ４４．９１６３ ４５．８６００
４ ５２．４２７５ ５３．３６０３ ５４．２９１７ ５５．２２１８ ５６．１５０６ ５７．０７８０
５ ６３．５３２６ ６４．４４９３ ６５．３６４８ ６６．２７８９ ６７．１９１７ ６８．１０３１
６ ７４．４４６７ ７５．３４７７ ７６．２４７３ ７７．１４５７ ７８．０４２８ ７８．９３８６
７ ８５．１７３０ ８６．０５８５ ８６．９４２７ ８７．８２５７ ８８．７０７３ ８９．５８７７
８ ９５．７１４９ ９６．５８５２ ９７．４５４２ ９８．３２２０ ９９．１８８５ １００．０５３７
９ １０６．０７５５ １０６．９３０８ １０７．７８４９ １０８．６３７７ １０９．４８９３ １１０．３３９７
１０ １１６．２５７９ １１７．０９８５ １１７．９３７９ １１８．７７６０ １１９．６１３０ １２０．４４８７
１１ １２６．２６５２ １２７．０９１３ １２７．９１６３ １２８．７４００ １２９．５６２５ １３０．３８３９
１２ １３６．１００３ １３６．９１２３ １３７．７２３０ １３８．５３２６ １３９．３４１０ １４０．１４８２
１３ １４５．７６６３ １４６．５６４３ １４７．３６１１ １４８．１５６７ １４８．９５１２ １４９．７４４６
１４ １５５．２６６１ １５６．０５０３ １５６．８３３４ １５７．６１５４ １５８．３９６２ １５９．１７５９
１５ １６４．６０２５ １６５．３７３２ １６６．１４２８ １６６．９１１３ １６７．６７８８ １６８．４４５１
１６ １７３．７７８２ １７４．５３５７ １７５．２９２１ １７６．０４７４ １７６．８０１６ １７７．５５４８
１７ １８２．７９６２ １８３．５４０７ １８４．２８４１ １８５．０２６４ １８５．７６７６ １８６．５０７８
１８ １９１．６５９１ １９２．３９０７ １９３．１２１３ １９３．８５０９ １９４．５７９４ １９５．３０６８
１９ ２００．３６９５ ２０１．０８８６ ２０１．８０６６ ２０２．５２３６ ２０３．２３９６ ２０３．９５４５
２０ ２０８．９３０２ ２０９．６３６９ ２１０．３４２５ ２１１．０４７２ ２１１．７５０９ ２１２．４５３５
２１ ２１７．３４３６ ２１８．０３８１ ２１８．７３１７ ２１９．４２４２ ２２０．１１５７ ２２０．８０６３
２２ ２２５．６１２２ ２２６．２９４９ ２２６．９７６５ ２２７．６５７１ ２２８．３３６８ ２２９．０１５４
２３ ２３３．７３８７ ２３４．４０９６ ２３５．０７９５ ２３５．７４８４ ２３６．４１６４ ２３７．０８３４
２４ ２４１．７２５４ ２４２．３８４８ ２４３．０４３１ ２４３．７００６ ２４４．３５７０ ２４５．０１２６
２５ ２４９．５７４８ ２５０．２２２８ ２５０．８６９８ ２５１．５１５９ ２５２．１６１１ ２５２．８０５４
２６ ２５７．２８９１ ２５７．９２６０ ２５８．５６１９ ２５９．１９６９ ２５９．８３１０ ２６０．４６４２
２７ ２６４．８７０８ ２６５．４９６７ ２６６．１２１７ ２６６．７４５８ ２６７．３６８９ ２６７．９９１２
２８ ２７２．３２２１ ２７２．９３７２ ２７３．５５１４ ２７４．１６４８ ２７４．７７７２ ２７５．３８８８
２９ ２７９．６４５２ ２８０．２４９７ ２８０．８５３４ ２８１．４５６２ ２８２．０５８１ ２８２．６５９２
３０ ２８６．８４２４ ２８７．４３６５ ２８８．０２９８ ２８８．６２２２ ２８９．２１３８ ２８９．８０４５
３１ ２９３．９１５７ ２９４．４９９７ ２９５．０８２８ ２９５．６６５０ ２９６．２４６４ ２９６．８２７０
３２ ３００．８６７５ ３０１．４４１４ ３０２．０１４４ ３０２．５８６６ ３０３．１５８０ ３０３．７２８６
３３ ３０７．６９９６ ３０８．２６３７ ３０８．８２６９ ３０９．３８９２ ３０９．９５０８ ３１０．５１１６
３４ ３１４．４１４３ ３１４．９６８６ ３１５．５２２１ ３１６．０７４８ ３１６．６２６８ ３１７．１７７９
３５ ３２１．０１３５ ３２１．５５８２ ３２２．１０２２ ３２２．６４５５ ３２３．１８７９ ３２３．７２９５
３６ ３２７．４９９１ ３２８．０３４６ ３２８．５６９２ ３２９．１０３１ ３２９．６３６１ ３３０．１６８５
３７ ３３３．８７３３ ３３４．３９９５ ３３４．９２４９ ３３５．４４９６ ３３５．９７３５ ３３６．４９６７
３８ ３４０．１３７８ ３４０．６５４９ ３４１．１７１３ ３４１．６８７０ ３４２．２０１９ ３４２．７１６１
３９ ３４６．２９４５ ３４６．８０２８ ３４７．３１０３ ３４７．８１７１ ３４８．３２３１ ３４８．８２８５
４０ ３５２．３４５４ ３５２．８４４９ ３５３．３４３７ ３５３．８４１８ ３５４．３３９１ ３５４．８３５８

主
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款
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月数
年数 ０ １ ２ ３ ４ ５
４１ ３５５．３３１７ ３５５．８２６９ ３５６．３２１４ ３５６．８１５１ ３５７．３０８２ ３５７．８００５
４２ ３６１．２２７１ ３６１．７１３８ ３６２．１９９８ ３６２．６８５１ ３６３．１６９６ ３６３．６５３５
４３ ３６７．０２１１ ３６７．４９９５ ３６７．９７７１ ３６８．４５４０ ３６８．９３０３ ３６９．４０５８
４４ ３７２．７１５５ ３７３．１８５６ ３７３．６５５０ ３７４．１２３８ ３７４．５９１８ ３７５．０５９２
４５ ３７８．３１２０ ３７８．７７４０ ３７９．２３５３ ３７９．６９６０ ３８０．１５６０ ３８０．６１５３
４６ ３８３．８１２２ ３８４．２６６２ ３８４．７１９６ ３８５．１７２４ ３８５．６２４５ ３８６．０７５９
４７ ３８９．２１７８ ３８９．６６４０ ３９０．１０９６ ３９０．５５４６ ３９０．９９８９ ３９１．４４２６
４８ ３９４．５３０４ ３９４．９６９０ ３９５．４０６９ ３９５．８４４２ ３９６．２８０９ ３９６．７１６９
４９ ３９９．７５１７ ４００．１８２７ ４００．６１３１ ４０１．０４２９ ４０１．４７２０ ４０１．９００６
５０ ４０４．８８３１ ４０５．３０６７ ４０５．７２９７ ４０６．１５２１ ４０６．５７３９ ４０６．９９５１
５１ ４０９．９２６３ ４１０．３４２６ ４１０．７５８４ ４１１．１７３５ ４１１．５８８０ ４１２．００２０
５２ ４１４．８８２８ ４１５．２９１９ ４１５．７００５ ４１６．１０８５ ４１６．５１５９ ４１６．９２２７
５３ ４１９．７５４０ ４２０．１５６１ ４２０．５５７７ ４２０．９５８６ ４２１．３５９０ ４２１．７５８８
５４ ４２４．５４１４ ４２４．９３６６ ４２５．３３１３ ４２５．７２５３ ４２６．１１８９ ４２６．５１１８
５５ ４２９．２４６５ ４２９．６３４９ ４３０．０２２８ ４３０．４１０１ ４３０．７９６８ ４３１．１８３０
５６ ４３３．８７０７ ４３４．２５２４ ４３４．６３３６ ４３５．０１４２ ４３５．３９４３ ４３５．７７３９
５７ ４３８．４１５３ ４３８．７９０５ ４３９．１６５１ ４３９．５３９２ ４３９．９１２８ ４４０．２８５８
５８ ４４２．８８１８ ４４３．２５０５ ４４３．６１８７ ４４３．９８６４ ４４４．３５３５ ４４４．７２０１
５９ ４４７．２７１５ ４４７．６３３８ ４４７．９９５７ ４４８．３５７０ ４４８．７１７８ ４４９．０７８１
６０ ４５１．５８５６ ４５１．９４１８ ４５２．２９７４ ４５２．６５２５ ４５３．００７１ ４５３．３６１２
６１ ４５５．８２５６ ４５６．１７５６ ４５６．５２５１ ４５６．８７４１ ４５７．２２２６ ４５７．５７０６
６２ ４５９．９９２６ ４６０．３３６６ ４６０．６８０１ ４６１．０２３１ ４６１．３６５６ ４６１．７０７７
６３ ４６４．０８８０ ４６４．４２６１ ４６４．７６３７ ４６５．１００８ ４６５．４３７４ ４６５．７７３５
６４ ４６８．１１２９ ４６８．４４５２ ４６８．７７７０ ４６９．１０８３ ４６９．４３９１ ４６９．７６９５
６５ ４７２．０６８６ ４７２．３９５２ ４７２．７２１３ ４７３．０４６９ ４７３．３７２０ ４７３．６９６７
６６ ４７５．９５６３ ４７６．２７７２ ４７６．５９７７ ４７６．９１７７ ４７７．２３７３ ４７７．５５６４
６７ ４７９．７７７１ ４８０．０９２５ ４８０．４０７５ ４８０．７２２０ ４８１．０３６０ ４８１．３４９６
６８ ４８３．５３２２ ４８３．８４２２ ４８４．１５１７ ４８４．４６０８ ４８４．７６９５ ４８５．０７７７
６９ ４８７．２２２７ ４８７．５２７４ ４８７．８３１６ ４８８．１３５４ ４８８．４３８７ ４８８．７４１６
７０ ４９０．８４９７
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月数
年数 ６ ７ ８ ９ １０ １１
４１ ３５８．２９２２ ３５８．７８３１ ３５９．２７３３ ３５９．７６２８ ３６０．２５１６ ３６０．７３９７
４２ ３６４．１３６７ ３６４．６１９２ ３６５．１０１０ ３６５．５８２０ ３６６．０６２４ ３６６．５４２１
４３ ３６９．８８０７ ３７０．３５４９ ３７０．８２８４ ３７１．３０１２ ３７１．７７３３ ３７２．２４４８
４４ ３７５．５２５９ ３７５．９９１９ ３７６．４５７３ ３７６．９２２０ ３７７．３８６０ ３７７．８４９３
４５ ３８１．０７４０ ３８１．５３２０ ３８１．９８９４ ３８２．４４６１ ３８２．９０２１ ３８３．３５７５
４６ ３８６．５２６７ ３８６．９７６８ ３８７．４２６３ ３８７．８７５２ ３８８．３２３３ ３８８．７７０９
４７ ３９１．８８５６ ３９２．３２８０ ３９２．７６９８ ３９３．２１０９ ３９３．６５１３ ３９４．０９１２
４８ ３９７．１５２３ ３９７．５８７１ ３９８．０２１３ ３９８．４５４８ ３９８．８８７７ ３９９．３２００
４９ ４０２．３２８５ ４０２．７５５８ ４０３．１８２５ ４０３．６０８６ ４０４．０３４０ ４０４．４５８９
５０ ４０７．４１５６ ４０７．８３５６ ４０８．２５５０ ４０８．６７３７ ４０９．０９１８ ４０９．５０９４
５１ ４１２．４１５３ ４１２．８２８０ ４１３．２４０２ ４１３．６５１７ ４１４．０６２６ ４１４．４７３０
５２ ４１７．３２８９ ４１７．７３４６ ４１８．１３９６ ４１８．５４４１ ４１８．９４８０ ４１９．３５１３
５３ ４２２．１５８１ ４２２．５５６７ ４２２．９５４８ ４２３．３５２３ ４２３．７４９３ ４２４．１４５６
５４ ４２６．９０４２ ４２７．２９６０ ４２７．６８７２ ４２８．０７７９ ４２８．４６８０ ４２８．８５７５
５５ ４３１．５６８６ ４３１．９５３７ ４３２．３３８２ ４３２．７２２１ ４３３．１０５５ ４３３．４８８４
５６ ４３６．１５２９ ４３６．５３１３ ４３６．９０９２ ４３７．２８６５ ４３７．６６３３ ４３８．０３９６
５７ ４４０．６５８２ ４４１．０３０２ ４４１．４０１６ ４４１．７７２４ ４４２．１４２８ ４４２．５１２５
５８ ４４５．０８６１ ４４５．４５１７ ４４５．８１６７ ４４６．１８１２ ４４６．５４５１ ４４６．９０８５
５９ ４４９．４３７９ ４４９．７９７１ ４５０．１５５９ ４５０．５１４１ ４５０．８７１８ ４５１．２２８９
６０ ４５３．７１４８ ４５４．０６７９ ４５４．４２０４ ４５４．７７２５ ４５５．１２４０ ４５５．４７５０
６１ ４５７．９１８１ ４５８．２６５１ ４５８．６１１６ ４５８．９５７６ ４５９．３０３１ ４５９．６４８１
６２ ４６２．０４９２ ４６２．３９０２ ４６２．７３０７ ４６３．０７０８ ４６３．４１０３ ４６３．７４９４
６３ ４６６．１０９２ ４６６．４４４３ ４６６．７７９０ ４６７．１１３２ ４６７．４４６９ ４６７．７８０２
６４ ４７０．０９９３ ４７０．４２８７ ４７０．７５７７ ４７１．０８６１ ４７１．４１４１ ４７１．７４１６
６５ ４７４．０２０９ ４７４．３４４６ ４７４．６６７９ ４７４．９９０７ ４７５．３１３０ ４７５．６３４９
６６ ４７７．８７５０ ４７８．１９３１ ４７８．５１０９ ４７８．８２８１ ４７９．１４４９ ４７９．４６１２
６７ ４８１．６６２８ ４８１．９７５５ ４８２．２８７７ ４８２．５９９５ ４８２．９１０９ ４８３．２２１７
６８ ４８５．３８５５ ４８５．６９２８ ４８５．９９９６ ４８６．３０６１ ４８６．６１２１ ４８６．９１７６
６９ ４８９．０４４１ ４８９．３４６１ ４８９．６４７７ ４８９．９４８９ ４９０．２４９６ ４９０．５４９９
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経過年数 係数 経過年数 係数

０年 １．００ ５１年 ２．５３
１年 １．０３ ５２年 ２．５６
２年 １．０６ ５３年 ２．５９
３年 １．０９ ５４年 ２．６２
４年 １．１２ ５５年 ２．６５
５年 １．１５ ５６年 ２．６８
６年 １．１８ ５７年 ２．７１
７年 １．２１ ５８年 ２．７４
８年 １．２４ ５９年 ２．７７
９年 １．２７ ６０年 ２．８０
１０年 １．３０ ６１年 ２．８３
１１年 １．３３ ６２年 ２．８６
１２年 １．３６ ６３年 ２．８９
１３年 １．３９ ６４年 ２．９２
１４年 １．４２ ６５年 ２．９５
１５年 １．４５ ６６年 ２．９８
１６年 １．４８ ６７年 ３．０１
１７年 １．５１ ６８年 ３．０４
１８年 １．５４ ６９年 ３．０７
１９年 １．５７ ７０年 ３．１０
２０年 １．６０ ７１年 ３．１３
２１年 １．６３ ７２年 ３．１６
２２年 １．６６ ７３年 ３．１９
２３年 １．６９ ７４年 ３．２２
２４年 １．７２ ７５年 ３．２５
２５年 １．７５ ７６年 ３．２８
２６年 １．７８ ７７年 ３．３１
２７年 １．８１ ７８年 ３．３４
２８年 １．８４ ７９年 ３．３７
２９年 １．８７
３０年 １．９０
３１年 １．９３
３２年 １．９６
３３年 １．９９
３４年 ２．０２
３５年 ２．０５
３６年 ２．０８
３７年 ２．１１
３８年 ２．１４
３９年 ２．１７
４０年 ２．２０
４１年 ２．２３
４２年 ２．２６
４３年 ２．２９
４４年 ２．３２
４５年 ２．３５
４６年 ２．３８
４７年 ２．４１
４８年 ２．４４
４９年 ２．４７
５０年 ２．５０

係数２
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月数
年数 ０ １ ２ ３ ４ ５
０ ０．００００ ０．００００ ０．００００ ０．００００ ０．００００
１ ０．００００ ０．３５９７ ０．３５９２ ０．３５８６ ０．３５８１ ０．３５７６
２ ０．３５４０ １．０６６７ １．０６５１ １．０６３６ １．０６２１ １．０６０５
３ １．０４９８ ２．１０８９ ２．１０５９ ２．１０２８ ２．０９９８ ２．０９６８
４ ２．０７５７ ３．４７４７ ３．４６９７ ３．４６４７ ３．４５９７ ３．４５４７
５ ３．４１９９ ５．１５２５ ５．１４５１ ５．１３７７ ５．１３０２ ５．１２２８
６ ５．０７１３ ７．１３１３ ７．１２１０ ７．１１０７ ７．１００５ ７．０９０２
７ ７．０１８８ ９．４００２ ９．３８６６ ９．３７３１ ９．３５９５ ９．３４６０
８ ９．２５１９ １１．９４８６ １１．９３１４ １１．９１４１ １１．８９６９ １１．８７９７
９ １１．７６０１ １４．７６６３ １４．７４４９ １４．７２３６ １４．７０２４ １４．６８１１
１０ １４．５３３３ １７．８４３２ １７．８１７４ １７．７９１６ １７．７６５９ １７．７４０３
１１ １７．５６１６ ２１．１６９５ ２１．１３８９ ２１．１０８４ ２１．０７７９ ２１．０４７４
１２ ２０．８３５５ ２４．７３５９ ２４．７００１ ２４．６６４４ ２４．６２８８ ２４．５９３２
１３ ２４．３４５６ ２８．５３２９ ２８．４９１７ ２８．４５０６ ２８．４０９５ ２８．３６８４
１４ ２８．０８２８ ３２．５５１８ ３２．５０４８ ３２．４５７８ ３２．４１０９ ３２．３６４１
１５ ３２．０３８２ ３６．７８３６ ３６．７３０５ ３６．６７７４ ３６．６２４４ ３６．５７１５
１６ ３６．２０３３ ４１．２２００ ４１．１６０４ ４１．１００９ ４１．０４１６ ４０．９８２３
１７ ４０．５６９６ ４５．８５２５ ４５．７８６３ ４５．７２０１ ４５．６５４１ ４５．５８８１
１８ ４５．１２９１ ５０．６７３２ ５０．６０００ ５０．５２６９ ５０．４５３９ ５０．３８１０
１９ ４９．８７３７ ５５．６７４１ ５５．５９３７ ５５．５１３４ ５５．４３３２ ５５．３５３１
２０ ５４．７９５８ ６０．８４７８ ６０．７５９９ ６０．６７２１ ６０．５８４４ ６０．４９６９
２１ ５９．８８７８ ６６．１８６７ ６６．０９１１ ６５．９９５６ ６５．９００２ ６５．８０５０
２２ ６５．１４２４ ７１．６８３６ ７１．５８００ ７１．４７６６ ７１．３７３４ ７１．２７０３
２３ ７０．５５２６ ７７．３３１６ ７７．２１９８ ７７．１０８３ ７６．９９６９ ７６．８８５６
２４ ７６．１１１５ ８３．１２３７ ８３．００３６ ８２．８８３７ ８２．７６４０ ８２．６４４４
２５ ８１．８１２３ ８９．０５３４ ８８．９２４８ ８８．７９６３ ８８．６６８０ ８８．５３９９
２６ ８７．６４８４ ９５．１１４３ ９４．９７６９ ９４．８３９６ ９４．７０２６ ９４．５６５８
２７ ９３．６１３６ １０１．３０００ １０１．１５３６ １０１．００７５ １００．８６１６ １００．７１５９
２８ ９９．７０１８ １０７．６０４５ １０７．４４９０ １０７．２９３８ １０７．１３８８ １０６．９８４０
２９ １０５．９０６８ １１４．０２１８ １１３．８５７１ １１３．６９２６ １１３．５２８３ １１３．３６４３
３０ １１２．２２２８ １２０．５４６２ １２０．３７２１ １２０．１９８２ １２０．０２４５ １１９．８５１１
３１ １１８．６４４４ １２７．１７２２ １２６．９８８５ １２６．８０５０ １２６．６２１８ １２６．４３８９
３２ １２５．１６５８ １３３．８９４３ １３３．７００８ １３３．５０７７ １３３．３１４８ １３３．１２２２
３３ １３１．７８１８ １４０．７０７２ １４０．５０３９ １４０．３００９ １４０．０９８２ １３９．８９５８
３４ １３８．４８７２ １４７．６０５８ １４７．３９２６ １４７．１７９６ １４６．９６７０ １４６．７５４７
３５ １４５．２７７０ １５４．５８５２ １５４．３６１９ １５４．１３８９ １５３．９１６２ １５３．６９３９
３６ １５２．１４６３ １６１．６４０６ １６１．４０７０ １６１．１７３９ １６０．９４１０ １６０．７０８５
３７ １５９．０９０３ １６８．７６７２ １６８．５２３４ １６８．２７９９ １６８．０３６８ １６７．７９４０
３８ １６６．１０４５ １７５．９６０５ １７５．７０６３ １７５．４５２５ １７５．１９９０ １７４．９４５９
３９ １７３．１８４４ １８３．２１６２ １８２．９５１５ １８２．６８７２ １８２．４２３３ １８２．１５９７
４０ １８０．３２５５ １９０．５２９９ １９０．２５４６ １８９．９７９８ １８９．７０５３ １８９．４３１３
４１ １８７．５２３９ １９７．８９７５ １９７．６１１６ １９７．３２６１ １９７．０４１１ １９６．７５６４
４２ １９４．７７５３ ２０５．３１５０ ２０５．０１８４ ２０４．７２２２ ２０４．４２６５ ２０４．１３１１
４３ ２０２．０７５７ ２１２．７７８５ ２１２．４７１１ ２１２．１６４２ ２１１．８５７７ ２１１．５５１６
４４ ２０９．４２１５ ２２０．２８４３ ２１９．９６６０ ２１９．６４８２ ２１９．３３０９ ２１９．０１４１
４５ ２１６．８０８８ ２２７．８２８６ ２２７．４９９４ ２２７．１７０８ ２２６．８４２６ ２２６．５１４９
４６ ２２４．２３４１ ２３５．４０７９ ２３５．０６７８ ２３４．７２８２ ２３４．３８９１ ２３４．０５０５
４７ ２３１．６９３８ ２４３．０１８７ ２４２．６６７７ ２４２．３１７１ ２４１．９６７０ ２４１．６１７４
４８ ２３９．１８４６ ２５０．６５７９ ２５０．２９５８ ２４９．９３４２ ２４９．５７３１ ２４９．２１２５
４９ ２４６．７０３２ ２５８．３２２０ ２５７．９４８８ ２５７．５７６２ ２５７．２０４１ ２５６．８３２５
５０ ２５４．２４６４ ２６６．００８１ ２６５．６２３８ ２６５．２４０１ ２６４．８５６９ ２６４．４７４２
５１ ２６１．８１１２ ２７３．７１３０ ２７３．３１７６ ２７２．９２２７ ２７２．５２８５ ２７２．１３４７
５２ ２６９．３９４６ ２８１．４３３９ ２８１．０２７４ ２８０．６２１４ ２８０．２１６０ ２７９．８１１１

係数３
残存期間を年数と月数（０か月から１１か月まで）に分け、その年数と月数に応じた係数とします。

約款 28



月数
年数 ６ ７ ８ ９ １０ １１
０ ０．００００ ０．００００ ０．００００ ０．００００ ０．００００ ０．００００
１ ０．３５７１ ０．３５６６ ０．３５６１ ０．３５５５ ０．３５５０ ０．３５４５
２ １．０５９０ １．０５７５ １．０５５９ １．０５４４ １．０５２９ １．０５１４
３ ２．０９３７ ２．０９０７ ２．０８７７ ２．０８４７ ２．０８１７ ２．０７８７
４ ３．４４９７ ３．４４４７ ３．４３９７ ３．４３４７ ３．４２９８ ３．４２４８
５ ５．１１５４ ５．１０８０ ５．１００７ ５．０９３３ ５．０８５９ ５．０７８６
６ ７．０８００ ７．０６９７ ７．０５９５ ７．０４９３ ７．０３９１ ７．０２９０
７ ９．３３２５ ９．３１９０ ９．３０５６ ９．２９２１ ９．２７８７ ９．２６５３
８ １１．８６２６ １１．８４５４ １１．８２８３ １１．８１１２ １１．７９４２ １１．７７７１
９ １４．６５９９ １４．６３８７ １４．６１７６ １４．５９６５ １４．５７５４ １４．５５４３
１０ １７．７１４６ １７．６８９１ １７．６６３５ １７．６３８０ １７．６１２５ １７．５８７１
１１ ２１．０１７０ ２０．９８６７ ２０．９５６４ ２０．９２６１ ２０．８９５９ ２０．８６５７
１２ ２４．５５７７ ２４．５２２２ ２４．４８６８ ２４．４５１４ ２４．４１６１ ２４．３８０８
１３ ２８．３２７４ ２８．２８６５ ２８．２４５６ ２８．２０４８ ２８．１６４１ ２８．１２３４
１４ ３２．３１７３ ３２．２７０６ ３２．２２４０ ３２．１７７５ ３２．１３１０ ３２．０８４６
１５ ３６．５１８７ ３６．４６５９ ３６．４１３３ ３６．３６０６ ３６．３０８１ ３６．２５５７
１６ ４０．９２３１ ４０．８６４０ ４０．８０４９ ４０．７４６０ ４０．６８７１ ４０．６２８３
１７ ４５．５２２２ ４５．４５６５ ４５．３９０８ ４５．３２５２ ４５．２５９７ ４５．１９４４
１８ ５０．３０８２ ５０．２３５５ ５０．１６２９ ５０．０９０５ ５０．０１８１ ４９．９４５８
１９ ５５．２７３１ ５５．１９３３ ５５．１１３６ ５５．０３３９ ５４．９５４４ ５４．８７５０
２０ ６０．４０９５ ６０．３２２２ ６０．２３５１ ６０．１４８１ ６０．０６１２ ５９．９７４４
２１ ６５．７１００ ６５．６１５０ ６５．５２０２ ６５．４２５６ ６５．３３１１ ６５．２３６７
２２ ７１．１６７３ ７１．０６４５ ７０．９６１８ ７０．８５９３ ７０．７５６９ ７０．６５４７
２３ ７６．７７４６ ７６．６６３７ ７６．５５２９ ７６．４４２３ ７６．３３１９ ７６．２２１６
２４ ８２．５２５０ ８２．４０５８ ８２．２８６７ ８２．１６７９ ８２．０４９１ ８１．９３０６
２５ ８８．４１２０ ８８．２８４３ ８８．１５６７ ８８．０２９４ ８７．９０２２ ８７．７７５２
２６ ９４．４２９２ ９４．２９２８ ９４．１５６６ ９４．０２０５ ９３．８８４７ ９３．７４９１
２７ １００．５７０４ １００．４２５１ １００．２８００ １００．１３５１ ９９．９９０４ ９９．８４６０
２８ １０６．８２９４ １０６．６７５１ １０６．５２１０ １０６．３６７１ １０６．２１３４ １０６．０６００
２９ １１３．２００５ １１３．０３７０ １１２．８７３７ １１２．７１０６ １１２．５４７８ １１２．３８５２
３０ １１９．６７８０ １１９．５０５１ １１９．３３２４ １１９．１６００ １１８．９８７９ １１８．８１６０
３１ １２６．２５６２ １２６．０７３８ １２５．８９１７ １２５．７０９８ １２５．５２８２ １２５．３４６９
３２ １３２．９２９９ １３２．７３７９ １３２．５４６１ １３２．３５４６ １３２．１６３４ １３１．９７２５
３３ １３９．６９３７ １３９．４９１９ １３９．２９０４ １３９．０８９２ １３８．８８８２ １３８．６８７６
３４ １４６．５４２７ １４６．３３１０ １４６．１１９６ １４５．９０８５ １４５．６９７７ １４５．４８７２
３５ １５３．４７１８ １５３．２５０１ １５３．０２８７ １５２．８０７６ １５２．５８６９ １５２．３６６４
３６ １６０．４７６３ １６０．２４４５ １６０．０１３０ １５９．７８１８ １５９．５５１０ １５９．３２０５
３７ １６７．５５１６ １６７．３０９６ １６７．０６７９ １６６．８２６５ １６６．５８５５ １６６．３４４８
３８ １７４．６９３１ １７４．４４０８ １７４．１８８８ １７３．９３７１ １７３．６８５８ １７３．４３４９
３９ １８１．８９６６ １８１．６３３８ １８１．３７１４ １８１．１０９３ １８０．８４７７ １８０．５８６４
４０ １８９．１５７６ １８８．８８４３ １８８．６１１４ １８８．３３９０ １８８．０６６９ １８７．７９５２
４１ １９６．４７２１ １９６．１８８３ １９５．９０４９ １９５．６２１９ １９５．３３９２ １９５．０５７０
４２ ２０３．８３６２ ２０３．５４１８ ２０３．２４７７ ２０２．９５４１ ２０２．６６０９ ２０２．３６８１
４３ ２１１．２４６０ ２１０．９４０８ ２１０．６３６１ ２１０．３３１８ ２１０．０２７９ ２０９．７２４５
４４ ２１８．６９７７ ２１８．３８１７ ２１８．０６６２ ２１７．７５１２ ２１７．４３６６ ２１７．１２２５
４５ ２２６．１８７６ ２２５．８６０８ ２２５．５３４５ ２２５．２０８７ ２２４．８８３４ ２２４．５５８５
４６ ２３３．７１２３ ２３３．３７４７ ２３３．０３７５ ２３２．７００９ ２３２．３６４７ ２３２．０２９０
４７ ２４１．２６８４ ２４０．９１９８ ２４０．５７１８ ２４０．２２４２ ２３９．８７７２ ２３９．５３０６
４８ ２４８．８５２５ ２４８．４９３０ ２４８．１３４０ ２４７．７７５５ ２４７．４１７６ ２４７．０６０１
４９ ２５６．４６１５ ２５６．０９０９ ２５５．７２１０ ２５５．３５１５ ２５４．９８２６ ２５４．６１４３
５０ ２６４．０９２２ ２６３．７１０６ ２６３．３２９６ ２６２．９４９２ ２６２．５６９３ ２６２．１９００
５１ ２７１．７４１６ ２７１．３４９０ ２７０．９５７０ ２７０．５６５６ ２７０．１７４７ ２６９．７８４４
５２ ２７９．４０６９ ２７９．００３２ ２７８．６００２ ２７８．１９７７ ２７７．７９５８ ２７７．３９４５
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月数
年数 ０ １ ２ ３ ４ ５
５３ ２７６．９９３７ ２８９．１６８０ ２８８．７５０２ ２８８．３３３１ ２８７．９１６５ ２８７．５００６
５４ ２８４．６０５７ ２９６．９１２４ ２９６．４８３５ ２９６．０５５２ ２９５．６２７４ ２９５．２００４
５５ ２９２．２２８０ ３０４．６６４６ ３０４．２２４５ ３０３．７８５０ ３０３．３４６１ ３０２．９０７９
５６ ２９９．８５７９ ３１２．４２２０ ３１１．９７０６ ３１１．５１９９ ３１１．０６９９ ３１０．６２０５
５７ ３０７．４９２９ ３２０．１８２１ ３１９．７１９５ ３１９．２５７６ ３１８．７９６４ ３１８．３３５９
５８ ３１５．１３０５ ３２７．９４２５ ３２７．４６８８ ３２６．９９５７ ３２６．５２３３ ３２６．０５１６
５９ ３２２．７６８５ ３３５．７０１０ ３３５．２１６０ ３３４．７３１８ ３３４．２４８２ ３３３．７６５３
６０ ３３０．４０４６ ３４３．４５５３ ３４２．９５９１ ３４２．４６３６ ３４１．９６８９ ３４１．４７４８
６１ ３３８．０３６５ ３５１．２０３２ ３５０．６９５８ ３５０．１８９２ ３４９．６８３３ ３４９．１７８１
６２ ３４５．６６２２ ３５８．９４２７ ３５８．４２４１ ３５７．９０６３ ３５７．３８９３ ３５６．８７３０
６３ ３５３．２７９６ ３６６．６７１８ ３６６．１４２０ ３６５．６１３１ ３６５．０８４９ ３６４．５５７５
６４ ３６０．８８６７ ３７４．３８８５ ３７３．８４７６ ３７３．３０７５ ３７２．７６８２ ３７２．２２９７
６５ ３６８．４８１７ ３８２．０９０９ ３８１．５３８９ ３８０．９８７７ ３８０．４３７３ ３７９．８８７７
６６ ３７６．０６２６ ３８９．７７７４ ３８９．２１４３ ３８８．６５２０ ３８８．０９０５ ３８７．５２９９
６７ ３８３．６２７８ ３９７．４４６１ ３９６．８７２０ ３９６．２９８６ ３９５．７２６１ ３９５．１５４４
６８ ３９１．１７５６ ４０５．０９５５ ４０４．５１０２ ４０３．９２５９ ４０３．３４２３ ４０２．７５９６
６９ ３９８．７０４２ ４１２．７２３８ ４１２．１２７５ ４１１．５３２１ ４１０．９３７６ ４１０．３４３９
７０ ４０６．２１２２
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月数
年数 ６ ７ ８ ９ １０ １１
５３ ２８７．０８５２ ２８６．６７０５ ２８６．２５６３ ２８５．８４２８ ２８５．４２９８ ２８５．０１７５
５４ ２９４．７７３９ ２９４．３４８０ ２９３．９２２８ ２９３．４９８２ ２９３．０７４２ ２９２．６５０８
５５ ３０２．４７０２ ３０２．０３３３ ３０１．５９６９ ３０１．１６１２ ３００．７２６１ ３００．２９１７
５６ ３１０．１７１８ ３０９．７２３７ ３０９．２７６２ ３０８．８２９４ ３０８．３８３２ ３０７．９３７７
５７ ３１７．８７６０ ３１７．４１６７ ３１６．９５８２ ３１６．５００３ ３１６．０４３０ ３１５．５８６５
５８ ３２５．５８０５ ３２５．１１０２ ３２４．６４０５ ３２４．１７１５ ３２３．７０３２ ３２３．２３５５
５９ ３３３．２８３１ ３３２．８０１６ ３３２．３２０８ ３３１．８４０７ ３３１．３６１３ ３３０．８８２６
６０ ３４０．９８１５ ３４０．４８８９ ３３９．９９７０ ３３９．５０５８ ３３９．０１５４ ３３８．５２５６
６１ ３４８．６７３６ ３４８．１６９９ ３４７．６６６９ ３４７．１６４７ ３４６．６６３１ ３４６．１６２３
６２ ３５６．３５７４ ３５５．８４２６ ３５５．３２８５ ３５４．８１５２ ３５４．３０２６ ３５３．７９０７
６３ ３６４．０３０８ ３６３．５０４９ ３６２．９７９７ ３６２．４５５３ ３６１．９３１７ ３６１．４０８８
６４ ３７１．６９１９ ３７１．１５４９ ３７０．６１８７ ３７０．０８３３ ３６９．５４８７ ３６９．０１４８
６５ ３７９．３３８９ ３７８．７９０９ ３７８．２４３７ ３７７．６９７２ ３７７．１５１６ ３７６．６０６７
６６ ３８６．９７００ ３８６．４１１０ ３８５．８５２７ ３８５．２９５３ ３８４．７３８７ ３８４．１８２９
６７ ３９４．５８３５ ３９４．０１３５ ３９３．４４４３ ３９２．８７５９ ３９２．３０８３ ３９１．７４１５
６８ ４０２．１７７８ ４０１．５９６７ ４０１．０１６６ ４００．４３７２ ３９９．８５８７ ３９９．２８１１
６９ ４０９．７５１１ ４０９．１５９２ ４０８．５６８１ ４０７．９７７８ ４０７．３８８４ ４０６．７９９９
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月数

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

最
低
支
払
保
証
期
間

１ ０．００００ ０．３２９９ ０．２９９７ ０．２６９６ ０．２３９４ ０．２０９４ ０．１７９３ ０．１４９３ ０．１１９４ ０．０８９５ ０．０５９６ ０．０２９８

２ ０．００００ ０．６５４２ ０．５９４３ ０．５３４５ ０．４７４８ ０．４１５１ ０．３５５６ ０．２９６１ ０．２３６７ ０．１７７４ ０．１１８２ ０．０５９０

５ ０．００００ １．５９４０ １．４４８０ １．３０２３ １．１５６７ １．０１１４ ０．８６６３ ０．７２１４ ０．５７６７ ０．４３２２ ０．２８７９ ０．１４３９

１０ ０．００００ ３．０５５５ ２．７７５７ ２．４９６３ ２．２１７３ １．９３８８ １．６６０６ １．３８２８ １．１０５５ ０．８２８５ ０．５５１９ ０．２７５８

係数４
(1）残存期間が最低支払保証期間をこえる場合

残存期間、最低支払保証期間にかかわらず、０とします。
(2）残存期間が最低支払保証期間と同じ場合

家計保障期間中の各時点から家計保障期間満了日までの期間（１か月未満の端数については、切り上げます。）を年数と月
数（０か月から１１か月まで）に分けたときの月数および最低支払保証期間に応じて下表のとおりとします。
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第１条 災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払
第２条 災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払

に関する補則
第３条 災害死亡保険金・災害高度障害保険金の請求、

支払時期および支払場所
第４条 特約保険料の払込免除
第５条 特約の締結
第６条 特約の責任開始期
第７条 特約の保険期間、保険料払込期間および保険

料の払込み
第８条 猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱

い
第９条 特約の失効
第10条 特約の復活
第11条 告知義務および告知義務違反
第12条 重大事由による解除
第13条 特約の解約
第14条 特約の返戻金
第15条 特約の消滅とみなす場合
第16条 災害死亡保険金額の減額

第17条 特約の復旧
第18条 特約の更新
第19条 特約の契約者配当
第20条 主契約の内容変更に伴う特約の取扱い
第21条 管轄裁判所
第22条 契約内容の登録
第23条 主約款の規定の準用
第24条 この特約を付加した場合の主契約の取扱いに

関する特則
第25条 定期保険または家計保障定期保険に付加した

場合の特則
第26条 終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５

年ごと利差配当付総合終身保険、５年ごと利
差配当付低解約返戻金型終身保険または５年
ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保険
に付加した場合の特則

第27条 ５年ごと利差配当付個人年金保険に付加した
場合の特則

第28条 養老保険または５年ごと利差配当付養老保険
に付加した場合の特則

災害割増特約条項

支払額 災害死亡保険金額

受取人 主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）の死亡保険金受取人（主契約の死亡保険金受
取人以外の者には変更することはできません。）

保険金を支払う場
合（以下「支払事由」
といいます。）

この特約の保険期間中に被保険者が次のいずれかに該当したとき。
ア．この特約の責任開始期（※１）以後に発生した不慮の事故（別表２）による傷害を直接
の原因として、その事故の日からその日を含めて１８０日以内に死亡したとき。

イ．この特約の責任開始期（※１）以後に発病した感染症（別表５）を直接の原因として死
亡したとき。

支払事由に該当し
た場合であっても
保険金を支払わな
い場合（以下「免責
事由」といいます。）

次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。
ア．保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
イ．災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失。ただし、その者がその一部の受取人
であるときは、当会社は、その残額をその他の受取人に支払います。

ウ．被保険者の犯罪行為
エ．被保険者の精神障害を原因とする事故
オ．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
カ．被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
キ．被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた
事故

ク．地震、噴火または津波
ケ．戦争その他の変乱

災害割増特約条項 目次

（平成２４年２月２日改定）
（この特約の概要）
この特約は、被保険者が不慮の事故または感染症によって、死亡または所定の高度障害状態になった場合に、災害死亡保険

金または災害高度障害保険金を支払うことを主な内容とするものです。

第１条（災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払）
この特約において支払う保険金は、次のとおりです。
① 災害死亡保険金

特

約
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支払額 災害死亡保険金額と同額の災害高度障害保険金額

受取人
被保険者（保険契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人が保険契約者である場合
には、保険契約者）（被保険者または保険契約者以外の者には変更することができません。）

支払事由

この特約の保険期間中に被保険者が次のいずれかに該当したとき。
ア．この特約の責任開始期（※１）以後に発生した不慮の事故（別表２）による傷害を直接の原
因として、その事故の日からその日を含めて１８０日以内に高度障害状態（別表３）に該当したと
き（※２）。

イ．この特約の責任開始期（※１）以後に発病した感染症（別表５）を直接の原因として、高度
障害状態（別表３）に該当したとき（※２）。

免責事由

次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。
ア．保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
イ．被保険者の犯罪行為
ウ．被保険者の精神障害を原因とする事故
エ．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
オ．被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
カ．被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
キ．地震、噴火または津波
ク．戦争その他の変乱

② 災害高度障害保険金

（※１）復活または復旧の取扱いが行なわれた場合は、復活または復旧における責任開始期とし、複数回復活または
復旧の取扱いが行なわれた場合は、最後の復活または復旧における責任開始期とします。

（※２）この特約の責任開始期（※１）前に既に生じていた障害状態にこの特約の責任開始期（※１）以後の傷害ま
たは責任開始期（※１）以後に発病した感染症（別表５）を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状
態（別表３）に該当したときも同様とします。

第２条（災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払に関する補則）
（1）次の①～③のいずれかに該当する場合には、当会社は、被保険者がこの特約の責任開始期（注１）前に発生した不
慮の事故（別表２）によって被った傷害または発病した感染症（別表５）（以下、本（1）において「責任開始期前の
傷害等」といいます。）を、この特約の責任開始期（注１）以後に生じたものとみなして前条の規定を適用します。
① この特約の締結、復活または復旧の際、告知等により当会社が責任開始期前の傷害等について知っていた場合、
または過失により知らなかった場合（責任開始期前の傷害等について、保険契約者または被保険者から告知されな
かったことにより、当会社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。）

② この特約の締結、復活または復旧の際、責任開始期前の傷害等について、保険媒介者（注２）が保険契約者また
は被保険者に対し、告知をすることを妨げた場合、告知しないことを勧めた場合、または事実でないことを告げる
ことを勧めた場合

③ 責任開始期前の傷害等について、次のア．およびイ．を満たし、かつ、責任開始期（注１）前に、被保険者の身
体に生じた症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場合
ア．責任開始期（注１）前に、被保険者が医師の診察を受けたことがない。
イ．責任開始期（注１）前に、被保険者が健康診断（定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾
患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。）による異常の指摘を受けた
ことがない。

（2）この特約が更新されない場合において、次の①～③のすべてに該当する場合には、この特約の保険期間の満了時に
高度障害状態（別表３）に該当したものとみなして前条②の規定を適用します。
① 被保険者がこの特約の保険期間中（注３）に、回復の見込みの有無を除いては高度障害状態（別表３）に該当し
たこと。

② この特約の保険期間の満了時にその回復の可能性が少しでもあるか、あるいは回復の可能性の有無の判断ができ
ない場合において、満了後も引き続きその状態が継続したこと。

③ この特約の保険期間の満了後に、その回復の見込みがないことが明らかになって高度障害状態（別表３）に該当
したこと。

（3）災害高度障害保険金を支払う前に災害死亡保険金の請求を受け、災害死亡保険金が支払われるときは、当会社は、
災害高度障害保険金を支払いません。また、災害高度障害保険金を支払った後に災害死亡保険金の請求を受けても、
当会社は、災害死亡保険金を支払いません。

（4）被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により死亡し、または高度障害状態（別表３）に該当した被
保険者の数の増加について、当会社が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、そ
の程度に応じ、災害死亡保険金または災害高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。

（注１）復活または復旧の取扱いが行われた場合は、復活または復旧における責任開始期とし、複数回復活または復旧の
取扱いが行われた場合は、最後の復活または復旧における責任開始期とします。

（注２）当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。
（注３）不慮の事故（別表２）による傷害を直接の原因とする場合には、その事故の日からその日を含めて１８０日以内で

あることを必要とします。
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特約の付加と承諾の時期
特約上の責任が開始される時

（責任開始期）

① 主契約締結の際、この特約を主契約に付加する場合 主契約の責任開始期と同一

②
主契約の契約日後、この特約を主契約に付加する場合
で、当会社が保険契約者からの特約付加の申込を承諾
した場合

当会社所定の保険料および精算額を当会社が受け取った
時または告知の時のいずれか遅い時

第３条（災害死亡保険金・災害高度障害保険金の請求、支払時期および支払場所）
（1）災害死亡保険金または災害高度障害保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその受取人は、すみやか
に当会社に通知してください。

（2）災害死亡保険金または災害高度障害保険金の支払事由が生じたときは、その災害死亡保険金または災害高度障害保
険金の受取人は、当会社に、請求に必要な書類（別表１）を提出して、災害死亡保険金または災害高度障害保険金を
請求してください。

（3）主契約の普通保険約款（以下「主約款」といいます。）に定める保険金支払の時期および場所に関する規定は、この
特約による災害死亡保険金および災害高度障害保険金の支払の場合に準用します。

第４条（特約保険料の払込免除）
（1）主約款の規定によって、主契約の保険料払込みが免除された場合には、同時にこの特約の保険料払込みを免除しま
す。

（2）本条（1）のほか、次の①または②の場合にも主約款の保険料払込みの免除に関する規定を準用して、この特約の保
険料の払込みを免除します。
① 主契約の保険料の払込方法（回数）が一時払のとき。
② この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合で、主契約の保険料払込期間経過後のとき。

（3）この特約の保険料の払込方法（回数）が一時払の場合には、本条（1）および（2）の規定は適用しません。

第５条（特約の締結）
保険契約者は、主契約の契約日以後、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結

することができます。

第６条（特約の責任開始期）
（1）この特約の責任開始期は、下表のとおりとし、「特約上の責任が開始される時（責任開始期）」からこの特約上の責
任を負います。

（2）この特約に関する保険証券の交付については、主約款または他の特約条項の規定によります。

第７条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み）
（1）この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間の満了する日を限度とし、当会社所定の範囲内で
定めます。

（2）この特約（特約保険料の払込方法（回数）が一時払の場合を除きます。以下本条において同じ。）の保険料は、主契
約の保険料とともに払い込むことを必要とします。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。

（3）本条（2）の規定にかかわらず、主契約の保険料の払込方法（回数）が一時払の場合には、この特約の保険料は、一
括して前納することを必要とします。

（4）この特約が保険料払込期間中に消滅したときまたはこの特約の保険料の払込みが免除されたときのこの特約の未経
過部分の保険料（以下「未経過保険料」といいます。）の取扱いについては、主約款の規定を準用します。ただし、主
約款に未経過保険料の取扱いに関する規定がない場合には、この特約の未経過保険料の支払いはありません。

（5）本条（2）に定めるこの特約の保険料が払い込まれないまま、主約款の保険料の払込みに関する規定に定める契約応
当日（注）以後その日の属する月の末日までにこの特約による保険金の支払事由が生じた場合には、当会社は、その
支払うべき金額から、未払込保険料を差し引きます。

（6）主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主約款に定める保険料
払込みの猶予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとします。

（7）この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合には、主契約の保険料払込期間経過後におい
て払い込むべきこの特約の保険料は、主契約の保険料の払込方法（回数）にかかわらず年払保険料とし、主契約の保
険料払込期間の満了日の属する月の末日までに一括して前納することを必要とします。

（8）本条（7）の場合には、主約款に定める保険料の払込み、前納および猶予期間の規定を準用します。
（9）本条（7）に規定する前納が行なわれなかった場合には、この特約は、主契約の保険料払込期間が満了した時に解約
されたものとします。

（注）月払契約の場合は月単位、半年払契約の場合は半年単位、年払契約の場合は年単位の契約応当日とします。

第８条（猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い）
保険料払込みの猶予期間中に、この特約による災害死亡保険金または災害高度障害保険金の支払事由が発生した場合

には、当会社は、災害死亡保険金または災害高度障害保険金から未払込保険料を差し引きます。

第９条（特約の失効）
主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向って効力を失います。
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第10条（特約の復活）
（1）主契約の復活請求の際には、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
（2）当会社は、本条（1）の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、
この特約の復活の取扱いをします。

第11条（告知義務および告知義務違反）
この特約の締結、復活または復旧に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務および告知

義務違反に関する規定を準用します。

第12条（重大事由による解除）
（1）当会社は次の①～⑥のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または災害死亡保険金の受取人がこの特約の災害死亡保険金（注１）を詐取する目的また
は他人に詐取させる目的で事故招致（未遂を含みます。）をした場合

② 保険契約者または被保険者が、当会社にこの特約の保険料払込免除をさせる目的で、事故招致（未遂を含みます。）
をした場合

③ この特約の災害死亡保険金（注１）の請求に関し、災害死亡保険金（注１）の受取人に詐欺行為（未遂を含みま
す。）があった場合

④ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等（注２）の合計額が著しく過大であって、保険制
度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

⑤ 保険契約者、被保険者または災害死亡保険金（注１）の受取人が、次のア．～オ．のいずれかに該当する場合
ア．暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団
関係企業その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当すると認められるとき。

イ．反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
ウ．反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき。
エ．保険契約者または災害死亡保険金（注１）の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、
またはその法人の経営に実質的に関与していると認められるとき。

オ．その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 次のア．またはイ．に該当する等により、当会社の保険契約者、被保険者または災害死亡保険金（注１）の受取
人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする前①～⑤に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
ア．主契約が重大事由によって解除されたとき。
イ．保険契約者、被保険者または災害死亡保険金（注１）の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または
共済契約が重大事由により解除されたとき。

（2）災害死亡保険金（注１）の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた後でも、当会社は、本条（1）の規定に
よってこの特約を解除することができます。この場合には、本条（1）①～⑥に定める事由の発生時以降に生じた支払
事由による災害死亡保険金（注１）および保険料払込みの免除は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 災害死亡保険金（注１）（注３）は支払いません。また、既に災害死亡保険金（注１）（注３）を支払っていたと
きは、災害死亡保険金（注１）（注３）の返還を請求します。

② 保険料の払込みは免除しません。また、既に保険料の払込みを免除していたときは、その保険料の払込みはなか
ったものとします。

（3）本条の規定によってこの特約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約
者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当
会社は、被保険者または災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金の受取人に通知します。

（4）本条の規定によってこの特約を解除したときは、当会社は、解約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険
契約者に支払います。

（5）本条（4）の規定にかかわらず、本条（1）⑤の規定によって保険契約を解除した場合で、災害死亡保険金の一部の
受取人に対して本条（2）①の規定を適用し災害死亡保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない災害死
亡保険金に対応する部分については本条（4）の規定を適用し、その部分の解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に
支払います。

（注１）災害高度障害保険金を含みます。
（注２）保険種類および保険金の名称がいかなる場合であっても他の保険契約の保険金等を含みます。
（注３）本条（1）⑤のみに該当した場合で、本条（1）⑤ア．～オ．に該当した者が災害死亡保険金の受取人のみであり、

かつ、その災害死亡保険金の受取人が災害死亡保険金の一部の受取人であるときは、災害死亡保険金のうち、その
受取人に支払われるべき災害死亡保険金をいいます。

第13条（特約の解約）
保険契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。

第14条（特約の返戻金）
（1）この特約が解約または解除されたときは、当会社は、当会社の定めた方法で計算した解約返戻金を保険契約者に払
い戻します。ただし、主約款の規定による保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この特約の解約返戻金
をそれらの元利金の返済にあてます。

（2）この特約が次条①の規定によって消滅したときは、本条（1）と同様に取り扱います。ただし、主約款の規定によっ
て主契約の責任準備金を払い戻す場合には、この特約の責任準備金を主約款の規定に準じて払い戻します。

（3）本条（2）の規定にかかわらず、主約款の規定によって主契約の保険金を支払う場合および主契約の責任準備金その
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他の返戻金の払戻がない場合には、この特約の責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
（4）この特約の解約返戻金額は、主契約の解約返戻金額とあわせて保険証券に例示します。
（5）主約款の契約者貸付の規定を適用する場合には、この特約の解約返戻金は、主契約の解約返戻金に加えません。

第15条（特約の消滅とみなす場合）
次の①または②の場合には、この特約は消滅したものとみなします。
① 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。
② 主契約が延長定期保険または払済保険に変更されたとき。

第16条（災害死亡保険金額の減額）
（1）保険契約者は、災害死亡保険金額を減額することができます。ただし、減額後のその災害死亡保険金額は、当会社
の定める範囲内であることを必要とします。

（2）本条（1）の規定によって、災害死亡保険金額が減額された場合には、減額分は、解約されたものとして取り扱いま
す。

第17条（特約の復旧）
（1）延長定期保険または払済保険に変更された主契約について元の保険契約への復旧の請求があった場合には、第１５条
（特約の消滅とみなす場合）②の規定によって消滅したこの特約も同時に復旧の請求があったものとします。

（2）当会社が本条（1）の規定によって請求された復旧を承諾した場合には、主約款の復旧の規定を準用して、この特約
の復旧の取扱いをします。

第18条（特約の更新）
（1）この特約の保険期間が満了する場合、この特約は、保険期間の満了日の翌日に更新して継続されるものとし、この
日を更新日とします。ただし、保険契約者がその満了日の２か月前までにこの特約を継続しない旨を当会社に通知し
た場合には更新しません。

（2）本条（1）の規定にかかわらず、次の①～③のいずれかに該当する場合は、当会社は、本条（1）の更新を取り扱い
ません。
① この特約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が当会社の定める範囲を超えるとき。
② この特約の保険期間の満了日が主契約の保険料払込期間の満了日を超えているとき。
③ 主契約の保険料の払込方法（回数）が一時払のとき。

（3）更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同一とします。ただし、次の①または②のいずれ
かに該当する場合は、更新後のこの特約の保険期間を当会社所定の保険期間に変更することがあります。
① 更新後のこの特約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が当会社の定める範囲を超えるとき。
② 更新後のこの特約の保険期間の満了日が主契約の保険料払込期間の満了日を超えるとき。

（4）本条（3）のほか、この特約は、当会社の定める取扱方法により、保険期間を変更して更新することがあります。
（5）更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
（6）更新されたこの特約の保険期間は更新日からその日を含めて計算するものとし、更新後のこの特約の保険料は、更
新日現在の被保険者の年齢によって計算します。

（7）更新後のこの特約の保険料の払込方法（回数）は、主契約の保険料の払込方法（回数）（注）と同一とし、更新後の
この特約の第１回保険料は、更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを必要としま
す。この場合、主契約の保険料の払込方法（回数）に応じた保険料払込みの猶予期間の規定によるほか第７条（特約
の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み）（6）の規定を準用します。

（8）更新後のこの特約の第１回保険料および同時に払い込むべき主契約の保険料が猶予期間中に払い込まれない場合に
は、主約款に定める保険料の振替貸付の規定を準用します。

（9）更新後のこの特約の第１回保険料および同時に払い込むべき主契約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶
予期間の満了する日までに次の①～③のいずれかに該当した場合には、第７条（特約の保険期間、保険料払込期間お
よび保険料の払込み）（5）および第８条（猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い）の規定を準用します。
① この特約の災害死亡保険金または災害高度障害保険金の支払事由が生じたとき。
② 主契約の保険料払込みの免除事由が生じたとき。
③ 主契約に付加されている特約の保険金または給付金の支払事由が生じたとき。

（10）本条（7）～（9）の規定にかかわらず、主契約の保険料払込期間の満了日の翌日に更新する場合には、次の①お
よび②のとおりとします。
① 主契約の保険料払込期間の満了後において払い込むべきこの特約の保険料は、主契約の保険料の払込方法（回数）
にかかわらず年払保険料とし、更新日の属する月の末日までに一括して前納することを必要とします。この場合、
主約款に定める保険料の払込み、前納および猶予期間の規定ならびに本条（9）の規定を準用します。

② 更新日以後、猶予期間の満了する日までに、前①に定めるこの特約の保険料が払い込まれなかったときは、この
特約の更新はなかったものとし、この特約は更新前のこの特約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとし
ます。

（11）この特約が更新された場合には、その旨を保険契約者に通知し、次の①および②によって取り扱います。
① 更新後のこの特約には更新時の特約条項および保険料率が適用されます。
② 次の規定に関しては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間とは継続されたものとします。
ア．第１条（災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払）
イ．第２条（災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払に関する補則）
ウ．第１１条（告知義務および告知義務違反）

（12）この特約の保険料の払込方法（回数）が一時払の場合で、主契約の保険料の払込みが免除されたときは、本条（1）
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の規定は適用せず、次の①、②のとおり取り扱います。
① 保険契約者が、この特約の保険期間の満了日までにこの特約の更新の請求を行なったときは、この特約の更新を
取り扱います。

② 前①の場合、この特約の保険期間の満了日の翌日を更新日とし、本条（2）～（4）、（6）および（11）の規定に
よるほか、次のとおりとします。
ア．本条（5）、（7）および（8）の規定は適用せず、更新後のこの特約の保険料の払込方法（回数）は一時払とし、
更新日の属する月の末日までに払い込むことを必要とします。この場合、主契約の保険料の払込方法（回数）に
応じた保険料払込みの猶予期間の規定によるほか、第７条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払
込み）（6）の規定を準用します。

イ．更新後のこの特約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までにこの特約の災害死
亡保険金または災害高度障害保険金の支払事由が生じたときは、本条（9）の規定は適用せず、第７条（特約の保
険期間、保険料払込期間および保険料の払込み）（5）および第８条（猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取
扱い）の規定を準用します。

ウ．主契約の保険料払込期間の満了日の翌日に更新する場合には、本条（10）および前ア．、イ．の規定を適用せ
ず、次のとおりとします。
（ア）主契約の保険料払込期間の満了後において払い込むべきこの特約の保険料は、一時払保険料とし、更新日の
属する月の末日までに払い込むことを必要とします。この場合、主約款に定める年払契約の保険料の払込みの
猶予期間の規定によるほか、第７条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み）（5）および第
８条（猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い）の規定を準用します。

（イ）更新日以後、猶予期間の満了する日までに、前（ア）に定めるこの特約の保険料が払い込まれなかったとき
は、この特約の更新はなかったものとし、この特約は更新前のこの特約の保険期間満了時にさかのぼって消滅
するものとします。

（13）更新時に当会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、当会社所定の特約により更新されることがあります。

（注）主契約が一時払保険部分と分割払保険部分から構成されている場合は、分割払保険部分の保険料の払込方法（回数）
とします。

第19条（特約の契約者配当）
この特約に対しては、契約者配当はありません。

第20条（主契約の内容変更に伴う特約の取扱い）
（1）主契約の保険金額を減額したとき（注１）に、減額後の主契約の保険金額（注２）に対するこの特約の災害死亡保
険金額の割合が、当会社所定の限度を超えることとなるときは、その限度までこの特約の災害死亡保険金額を減額し
ます。

（2）本条（1）の規定によって、災害死亡保険金額が減額された場合には、減額分は、解約されたものとします。
（3）主契約の保険期間を短縮した場合、この特約の保険期間が、主契約の保険期間の満了日を超えることとなるときは、
主契約の保険期間に合わせてこの特約の保険期間を変更します。ただし、変更後のこの特約の保険期間が、当会社の
定める保険期間に満たないときは、この特約は解約されたものとします。

（4）主契約の保険料払込期間を変更した場合、この特約の保険料払込期間を変更することがあります。ただし、変更後
のこの特約の保険料払込期間が、当会社の定める保険料払込期間に満たないときは、この特約は解約されたものとし
ます。

（5）本条（3）または（4）の規定により、この特約の保険期間または保険料払込期間が変更された場合には、責任準備
金（注３）の差額を授受し、その後の特約保険料を改めます。この場合、主約款の規定による保険料の振替貸付また
は契約者貸付があるときは、返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。

（6）主契約の保険期間を延長した場合、この特約の保険期間は延長せず、そのまま有効に継続します。

（注１）主契約に平準定期保険特約、逓減定期保険特約、逓増定期保険特約、生存給付金付定期保険特約、収入保障特約
または家計保障定期保険特約が付加されている場合には、それらの特約が消滅したときまたはそれらの特約保険金
額、特約基本保険金額、特約基本年金月額もしくは特約基準給付金月額が減額されたときを含みます。

（注２）主契約に付加されている他の特約の保険金額等（別表４）を含みます。
（注３）主約款に未経過保険料の取扱いに関する規定があるときは、この特約の未経過保険料を加えます。

第21条（管轄裁判所）
この特約における保険金または保険料払込みの免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準

用します。

第22条（契約内容の登録）
（1）当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を社団法人生命保険協会（以下本条において「協会」
といいます。）に登録します。
① 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所（市、区、郡までとします。）
② 災害死亡保険金の金額
③ 契約日（注１）
④ 当会社名

（2）本条（1）の登録の期間は、契約日（注１）から５年（注２）以内とします。
（3）協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会（以下本条において「各生命保険会社等」といいま
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読替前 読替後

被保険者 被共済者

保険契約 共済契約

死亡保険金 死亡共済金

災害死亡保険金 災害死亡共済金

保険金額 共済金額

高度障害保険金 後遺障害共済金

す。）は、本条（1）の規定により登録された被保険者について、保険契約（注３）の申込（注４）を受けたときまた
は更新日において被保険者が満１５歳未満の場合に保険契約（注３）が更新されるときは、協会に対して本条（1）の規
定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受ける
ものとします。

（4）各生命保険会社等は、本条（2）の登録の期間中に保険契約（注３）の申込（注４）があった場合、本条（3）によ
って連絡された内容を保険契約（注３）の承諾（注５）の判断の参考とすることができるものとします。

（5）各生命保険会社等は、契約日（注６）から５年（注２）以内に保険契約（注３）について死亡保険金、災害死亡保
険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して本条（1）の規定により登録された内容について照会
し、その結果を死亡保険金、災害死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとし
ます。

（6）各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾（注５）の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものと
します。

（7）協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
（8）保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。
また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。

（9）本条（3）～（5）および（注２）～（注６）中の下表「読替前」欄に記載の字句は、農業協同組合法に基づく共済
契約においては、それぞれ「読替後」欄に記載の字句に読み替えます。

（注１）復活または復旧の取扱いが行なわれた場合は、復活または復旧の日とし、複数回復活または復旧の取扱いが行わ
れた場合には、最後の復活または復旧の日とします。また、主契約の契約日後付加した場合は、この特約の付加の
日とします。

（注２）契約日（注１）において被保険者が１５歳未満の場合は、「５年」または「被保険者が満１５歳に達する日までの期
間」のうちいずれか長い期間とします。

（注３）死亡保険金または災害死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特
約を含みます。

（注４）復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。
（注５）復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。
（注６）復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の取扱いが行なわれた場合は、各々の復活、復旧、保険金額

の増額または特約中途付加の日とし、複数回各々の取扱いが行なわれた場合には、最後の復活、復旧、保険金額の
増額または特約の中途付加の日とします。

第23条（主約款の規定の準用）
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

第24条（この特約を付加した場合の主契約の取扱いに関する特則）
（1）次の①および②について主約款の規定を適用する場合には、この特約の解約返戻金を、主契約の解約返戻金に加え
て取り扱います。
① 保険料の振替貸付
② 延長定期保険または払済保険への変更

（2）本条（1）①の保険料の振替貸付は、主契約の保険料と、特約保険料の払込方法（回数）が一時払を除くこの特約
（更新後のこの特約を含みます。）の保険料との合計額について行なうものとします。

（3）第７条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み）（4）の規定により当会社が支払うべき未経過保
険料があるときは、次のとおり本条（1）の規定を適用します。
① 本条（1）①の場合は、この特約の未経過保険料を主契約の解約返戻金に加えて取り扱います。
② 本条（1）②の場合は、第７条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み）（4）の規定にかかわら
ず、当会社はこの特約の未経過保険料を支払わず、その金額を主契約の解約返戻金に加えて取り扱います。

第25条（定期保険または家計保障定期保険に付加した場合の特則）
（1）この特約を定期保険または家計保障定期保険に付加した場合には、次の①～④のとおり取り扱います。
① この特約の保険期間の満了日と主契約の保険期間の満了日が同一の場合で、主契約が主約款に定める保険契約の
更新の規定により更新されるときは、保険契約者が特に反対の意思を通知しない限り、この特約は主契約と同時に
更新されます。

② 更新後のこの特約は次のとおりとし、主約款に定める保険契約の更新の規定を準用します。
ア．更新後のこの特約の保険期間は、更新後の主契約の保険期間と同一とします。
イ．更新後のこの特約の保険料の払込方法（回数）は、更新後の主契約の保険料の払込方法（回数）と同一としま
す。
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ウ．更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
③ 災害死亡保険金および災害高度障害保険金の支払に関する規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の
保険期間とは継続されたものとして取り扱います。

④ この特約の保険料の払込方法（回数）が一時払の場合で、主契約の保険料の払込みが免除されたときは、前①の
規定は適用せず、次のとおり取り扱います。
ア．保険契約者が、この特約の保険期間の満了日までにこの特約の更新の請求を行なったときは、主契約と同時に
この特約の更新を取り扱います。

イ．前ア．の場合、前②イ．およびウ．の規定は適用せず、更新後のこの特約の保険料の払込方法（回数）は一時
払とし、更新日の属する月の末日までに払い込むことを必要とします。この場合、主契約の保険料の払込方法（回
数）に応じた保険料払込みの猶予期間の規定によるほか、第７条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険
料の払込み）（6）の規定を準用します。

ウ．更新後のこの特約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までにこの特約の災害死
亡保険金または災害高度障害保険金の支払事由が生じたときは、第７条（特約の保険期間、保険料払込期間およ
び保険料の払込み）（5）および第８条（猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い）の規定を準用します。

（2）本条（1）のほか、この特約を家計保障定期保険に付加した場合には、次の①および②のとおり取り扱います。
① 第２０条（主契約の内容変更に伴う特約の取扱い）（1）中「主契約の保険金額を減額したとき」とあるのは「主契
約の基準給付金月額を減額したとき」と、「減額後の主契約の保険金額」とあるのは「減額後の主契約の基準給付金
月額をもとに計算した主契約の責任開始期の保険金額」と読み替えます。

② 主契約の保険金支払事由が発生し、保険金の月払給付を行なう場合、この特約はその保険金支払事由の発生時に
消滅したものとみなします。

第26条（終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差配当付総合終身保険、５年ごと利差配当付低解約返戻金型終
身保険または５年ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保険に付加した場合の特則）

（1）この特約を終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差配当付総合終身保険、５年ごと利差配当付低解
約返戻金型終身保険または５年ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保険に付加した場合には、次の①および②の
とおり取り扱います。
① この特約の保険期間中に、保険契約者が主契約に５年ごと利差配当付年金支払移行特約を付加し、年金支払に移
行したときは、次のとおりとします。
ア．主契約の全部について年金支払に移行した場合には、この特約の保険期間は年金支払開始日の前日までとしま
す。この場合、この特約は年金支払開始日の前日に消滅したものとします。

イ．主契約の一部について年金支払に移行した場合、年金支払に移行しない終身保険部分または総合終身保険部分
（注１）が解約その他の事由によって消滅したときは、第１５条（特約の消滅とみなす場合）の規定によるほか、こ
の特約は消滅します。

ウ．主契約の一部について年金支払に移行した場合、年金支払に移行しない終身保険部分の保険金額または総合終
身保険部分（注１）の基本保険金額（注２）に対するこの特約の災害死亡保険金額の割合が当会社所定の限度を
超えることとなるときは、その限度までこの特約の災害死亡保険金額を減額します。

② この特約の保険期間中に、保険契約者が主契約に５年ごと利差配当付介護保障移行特約を付加し、介護保障に移
行したときは、前①中「年金支払」とあるのは「介護保障」と、「年金支払開始日」とあるのは「５年ごと利差配当
付介護保障移行特約の締結日」と読み替えて前①ア．～ウ．の規定を適用します。

（2）本条（1）のほか、この特約を終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差配当付総合終身保険または５
年ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保険に付加した場合には、次の①および②のとおり取り扱います。
① 保険契約者が、主約款に定める保険料の払込完了の特則により保険料の払込みを完了する場合には、次のとおり
とします。
ア．保険契約者は、当会社の定める取扱範囲により、この特約の保険期間を変更することができます。この場合、
責任準備金の差額を授受し、その後の特約保険料を改めます。

イ．この特約の更新日と保険料の払込完了日が同一の場合、第１８条（特約の更新）（2）および（3）中「主契約の保
険料払込期間の満了日」とあるのは「保険料の払込完了日の前日」と読み替えて、第１８条（特約の更新）（1）～
（3）、（6）、（11）および（13）の規定を適用します。
ウ．保険契約者は、保険料の払込完了日以後において払い込むべきこの特約の保険料を、保険料の払込完了日の属
する月の末日までに一括して前納すること、または当会社所定の金額を一時に払い込み、保険料の払込みを完了
することを必要とします。一括して前納した場合には、保険料の払込完了の特則適用前の主契約の保険料の払込
方法（回数）に応じて、主約款に定める保険料の払込み、前納および猶予期間の規定を、払込みを完了した場合
には、主約款に定める保険料の払込完了の規定をそれぞれ準用します。

エ．前ウ．に規定する前納が行われなかった場合には、この特約は、猶予期間が満了した時から将来に向って解約
されたものとします。

② 第４条（特約保険料の払込免除）の規定によるほか、保険契約者が主約款に定める保険料の払込完了の特則によ
り保険料の払込みを完了した場合、保険料の払込完了日以後も、主約款の保険料払込みの免除に関する規定を準用
して、この特約の保険料の払込みを免除します。

（3）本条（1）および（2）のほか、この特約を５年ごと利差配当付総合終身保険または５年ごと利差配当付低解約返戻
金型総合終身保険に付加した場合には、次の①～④のとおり取り扱います。
① 第４条（特約保険料の払込免除）および本条（2）②の規定にかかわらず、この特約の保険料の払込免除について
は、主約款の保険料払込みの免除に関する規定を準用します。

② 第１８条（特約の更新）（12）中「主契約の保険料の払込みが免除されたときは」とあるのは「主契約の保険料の払
込みが免除されている期間中は」と読み替えます。

③ 第２０条（主契約の内容変更に伴う特約の取扱い）（1）中「主契約の保険金額を減額したとき」とあるのは「主契
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約の保険金額等を減額したとき」と、「減額後の主契約の保険金額」とあるのは「減額後の主契約の基本保険金額」
と読み替えます。

④ ５年ごと利差配当付終身介護保障移行特約が主契約に付加して締結されている場合には、次のとおりとします。
ア．第１条（災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払）①中「主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）
の死亡保険金受取人」とあるのは「５年ごと利差配当付終身介護保障移行特約の締結時の主契約の死亡保険金受
取人」と、第１条（災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払）②中「被保険者（保険契約者が法人で、かつ、
主契約の高度障害保険金の受取人が保険契約者である場合には、保険契約者）」とあるのは「被保険者（保険契約
者が法人で、かつ、５年ごと利差配当付終身介護保障移行特約の締結時の主契約の高度障害保険金の受取人が保
険契約者である場合には、保険契約者）」と読み替えます。

イ．第１４条（特約の返戻金）（3）中「主約款の規定によって主契約の保険金を支払う場合」とあるのは「被保険者
が死亡した場合」と読み替えます。

ウ．前イ．の規定にかかわらず、５年ごと利差配当付終身保障移行特約が主契約に付加して締結されている場合に
は、第１４条（特約の返戻金）（2）中「主約款の規定」および第１４条（特約の返戻金）（3）中「主約款の規定」と
あるのは「５年ごと利差配当付終身保障移行特約条項の規定」と読み替えます。

エ．５年ごと利差配当付終身保障移行特約条項の契約者貸付の規定を適用する場合には、この特約の解約返戻金は、
主契約のうち終身保障移行部分の解約返戻金に加えません。

オ．５年ごと利差配当付終身保障移行特約条項の規定による契約者貸付がある場合には、主約款の規定による契約
者貸付がある場合の規定を準用します。

（注１）残存する死亡保障部分または総合終身保険の保障部分をいいます。
（注２）主契約に付加されている他の特約の保険金額等（別表４）を含みます。

第27条（５年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の特則）
この特約を５年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合には、次の①～⑨のとおり取り扱います。
① この特約の保険期間は、第７条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み）の規定にかかわらず、
主契約の年金支払開始日の前日を限度とします。

② 第１条（災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払）①中「主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）の
死亡保険金受取人」とあるのは「主契約の死亡給付金受取人」と、第１条（災害死亡保険金・災害高度障害保険金
の支払）②中「被保険者（保険契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人が保険契約者である場合
には、保険契約者）」とあるのは「被保険者（保険契約者が法人で、かつ、主契約の年金受取人（年金の一部の受取
人である場合を含みます。）および主契約の死亡給付金受取人（死亡給付金の一部の受取人である場合を含みます。）
が保険契約者であるときは、保険契約者）」と読み替えます。

③ 災害高度障害保険金については、主約款に定める死亡給付金支払方法の選択の規定を準用して、一時支払にかえ
て、当会社所定の金額、期間等の範囲内で、すえ置支払または年金支払を選択することができます。

④ 第３条（災害死亡保険金・災害高度障害保険金の請求、支払時期および支払場所）（3）中「主契約の普通保険約
款（以下「主約款」といいます。）に定める保険金」とあるのは「主契約の普通保険約款（以下「主約款」といいま
す。）に定める死亡給付金」と読み替えます。

⑤ 第２０条（主契約の内容変更に伴う特約の取扱い）（1）中「主契約の保険金額」とあるのは「主契約の基本年金額」
と読み替えます。

⑥ 主契約の年金支払開始日を繰り下げた場合、この特約の保険期間は変更せず、そのまま有効に継続します。
⑦ 主契約の基本年金額が主契約の契約内容の変更により減額された場合、主契約の基本年金額に対するこの特約の
保険金額の割合が当会社所定の限度を超えることとなるときは、その限度まで特約保険金額を減額します。この場
合、第２０条（主契約の内容変更に伴う特約の取扱い）（1）の規定を準用して取り扱います。

⑧ 主約款の規定により主契約を払済保険に変更する場合、第２４条（この特約を付加した場合の主契約の取扱いに関
する特則）（1）および（3）中「主契約の解約返戻金」とあるのは「主契約について当会社の定めた方法で計算した
金額」と読み替えます。

⑨ 災害高度障害保険金の請求に必要な書類については、主約款に定める死亡給付金の請求に関する規定を準用しま
す。

第28条（養老保険または５年ごと利差配当付養老保険に付加した場合の特則）
この特約を養老保険または５年ごと利差配当付養老保険に付加した場合には、次の①～③のとおり取り扱います。
① この特約の保険期間の満了日と主契約の保険期間の満了日が同一の場合で、主契約が主約款に定める保険契約の
更新の規定により更新されるときは、保険契約者が特に反対の意思を通知しない限り、この特約は主契約と同時に
更新されます。

② 更新後のこの特約は次のとおりとし、主約款に定める保険契約の更新の規定を準用します。
ア．更新後のこの特約の保険期間は、更新後の主契約の保険期間と同一とします。
イ．更新後のこの特約の保険料の払込方法（回数）は、更新後の主契約の保険料の払込方法（回数）と同一としま
す。

ウ．更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
③ 災害死亡保険金および災害高度障害保険金の支払に関する規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の
保険期間とは継続されたものとして取り扱います。
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項目 提出書類

災害死亡保険金
（1）当会社所定の請求書
（2）不慮の事故であることを証する書類

災害高度障害保険金
（1）当会社所定の請求書
（2）不慮の事故であることを証する書類

（注）当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。

用語 定義

１．急激 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。（慢性、反復性、持続性の強い
ものは該当しません。）

２．偶発 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。（被保険者の故意に
もとづくものは該当しません。）

３．外来 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。（身体の内部的原因によるものは該当しません。）

該当例 非該当例

次のような事故は、表１の定義をすべて満たす場合は、急
激かつ偶発的な外来の事故に該当します。
・交通事故
・不慮の転落・転倒
・不慮の溺水
・窒息

次のような事故は、表１の定義のいずれかを満たさないた
め、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。
・高山病・乗物酔いにおける原因
・飢餓
・過度の運動
・騒音
・処刑

項目 除外する事故

１．疾病の発症等に
おける軽微な外因

疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が悪化した場合にお
ける、その軽微な外因となった事故

２．疾病の診断・治
療上の事故

疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故

３．疾病による障害
の状態にある者の
誤嚥＜誤吸引＞等

疾病による呼吸障害、摂食・嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の胃内容物の誤嚥＜誤吸
引＞もしくは気道閉塞を生じた食物その他の物体の誤嚥＜誤吸引＞（嘔吐物、食物その他の物体の
鼻または口からの侵入による窒息を含みます。）

４．気象条件による
過度の高温

気象条件による過度の高温にさらされる事故（熱中症（日射病・熱射病）の原因となったものをい
います。）

５．接触皮膚炎、食
中毒などの原因と
なった事故

次の症状の原因となった事故
（1）洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎
（2）外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など
（3）細菌性またはウイルス性の食中毒ならびにアレルギー性、食事性または中毒性の胃腸炎および
大腸炎

別表１ 請求書類

別表２ 対象となる不慮の事故

対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします（急激・偶発・外来の定義は表１によるものとし、備
考に事故を例示します。）。ただし、表２の事故は除外します。

表１ 急激・偶発・外来の定義

備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例

表２ 除外する事故
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対象となる高度障害状態 備考

１
両眼の視力を全く永久に失った
もの

（1）視力の測定は、万国式試視力表により、１眼ずつ、きょう正視力について測定し
ます。

（2）「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が０．０２以下になって回復の見込のな
い場合をいいます。

（3）視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。

２
言語またはそしゃくの機能を全
く永久に失ったもの

（1）「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の３つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の４種のうち、３種
以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合

② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、
その回復の見込がない場合

③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
（2）「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取でき
ない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。

３
中枢神経系・精神または胸腹部
臓器に著しい障害を残し、終身
常に介護を必要とするもの

「常に介護を必要とするもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および
衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を必要と
する状態をいいます。

４
両上肢とも、手関節以上で失っ
たかまたはその用を全く永久に
失ったもの

「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったもので
次のいずれかの場合をいいます。
① 上・下肢の完全運動麻ひで回復の見込みのない場合
② 上・下肢においてそれぞれ３大関節（上肢においては肩関節、ひじ関節および
手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節）の完全強直で、回復
の見込のない場合

５
両下肢とも、足関節以上で失っ
たかまたはその用を全く永久に
失ったもの

６

１上肢を手関節以上で失い、か
つ、１下肢を足関節以上で失っ
たかまたはその用を全く永久に
失ったもの

７
１上肢の用を全く永久に失い、
かつ、１下肢を足関節以上で失
ったもの

身体部位の名称は、次の図のとおりとします。

別表３ 対象となる高度障害状態

対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
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分類項目 基本分類表番号

１．コレラ Ａ００

２．腸チフス Ａ０１．０

３．パラチフスＡ Ａ０１．１

４．細菌性赤痢 Ａ０３

５．腸管出血性大腸菌感染症 Ａ０４．３

６．ペスト Ａ２０

７．ジフテリア Ａ３６

８．急性灰白髄炎＜ポリオ＞ Ａ８０

９．ラッサ熱 Ａ９６．２

１０．クリミア・コンゴ＜Crimean-Congo＞出血熱 Ａ９８．０

１１．マールブルグ＜Marburg＞ウイルス病 Ａ９８．３

１２．エボラ＜Ebola＞ウイルス病 Ａ９８．４

１３．痘瘡 Ｂ０３

１４．重症急性呼吸器症候群［SARS］
（ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。）

Ｕ０４

別表４ 対象となる保険金額等

（1）平準定期保険特約の特約保険金額
（2）生存給付金付定期保険特約の特約保険金額
（3）逓減定期保険特約の特約基本保険金額
（4）逓増定期保険特約の特約基本保険金額
（5）収入保障特約の保険金換算額
（6）家計保障定期保険特約の責任開始期の特約保険金額

別表５ 対象となる感染症

対象となる感染症とは、平成６年１０月１２日総務庁告示第７５号に定められた分類項目中の下表に記載のものとし、分類項目
の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ＩＣＤ－１０（２００３年版）準拠」
によるものとします。
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第１条 災害死亡保険金・障害給付金の支払
第２条 災害死亡保険金・障害給付金の支払に関する

補則
第３条 災害死亡保険金・障害給付金の請求、支払時

期および支払場所
第４条 特約保険料の払込免除
第５条 特約の締結
第６条 特約の責任開始期
第７条 特約の保険期間、保険料払込期間および保険

料の払込み
第８条 猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱

い
第９条 特約の失効
第10条 特約の復活
第11条 告知義務および告知義務違反
第12条 重大事由による解除
第13条 特約の解約
第14条 特約の返戻金
第15条 特約の消滅とみなす場合
第16条 災害死亡保険金額の減額

第17条 特約の復旧
第18条 特約の更新
第19条 特約の契約者配当
第20条 主契約の内容変更に伴う特約の取扱い
第21条 管轄裁判所
第22条 契約内容の登録
第23条 主約款の規定の準用
第24条 この特約を付加した場合の主契約の取扱いに

関する特則
第25条 定期保険または家計保障定期保険に付加した

場合の特則
第26条 終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５

年ごと利差配当付総合終身保険、５年ごと利
差配当付低解約返戻金型終身保険または５年
ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保険
に付加した場合の特則

第27条 ５年ごと利差配当付個人年金保険に付加した
場合の特則

第28条 養老保険または５年ごと利差配当付養老保険
に付加した場合の特則

傷害特約条項（本人型）

支払額 災害死亡保険金額

受取人
主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の死亡保険金受取人（主契約の死亡保険金受取人
以外の者には変更することはできません。）

保険金・給付
金を支払う場
合（以下「支払
事由」といいま
す。）

この特約の保険期間中に、被保険者が次のア．またはイ．のいずれかに該当したとき。
ア．この特約の責任開始期（※）以後に発生した不慮の事故（別表２）による傷害を直接の原因
として、その事故の日からその日を含めて１８０日以内に死亡したとき。

イ．この特約の責任開始期（※）以後に発病した感染症（別表６）を直接の原因として死亡した
とき。

支払事由に該
当した場合で
あっても保険
金・給付金を
支払わない場
合（以下「免責
事由」といいま
す。）

次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。
ア．保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
イ．災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失。ただし、その者がその一部の受取人であ
るときは、当会社はその残額をその他の受取人に支払います。

ウ．被保険者の犯罪行為
エ．被保険者の精神障害を原因とする事故
オ．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
カ．被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
キ．被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
ク．地震、噴火または津波
ケ．戦争その他の変乱

傷害特約条項（本人型） 目次

（平成２４年２月２日改定）
（この特約の概要）
この特約は、被保険者が不慮の事故または感染症によって死亡した場合には災害死亡保険金を支払い、また、不慮の事故に

よって身体に障害を受けた場合には、所定の障害給付金を支払うことを主な内容とするものです。

第１条（災害死亡保険金・障害給付金の支払）
この特約において支払う保険金・給付金は、次のとおりです。
① 災害死亡保険金

特

約

傷
害
特
約
条
項（
本
人
型
）
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支払額

ア．被保険者の身体障害の状態が給付割合表（別表３）の１種目のみに該当する場合

災害死亡保険金額 × 給付割合表（別表３）のその該当する
種目に対応する給付割合

イ．被保険者の身体障害の状態が給付割合表（別表３）の２種目以上に該当する場合
その該当する各種目ごと（ただし、身体の同一部位（別表４）に生じた２種目以上の障害に

ついては、そのうち最も上位の種目のみとします。）に前ア．の規定を適用して得られる金額の
合計額
ただし、この特約による障害給付金の支払は、支払割合を通算して１００％をもって限度としま

す。

受取人
被保険者（保険契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人が保険契約者である場合
には、保険契約者）（被保険者または保険契約者以外の者には変更することはできません。）

支払事由
被保険者が、この特約の責任開始期（※）以後に発生した不慮の事故（別表２）による傷害を直接
の原因として、その事故の日からその日を含めて１８０日以内で、かつ、この特約の保険期間中に、給
付割合表（別表３）に定めるいずれかの身体障害の状態に該当したとき。

免責事由

次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。
ア．保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
イ．被保険者の犯罪行為
ウ．被保険者の精神障害を原因とする事故
エ．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
オ．被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
カ．被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
キ．地震、噴火または津波
ク．戦争その他の変乱

② 障害給付金

（※）復活または復旧の取扱いが行なわれた場合は、復活または復旧における責任開始期とし、複数回復活または復
旧の取扱いが行なわれた場合は、最後の復活または復旧における責任開始期とします。

第２条（災害死亡保険金・障害給付金の支払に関する補則）
（1）次の①～③のいずれかに該当する場合には、当会社は、被保険者がこの特約の責任開始期（注１）前に発生した不
慮の事故（別表２）によって被った傷害または発病した感染症（別表６）（以下、本（1）において「責任開始期前の
傷害等」といいます。）を、この特約の責任開始期（注１）以後に生じたものとみなして前条の規定を適用します。
① この特約の締結、復活または復旧の際、告知等により当会社が責任開始期前の傷害等について知っていた場合、
または過失により知らなかった場合（責任開始期前の傷害等について、保険契約者または被保険者から告知されな
かったことにより、当会社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。）

② この特約の締結、復活または復旧の際、責任開始期前の傷害等について、保険媒介者（注２）が保険契約者また
は被保険者に対し、告知をすることを妨げた場合、告知しないことを勧めた場合、または事実でないことを告げる
ことを勧めた場合

③ 責任開始期前の傷害等について、次のア．およびイ．を満たし、かつ、責任開始期（注１）前に、被保険者の身
体に生じた症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場合
ア．責任開始期（注１）前に、被保険者が医師の診察を受けたことがない。
イ．責任開始期（注１）前に、被保険者が健康診断（定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾
患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。）による異常の指摘を受けた
ことがない。

（2）当会社は、前条①の規定によって災害死亡保険金を支払う場合に、前条②に規定する障害給付金について、次の①
または②のいずれかに該当する事実があるときは、被保険者について定められた災害死亡保険金額にその該当する障
害給付金の給付割合を乗じて得られる金額の合計額を、その災害死亡保険金から差し引きます。
① 被保険者について、災害死亡保険金の支払原因となった不慮の事故（別表２）と同一の不慮の事故による障害給
付金を既に支払っているとき。

② 被保険者について、災害死亡保険金の支払原因となった不慮の事故（別表２）と同一の不慮の事故による障害給
付金の支払請求を受け、まだ支払っていないとき。

（3）前条①の規定によって災害死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に、被保険者について、災害死亡保険金
の支払原因となった不慮の事故（別表２）と同一の不慮の事故による障害給付金の請求を受けても、当会社は、これ
を支払いません。

（4）この特約が更新されない場合において、次の①～③のすべてに該当する場合には、この特約の保険期間の満了時に
身体障害の状態に該当したものとみなして前条②の規定を適用します。
① 被保険者がこの特約の保険期間中（注３）に、回復の見込みの有無を除いては身体障害の状態に該当し、満了後
も引き続きその状態が継続したこと。

② この特約の保険期間の満了時にその回復の可能性が少しでもあるか、あるいは回復の可能性の有無の判断ができ
ないこと。

③ この特約の保険期間の満了後にその回復の見込みがないことが明らかになって身体障害の状態に該当したこと。
（5）前条②「支払額」の適用にあたっては、既に給付割合表（別表３）に該当する身体障害のあった身体の同一部位
（別表４）に生じた身体障害については、既にあった身体障害（本（5）において「前障害」といいます。）を含めた新
たな身体障害の状態が該当する最も上位の種目に対応する給付割合から、その前障害の状態に対応する給付割合（２
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特約の付加と承諾の時期
特約上の責任が開始される時

（責任開始期）

① 主契約締結の際、この特約を主契約に付加する場合 主契約の責任開始期と同一

②
主契約の契約日後、この特約を主契約に付加する場合
で、当会社が保険契約者からの特約付加の申込を承諾
した場合

当会社所定の保険料および精算額を当会社が受け取った
時または告知の時のいずれか遅い時

種目以上に該当する場合には、最も上位の種目に対応する給付割合）を差し引いて得られる割合を、その身体障害に
ついての給付割合とします。

（6）被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により死亡し、または身体障害の状態（別表３）に該当した
被保険者の数の増加について、当会社が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、
その程度に応じ、災害死亡保険金または障害給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。

（注１）復活または復旧の取扱いが行われた場合は、復活または復旧における責任開始期とし、複数回復活または復旧の
取扱いが行われた場合は、最後の復活または復旧における責任開始期とします。

（注２）当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。
（注３）事故の日からその日を含めて１８０日以内であることを必要とします。

第３条（災害死亡保険金・障害給付金の請求、支払時期および支払場所）
（1）災害死亡保険金または障害給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその受取人は、すみやかに当会社
に通知してください。

（2）災害死亡保険金または障害給付金の支払事由が生じたときは、その受取人は、当会社に、請求に必要な書類（別表
１）を提出して、災害死亡保険金または障害給付金を請求してください。

（3）主契約の普通保険約款（以下「主約款」といいます。）に定める保険金、年金の支払時期および支払場所に関する規
定は、この特約による災害死亡保険金および障害給付金の支払の場合に準用します。

第４条（特約保険料の払込免除）
（1）主約款の規定によって、主契約の保険料払込みが免除された場合には、同時にこの特約の保険料払込みを免除しま
す。

（2）本条（1）のほか、次の①または②の場合にも主約款の保険料払込みの免除に関する規定を準用して、この特約の保
険料の払込みを免除します。
① 主契約の保険料の払込方法（回数）が一時払のとき。
② この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合で、主契約の保険料払込期間経過後のとき。

（3）この特約の保険料の払込方法（回数）が一時払の場合には、本条（1）および（2）の規定は適用しません。

第５条（特約の締結）
保険契約者は、主契約の契約日以後、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結

することができます。

第６条（特約の責任開始期）
（1）この特約の責任開始期は、下表のとおりとし、「特約上の責任が開始される時（責任開始期）」からこの特約上の責
任を負います。

（2）この特約に関する保険証券の交付については、主約款または他の特約条項の規定によります。

第７条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み）
（1）この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間の満了する日を限度とし、当会社所定の範囲内で
定めます。

（2）この特約（特約保険料の払込方法（回数）が一時払の場合を除きます。以下本条において同じ。）の保険料は、主契
約の保険料とともに払い込むことを必要とします。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。

（3）本条（2）の規定にかかわらず、主契約の保険料の払込方法（回数）が一時払の場合には、この特約の保険料は、一
括して前納することを必要とします。

（4）この特約が保険料払込期間中に消滅したときまたはこの特約の保険料の払込みが免除されたときのこの特約の未経
過部分の保険料（以下「未経過保険料」といいます。）の取扱いについては、主約款の規定を準用します。ただし、主
約款に未経過保険料の取扱いに関する規定がない場合には、この特約の未経過保険料の支払いはありません。

（5）本条（2）に定めるこの特約の保険料が払い込まれないまま、主約款の保険料の払込みに関する規定に定める契約応
当日（注）以後その日の属する月の末日までにこの特約による災害死亡保険金または障害給付金の支払事由が生じた
場合には、当会社は、その支払うべき金額から、未払込保険料を差し引きます。ただし、障害給付金が未払込保険料
に不足する場合には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。

（6）本条（5）ただし書きに定める場合において、未払込保険料の払込みについては、保険契約者は、主約款に定める保
険料払込みの猶予期間の満了する時までに、未払込保険料を払い込むことを必要とします。この未払込保険料が払い
込まれない場合には、当会社は、支払事由の発生により支払うべき障害給付金を支払いません。

（7）主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主約款に定める保険料
払込みの猶予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとします。

（8）この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合には、主契約の保険料払込期間経過後におい
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て払い込むべきこの特約の保険料は、主契約の保険料の払込方法（回数）にかかわらず年払保険料とし、主契約の保
険料払込期間の満了日の属する月の末日までに一括して前納することを必要とします。

（9）本条（8）の場合には、主約款に定める保険料の払込み、前納および猶予期間の規定を準用します。
（10）本条（8）に規定する前納が行なわれなかった場合には、この特約は、主契約の保険料払込期間が満了した時に解
約されたものとします。

（注）月払契約の場合は月単位、半年払契約の場合は半年単位、年払契約の場合は年単位の契約応当日とします。

第８条（猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い）
（1）保険料払込みの猶予期間中に、この特約による災害死亡保険金または障害給付金の支払事由が発生した場合には、
当会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。

（2）障害給付金が本条（1）の未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、主約款に定める保険料払込みの猶予期間
の満了する時までに、未払込保険料を払い込むことを必要とします。この未払込保険料が払い込まれない場合には、
当会社は、支払事由の発生により支払うべき障害給付金を支払いません。

第９条（特約の失効）
主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向って効力を失います。

第10条（特約の復活）
（1）主契約の復活請求の際には、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
（2）当会社は、本条（1）の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、
この特約の復活の取扱いをします。

第11条（告知義務および告知義務違反）
この特約の締結、復活または復旧に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務および告知

義務違反に関する規定を準用します。

第12条（重大事由による解除）
（1）当会社は次の①～⑥のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の給付金（注１）を詐取する目的または他人に詐取させ
る目的で、事故招致（未遂を含みます。）をした場合

② 保険契約者または被保険者が、当会社にこの特約の保険料払込免除をさせる目的で、事故招致（未遂を含みます。）
をした場合

③ この特約の給付金（注１）の請求に関し、給付金（注１）の受取人に詐欺行為（未遂を含みます。）があった場合
④ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等（注１）の合計額が著しく過大であって、保険制
度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

⑤ 保険契約者、被保険者または給付金（注１）の受取人が、次のア．～オ．のいずれかに該当する場合
ア．暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団
関係企業その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当すると認められるとき。

イ．反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
ウ．反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき。
エ．保険契約者または給付金（注１）の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはそ
の法人の経営に実質的に関与していると認められるとき。

オ．その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 次のア．またはイ．に該当する等により、当会社の保険契約者、被保険者または給付金（注１）の受取人に対す
る信頼を損ない、この特約の存続を困難とする前①～⑤に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
ア．主契約が重大事由によって解除されたとき。
イ．保険契約者、被保険者または給付金の受取人（注１）が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約
が重大事由により解除されたとき。

（2）給付金（注１）の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた後でも、当会社は、本条（1）の規定によってこ
の特約を解除することができます。この場合には、本条（1）①～⑥に定める事由の発生時以降に生じた支払事由によ
る給付金（注１）および保険料払込みの免除は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 給付金（注１）（注２）は支払いません。また、既に給付金（注１）（注２）を支払っていたときは、給付金（注
１）（注２）の返還を請求します。

② 保険料の払込みは免除しません。また、既に保険料の払込みを免除していたときは、その保険料の払込みはなか
ったものとします。

（3）本条の規定によってこの特約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約
者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当
会社は、被保険者または給付金（注１）の受取人に通知します。

（4）本条の規定によってこの特約を解除したときは、当会社は、解約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険
契約者に支払います。

（5）本条（4）の規定にかかわらず、本条（1）⑤の規定によって保険契約を解除した場合で、災害死亡保険金の一部の
受取人に対して本条（2）①の規定を適用し災害死亡保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない災害死
亡保険金に対応する部分については本条（4）の規定を適用し、その部分の解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に
支払います。
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（注１）災害死亡保険金を含みます。また、本条（1）④の給付金額等には、保険種類および給付金の名称がいかなる場
合であっても他の保険契約の給付金等を含みます。

（注２）本条（1）⑤のみに該当した場合で、本条（1）⑤ア．～オ．に該当した者が災害死亡保険金の受取人のみであり、
かつ、その災害死亡保険金の受取人が災害死亡保険金の一部の受取人であるときは、災害死亡保険金のうち、その
受取人に支払われるべき災害死亡保険金をいいます。

第13条（特約の解約）
保険契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。

第14条（特約の返戻金）
（1）この特約が解約または解除されたときは、当会社は、当会社の定めた方法で計算した解約返戻金を保険契約者に払
い戻します。ただし、主約款の規定による保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この特約の解約返戻金
をそれらの元利金の返済にあてます。

（2）この特約が次条①の規定によって消滅したときは、本条（1）と同様に取り扱います。ただし、主約款の規定によっ
て主契約の責任準備金を払い戻す場合には、この特約の責任準備金を主約款の規定に準じて払い戻します。

（3）本条（2）の規定にかかわらず、主約款の規定によって主契約の保険金を支払う場合および主契約の責任準備金その
他の返戻金の払戻がない場合には、この特約の責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。

（4）この特約の解約返戻金額は、主契約の解約返戻金額とあわせて保険証券に例示します。
（5）主約款の契約者貸付の規定を適用する場合には、この特約の解約返戻金は、主契約の解約返戻金に加えません。

第15条（特約の消滅とみなす場合）
次の①または②の場合には、この特約は消滅したものとみなします。
① 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。
② 主契約が延長定期保険または払済保険に変更されたとき。

第16条（災害死亡保険金額の減額）
（1）保険契約者は、災害死亡保険金額を減額することができます。ただし、減額後のその災害死亡保険金額は、当会社
の定める範囲内であることを必要とします。

（2）本条（1）の規定によって、災害死亡保険金額が減額された場合には、減額分は、解約されたものとして取り扱いま
す。

第17条（特約の復旧）
（1）延長定期保険または払済保険に変更された主契約について元の保険契約への復旧の請求があった場合には、第１５条
（特約の消滅とみなす場合）②の規定によって消滅したこの特約も同時に復旧の請求があったものとします。

（2）当会社が本条（1）の規定によって請求された復旧を承諾した場合には、主約款の復旧の規定を準用して、この特約
の復旧の取扱いをします。

第18条（特約の更新）
（1）この特約の保険期間が満了する場合、この特約は、保険期間の満了日の翌日に更新して継続されるものとし、この
日を更新日とします。ただし、保険契約者がその満了日の２か月前までにこの特約を継続しない旨を当会社に通知し
た場合には更新しません。

（2）本条（1）の規定にかかわらず、次の①～③のいずれかに該当する場合は、当会社は、本条（1）の更新を取り扱い
ません。
① この特約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が当会社の定める範囲を超えるとき。
② この特約の保険期間の満了日が主契約の保険料払込期間の満了日を超えているとき。
③ 主契約の保険料の払込方法（回数）が一時払のとき。

（3）更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同一とします。ただし、次の①または②のいずれ
かに該当する場合は、更新後のこの特約の保険期間を当会社所定の保険期間に変更することがあります。
① 更新後のこの特約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が当会社の定める範囲を超えるとき。
② 更新後のこの特約の保険期間の満了日が主契約の保険料払込期間の満了日を超えるとき。

（4）本条（3）のほか、この特約は、当会社の定める取扱方法により、保険期間を変更して更新することがあります。
（5）更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
（6）更新されたこの特約の保険期間は更新日からその日を含めて計算するものとし、更新後のこの特約の保険料は、更
新日現在の被保険者の年齢によって計算します。

（7）更新後のこの特約の保険料の払込方法（回数）は、主契約の保険料の払込方法（回数）（注）と同一とし、更新後の
この特約の第１回保険料は、更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを必要としま
す。この場合、主契約の保険料の払込方法（回数）に応じた保険料払込みの猶予期間の規定によるほか第７条（特約
の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み）（7）の規定を準用します。

（8）更新後のこの特約の第１回保険料および同時に払い込むべき主契約の保険料が猶予期間中に払い込まれない場合に
は、主約款に定める保険料の振替貸付の規定を準用します。

（9）更新後のこの特約の第１回保険料および同時に払い込むべき主契約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶
予期間の満了する日までに次の①～③のいずれかに該当した場合には、第７条（特約の保険期間、保険料払込期間お
よび保険料の払込み）（5）および第８条（猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い）の規定を準用します。
① この特約の災害死亡保険金または障害給付金の支払事由が生じたとき。
② 主契約の保険料払込みの免除事由が生じたとき。
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③ 主契約に付加されている特約の保険金または給付金の支払事由が生じたとき。
（10）本条（7）～（9）の規定にかかわらず、主契約の保険料払込期間の満了日の翌日に更新する場合には、次の①お
よび②のとおりとします。
① 主契約の保険料払込期間の満了後において払い込むべきこの特約の保険料は、主契約の保険料の払込方法（回数）
にかかわらず年払保険料とし、更新日の属する月の末日までに一括して前納することを必要とします。この場合、
主約款に定める保険料の払込み、前納および猶予期間の規定ならびに本条（9）の規定を準用します。

② 更新日以後、猶予期間の満了する日までに、前①に定めるこの特約の保険料が払い込まれなかったときは、この
特約の更新はなかったものとし、この特約は更新前のこの特約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとし
ます。

（11）この特約が更新された場合には、その旨を保険契約者に通知し、次の①および②によって取り扱います。
① 更新後のこの特約には更新時の特約条項および保険料率が適用されます。
② 次の規定に関しては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間とは継続されたものとします。
ア．第１条（災害死亡保険金・障害給付金の支払）
イ．第２条（災害死亡保険金・障害給付金の支払に関する補則）
ウ．第１１条（告知義務および告知義務違反）

（12）この特約の保険料の払込方法（回数）が一時払の場合で、主契約の保険料の払込みが免除されたときは、本条（1）
の規定は適用せず、次の①、②のとおり取り扱います。
① 保険契約者が、この特約の保険期間の満了日までにこの特約の更新の請求を行なったときは、この特約の更新を
取り扱います。

② 前①の場合、この特約の保険期間の満了日の翌日を更新日とし、本条（2）～（4）、（6）および（11）の規定に
よるほか、次のとおりとします。
ア．本条（5）、（7）および（8）の規定は適用せず、更新後のこの特約の保険料の払込方法（回数）は一時払とし、
更新日の属する月の末日までに払い込むことを必要とします。この場合、主契約の保険料の払込方法（回数）に
応じた保険料払込みの猶予期間の規定によるほか、第７条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払
込み）（7）の規定を準用します。

イ．更新後のこの特約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までにこの特約の災害死
亡保険金または障害給付金の支払事由が生じたときは、本条（9）の規定は適用せず、第７条（特約の保険期間、
保険料払込期間および保険料の払込み）（5）および第８条（猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い）の
規定を準用します。

ウ．主契約の保険料払込期間の満了日の翌日に更新する場合には、本条（10）および前ア．、イ．の規定を適用せ
ず、次のとおりとします。
（ア）主契約の保険料払込期間の満了後において払い込むべきこの特約の保険料は、一時払保険料とし、更新日の
属する月の末日までに払い込むことを必要とします。この場合、主約款に定める年払契約の保険料の払込みの
猶予期間の規定によるほか、第７条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み）（5）および第
８条（猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い）の規定を準用します。

（イ）更新日以後、猶予期間の満了する日までに、前（ア）に定めるこの特約の保険料が払い込まれなかったとき
は、この特約の更新はなかったものとし、この特約は更新前のこの特約の保険期間満了時にさかのぼって消滅
するものとします。

（13）更新時に当会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、当会社所定の特約により更新されることがあります。

（注）主契約が一時払保険部分と分割払保険部分から構成されている場合は、分割払保険部分の保険料の払込方法（回数）
とします。

第19条（特約の契約者配当）
この特約に対しては、契約者配当はありません。

第20条（主契約の内容変更に伴う特約の取扱い）
（1）主契約の保険金額を減額したとき（注１）に、減額後の主契約の保険金額（注２）に対するこの特約の災害死亡保
険金額の割合が、当会社所定の限度を超えることとなるときは、その限度までこの特約の災害死亡保険金額を減額し
ます。

（2）本条（1）の規定によって、災害死亡保険金額が減額された場合には、減額分は、解約されたものとします。
（3）主契約の保険期間を短縮した場合、この特約の保険期間が、主契約の保険期間の満了日を超えることとなるときは、
主契約の保険期間に合わせてこの特約の保険期間を変更します。ただし、変更後のこの特約の保険期間が、当会社の
定める保険期間に満たないときは、この特約は解約されたものとします。

（4）主契約の保険料払込期間を変更した場合、この特約の保険料払込期間を変更することがあります。ただし、変更後
のこの特約の保険料払込期間が、当会社の定める保険料払込期間に満たないときは、この特約は解約されたものとし
ます。

（5）本条（3）または（4）の規定により、この特約の保険期間または保険料払込期間が変更された場合には、責任準備
金（注３）の差額を授受し、その後の特約保険料を改めます。この場合、主約款の規定による保険料の振替貸付また
は契約者貸付があるときは、返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。

（6）主契約の保険期間を延長した場合、この特約の保険期間は延長せず、そのまま有効に継続します。

（注１）主契約に平準定期保険特約、逓減定期保険特約、逓増定期保険特約、生存給付金付定期保険特約、収入保障特約
または家計保障定期保険特約が付加されている場合には、それらの特約が消滅したときまたはそれらの特約保険金
額、特約基本保険金額、特約基本年金月額もしくは特約基準給付金月額が減額されたときを含みます。
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読替前 読替後

被保険者 被共済者

保険契約 共済契約

死亡保険金 死亡共済金

災害死亡保険金 災害死亡共済金

保険金額 共済金額

高度障害保険金 後遺障害共済金

（注２）主契約に付加されている他の特約の保険金額等（別表５）を含みます。
（注３）主約款に未経過保険料の取扱いに関する規定があるときは、この特約の未経過保険料を加えます。

第21条（管轄裁判所）
この特約における災害死亡保険金、障害給付金または保険料払込みの免除の請求に関する訴訟については、主約款の

管轄裁判所の規定を準用します。

第22条（契約内容の登録）
（1）当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を社団法人生命保険協会（以下本条において「協会」
といいます。）に登録します。
① 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所（市、区、郡までとします。）
② 災害死亡保険金の金額
③ 契約日（注１）
④ 当会社名

（2）本条（1）の登録の期間は、契約日（注１）から５年（注２）以内とします。
（3）協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会（以下本条において「各生命保険会社等」といいま
す。）は、本条（1）の規定により登録された被保険者について、保険契約（注３）の申込（注４）を受けたときまた
は更新日において被保険者が満１５歳未満の場合に保険契約（注３）が更新されるときは、協会に対して本条（1）の規
定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受ける
ものとします。

（4）各生命保険会社等は、本条（2）の登録の期間中に保険契約（注３）の申込（注４）があった場合、本条（3）によ
って連絡された内容を保険契約（注３）の承諾（注５）の判断の参考とすることができるものとします。

（5）各生命保険会社等は、契約日（注６）から５年（注２）以内に保険契約（注３）について死亡保険金、災害死亡保
険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して本条（1）の規定により登録された内容について照会
し、その結果を死亡保険金、災害死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとし
ます。

（6）各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾（注５）の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものと
します。

（7）協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
（8）保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。
また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。

（9）本条（3）～（5）および（注２）～（注６）中の下表「読替前」欄に記載の字句は、農業協同組合法に基づく共済
契約においては、それぞれ「読替後」欄に記載の字句に読み替えます。

（注１）復活または復旧の取扱いが行なわれた場合は、復活または復旧の日とし、複数回復活または復旧の取扱いが行わ
れた場合には、最後の復活または復旧の日とします。また、主契約の契約日後付加した場合は、この特約の付加の
日とします。

（注２）契約日（注１）において被保険者が１５歳未満の場合は、「５年」または「被保険者が満１５歳に達する日までの期
間」のうちいずれか長い期間とします。

（注３）死亡保険金または災害死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特
約を含みます。

（注４）復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。
（注５）復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。
（注６）復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の取扱いが行なわれた場合は、各々の復活、復旧、保険金額

の増額または特約中途付加の日とし、複数回各々の取扱いが行なわれた場合には、最後の復活、復旧、保険金額の
増額または特約の中途付加の日とします。

第23条（主約款の規定の準用）
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

第24条（この特約を付加した場合の主契約の取扱いに関する特則）
（1）次の①および②について主約款の規定を適用する場合には、この特約の解約返戻金を、主契約の解約返戻金に加え
て取り扱います。
① 保険料の振替貸付
② 延長定期保険または払済保険への変更

（2）本条（1）①の保険料の振替貸付は、主契約の保険料と、特約保険料の払込方法（回数）が一時払を除くこの特約
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（更新後のこの特約を含みます。）の保険料との合計額について行なうものとします。
（3）第７条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み）（4）の規定により当会社が支払うべき未経過保
険料があるときは、次のとおり本条（1）の規定を適用します。
① 本条（1）①の場合は、この特約の未経過保険料を主契約の解約返戻金に加えて取り扱います。
② 本条（1）②の場合は、第７条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み）（4）の規定にかかわら
ず、当会社はこの特約の未経過保険料を支払わず、その金額を主契約の解約返戻金に加えて取り扱います。

第25条（定期保険または家計保障定期保険に付加した場合の特則）
（1）この特約を定期保険または家計保障定期保険に付加した場合には、次の①～④のとおり取り扱います。
① この特約の保険期間の満了日と主契約の保険期間の満了日が同一の場合で、主契約が主約款に定める保険契約の
更新の規定により更新されるときは、保険契約者が特に反対の意思を通知しない限り、この特約は主契約と同時に
更新されます。

② 更新後のこの特約は次のとおりとし、主約款に定める保険契約の更新の規定を準用します。
ア．更新後のこの特約の保険期間は、更新後の主契約の保険期間と同一とします。
イ．更新後のこの特約の保険料の払込方法（回数）は、更新後の主契約の保険料の払込方法（回数）と同一としま
す。

ウ．更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
③ 災害死亡保険金および障害給付金の支払に関する規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間
とは継続されたものとして取り扱います。

④ この特約の保険料の払込方法（回数）が一時払の場合で、主契約の保険料の払込みが免除されたときは、前①の
規定は適用せず、次のとおり取り扱います。
ア．保険契約者が、この特約の保険期間の満了日までにこの特約の更新の請求を行なったときは、主契約と同時に
この特約の更新を取り扱います。

イ．前ア．の場合、前②イ．およびウ．の規定は適用せず、更新後のこの特約の保険料の払込方法（回数）は一時
払とし、更新日の属する月の末日までに払い込むことを必要とします。この場合、主契約の保険料の払込方法（回
数）に応じた保険料払込みの猶予期間の規定によるほか、第７条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険
料の払込み）（7）の規定を準用します。

ウ．更新後のこの特約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までにこの特約の災害死
亡保険金または障害給付金の支払事由が生じたときは、第７条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料
の払込み）（5）および第８条（猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い）の規定を準用します。

（2）本条（1）のほか、この特約を家計保障定期保険に付加した場合には、次の①および②のとおり取り扱います。
① 第２０条（主契約の内容変更に伴う特約の取扱い）（1）中「主契約の保険金額を減額したとき」とあるのは「主契
約の基準給付金月額を減額したとき」と、「減額後の主契約の保険金額」とあるのは「減額後の主契約の基準給付金
月額をもとに計算した主契約の責任開始期の保険金額」と読み替えます。

② 主契約の保険金支払事由が発生し、保険金の月払給付を行なう場合、この特約はその保険金支払事由の発生時に
消滅したものとみなします。

第26条（終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差配当付総合終身保険、５年ごと利差配当付低解約返戻金型終
身保険または５年ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保険に付加した場合の特則）

（1）この特約を終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差配当付総合終身保険、５年ごと利差配当付低解
約返戻金型終身保険または５年ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保険に付加した場合には、次の①～⑤のとお
り取り扱います。
① 保険契約者が、主契約に５年ごと利差配当付年金支払移行特約を付加し、主契約の全部について年金支払に移行
した場合には、次のとおりとします。
ア．年金支払移行部分の年金の種類が確定年金のみのときは、この特約の保険期間は主契約の保険期間の満了日を
限度とします。

イ．前ア．により、この特約の保険期間が変更された場合、責任準備金の差額を授受し、その後の特約保険料を改
めます。

ウ．第１条（災害死亡保険金・障害給付金の支払）①中「主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の死亡
保険金受取人」とあるのは「保険契約者」と、第１条（災害死亡保険金・障害給付金の支払）②中「被保険者（保
険契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人が保険契約者である場合には、保険契約者）」とある
のは「被保険者（保険契約者が法人で、かつ、年金支払開始日前の主契約の高度障害保険金の受取人が保険契約
者である場合には、保険契約者）」と読み替えます。

② 保険契約者が、主契約に５年ごと利差配当付年金支払移行特約を付加し、主契約の一部について年金支払に移行
した場合で、年金支払に移行しない終身保険部分または総合終身保険部分（残存する死亡保障部分または総合終身
保険の保障部分をいいます。以下同じ。）が消滅したときは、次のとおりとします。
ア．年金支払移行部分の年金の種類が確定年金のみのときは、前①ア．およびイ．の規定を適用します。ただし、
主契約に５年ごと利差配当付介護保障移行特約が付加されている場合を除きます。

イ．第１条（災害死亡保険金・障害給付金の支払）①中「主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の死亡
保険金受取人」とあるのは「保険契約者」と、第１条（災害死亡保険金・障害給付金の支払）②中「被保険者（保
険契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人が保険契約者である場合には、保険契約者）」とある
のは「被保険者（保険契約者が法人で、かつ、年金支払に移行しない終身保険部分または総合終身保険部分の消
滅時の高度障害保険金の受取人が保険契約者である場合には、保険契約者）」と読み替えます。ただし、主契約に
５年ごと利差配当付介護保障移行特約が付加されている場合を除きます。

③ 保険契約者が、主契約に５年ごと利差配当付介護保障移行特約を付加し、介護保障に移行した場合には、第１条
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（災害死亡保険金・障害給付金の支払）②中「被保険者（保険契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受
取人が保険契約者である場合には、保険契約者）」とあるのは「被保険者（保険契約者が法人で、かつ、死亡給付金
の受取人が保険契約者である場合には、保険契約者）」と読み替えます。

④ 次のア．またはイ．の場合には、第１４条（特約の返戻金）（3）中「主約款の規定によって主契約の保険金を支払
う場合」とあるのは「主契約の被保険者が死亡した場合」と読み替えます。
ア．主契約の全部について、５年ごと利差配当付年金支払移行特約条項または５年ごと利差配当付介護保障移行特
約条項を適用したとき。

イ．主契約の一部について、５年ごと利差配当付年金支払移行特約条項または５年ごと利差配当付介護保障移行特
約条項を適用した場合で、これらを適用しない終身保険部分または総合終身保険部分（残存する死亡保障部分ま
たは総合終身保険の保障部分をいいます。）が消滅したとき。

⑤ 第４条（特約保険料の払込免除）の規定によるほか、保険契約者が、主契約に５年ごと利差配当付年金支払移行
特約または５年ごと利差配当付介護保障移行特約を付加した場合で、年金支払開始日以後の場合にも主約款の保険
料払込みの免除に関する規定を準用して、この特約の保険料の払込みを免除します。

（2）本条（1）のほか、この特約を終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差配当付総合終身保険または５
年ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保険に付加した場合には、次の①および②のとおり取り扱います。
① 保険契約者が、主約款に定める保険料の払込完了の特則により保険料の払込みを完了する場合には、次のとおり
とします。
ア．保険契約者は、当会社の定める取扱範囲により、この特約の保険期間を変更することができます。この場合、
責任準備金の差額を授受し、その後の特約保険料を改めます。

イ．この特約の更新日と保険料の払込完了日が同一の場合、第１８条（特約の更新）（2）および（3）中「主契約の保
険料払込期間の満了日」とあるのは「保険料の払込完了日の前日」と読み替えて、第１８条（特約の更新）（1）～
（3）、（6）、（11）および（13）の規定を適用します。
ウ．保険契約者は、保険料の払込完了日以後において払い込むべきこの特約の保険料を、保険料の払込完了日の属
する月の末日までに一括して前納すること、または当会社所定の金額を一時に払い込み、保険料の払込みを完了
することを必要とします。一括して前納した場合には、保険料の払込完了の特則適用前の主契約の保険料の払込
方法（回数）に応じて、主約款に定める保険料の払込み、前納および猶予期間の規定を、払込みを完了した場合
には、主約款に定める保険料の払込完了の規定をそれぞれ準用します。

エ．前ウ．に規定する前納が行われなかった場合には、この特約は、猶予期間が満了した時から将来に向って解約
されたものとします。

② 第４条（特約保険料の払込免除）の規定によるほか、保険契約者が、主約款に定める保険料の払込完了の特則に
より保険料の払込みを完了した場合で、保険料の払込完了日以後の場合にも主約款の保険料払込みの免除に関する
規定を準用して、この特約の保険料の払込みを免除します。

（3）本条（1）および（2）のほか、この特約を５年ごと利差配当付総合終身保険または５年ごと利差配当付低解約返戻
金型総合終身保険に付加した場合には、次の①～④のとおり取り扱います。
① 第４条（特約保険料の払込免除）および本条（1）⑤の規定にかかわらず、この特約の保険料の払込免除について
は、主約款の保険料払込みの免除に関する規定を準用します。

② 第１８条（特約の更新）（12）中「主契約の保険料の払込みが免除されたときは」とあるのは「主契約の保険料の払
込みが免除されている期間中は」と読み替えます。

③ 第２０条（主契約の内容変更に伴う特約の取扱い）（1）中「主契約の保険金額を減額したとき」とあるのは「主契
約の保険金額等を減額したとき」と、「減額後の主契約の保険金額」とあるのは「減額後の主契約の基本保険金額」
と読み替えます。

④ ５年ごと利差配当付終身介護保障移行特約が主契約に付加して締結されている場合には、次のとおりとします。
ア．第１条（災害死亡保険金・障害給付金の支払）①中「主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）の死亡保
険金受取人」とあるのは「５年ごと利差配当付終身介護保障移行特約の締結時の主契約の死亡保険金受取人」と、
第１条（災害死亡保険金・障害給付金の支払）②中「被保険者（保険契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害
保険金の受取人が保険契約者である場合には、保険契約者）」とあるのは「被保険者（保険契約者が法人で、かつ、
５年ごと利差配当付終身介護保障移行特約の締結時の主契約の高度障害保険金の受取人が保険契約者である場合
には、保険契約者）」と読み替えます。

イ．第１４条（特約の返戻金）（3）中「主約款の規定によって主契約の保険金を支払う場合」とあるのは「主契約の
被保険者が死亡した場合」と読み替えます。

ウ．前イ．の規定にかかわらず、５年ごと利差配当付終身保障移行特約が主契約に付加して締結されている場合に
は、第１４条（特約の返戻金）（2）および（3）中「主約款の規定」とあるのは「５年ごと利差配当付終身保障移行
特約条項の規定」と読み替えます。

エ．５年ごと利差配当付終身保障移行特約条項の契約者貸付の規定を適用する場合には、この特約の解約返戻金は、
主契約のうち終身保障移行部分の解約返戻金に加えません。

オ．５年ごと利差配当付終身保障移行特約条項の規定による契約者貸付がある場合には、主約款の規定による契約者
貸付がある場合の規定を準用します。

第27条（５年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の特則）
この特約を５年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合には、次の①～⑧のとおり取り扱います。
① 主契約の年金の種類もしくは年金支払期間の変更または年金支払開始日の繰下げが行なわれた場合には、この特
約の保険期間が変更されることがあります。

② 前①により、この特約の保険期間が変更された場合、責任準備金（注１）の差額を授受し、その後の特約保険料
を改めます。

③ 第１条（災害死亡保険金・障害給付金の支払）①中「主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の死亡保
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険金受取人」とあるのは、主契約の年金支払開始日前においては「主契約の死亡給付金受取人」、年金支払開始日以
後においては「主契約の年金受取人（年金受取人が被保険者のときはその法定相続人）」と読み替えます。

④ この特約の災害死亡保険金については、主約款に定める死亡給付金支払方法の選択の規定を準用して、一時支払
にかえて、当会社所定の金額、期間等の範囲内で、すえ置支払または年金支払を選択することができます。

⑤ 主契約の基本年金額を減額したとき（注２）に、主契約の被保険者について定められた災害死亡保険金額が当会
社所定の限度を超えることとなるときは、その限度の額までその災害死亡保険金額が減額されます。この場合、減
額分は解約されたものとして取り扱います。

⑥ 主約款に定める契約者貸付の規定の適用により、主契約の基本年金額が新たに定められたときは、前⑤の規定を
準用して取り扱います。

⑦ 保険契約者が法人で、かつ、次のア．またはイ．に該当するときは、第１条（災害死亡保険金・障害給付金の支
払）②の規定にかかわらず、障害給付金の受取人は、保険契約者とします。
ア．主契約の年金支払開始日前においては、主契約の年金受取人および主契約の死亡給付金受取人（注３）が保険
契約者であるとき。

イ．主契約の年金支払開始日以後においては、主契約の年金受取人および主契約の年金支払開始日前の主契約の死
亡給付金受取人（注３）が保険契約者であるとき。

⑧ 主約款の規定により主契約を払済保険に変更する場合、第２４条（この特約を付加した場合の主契約の取扱いに関
する特則）（1）および（3）中「主契約の解約返戻金」とあるのは「主契約について当会社の定めた方法で計算した
金額」と読み替えます。

（注１）主約款に未経過保険料の取扱いに関する規定があるときは、この特約の未経過保険料を加えます。
（注２）主契約の基本年金額が契約内容の変更により減額されたときを含みます。
（注３）死亡給付金の一部の受取人である場合を含みます。

第28条（養老保険または５年ごと利差配当付養老保険に付加した場合の特則）
この特約を養老保険または５年ごと利差配当付養老保険に付加した場合には、次の①～③のとおり取り扱います。
① この特約の保険期間の満了日と主契約の保険期間の満了日が同一の場合で、主契約が主約款に定める保険契約の
更新の規定により更新されるときは、保険契約者が特に反対の意思を通知しない限り、この特約は主契約と同時に
更新されます。

② 更新後のこの特約は次のとおりとし、主約款に定める保険契約の更新の規定を準用します。
ア．更新後のこの特約の保険期間は、更新後の主契約の保険期間と同一とします。
イ．更新後のこの特約の保険料の払込方法（回数）は、更新後の主契約の保険料の払込方法（回数）と同一としま
す。

ウ．更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
③ 災害死亡保険金および障害給付金の支払に関する規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間
とは継続されたものとして取り扱います。
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項目 提出書類

１ 災害死亡保険金

（1）当会社所定の請求書
（2）不慮の事故であることを証する書類
（3）当会社所定の様式による医師の死亡証明書（ただし、事実確認が可能な場
合には、医師の死亡診断書または死体検案書をもってこれに代えることがで
きます。）

（4）被保険者の死亡事実が記載された住民票（ただし、事実確認が必要な場合
は戸籍謄（抄）本）

（5）災害死亡保険金の受取人の戸籍謄（抄）本と印鑑証明書
（6）最終の保険料払込みを証する書類
（7）保険証券

２ 障害給付金

（1）当会社所定の請求書
（2）不慮の事故であることを証する書類
（3）当会社所定の様式による医師（被保険者が医師の場合には、被保険者以外
の医師）の診断書

（4）被保険者の住民票（ただし、受取人と同一の場合は不要。）
（5）障害給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書
（6）最終の保険料払込みを証する書類
（7）保険証券

（注）当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。

別表１ 請求書類
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用語 定 義

１．急激 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。（慢性、反復性、持続性の強い
ものは該当しません。）

２．偶発 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。（被保険者の故意に
もとづくものは該当しません。）

３．外来 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。（身体の内部的原因によるものは該当しません。）

該当例 非該当例

次のような事故は、表１の定義をすべて満たす場合は、急
激かつ偶発的な外来の事故に該当します。
・交通事故
・不慮の転落・転倒
・不慮の溺水
・窒息

次のような事故は、表１の定義のいずれかを満たさないた
め、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。
・高山病・乗物酔いにおける原因
・飢餓
・過度の運動
・騒音
・処刑

項目 除外する事故

１．疾病の発症等に
おける軽微な外因

疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が悪化した場合にお
ける、その軽微な外因となった事故

２．疾病の診断・治
療上の事故

疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故

３．疾病による障害
の状態にある者の
誤嚥＜誤吸引＞等

疾病による呼吸障害、摂食・嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の胃内容物の誤嚥＜誤吸
引＞もしくは気道閉塞を生じた食物その他の物体の誤嚥＜誤吸引＞（嘔吐物、食物その他の物体の
鼻または口からの侵入による窒息を含みます。）

４．気象条件による
過度の高温

気象条件による過度の高温にさらされる事故（熱中症（日射病・熱射病）の原因となったものをい
います。）

５．接触皮膚炎、食
中毒などの原因と
なった事故

次の症状の原因となった事故
（1）洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎
（2）外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など
（3）細菌性またはウイルス性の食中毒ならびにアレルギー性、食事性または中毒性の胃腸炎および
大腸炎

別表２ 対象となる不慮の事故

対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします（急激・偶発・外来の定義は表１によるものとし、備
考に事故を例示します。）。ただし、表２の事故は除外します。

表１ 急激・偶発・外来の定義

備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例

表２ 除外する事故
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等級 身体障害 給付割合

第
１
級

１．両眼の視力を全く永久に失ったもの
２．言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
３．中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を必要とするもの
４．両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
５．両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
６．１上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に
失ったもの

７．１上肢の用を全く永久に失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったもの

１００％

第
２
級

８．１上肢および１下肢の用を全く永久に失ったもの
９．１０手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
１０．１肢に第３級の１３から１５までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の１肢に第３級の１３から
１５までまたは第４級の２１から２５までのいずれかの身体障害を生じたもの

１１．両耳の聴力を全く永久に失ったもの

７０％

第
３
級

１２．１眼の視力を全く永久に失ったもの
１３．１上肢を手関節以上で失ったかまたは１上肢の用もしくは１上肢の３大関節中の２関節の用を
まったく永久に失ったもの

１４．１下肢を足関節以上で失ったかまたは１下肢の用もしくは１下肢の３大関節中の２関節の用を
全く永久に失ったもの

１５．１手の５手指を失ったかまたは第１指（母指）および第２指（示指）を含んで４手指を失った
もの

１６．１０足指を失ったもの
１７．脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの

５０％

第
４
級

１８．両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの
１９．言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの
２０．中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限
されるもの

２１．１上肢の３大関節中の１関節の用を全く永久に失ったもの
２２．１下肢の３大関節中の１関節の用を全く永久に失ったもの
２３．１下肢が永久に５センチ以上短縮したもの
２４．１手の第１指（母指）および第２指（示指）を失ったかまたは第１指（母指）および第２指
（示指）のうち少なくとも１手指を含んで３手指以上を失ったもの
２５．１手の５手指の用を全く永久に失ったかまたは第１指（母指）および第２指（示指）を含んで
３手指以上の用を全く永久に失ったもの

２６．１０足指の用を全く永久に失ったもの
２７．１足の５足指を失ったもの

３０％

第
５
級

２８．１上肢の３大関節中の２関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
２９．１下肢の３大関節中の２関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
３０．１手の第１指（母指）もしくは第２指（示指）を失ったか、または第１指（母指）もしくは第
２指（示指）を含んで２手指を失ったかまたは第１指（母指）および第２指（示指）以外の３手
指を失ったもの

３１．１手の第１指（母指）及び第２指（示指）の用を全く永久に失ったもの
３２．１足の５足指の用を全く永久に失ったもの
３３．両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの
３４．１耳の聴力を全く永久に失ったもの
３５．鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を永久に残すもの
３６．脊柱（頸椎を除く）に運動障害を永久に残すもの

１５％

第
６
級

３７．１上肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
３８．１下肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
３９．１下肢が永久に３センチ以上短縮したもの
４０．１手の第１指（母指）もしくは第２指（示指）の用を全く永久に失ったか第１指（母指）もし
くは第２指（示指）を含んで２手指以上の用を全く永久に失ったかまたは第１指（母指）および
第２指（示指）以外の２手指もしくは３手指の用を全く永久に失ったもの

４１．１手の第１指（母指）および第２指（示指）以外の１手指または２手指を失ったもの
４２．１足の第１指（母指）または他の４足指を失ったもの
４３．１足の第１指（母指）を含んで３足指以上の用を全く永久に失ったもの

１０％

別表３ 給付割合表

備考

１．常に介護を必要とするもの
「常に介護を必要とするもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいず
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れもが自分ではできず、常に他人の介護を必要とする状態をいいます。
２．日常生活動作が著しく制限されるもの

「日常生活動作が著しく制限されるもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・
入浴のほとんどが自力では困難で、その都度他人の介護を必要とする状態をいいます。

３．眼の障害（視力障害）
（1）視力の測定は、万国式試視力表により、１眼ずつ、きょう正視力について測定します。
（2）「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が０．０２以下になって回復の見込のない場合をいいます。
（3）「視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が０．０６以下になって回復の見込のない場合をいいます。
（4）視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。

４．言語またはそしゃくの障害
（1）「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の３つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の４種のうち、３種以上の発音が不能となり、その回
復の見込がない場合

② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合

（2）「言語の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、語音構成機能障害、脳言語中枢の損傷、発声器官の障害のため、
身振り、書字その他の補助動作がなくては、音声言語による意志の疎通が困難となり、その回復の見込のない場合を
いいます。

（3）「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない
場合をいいます。

（4）「そしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、かゆ食またはこれに準ずる程度の飲食物以外のものはとる
ことができず、その回復の見込がない場合をいいます。

５．耳の障害（聴力障害）
（1）聴力の測定は、日本工業規格に準拠したオージオメータで行ないます。
（2）「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数５００・１，０００・２，０００ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれａ・ｂ・ｃ
デシベルとしたとき、
１／４（ａ＋２ｂ＋ｃ）

の値が９０デシベル以上（耳介に接しても大声語を理解しえないもの）で回復の見込のない場合をいいます。
（3）「聴力に著しい障害を永久に残すもの」とは、上記の（2）の１／４（ａ＋２ｂ＋ｃ）の値が７０デシベル以上（４０㎝
を超えると話声語を理解しえないもの）で回復の見込のない場合をいいます。

６．鼻の障害
（1）「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の２分の１以上を欠損した場合をいいます。
（2）「機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいい
ます。

７．上・下肢の障害
（1）「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、
または上・下肢においてそれぞれ３大関節（上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関
節、ひざ関節および足関節）の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。

（2）「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工
関節をそう入置換した場合をいいます。

（3）「関節の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、関節の運動範囲が、生理的運動範囲の２分の１以下で回復の見
込のない場合をいいます。

８．脊柱の障害
（1）「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをい
います。

（2）「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右
回旋の３種の運動のうち、２種以上の運動が生理的範囲の２分の１以下に制限された場合をいいます。

（3）「脊柱（頸椎を除く）の運動障害」とは、胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の３種の運動のうち２種
以上の運動が生理的範囲の３分の２以下に制限された場合をいいます。

９．手指の障害
（1）手指の障害については、５手指をもって１手として取扱い、個々の指の障害につき、それぞれ等級を定めてこれを
合わせることはありません。

（2）「手指を失ったもの」とは、第１指（母指）においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったも
のをいいます。

（3）「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の２分の１以上を失った場合、または手指の中手指節関節も
しくは近位指節間関節（第１指（母指）においては指節間関節）の運動範囲が生理的運動範囲の２分の１以下で回復
の見込のない場合をいいます。

１０．足指の障害
（1）「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
（2）「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第１指（母指）は末節の２分の１以上、その他の足指は遠位指節間関節
以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節（第１指（母指）にあっては指節間関節）が強直し、
その回復の見込のない場合をいいます。
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別表４ 身体の同一部位

（1）１上肢については、肩関節以下すべて同一部位とします。
（2）１下肢については、また関節以下すべて同一部位とします。
（3）眼については、両眼を同一部位とします。
（4）耳については、両耳を同一部位とします。
（5）脊柱については、頸椎以下をすべて同一部位とします。
（6）別表３の第１級の４、５、６もしくは７、第２級の８、９もしくは１０、第３級の１６または第４級の２６の障害に該当
する場合には、両上肢、両下肢、１上肢と１下肢、１０手指または１０足指をそれぞれ同一部位とします。

別表５ 対象となる保険金額等

（1）平準定期保険特約の特約保険金額
（2）生存給付金付定期保険特約の特約保険金額
（3）逓減定期保険特約の特約基本保険金額
（4）逓増定期保険特約の特約基本保険金額
（5）収入保障特約の保険金換算額
（6）家計保障定期保険特約の責任開始期の特約保険金額

特
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分類項目 基本分類表番号

１．コレラ
２．腸チフス
３．パラチフスＡ
４．細菌性赤痢
５．腸管出血性大腸菌感染症
６．ペスト
７．ジフテリア
８．急性灰白髄炎＜ポリオ＞
９．ラッサ熱
１０．クリミア・コンゴ＜Crimean-Congo＞出血熱
１１．マールブルグ＜Marburg＞ウイルス病
１２．エボラ＜Ebola＞ウイルス病
１３．痘瘡
１４．重症急性呼吸器症候群［SARS］
（ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。）

Ａ００
Ａ０１．０
Ａ０１．１
Ａ０３
Ａ０４．３
Ａ２０
Ａ３６
Ａ８０
Ａ９６．２
Ａ９８．０
Ａ９８．３
Ａ９８．４
Ｂ０３
Ｕ０４

別表６ 対象となる感染症

対象となる感染症とは、平成６年１０月１２日総務庁告示第７５号に定められた分類項目中の下表に記載のものとし、分類項目
の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ＩＣＤ－１０（２００３年版）準拠」
によるものとします。
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第１条 特定状態保険金の支払
第２条 特定状態保険金の支払に関する補則
第３条 特定状態保険金の請求、支払時期および支払

場所
第４条 特定状態保険金を支払わない場合
第５条 特約の締結
第６条 特約の責任開始期
第７条 特約保険料
第８条 特約の失効
第９条 特約の復活
第10条 告知義務および告知義務違反による解除
第11条 重大事由による解除
第12条 特約の解約
第13条 特約の解約返戻金
第14条 特約の消滅とみなす場合
第15条 特約の復旧
第16条 指定代理請求人の変更
第17条 主約款の契約者配当金の割当および支払の規

定を適用する場合の取扱い
第18条 管轄裁判所
第19条 主約款の規定の準用
第20条 主契約に特別条件付保険特約に規定する保険

金削減支払法が適用されている場合の特則
第21条 主契約に平準定期保険特約、生存給付金付定

期保険特約または特定疾病保障定期保険特約
が付加されている場合の特則

第22条 主契約に逓減定期保険特約が付加されている
場合の特則

第23条 主契約に逓増定期保険特約が付加されている
場合の特則

第24条 主契約に家計保障定期保険特約が付加されて
いる場合の特則

第25条 主契約に収入保障特約が付加されている場合
の特則

第26条 主契約に配偶者定期保険特約が付加されてい
る場合の特則

第27条 主契約にこども定期保険特約が付加されてい
る場合の特則

第28条 主契約に付加されている入院給付金のある特
約等の取扱い

第29条 定期保険、養老保険、５年ごと利差配当付養
老保険または家計保障定期保険に付加した場
合の特則

第30条 逓増定期保険または低解約返戻金型逓増定期
保険に付加した場合の特則

第31条 終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５
年ごと利差配当付総合終身保険、５年ごと利
差配当付低解約返戻金型終身保険または５年
ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保険
に付加した場合の特則

第32条 ５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険ま
たは特定疾病保障定期保険に付加した場合の
特則

第33条 ５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身介護
保険に付加した場合の特則

第34条 ５年ごと利差配当付個人年金保険に付加した
場合の特則

リビング・ニーズ特約条項

リビング・ニーズ特約条項 目次

（平成２２年１１月２日改定）
（この特約の概要）
この特約は、主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）の全部または一部について、将来の保険金の支払にかえて、主

契約の被保険者（以下「被保険者」といいます。）の余命が６か月以内と判断される場合に特定状態保険金を支払うことを目的
としたものです。

第１条（特定状態保険金の支払）
（1）当会社は、被保険者の余命が６か月以内と判断されるときは、特定状態保険金を特定状態保険金の受取人に支払い
ます。ただし、特定状態保険金の請求日（第３条（特定状態保険金の請求、支払時期および支払場所）（1）に規定す
る当会社所定の書類が当会社に到着した日をいいます。以下同じ。）が主契約の保険期間の満了する日の直前の年単位
の契約応当日以後である場合には、当会社は、特定状態保険金を支払いません。

（2）特定状態保険金の金額は、次の金額とします。

特定状態保険金
の金額

＝

主契約の保険金額のうち、当会
社の定める範囲内で特定状態保
険金の受取人が指定した金額（以
下「指定保険金額」といいます。）

－

当会社の定めた方法で計算した特定
状態保険金の請求日から６か月間の
指定保険金額に対応する利息および
保険料に相当する額

第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）
（1）特定状態保険金の受取人は、被保険者とし、それ以外の者に変更することはできません。
（2）保険契約者が法人で、かつ、主契約の死亡保険金受取人（死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。）およ
び主契約の満期保険金受取人（満期保険金の一部の受取人である場合を含みます。）が保険契約者（その法人）である
場合には、本条（1）の規定にかかわらず、保険契約者（その法人）を特定状態保険金の受取人とし、それ以外の者に
変更することはできません。

（3）主契約の保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、主契約は、特定
状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。

（4）主契約の保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、主契約は、指定
保険金額分が特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとして取り扱います。
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特約の付加の時期
特約上の責任が開始される時

（責任開始期）

① 主契約締結の際、主契約に付加する場合 主契約の責任開始期と同一

② 主契約の契約日後、主契約に付加する場合 当会社が特約付加の申込を承諾した時

（5）本条（4）の場合、主契約の保険金額は、主契約の保険金額から指定保険金額を差し引いた金額に改めます。
（6）特定状態保険金を支払う前に、主契約の普通保険約款（以下「主約款」といいます。）に定める死亡保険金または高
度障害保険金の請求を受けたときは、当会社は、特定状態保険金の請求はなかったものとして取り扱います。

（7）主約款に定める死亡保険金または高度障害保険金の請求を受け、その保険金を支払うときは、当会社は、特定状態
保険金を支払いません。

（8）主約款に定める死亡保険金または高度障害保険金が支払われた場合には、その支払後に特定状態保険金の請求を受
けても、当会社は、これを支払いません。

（9）特定状態保険金を支払うときに主約款の規定による保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、当会社は、
特定状態保険金からそれらの元利金を差し引きます。

第３条（特定状態保険金の請求、支払時期および支払場所）
（1）特定状態保険金の受取人は、特定状態保険金を請求（注）する場合には、当会社所定の書類（別表１）を提出して
ください。

（2）特定状態保険金の受取人が特定状態保険金を請求（注）できない次の①～③に定めるいずれかの事情があるときは、
保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第１６条（指定代理請求人の変更）の規定により変更した１
人の者（以下「指定代理請求人」といいます。）が、当会社所定の書類（別表１）およびその事情を証明する書類を提
出して、特定状態保険金の受取人の代理人として特定状態保険金を請求（注）することができます。ただし、特定状
態保険金の受取人が法人である場合を除きます。
① 傷害または疾病により、特定状態保険金を請求（注）する意思表示ができないこと。
② 傷病名の告知を受けていないこと。
③ その他前①または②に準じた状態であること。

（3）指定代理請求人が本条（2）の特定状態保険金の請求（注）を行う場合、指定代理請求人は請求時において次のいず
れかに該当することを必要とします。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 被保険者の直系血族
③ 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の３親等内の親族

（4）本条（2）および（3）の規定により当会社が特定状態保険金を指定代理請求人に支払ったときは、その後特定状態
保険金の請求（注）を受けても、当会社は、これを支払いません。

（5）主約款に定める保険金の支払時期および支払場所に関する規定は、この特約による特定状態保険金の支払の場合に
準用します。

（注）第１条（特定状態保険金の支払）（2）の規定による主契約の保険金額の指定を含みます。

第４条（特定状態保険金を支払わない場合）
被保険者が次の①～③のいずれかによって第１条（特定状態保険金の支払）（1）の規定に該当した場合には、当会社

は、特定状態保険金を支払いません。ただし、次の②の場合で、被保険者から請求があったときは、この限りではあり
ません。
① 保険契約者または被保険者の故意
② 指定代理請求人の故意
③ 戦争その他の変乱

第５条（特約の締結）
保険契約者は、主契約の契約日以後、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結

することができます。

第６条（特約の責任開始期）
（1）当会社は、下表の「特約上の責任が開始される時（責任開始期）」からこの特約上の責任を負います。

（2）この特約に関する保険証券の交付については、主約款または他の特約条項の規定によります。

第７条（特約保険料）
この特約に対する保険料はありません。

第８条（特約の失効）
主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向って効力を失います。

第９条（特約の復活）
（1）主契約の復活請求の際には、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
（2）当会社は、本条（1）の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、
この特約の復活の取扱いをします。
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第10条（告知義務および告知義務違反による解除）
（1）主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定は、特定状態保険金の支払の場合に準用します。
（2）本条（1）の場合、主契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者ま
たはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険
者または保険金の受取人に通知し、正当な理由によって保険契約者、被保険者または保険金の受取人のいずれにも通
知できない場合には、指定代理請求人に通知します。

第11条（重大事由による解除）
（1）主約款の重大事由による解除の規定は、特定状態保険金の支払の場合に準用します。この場合、保険金の受取人に
指定代理請求人を含めます。

（2）本条（1）の場合、主契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者ま
たはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険
者または保険金の受取人に通知し、正当な理由によって保険契約者、被保険者または保険金の受取人のいずれにも通
知できない場合には、指定代理請求人に通知します。

第12条（特約の解約）
保険契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。

第13条（特約の解約返戻金）
この特約に対する解約返戻金はありません。

第14条（特約の消滅とみなす場合）
次の①～③の場合には、この特約は消滅したものとみなします。
① 第１条（特定状態保険金の支払）の規定により特定状態保険金が支払われたとき。
② 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。
③ 主契約が延長定期保険に変更されたとき。

第15条（特約の復旧）
延長定期保険に変更された主契約について元の保険契約への復旧の請求があった場合には、前条③の規定によって消

滅したこの特約も同時に復旧の請求があったものとします。

第16条（指定代理請求人の変更）
（1）保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。ただし、変
更後の指定代理請求人は、第３条（特定状態保険金の請求、支払時期および支払場所）（3）の規定の範囲内の者であ
ることを必要とします。

（2）本条（1）の変更を請求するときは、保険契約者またはその承継人は、当会社所定の書類（別表１）を提出してくだ
さい。

（3）本条（1）の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、当会社に対抗することができません。

第17条（主約款の契約者配当金の割当および支払の規定を適用する場合の取扱い）
特定状態保険金の支払に際しては、指定保険金額分に対して、主契約の死亡保険金を支払うときの取扱いに準じて、

主約款の契約者配当金の割当および支払の規定を適用します。

第18条（管轄裁判所）
この特約における特定状態保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。

第19条（主約款の規定の準用）
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

第20条（主契約に特別条件付保険特約に規定する保険金削減支払法が適用されている場合の特則）
主契約に特別条件付保険特約が付加され、特別条件付保険特約条項に規定する保険金削減支払法が主契約に適用され

ている場合で、保険金削減期間内に特定状態保険金の請求があったときは、当会社は次の金額を特定状態保険金として
支払います。

特定状態保
険金の金額

＝ 指定保
険金額

×
特定状態保険金の請求日に
おける特別条件付保険特約
条項に定める所定の割合

－
当会社の定めた方法で計算した特定状態保
険金の請求日から６か月間の指定保険金額
に対応する利息および保険料に相当する額

第21条（主契約に平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約または特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特
則）
主契約に平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約または特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合には、

次の①～⑥のとおり取り扱います。
① 第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める主契約の保険金額に平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特
約および特定疾病保障定期保険特約の保険金額を加えます。

② 第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める指定保険金額は、特定状態保険金の請求日における主契約、平準
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定期保険特約、生存給付金付定期保険特約および特定疾病保障定期保険特約の保険金額から、特定状態保険金の受
取人が指定した金額とします。

③ 特定状態保険金の支払に際しては、第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）の規定を準用します。
④ 平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約および特定疾病保障定期保険特約については、特定状態保険金の
請求日が特約保険期間満了日（注１）の直前の主契約の年単位の契約応当日以後である場合には、本特則は適用し
ません。

⑤ 主契約に特別条件付保険特約が付加され、特別条件付保険特約条項に規定する保険金削減支払法が平準定期保険
特約、生存給付金付定期保険特約または特定疾病保障定期保険特約に適用されている場合で、保険金削減期間内に
特定状態保険金の請求があったときは、当会社は次の金額を特定状態保険金として支払います。

特定状態保
険金の金額

＝ 指定保
険金額

×
特定状態保険金の請求日に
おける特別条件付保険特約
条項に定める所定の割合

－
当会社の定めた方法で計算した特定状態保
険金の請求日から６か月間の指定保険金額
に対応する利息および保険料に相当する額

⑥ 特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合には、次のとおりとします。
ア．この特約と特定疾病保障定期保険特約の指定代理請求人は、同一人であることを必要とします。
イ．この特約と特定疾病保障定期保険特約のいずれかにおいて、指定代理請求人の指定または変更（注２）が行わ
れたときは、他の特約についても同一の指定または変更（注２）が行われたものとします。

ウ．特定疾病保障定期保険特約条項に定める特約特定疾病保険金の請求と特定状態保険金の請求を重ねてうけた場
合には、特定状態保険金の請求はなかったものとして取り扱い、特定状態保険金は支払いません。

（注１）それぞれの特約条項の規定により特約が更新される場合を除きます。
（注２）指定代理請求人を指定しない場合を含みます。

第22条（主契約に逓減定期保険特約が付加されている場合の特則）
主契約に逓減定期保険特約が付加されている場合には、次の①～⑤のとおり取り扱います。
① 第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める主契約の保険金額に逓減定期保険特約の保険金額を加えます。こ
の場合、逓減定期保険特約の保険金額は、特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注１）におけ
る保険金額とします。

② 第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める指定保険金額は、特定状態保険金の請求日における主契約の保険
金額および特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注１）における逓減定期保険特約の保険金額
から特定状態保険金の受取人が指定した金額とします。

③ 特定状態保険金の支払に際しては、第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（1）、（2）および（6）～（9）
までの規定を準用するほか、次のとおりとします。
ア．特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注１）における逓減定期保険特約の保険金額の全部
が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、逓減定期保険特約は、特定状態保険金
の請求日にさかのぼって消滅したものとします。

イ．特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注１）における逓減定期保険特約の保険金額の一部
が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、逓減定期保険特約は指定保険金額に対
応する特約基本保険金額分が、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。

ウ．前イ．の場合、逓減定期保険特約の特約基本保険金額は、逓減定期保険特約の特約基本保険金額から指定保険
金額に対応する特約基本保険金額を差し引いた金額に改められます。

④ 逓減定期保険特約については、特定状態保険金の請求日が特約保険期間満了日（注２）の直前の主契約の年単位
の契約応当日以後である場合には、本特則は適用しません。

⑤ 主契約に特別条件付保険特約が付加され、特別条件付保険特約条項に規定する保険金削減支払法が逓減定期保険
特約に適用されている場合で、保険金削減期間内に特定状態保険金の請求があったときは、前条⑤の規定を適用し
ます。

（注１）応当日のない場合は、その月の末日とします。
（注２）逓減定期保険特約条項の規定により逓減定期保険特約が更新される場合を除きます。

第23条（主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合の特則）
主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合には、次の①～⑤のとおり取り扱います。
① 第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める主契約の保険金額に逓増定期保険特約の保険金額を加えます。こ
の場合、逓増定期保険特約の保険金額は、特定状態保険金の請求日における保険金額とします。

② 第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める指定保険金額は、特定状態保険金の請求日における主契約の保険
金額および特定状態保険金の請求日における逓増定期保険特約の保険金額から特定状態保険金の受取人が指定した
金額とします。

③ 特定状態保険金の支払に際しては、第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（1）、（2）および（6）～（9）
までの規定を準用するほか、次のとおりとします。
ア．特定状態保険金の請求日における逓増定期保険特約の保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特定状
態保険金が支払われた場合には、逓増定期保険特約は特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとし
ます。

イ．特定状態保険金の請求日における逓増定期保険特約の保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特定状
態保険金が支払われた場合には、逓増定期保険特約は指定保険金額に対応する特約基本保険金額分が、特定状態
保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。
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ウ．前イ．の場合、逓増定期保険特約の特約基本保険金額は、逓増定期保険特約の特約基本保険金額から指定保険
金額に対応する特約基本保険金額を差し引いた金額に改められます。

④ 逓増定期保険特約については、特定状態保険金の請求日が特約保険期間満了日（注）の直前の主契約の年単位の
契約応当日以後である場合には、本特則は適用しません。

⑤ 主契約に特別条件付保険特約が付加され、特別条件付保険特約条項に規定する保険金削減支払法が逓増定期保険
特約に適用されている場合で、保険金削減期間内に特定状態保険金の請求があったときは、第２１条（主契約に平準
定期保険特約、生存給付金付定期保険特約または特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特則）⑤の規
定を適用します。

（注）逓増定期保険特約条項の規定により逓増定期保険特約が更新される場合を除きます。

第24条（主契約に家計保障定期保険特約が付加されている場合の特則）
主契約に家計保障定期保険特約が付加されている場合には、次の①～⑤のとおり取り扱います。
① 第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める主契約の保険金額に家計保障定期保険特約の保険金額を加えます。
この場合、家計保障定期保険特約の保険金額は、特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注１）
における保険金額（注２）とします。

② 第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める指定保険金額は、特定状態保険金の請求日における主契約の保険
金額および特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注１）における家計保障定期保険特約の保険
金額（注２）から特定状態保険金の受取人が指定した金額とします。

③ 特定状態保険金の支払に際しては、第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（1）、（2）および（6）～（9）
までの規定を準用するほか、次のとおりとします。
ア．特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注１）における家計保障定期保険特約の保険金額（注
２）の全部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、家計保障定期保険特約は、
特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。

イ．特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注１）における家計保障定期保険特約の保険金額（注
２）の一部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、家計保障定期保険特約は指
定保険金額に対応する特約基準給付金月額分が、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。

ウ．前イ．の場合、家計保障定期保険特約の特約基準給付金月額は、家計保障定期保険特約の特約基準給付金月額
から指定保険金額に対応する特約基準給付金月額を差し引いた金額に改められます。

エ．特定状態保険金については、家計保障定期保険特約条項に定める特約保険金の月払給付に関する規定を適用し
ません。

④ 家計保障定期保険特約については、特定状態保険金の請求日が特約保険期間満了日の直前の主契約の年単位の契
約応当日以後である場合には、本特則は適用しません。

⑤ 主契約に特別条件付保険特約が付加され、特別条件付保険特約条項に規定する保険金削減支払法が家計保障定期
保険特約に適用されている場合で、保険金削減期間内に特定状態保険金の請求があったときは、当会社は次の金額
を特定状態保険金として支払います。

特定状態保
険金の金額

＝ 指定保険金額 ×
特定状態保険金の請求日に
おける特別条件付保険特約
条項に定める所定の割合

－

当会社の定めた方法で計算した特定
状態保険金の請求日から６か月間の
指定保険金額に対応する利息および
保険料に相当する額

（注１）応当日のない場合は、その月の末日とします。
（注２）特定状態保険金の請求日における特約保険金額を超える場合は特定状態保険金の請求日における特約保険金額と

します。

第25条（主契約に収入保障特約が付加されている場合の特則）
主契約に収入保障特約が付加されている場合には、次の①および②のとおり取り扱います。
① 第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（3）、第３０条（逓増定期保険または低解約返戻金型逓増定期保険に
付加した場合の特則）（1）②ア．または第３１条（終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差配当付総
合終身保険、５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険または５年ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保険
に付加した場合の特則）（2）②ア．の規定により主契約が消滅したときは、収入保障特約は消滅したものとみなし、
収入保障特約の責任準備金を払い戻します。

② 第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（4）、（5）、第２１条（主契約に平準定期保険特約、生存給付金付定
期保険特約または特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特則）③、第２２条（主契約に逓減定期保険特
約が付加されている場合の特則）③、第２３条（主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合の特則）③および
第２４条（主契約に家計保障定期保険特約が付加されている場合の特則）③の規定により主契約の保険金額（注）、逓
減定期保険特約もしくは逓増定期保険特約の特約基本保険金額または家計保障定期保険特約の特約基準給付金月額
が改められるときでも、収入保障特約はそのまま有効に継続します。

（注）主契約に付加されている平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約または特定疾病保障定期保険特約の保険金
額を含みます。

第26条（主契約に配偶者定期保険特約が付加されている場合の特則）
主契約に配偶者定期保険特約が付加されている場合には、次の①および②のとおり取り扱います。
① 第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（3）、第２９条（定期保険、養老保険、５年ごと利差配当付養老保険
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または家計保障定期保険に付加した場合の特則）（2）②ア．、第３０条（逓増定期保険または低解約返戻金型逓増定
期保険に付加した場合の特則）（1）②ア．または第３１条（終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差
配当付総合終身保険、５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険または５年ごと利差配当付低解約返戻金型総合
終身保険に付加した場合の特則）（2）②ア．の規定により主契約が消滅したときは、配偶者定期保険特約は消滅し
たものとみなし、配偶者定期保険特約の責任準備金を払い戻します。

② 第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（4）、（5）、第２１条（主契約に平準定期保険特約、生存給付金付定
期保険特約または特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特則）③、第２２条（主契約に逓減定期保険特
約が付加されている場合の特則）③、第２３条（主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合の特則）③および
第２４条（主契約に家計保障定期保険特約が付加されている場合の特則）③の規定により主契約の保険金額（注）、逓
減定期保険特約もしくは逓増定期保険特約の特約基本保険金額または家計保障定期保険特約の特約基準給付金月額
が改められるときでも、配偶者定期保険特約はそのまま有効に継続します。

（注）主契約に付加されている平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約または特定疾病保障定期保険特約の保険金
額を含みます。

第27条（主契約にこども定期保険特約が付加されている場合の特則）
主契約にこども定期保険特約が付加されている場合には、次の①および②のとおり取り扱います。
① 第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（3）、第２９条（定期保険、養老保険、５年ごと利差配当付養老保険
または家計保障定期保険に付加した場合の特則）（2）②ア．、第３０条（逓増定期保険または低解約返戻金型逓増定
期保険に付加した場合の特則）（1）②ア．または第３１条（終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差
配当付総合終身保険、５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険または５年ごと利差配当付低解約返戻金型総合
終身保険に付加した場合の特則）（2）②ア．の規定により主契約が消滅したときは、こども定期保険特約は消滅し
たものとみなし、こども定期保険特約の責任準備金を払い戻します。

② 第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（4）、（5）、第２１条（主契約に平準定期保険特約、生存給付金付定
期保険特約または特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特則）③、第２２条（主契約に逓減定期保険特
約が付加されている場合の特則）③、第２３条（主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合の特則）③および
第２４条（主契約に家計保障定期保険特約が付加されている場合の特則）③の規定により主契約の保険金額（注）、逓
減定期保険特約もしくは逓増定期保険特約の特約基本保険金額または家計保障定期保険特約の特約基準給付金月額
が改められるときでも、こども定期保険特約はそのまま有効に継続します。

（注）主契約に付加されている平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約または特定疾病保障定期保険特約の保険金
額を含みます。

第28条（主契約に付加されている入院給付金のある特約等の取扱い）
（1）第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（3）、第２９条（定期保険、養老保険、５年ごと利差配当付養老保険ま
たは家計保障定期保険に付加した場合の特則）（2）②ア．、第３０条（逓増定期保険または低解約返戻金型逓増定期保
険に付加した場合の特則）（1）②ア．もしくは第３１条（終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差配当
付総合終身保険、５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険または５年ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保
険に付加した場合の特則）（2）②ア．の規定により主契約が消滅したときまたは第２条（特定状態保険金の支払に関
する補則）（4）、（5）、第２１条（主契約に平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約または特定疾病保障定期保険
特約が付加されている場合の特則）③、第２２条（主契約に逓減定期保険特約が付加されている場合の特則）③、第２３
条（主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合の特則）③および第２４条（主契約に家計保障定期保険特約が付
加されている場合の特則）③の規定により主契約の保険金額（注１）、逓減定期保険特約もしくは逓増定期保険特約の
特約基本保険金額もしくは家計保障定期保険特約の特約基準給付金月額が改められるときは、次の①および②のとお
り取り扱います。
① 入院給付金または療養給付金のある当会社所定の特約については、主契約が消滅した場合、主契約の消滅時を含
んで継続している入院またはその後の退院であるときは、それぞれの特約条項の主契約の消滅時を含んで継続して
いる入院またはその後の退院の取扱いの規定を準用します。

② 入院給付金、手術給付金、療養給付金または災害死亡保険金等のある当会社所定の特約については、主契約の保
険金額（注１）、逓減定期保険特約もしくは逓増定期保険特約の特約基本保険金額または家計保障定期保険特約の特
約基準給付金月額が改められるときでも、これらの特約はそのまま有効に継続します。

（2）本条（1）の規定にかかわらず、主契約に保障開始条件付配偶者医療保障特約が付加されている場合は、次の①～⑤
のとおり取り扱います。
① 第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（3）、第２９条（定期保険、養老保険、５年ごと利差配当付養老保険
または家計保障定期保険に付加した場合の特則）（2）②ア．または第３０条（逓増定期保険または低解約返戻金型逓
増定期保険に付加した場合の特則）（1）②ア．の規定により主契約が消滅したときは、保障開始条件付配偶者医療
保障特約条項の特約の消滅に関する規定にかかわらず、保障開始条件付配偶者医療保障特約は消滅しません。

② 特定状態保険金を支払うときは、保障開始条件付配偶者医療保障特約条項の医療保障開始期に関する規定にかか
わらず、特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注２）を医療保障開始期とみなします。ただし、
特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注２）が特約保険期間満了日（注３）を超えるときはこ
の限りではありません。

③ 前①の場合、特定状態保険金の金額は、第１条（特定状態保険金の支払）（2）の規定にかかわらず、指定保険金
額から、当会社の定めた方法で計算した特定状態保険金の請求日から６か月間の指定保険金額に対応する利息およ
び保険料ならびに保障開始条件付配偶者医療保障特約の保険料に相当する額を差し引いた金額とします。

④ 第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（4）、（5）、第２１条（主契約に平準定期保険特約、生存給付金付定
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期保険特約または特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特則）③、第２２条（主契約に逓減定期保険特
約が付加されている場合の特則）③、第２３条（主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合の特則）③および
第２４条（主契約に家計保障定期保険特約が付加されている場合の特則）③の規定により主契約の保険金額（注１）、
逓減定期保険特約もしくは逓増定期保険特約の特約基本保険金額または家計保障定期保険特約の特約基準給付金月
額が改められるときでも、保障開始条件付配偶者医療保障特約はそのまま有効に継続します。

⑤ 前①～④の規定にかかわらず、特定状態保険金の請求日から医療保障開始期までの間に、保障開始条件付配偶者
医療保障特約条項に定める特約の消滅とみなす事由に該当した場合（注４）は、保障開始条件付配偶者医療保障特
約は消滅したものとみなします。また、保障開始条件付配偶者医療保障特約の被保険者の故意により、特定状態保
険金が支払われる場合は、保障開始条件付配偶者医療保障特約は、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅し
たものとし、保障開始条件付配偶者医療保障特約の責任準備金を保険契約者に返戻します。

（注１）主契約に付加されている平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約または特定疾病保障定期保険特約の保険
金額を含みます。

（注２）応当日のない場合は、その月の末日とします。
（注３）特約が更新される場合を除きます。
（注４）主契約の被保険者が死亡または主約款に定める高度障害状態に該当した場合を除きます。

第29条（定期保険、養老保険、５年ごと利差配当付養老保険または家計保障定期保険に付加した場合の特則）
（1）この特約を定期保険、養老保険、５年ごと利差配当付養老保険または家計保障定期保険に付加した場合には、第１
条（特定状態保険金の支払）（1）中「主契約の保険期間の満了する日」とあるのは「主契約の保険期間の満了する日
（主約款の規定により主契約が更新される場合を除きます。）」と読み替えます。

（2）本条（1）のほか、この特約を家計保障定期保険に付加した場合には、次の①および②のとおり取り扱います。
① 第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める指定保険金額は、特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位
の応当日（注１）における主契約の保険金額（注２）から特定状態保険金の受取人が指定した金額とします。

② 特定状態保険金の支払に際しては、次のとおり取り扱います。
ア．特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注１）における家計保障定期保険の保険金額（注２）
の全部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、家計保障定期保険は、特定状態
保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。

イ．特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注１）における家計保障定期保険の保険金額（注２）
の一部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、家計保障定期保険は指定保険金
額に対応する基準給付金月額分が、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。

ウ．前イ．の場合、家計保障定期保険の基準給付金月額は、家計保障定期保険の基準給付金月額から指定保険金額
に対応する基準給付金月額を差し引いた金額に改められます。

エ．特定状態保険金については、家計保障定期保険普通保険約款に定める保険金の月払給付に関する規定を適用し
ません。

（注１）応当日のない場合は、その月の末日とします。
（注２）特定状態保険金の請求日における保険金額を超える場合は特定状態保険金の請求日における保険金額とします。

第30条（逓増定期保険または低解約返戻金型逓増定期保険に付加した場合の特則）
（1）この特約を逓増定期保険または低解約返戻金型逓増定期保険に付加した場合には、次の①～④のとおり取り扱いま
す。
① 第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める指定保険金額は、特定状態保険金の請求日における主契約の保険
金額（注）から特定状態保険金の受取人が指定した金額とします。

② 特定状態保険金の支払に際しては、第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（1）、（2）および（6）～（9）
までの規定を準用するほか、次のとおりとします。
ア．特定状態保険金の請求日における逓増定期保険または低解約返戻金型逓増定期保険の保険金額（注）の全部が
指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、逓増定期保険または低解約返戻金型逓増
定期保険は、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。

イ．特定状態保険金の請求日における逓増定期保険または低解約返戻金型逓増定期保険の保険金額（注）の一部が
指定保険金額として特定状態保険金が支払われた場合には、逓増定期保険または低解約返戻金型逓増定期保険は
指定保険金額に対応する基本保険金額分が、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。

ウ．前イ．の場合、逓増定期保険または低解約返戻金型逓増定期保険の基本保険金額は、逓増定期保険または低解
約返戻金型逓増定期保険の基本保険金額から指定保険金額に対応する基本保険金額を差し引いた金額に改められ
ます。

③ 主約款の規定により払済保険への変更の際に保険契約者に支払うべき金額を当会社が支払った後に、次のいずれ
かに該当していたことが判明した場合には、特定状態保険金の金額は、払済保険への変更の際に支払った金額を差
し引いた金額とします。
ア．被保険者が主約款に定める危篤状態に該当していること。
イ．被保険者が余命６か月以内と判断されていること。

④ 前③の場合、主約款の規定にかかわらず、被保険者が死亡したときに、当会社は、死亡保険金から払済保険への
変更の際に支払った金額を差し引きません。ただし、払済保険への変更の際に支払った金額が、前③の規定により
差し引いた金額を超えている場合には、その超えている金額を被保険者が死亡したときに死亡保険金から差し引き
ます。

（2）本条（1）のほか、この特約を逓増定期保険に付加した場合には、第１条（特定状態保険金の支払）（1）中「主契約
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の保険期間の満了する日」とあるのは「主契約の保険期間の満了する日（主約款の規定により主契約が更新される場
合を除きます。）」と読み替えます。

（注）低解約返戻金型逓増定期保険において、支払うべき死亡保険金が解約返戻金を下回り、解約返戻金と同額を死亡保
険金として支払うべき場合には、その死亡保険金の額とします。

第31条（終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差配当付総合終身保険、５年ごと利差配当付低解約返戻金型終
身保険または５年ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保険に付加した場合の特則）

（1）この特約を終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差配当付総合終身保険、５年ごと利差配当付低解
約返戻金型終身保険または５年ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保険に付加した場合には、次の①および②の
とおり取り扱います。
① 主契約の全部について、保険契約者が、５年ごと利差配当付年金支払移行特約条項または５年ごと利差配当付介
護保障移行特約条項を適用したときは、この特約は消滅します。

② 主契約の一部について、保険契約者が、５年ごと利差配当付年金支払移行特約条項または５年ごと利差配当付介
護保障移行特約条項を適用したときは、第１４条（特約の消滅とみなす場合）②中「主契約」とあるのは「主契約の
うち、年金支払移行部分および介護保障移行部分を除いた部分」と読み替えます。

（2）本条（1）のほか、この特約を５年ごと利差配当付総合終身保険または５年ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身
保険に付加した場合には、次の①～④のとおり取り扱います。
① 第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める指定保険金額は、特定状態保険金の請求日における主契約の保険
金額から特定状態保険金の受取人が指定した金額とします。

② 特定状態保険金の支払に際しては、第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（3）～（5）までの規定にかか
わらず、次のとおり取り扱います。
ア．特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が
支払われた場合には、主契約は、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとし、その支払後に主約
款に定める死亡保険金、高度障害保険金、入院給付金または介護給付金の請求を受けても、当会社は、これを支
払いません。

イ．特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が
支払われた場合には、主契約の保険金額、基本保険金額、最低保証保険金額、給付金日額および残存保険金額は、
それぞれ特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額に対する指定保険金額の割合だけ特定状態保険金の
請求日にさかのぼって減額されたものとみなし、その支払後に主約款に定める死亡保険金、高度障害保険金、入
院給付金または介護給付金の請求を受けても、減額分については、当会社は、これを支払いません。この場合、
減額分の解約返戻金はありません。

ウ．前イ．の場合、主約款に定める減額後の保険金額、残存保険金額、入院給付金および介護給付金の規定を準用
します。

③ 主契約の全部について、保険契約者が、５年ごと利差配当付終身介護保障移行特約条項を適用したとき、または、
主契約の一部について保険契約者が５年ごと利差配当付終身介護保障移行特約条項を適用した場合で、あわせて５
年ごと利差配当付終身保障移行特約条項を適用しなかったときは、この特約は消滅します。

④ 主契約の一部について、保険契約者が、５年ごと利差配当付終身保障移行特約条項を適用したときは、次のア．
～オ．のとおり取り扱います。
ア．第１条（特定状態保険金の支払）（2）中「主契約の保険金額」とあるのは「主契約のうち、終身保障移行部分
の特約保険金額」と読み替えます。

イ．第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（2）中「主契約の死亡保険金受取人（死亡保険金の一部の受取
人である場合を含みます。）および主契約の満期保険金受取人（満期保険金の一部の受取人である場合を含みます。）」
とあるのは、「５年ごと利差配当付終身保障移行特約の特約死亡保険金受取人（特約死亡保険金の一部の受取人で
ある場合を含みます。）」と読み替えます。

ウ．第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（3）、（4）および（5）中「主契約の保険金額」とあるのは「主
契約のうち、終身保障移行部分の特約保険金額」と、第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（6）、（7）お
よび（8）中「主約款に定める死亡保険金または高度障害保険金」とあるのは「５年ごと利差配当付終身保障移行
特約条項に定める特約死亡保険金または特約高度障害保険金」と読み替えます。

エ．第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（9）中「主約款の規定による保険料の振替貸付または契約者貸
付」とあるのは「５年ごと利差配当付終身保障移行特約条項の規定による契約者貸付」と読み替えます。

オ．第１４条（特約の消滅とみなす場合）②中「主契約」とあるのは「主契約のうち、終身保障移行部分」と読み替
えます。

第32条（５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険または特定疾病保障定期保険に付加した場合の特則）
この特約を５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険または特定疾病保障定期保険に付加した場合には、次の①～④

のとおり取り扱います。
① この特約と主契約の指定代理請求人は同一人であることを必要とします。
② この特約と主契約のいずれかにおいて、指定代理請求人の指定または変更（注）が行われたときは、他の特約ま
たは主契約についても同一の指定または変更（注）が行われたものとします。

③ 主約款に定める特定疾病保険金の請求と特定状態保険金の請求を重ねてうけた場合には、特定状態保険金の請求
はなかったものとして取り扱い、特定状態保険金は支払いません。

④ 特定疾病保障定期保険に付加した場合には、第１条（特定状態保険金の支払）（1）中「主契約の保険期間の満了
する日」とあるのは「主契約の保険期間の満了する日（主約款の規定により主契約が更新される場合を除きます。）」
と読み替えます。
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（注）指定代理請求人を指定しない場合も含みます。

第33条（５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身介護保険に付加した場合の特則）
この特約を５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身介護保険に付加した場合には、次の①～⑤のとおり取り扱います。
① 第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める指定保険金額は、特定状態保険金の請求日における主契約の保険
金額（注１）から特定状態保険金の受取人が指定した金額とします。

② 特定状態保険金の支払に際しては、第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（3）～（5）の規定は適用せず、
次のとおり取り扱います。
ア．特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額（注１）の全部が指定保険金額として指定され、特定状態
保険金が支払われた場合には、主契約は、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。

イ．特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額（注１）の一部が指定保険金額として指定され、特定状態
保険金が支払われた場合には、主契約は、指定保険金額（注２）分が特定状態保険金の請求日にさかのぼって消
滅したものとします。

ウ．前イ．の場合、主契約の保険金額は、主契約の保険金額から指定保険金額（注２）を差し引いた金額に改めら
れます。

③ 特定状態保険金を支払う前に、主約款に定める介護保険金の請求を受けたときは、当会社は、特定状態保険金の
請求はなかったものとして取り扱います。

④ 主約款に定める介護保険金の請求を受け、その介護保険金を支払うときは、当会社は、特定状態保険金を支払い
ません。

⑤ 主約款に定める介護保険金が支払われた場合には、その支払後に特定状態保険金の請求を受けても、当会社は、
これを支払いません。

（注１）請求日における主契約の保険金額が解約返戻金を下回る場合には、解約返戻金と同額とします。
（注２）請求日における主契約の保険金額が解約返戻金を下回る場合には、次の計算式により計算した金額とします。た

だし、計算結果に１０万円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てて１０万円単位とします。

指定保険金額 × 請求日における主契約の保険金額
請求日における主契約の解約返戻金の額

第34条（５年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の特則）
この特約を５年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合には、次の①～⑤のとおり取り扱います。
① この特約を５年ごと利差配当付個人年金保険に付加する場合、平準定期保険特約、逓減定期保険特約、逓増定期
保険特約、生存給付金付定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約または家計保障定期保険特約の付加を必要とし
ます。

② 第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（2）中「主契約の死亡保険金受取人（死亡保険金の一部の受取人
である場合を含みます。）および主契約の満期保険金受取人（満期保険金の一部の受取人である場合を含みます。）」
とあるのは、「主契約の死亡給付金受取人（死亡給付金の一部の受取人である場合を含みます。）および主契約の年
金受取人（年金の一部の受取人である場合を含みます。）」と読み替えます。

③ 第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（6）、（7）および（8）中「主約款に定める死亡保険金または高度
障害保険金」とあるのは「平準定期保険特約条項、逓減定期保険特約条項、逓増定期保険特約条項、生存給付金付
定期保険特約条項、特定疾病保障定期保険特約条項または家計保障定期保険特約条項に定める特約死亡保険金、特
約高度障害保険金または特約特定疾病保険金」と読み替えます。

④ 第１４条（特約の消滅とみなす場合）に定めるほか、主契約に付加している平準定期保険特約、逓減定期保険特約、
逓増定期保険特約、生存給付金付定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約および家計保障定期保険特約がすべて
消滅したとき（家計保障定期保険特約の場合は、特約保険金の月払給付を行う場合を含みます。）も、この特約は消
滅します。

⑤ 第２１条（主契約に平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約または特定疾病保障定期保険特約が付加されて
いる場合の特則）、第２２条（主契約に逓減定期保険特約が付加されている場合の特則）、第２３条（主契約に逓増定期
保険特約が付加されている場合の特則）および第２４条（主契約に家計保障定期保険特約が付加されている場合の特
則）の規定の適用にあたっては、主契約の保険金額はないものとみなします。
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項目 提出書類

１ 特定状態保険金

（1）当会社所定の請求書
（2）当会社所定の様式による医師（被保険者が医師の場合には、被保険者以外
の医師）の診断書

（3）被保険者の住民票（ただし、受取人と同一の場合は不要。また、事実確認
が必要な場合は戸籍謄（抄）本）

（4）特定状態保険金の受取人の戸籍謄（抄）本と印鑑証明書
（5）最終の保険料払込みを証する書類
（6）保険証券

２
特定状態保険金の
指定代理請求

（1）上記１．特定状態保険金に定める請求書類
（2）指定代理請求人の住民票と戸籍謄（抄）本と印鑑証明書
（3）被保険者および指定代理請求人の健康保険証の写し等指定代理請求人が被
保険者と同居または生計を一にしていることが確認できる書類（ただし、指
定代理請求人が第３条（特定状態保険金の請求、支払時期および支払場所）
（3）①または②に該当する場合は不要。）

（注）当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。

項目 提出書類

指定代理請求人の変更
（1）当会社所定の名義変更請求書
（2）保険契約者の印鑑証明書
（3）保険証券

（注）当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。

別表１ 請求書類

（1）特定状態保険金の請求書類

（2）その他の請求書類
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第１条 特約の締結
第２条 特約の対象となる保険金等
第３条 指定代理請求人による保険金等の請求
第４条 指定代理請求人の変更および指定の撤回
第５条 告知義務違反による解除等の通知
第６条 特約の解約

第７条 主約款等の代理請求に関する規定の不適用
第８条 主約款の規定の準用
第９条 ５年ごと利差配当付こども保険に付加した場

合の特則
第10条 一時払終身介護保険に付加した場合の特則

指定代理請求特約条項

指定代理請求特約条項 目次

（平成２２年３月２日改定）
（この特約の概要）
この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない当会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理

請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。

第１条（特約の締結）
この特約は、主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）の被保険者（以下「被保険者」といいます。）の同意を

得て、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。

第２条（特約の対象となる保険金等）
この特約の対象となる保険金、年金または給付金（保険料の払込免除を含み、以下「保険金等」といいます。保険金

等には、保険金等が支払われるときに、その受取人に支払われる契約者配当金、保険料前納金の残額等を含みます。）は、
次の①～⑭に定めるとおりとします。ただし、被保険者と保険金等の受取人（保険料の払込免除の場合には、保険契約
者。以下同じ。）が同一人である場合に限ります。
① 高度障害保険金（注１）
② 特定疾病保険金（注２）
③ 障害給付金
④ 特定状態保険金
⑤ 死亡保険金（注３）
⑥ 満期保険金
⑦ 年金
⑧ 祝金
⑨ 介護給付金（注２）
⑩ 特約生存給付金
⑪ 健康祝金
⑫ 生存祝金
⑬ 長期継続特約給付金
⑭ 保険料の払込免除

（注１）名称がいかなる場合であっても、主契約の普通保険約款（以下「主約款」といいます。）または主契約に付加さ
れる特約（以下「主特約」といいます。）の特約条項に定める高度障害状態に該当したことにより支払われる保険金
等を含みます。

（注２）名称がいかなる場合であっても、同様の給付を含みます。
（注３）名称がいかなる場合であっても、死亡したことにより支払われる保険金等を含みます。ただし、５年ごと利差配

当付こども保険、配偶者定期保険特約およびこども定期保険特約の保険金等に限ります。

第３条（指定代理請求人による保険金等の請求）
（1）保険金等の受取人が保険金等を請求できない次の①～③に定めるいずれかの事情があるときは、保険契約者が被保
険者の同意を得てあらかじめ指定した１人の者（以下「指定代理請求人」といいます。）が、当会社所定の書類（別表
１）およびその事情を証明する書類を提出し、当会社の承諾を得て、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請
求することができます。
① 傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないこと。
② 傷病名の告知を受けていないこと。
③ その他前①または②に準じた状態であること。

（2）指定代理請求人が本条（1）の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において次のいずれかに該当することを必
要とします。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 被保険者の直系血族
③ 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の３親等内の親族

（3）本条（1）および（2）により、保険金等が指定代理請求人に支払われた場合には、その支払後にその保険金等の請
求を受けても、当会社はこれを支払いません。
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該当条文 読替前 読替後

① 第２条（特約の対象となる保険金等）被保険者 保険契約者または被保険者

②
第３条（指定代理請求人による保険
金等の請求）（2）

被保険者 保険契約者

③ 別表１ 被保険者 保険契約者

（4）本条（1）にかかわらず、故意に保険金等の支払事由（注１）を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を本条
（1）①もしくは③に定める状態（注２）に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱いを受けることができませ
ん。

（注１）保険料の払込免除の事由を含みます。
（注２）本条（1）③については、本条（1）①に準じた状態に限ります。
（注３）保険料の払込みを免除しないことを含みます。

第４条（指定代理請求人の変更および指定の撤回）
（1）保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更し、または指定代理請求人の指定
を撤回することができます。この場合、保険契約者またはその承継人は、当会社所定の書類（別表１）を提出してく
ださい。なお、指定代理請求人の指定が撤回された場合には、指定代理請求人が指定されていないものとして取り扱
います。

（2）本条（1）の変更または撤回は、保険証券に表示を受けてからでなければ、当会社に対抗することができません。

第５条（告知義務違反による解除等の通知）
当会社が、主契約または主特約について告知義務違反による解除または重大事由による解除をする場合において、保

険契約者および主約款もしくは主特約の特約条項に定める通知先またはこれらの者の住所もしくは居所が不明であるか、
その他正当な理由によって、保険契約者および主約款もしくは主特約の特約条項に定める通知先に通知できないときは、
指定代理請求人に通知することがあります。

第６条（特約の解約）
この特約のみの解約は、取り扱いません。

第７条（主約款等の代理請求に関する規定の不適用）
この特約が付加された場合（注１）には、主約款または主特約の特約条項による指定代理請求人は撤回されたものと

し、指定代理請求人に関する規定または介護年金および介護給付金（注２）の受取人の代理人による請求に関する規定
は適用しません。

（注１）その後に第４条（指定代理請求人の変更および指定の撤回）の規定により指定代理請求人の指定が撤回された場
合を含みます。

（注２）名称がいかなる場合であっても、同様の給付を含みます。

第８条（主約款の規定の準用）
この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。

第９条（５年ごと利差配当付こども保険に付加した場合の特則）
（1）この特約を５年ごと利差配当付こども保険に付加した場合には、以下のとおり読み替えます。

（2）５年ごと利差配当付こども保険が払済保険に変更された場合は、指定代理請求人の指定は撤回されたものとみなし
ます。

第10条（一時払終身介護保険に付加した場合の特則）
この特約を一時払終身介護保険に付加した場合、第２条（特約の対象となる保険金等）（注２）中「名称がいかなる場

合であっても、同様の給付を含みます。」とあるのは「名称がいかなる場合であっても、同様の給付を含み、介護保険金
の年金支払特則の適用を請求する権利を含みます。」と読み替えます。
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項目 提出書類

１ 指定代理請求

（1）主約款または主特約の特約条項に定める保険金等の請求書類
（2）指定代理請求人の住民票と戸籍謄（抄）本と印鑑証明書
（3）被保険者および指定代理請求人の健康保険証の写し等指定代理請求人が被保険
者と同居または生計を一にしていることが確認できる書類（ただし、指定代理請
求人が第３条（指定代理請求人による保険金等の請求）（2）①または②に該当す
る場合は不要。）

２
指定代理請求人の

変更および指定の撤回

（1）当会社所定の名義変更請求書
（2）保険契約者の印鑑証明書
（3）保険証券

（注）当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。

別表１ 請求書類
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第１条 特別条件の適用
第２条 特別条件

第３条 主約款および特約条項の規定の適用除外
第４条 解約

特別条件付保険特約条項

特別条件を適用する場合 適用日

① 主契約の締結の際 主契約の契約日

②
主契約の復活の際 復活の際の責任開始日（当会社の保険契約上の責任が

開始する日をいいます。以下同じ。）

③ 主契約の契約日後に当会社の定める特約を付加する際 付加する特約の責任開始日。

適用日からその日を含めて保険金の
支払事由に該当した時までの経過期間

削減期間

１年 ２年 ３年 ４年 ５年

１年以内 ５０％ ３０％ ２５％ ２０％ １５％

１年超２年以内 ６０％ ５０％ ４０％ ３０％

２年超３年以内 ７５％ ６０％ ４５％

３年超４年以内 ８０％ ６０％

４年超５年以内 ８０％

特別条件付保険特約条項 目次

（平成２３年８月２日改定）
第１条（特別条件の適用）

（1）主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）の締結もしくは復活の際または主契約の契約日後に当会社の定める
特約を付加する際、主契約の被保険者の健康状態その他が当会社の定めた基準に適合しないときは、主契約または主
契約に付加される当会社の定める特約（以下「主特約」といいます。）について、主契約の普通保険約款（以下「主約
款」といいます。）または主特約の特約条項のほか、この特約条項を適用します。

（2）本条（1）の規定により、この特約条項に規定する特別条件を適用する場合、次の日を適用日とします。

（3）この特約に関する保険証券の交付については、主約款または他の特約条項の規定によります。

第２条（特別条件）
（1）この特約により主契約または主特約に適用する特別条件は、その危険の程度に応じて、次の①～⑤のうちいずれか
１つまたは２つ以上の方法によります。
① 保険金削減支払法
ア．当会社の定める保険金削減期間内に、主契約の被保険者が次の（ア）～（エ）のいずれかに該当するときは、
次の算式で求められる金額を保険金として支払います。
（ア）死亡したこと。
（イ）特定の疾病により所定の状態に該当したこと。
（ウ）高度障害状態になったこと。
（エ）介護保険金の支払事由に該当したこと。

支払金額 ＝ 主約款または主特約の特約条項の
規定により支払うべき保険金額

× 下表の経過期間に
応じた割合

ただし、保険料の払込済の主契約もしくは主特約または保険契約の復活の際にこの特別条件を適用した主契約も
しくは主特約については、次の金額を支払います。

支払金額 ＝

�
�
�
�
�

主約款または主特
約の特約条項の規
定により支払うべ
き保険金額

－
支払事由に該当
した時における
責任準備金

�
�
�
�
�

× 下表の経過期間に
応じた割合

＋
支払事由に該当
した時における
責任準備金

イ．前ア．の規定にかかわらず、主契約の被保険者が災害または感染症（別表２）により、死亡しもしくは高度障
害状態になったときまたは介護保険金の支払事由に該当したときは、支払うべき保険金の全額を支払います。

② 給付金削減支払法
当会社の定める給付金削減期間内に、主契約の被保険者が次のア．～カ．のいずれかに該当するときは、次の算

式で求められる金額を基準として、給付金を支払います。ただし、災害または感染症（別表２）による場合は、こ
の限りではありません。
ア．入院をしたこと。
イ．手術を受けたこと。
ウ．放射線治療を受けたこと。
エ．入院をしたのちに退院したこと。
オ．通院をしたこと。
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適用日からその日を含めて給付金の
支払事由に該当した時までの経過期間

削減期間

１年 ２年 ３年 ４年 ５年

１年以内 ５０％ ３０％ ２５％ ２０％ １５％

１年超２年以内 ６０％ ５０％ ４０％ ３０％

２年超３年以内 ７５％ ６０％ ４５％

３年超４年以内 ８０％ ６０％

４年超５年以内 ８０％

カ．要介護状態となったこと。

給付金の基準と
する金額

＝
主約款または主特約の
特約条項の規定により
支払うべき給付金額

× 下表の経過期間に応じた割合

③ 特別保険料領収法
ア．主契約または主特約の保険料に当会社の定める特別保険料を加算した金額を払い込むべき主契約または主特約
の保険料とします。

イ．主約款または主特約の特約条項の規定によって保険料の払込みが免除された場合は、同時に特別保険料の払込
みを免除します。

ウ．この特別条件が適用された主契約または主特約の解約返戻金は、特別保険料の計算の基礎に基づいて計算する
ものとし、主契約と合算して、保険証券に例示します。

④ 特定疾病・部位不担保法
当会社が定める不担保期間（注１）内に、別表１に定める特定疾病（注２）・身体部位のうち、この特別条件を

適用する際に当会社が指定した特定疾病（注２）または身体部位に生じた疾病により主契約の被保険者が次のア．
～カ．のいずれかに該当するときは、給付金を支払いません。ただし、感染症（別表２）による場合は、この限り
ではありません。また、主契約の被保険者が当会社の定めた不担保期間の満了日を含んで継続して入院したときは、
その入院については、その満了日の翌日を入院の開始日とみなして給付金を支払います。
ア．入院をしたこと。
イ．手術を受けたこと。
ウ．放射線治療を受けたこと。
エ．入院をしたのちに退院したこと。
オ．通院をしたこと。
カ．要介護状態となったこと。

⑤ 特定障害不担保法
保険期間（注３）中に、主契約の被保険者が主約款または主特約の特約条項に定める高度障害状態または身体障

害の状態のうち、「両眼の視力を全く永久に失ったもの」、「１眼の視力を全く永久に失ったもの」または「両眼の視
力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの」に該当し、主約款または主特約の特約条項に定める高度障害保険金（注
４）の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた場合でも、当会社は高度障害保険金（注４）の支払または
保険料払込みの免除を行いません。

（2）給付金削減支払法が適用された５年ごと利差配当付総合終身保険普通保険約款、５年ごと利差配当付低解約返戻金
型総合終身保険普通保険約款または５年ごと利差配当付終身介護保障移行特約条項の規定により入院給付金、介護給
付金または終身介護給付金を支払うときは本条（1）②の規定を準用します。

（3）特定疾病・部位不担保法が適用された５年ごと利差配当付総合終身保険普通保険約款、５年ごと利差配当付低解約
返戻金型総合終身保険普通保険約款または５年ごと利差配当付終身介護保障移行特約条項の規定により入院給付金、
介護給付金または終身介護給付金を支払うときは本条（1）④の規定を準用します。

（4）保険金削減支払法が適用された収入保障特約条項の規定により特約遺族年金、特約高度障害年金またはこれらの現
価を支払うときは本条（1）①の規定を準用します。

（5）保険金削減支払法が適用された家計保障定期保険普通保険約款の規定により保険金を支払うときは、その保険金支
払事由発生時の保険金額が本条（1）①の規定により支払われる金額となるように基準給付金月額を変更します。この
場合、変更後の基準給付金月額を基準として、家計保障定期保険普通保険約款の保険金の月払給付の規定により計算
される給付金月額が当会社の定める金額に満たないときは、保険金の月払給付を取り扱いません。

（6）保険金削減支払法が適用された家計保障定期保険特約条項の規定により特約保険金を支払うときは、その特約保険
金支払事由発生時の特約保険金額が本条（1）①の規定により支払われる金額となるように特約基準給付金月額を変更
します。この場合、変更後の特約基準給付金月額を基準として家計保障定期保険特約条項の特約保険金の月払給付の
規定により計算される給付金月額が当会社の定める金額に満たないときは、特約保険金の月払給付を取り扱いません。

（注１）適用日からその日を含めて計算します。また、保険契約が更新された場合、更新前の保険期間と更新後の保険期
間とは継続されたものとします。

（注２）これと医学上重要な関係にあると当会社が認めた疾病を含みます。
（注３）保険契約が更新された場合、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。
（注４）本条（1）⑤においては、名称がいかなる場合であっても、高度障害状態または身体障害の状態に該当したこと

により支払われる保険金、年金または給付金等を含みます。

第３条（主約款および特約条項の規定の適用除外）
（1）この特約に定める特別条件を主契約に適用した場合、次の①～⑥の取扱いは行いません。ただし、保険金削減支払
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法の場合で保険金削減期間経過後のとき、給付金削減支払法の場合で給付金削減期間経過後のとき、特定疾病・部位
不担保法のとき、または特定障害不担保法のときはこの限りではありません。
① 延長定期保険への変更。ただし、主契約が５年ごと利差配当付総合終身保険または５年ごと利差配当付低解約返
戻金型総合終身保険の場合で、給付金削減支払法のときはこの限りではありません。

② 払済保険への変更。ただし、主契約が５年ごと利差配当付総合終身保険または５年ごと利差配当付低解約返戻金
型総合終身保険の場合で、給付金削減支払法のときはこの限りではありません。

③ 保険期間の変更
④ 保険料払込期間の変更
⑤ 保険料の払込完了
⑥ 保険契約の更新

（2）この特約に定める特別条件を主特約に適用した場合、次の①～④の取扱いは行いません。ただし、保険金削減支払
法の場合で保険金削減期間経過後のとき、給付金削減支払法の場合で給付金削減期間経過後のとき、特定疾病・部位
不担保法のとき、または特定障害不担保法のときはこの限りではありません。
① 延長定期保険への変更。ただし、給付金削減支払法のときはこの限りではありません。
② 払済保険への変更。ただし、給付金削減支払法のときはこの限りではありません。
③ 特別条件を適用した主特約の保険期間の変更、保険料払込期間の変更または保険料払込みの完了を伴う主契約の
保険期間もしくは保険料払込期間の変更、特約の付加または特則の適用

④ 特別条件を適用した主特約の更新および復旧

第４条（解約）
保険契約者は、主契約と同時でなければ、この特約を解約することはできません。
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身体部位の名称

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３
３４
３５
３６
３７

眼球および眼球附属器
耳（内耳、中耳、外耳、聴神経を含みます。）および乳様突起
鼻（副鼻腔を含みます。）
咽頭および喉頭
口腔、歯、歯肉、舌、顎下腺、耳下腺および舌下腺
甲状腺
食道
胃、十二指腸および空腸
小腸および大腸
盲腸（虫様突起を含みます。）
直腸および肛門
肝臓、胆嚢および胆管
膵臓
肺臓、胸膜、気管、気管支および胸郭
腎臓および尿管
膀胱および尿道
前立腺、睾丸、副睾丸、精管、精索および精嚢
子宮、卵巣および子宮附属器（異常分娩、妊娠異常が生じた場合を含みます。）
乳房（乳腺を含みます。）
鼠蹊部（鼠蹊ヘルニア、陰嚢ヘルニア、または大腿ヘルニアが生じた場合に限ります。）
頸椎部（その神経を含みます。）
胸椎部（その神経を含みます。）
腰椎部（その神経を含みます。）
仙骨部および尾骨部（その神経を含みます。）
左肩関節部
右肩関節部
左鎖骨
右鎖骨
左股関節部
右股関節部
左上肢（左肩関節部を除きます。）
右上肢（右肩関節部を除きます。）
左下肢（左股関節部を除きます。）
右下肢（右股関節部を除きます。）
子宮体部（帝王切開を受けた場合に限ります。）
脊椎（その神経を含みます。）
皮膚（頭皮を含みます。）

特定疾病の名称

３８
３９
４０
４１
４２
４３
４４
４５

異常妊娠・異常分娩（帝王切開を含みます。）
胆石・胆嚢炎
腎・尿路結石
痔瘻・痔核・脱肛・肛門周囲膿瘍
白内障
皮膚炎・湿疹（アトピー性皮膚炎、接触性皮膚炎を含みます。）
副鼻腔炎・蓄膿症
骨折等の内固定具抜去

別表１ 特定疾病・部位不担保法により不担保とする疾病・部位
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分類項目 基本分類表番号

１．コレラ
２．腸チフス
３．パラチフスＡ
４．細菌性赤痢
５．腸管出血性大腸菌感染症
６．ペスト
７．ジフテリア
８．急性灰白髄炎＜ポリオ＞
９．ラッサ熱
１０．クリミヤ・コンゴ＜Crimean‐Congo＞出血熱
１１．マールブルグ＜Marburg＞ウイルス病
１２．エボラ＜Ebola＞ウイルス病
１３．痘瘡
１４．重症急性呼吸器症候群［SARS］
（ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。）

Ａ００
Ａ０１．０
Ａ０１．１
Ａ０３
Ａ０４．３
Ａ２０
Ａ３６
Ａ８０
Ａ９６．２
Ａ９８．０
Ａ９８．３
Ａ９８．４
Ｂ０３
Ｕ０４

別表２ 対象となる感染症

対象となる感染症とは、平成６年１０月１２日総務庁告示第７５号に定められた分類項目中の下表に記載のものとし、分類項目
の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ＩＣＤ－１０（２００３年版）準拠」に
よるものとします。

約款 78



第１条 特約の適用
第２条 責任開始日および契約日の特則
第３条 保険料率
第４条 保険料の払込み
第５条 保険料口座振替不能の場合の取扱い
第６条 諸変更

第７条 特約の消滅
第８条 主約款の適用
第９条 がん保険またはがん治療支援保険に付加した

場合の特則
第１０条 責任開始期に関する特約とあわせて主契約に

付加した場合の特則

保険料口座振替特約条項

保険料口座振替特約条項 目次

（平成２２年８月２日改定）
第１条（特約の適用）

（1）この特約は保険契約締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から申出があり、かつ、当会社が
これを承諾した場合に適用します。

（2）この特約を適用するには、次の条件を満たすことを必要とします。
① 保険契約者の指定する口座（以下「指定口座」といいます。）が当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している
金融機関等（以下「提携金融機関」といいます。この場合、当会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定
する金融機関等を含みます。）に設置してあること。

② 保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から当会社の口座（当会社が保険料の収納業務を委託している機関
の取扱金融機関等の場合には、その委託機関の口座。以下同じ。）へ保険料の口座振替を委任していること。

第２条（責任開始日および契約日の特則）
（1）この特約が適用され、第１回保険料（第１回保険料充当金を含みます。以下同じ。）から口座振替を行う場合、普通
保険約款（以下「主約款」といいます。）の規定にかかわらず、第１回保険料の振替日（注）を当会社の責任開始日
（当会社の保険契約上の責任が開始する日をいいます。以下同じ。）とし、この日を契約日とします。ただし、月払の
保険契約の場合の契約日は、第１回保険料の振替日（注）の属する月の翌月１日とします。

（2）この特約による保険料の口座振替を第２回以後の保険料から行う場合、月払の保険契約の契約日は、主約款の規定
にかかわらず、当会社の責任開始日の属する月の翌月１日とします。

（3）本条（1）および（2）の場合、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、本条（1）および（2）に規定する契
約日を基準として計算します。ただし、当会社の責任開始日から契約日の前日までの間に、主約款または特約条項の
規定に基づいて保険金、給付金もしくは年金（以下「保険金等」といいます。）の支払事由または保険料払込みの免除
事由が発生したときは、当会社は、責任開始日を契約日として保険契約上の責任を負い、契約年齢、保険期間および
保険料払込期間はこの日を基準として再計算します。

（4）本条（3）ただし書きに定める再計算の結果、保険料に超過分があるときは、当会社はその超過分を保険契約者に払
い戻します。また、保険料に不足分があるときは、保険契約者はその不足分を当会社に払い込んでください。ただし、
支払うべき保険金等があるときは、保険料の不足分をその保険金等から差し引きます。

（5）保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場合、本条（1）および（2）の規定にかかわらず、契約
日は当会社の責任開始日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。

（注）第１回保険料が指定口座から振り替えられた日をいいます。

第３条（保険料率）
（1）この特約を適用する月払の保険契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
（2）本条（1）の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する場合には、普通保険料率を適用します。
① 当月分以後の保険料が３か月分以上一括払されたとき。この場合、当会社所定の割引率で保険料を割引します。
② 保険料の振替貸付が行われたとき。

第４条（保険料の払込み）
（1）保険料は主約款の規定にかかわらず、払込期月中の当会社の定めた日（以下「振替日」といいます。）（注）に指定
口座から保険料相当額を当会社の口座に振り替えることによって、当会社に払い込まれるものとします。

（2）本条（1）の場合、振替日（注）に保険料の払込みがあったものとします。
（3）同一の指定口座から２件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は当会社に対しその振替順序
を指定できないものとします。

（4）保険契約者は、あらかじめ払込保険料相当額を指定口座に預入しておくことを必要とします。
（5）口座振替によって払い込まれた保険料については、当会社はその領収証を発行しません。

（注）振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日とします。

第５条（保険料口座振替不能の場合の取扱い）
（1）振替日（注１）に第１回保険料の口座振替が不能となった場合は、保険契約者は、その振替日の属する月の翌月末
日までに、第１回保険料を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。この場合、第２条（責
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任開始日および契約日の特則）（1）の規定は適用しません。
（2）振替日（注１）に第２回以後の保険料の口座振替が不能となった場合は、次のとおり取り扱います。
① 月払契約の場合、翌月分の振替日（注１）に再度翌月分と合わせて２か月分の保険料の口座振替を行います。た
だし、指定口座の預入額が２か月分の保険料相当額に満たない場合には、１か月分の保険料の口座振替を行い、払
込期月の過ぎた保険料について払込みがあったものとします。

② 年払契約または半年払契約の場合、振替日の属する月の翌月の応当日（注２）に再度口座振替を行います。
（3）本条（2）の規定による保険料口座振替が不能の場合には、保険契約者は、主約款に定める猶予期間内に払込期月が
到来している保険料を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。

（注１）振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日とします。
（注２）応当日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日とします。

第６条（諸変更）
（1）保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置して
いる金融機関を他の提携金融機関に変更することができます。この場合、あらかじめ当会社およびその金融機関に申
し出てください。

（2）保険契約者が口座振替の取扱いを停止する場合には、あらかじめ当会社およびその提携金融機関に申し出て他の保
険料の払込方法（経路）を選択してください。

（3）提携金融機関が保険料の口座振替の取扱いを停止した場合には、当会社はその旨を保険契約者に通知します。この
場合には、保険契約者は指定口座を他の提携金融機関に変更するか他の保険料の払込方法（経路）を選択してくださ
い。

（4）当会社は、当会社または提携金融機関の事情により振替日を変更することがあります。この場合、当会社はその旨
をあらかじめ保険契約者に通知します。

第７条（特約の消滅）
（1）次の場合には、この特約は効力を失います。
① 保険契約が消滅または失効したとき。
② 保険料の前納がなされたとき。
③ 保険料の一括払込みがなされたとき。
④ 保険料の払込みを必要としなくなったとき。
⑤ 他の保険料の払込方法（経路）に変更したとき。
⑥ 第１条（特約の適用）（2）に定める条件に該当しなくなったとき。

（2）本条（1）③の規定にかかわらず、保険契約者から保険料の一括払込み後も引き続きこの特約を適用する旨の申出が
なされたときは、この特約は消滅しません。

第８条（主約款の適用）
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を適用します。

第９条（がん保険またはがん治療支援保険に付加した場合の特則）
この特約をがん保険またはがん治療支援保険に付加した場合には、次の①～⑦の取扱いをし、第２条（責任開始日お

よび契約日の特則）の規定は適用しません。
① この特約が適用され、第１回保険料から口座振替を行う場合、主約款の規定にかかわらず、第１回保険料の振替
日（注）を保険期間の始期とし、この日を契約日とします。ただし、月払の保険契約の場合の契約日は、保険期間
の始期の属する月の翌月１日とします。

② この特約による保険料の口座振替を第２回以後の保険料から行う場合、月払の保険契約の契約日は、主約款の規
定にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属する月の翌月１日とします。

③ 当会社の責任開始期は、前①および②に定める保険期間の始期の属する日からその日を含めて９０日を経過した日
の翌日とします。

④ 前①および②の場合、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、前①および②に規定する契約日を基準とし
て計算します。

⑤ 前①および②に定める保険期間の始期から契約日の前日までの間に、主約款または特約条項の規定に基づいて保
険料払込みの免除事由が発生したときは、前①～④の規定にかかわらず、契約年齢、保険期間および保険料払込期
間は、保険期間の始期の属する日を契約日とし、その日を基準として再計算します。

⑥ 前⑤に定める再計算の結果、保険料に超過分があるときは、当会社はその超過分を保険契約者に払い戻します。
また、保険料に不足分があるときは、保険契約者はその不足分を当会社に払い込んでください。

⑦ 保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場合、前①～⑤の規定にかかわらず、契約日は保険期
間の始期の属する日とし、当会社の責任開始期、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準とし
て計算します。

（注）第１回保険料が指定口座から振り替えられた日をいいます。

第１０条（責任開始期に関する特約とあわせて主契約に付加した場合の特則）
この特約を責任開始期に関する特約とあわせて主契約に付加した場合には、次の①～③のとおり取り扱います。

① 責任開始日、保険期間の始期および契約日については、責任開始期に関する特約条項の規定によるものとし、第
２条（責任開始日および契約日の特則）および第９条（がん保険またはがん治療支援保険に付加した場合の特則）
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の規定は適用しません。
② 第１回保険料から口座振替を行う場合、第１回保険料は、第４条（保険料の払込み）（1）および責任開始期に関
する特約条項の規定にかかわらず、責任開始期に関する特約条項に定める第１回保険料の払込期間中の当会社の定
めた日を第１回保険料の振替日とし、その日（注１）に指定口座から保険料相当額を当会社の口座に振り替えるこ
とによって、当会社に払い込まれるものとします。

③ 第１回保険料から口座振替を行う場合で、第１回保険料の振替日（注１）（注２）に口座振替が不能となったとき
（注３）は、第５条（保険料口座振替不能の場合の取扱い）（1）および前②の規定にかかわらず、次のア．～ウ．の
とおり取り扱います。
ア．月払契約の場合、第１回保険料の振替日（注２）の属する月の翌月の応当日（注４）に第１回保険料と第２回
保険料を合わせて２か月分の保険料の口座振替を行います。ただし、指定口座の預入額が２か月分の保険料相当
額に満たず、１か月分の保険料の口座振替のみが可能な場合には、１か月分の保険料の口座振替を行い、第１回
保険料について払込みがあったものとします。

イ．年払契約または半年払契約の場合、第１回保険料の振替日（注２）の属する月の翌月の応当日（注４）に口座
振替を行います。

ウ．前ア．またはイ．の規定による口座振替が不能の場合には、保険契約者は、責任開始期に関する特約条項に定
める第１回保険料の猶予期間満了日までに、第１回保険料および払込期月が到来している第２回以後の保険料を、
当会社が指定する方法で払い込んでください。

（注１）振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日とします。
（注２）責任開始期に関する特約条項に定める第１回保険料の払込期間中に複数の振替日がある場合は、その最終の振替

日とします。
（注３）提携金融機関に対して第１回保険料の口座振替請求が行われなかった場合を含みます。
（注４）応当日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日とします。
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第１条 取扱いの範囲
第２条 契約日の特則
第３条 保険料率
第４条 保険料の払込み
第５条 月払保険料の一括払

第６条 猶予期間
第７条 特約の失効
第８条 がん保険またはがん治療支援保険に付加した

場合の特則

団体扱特約条項�

団体扱特約条項� 目次

（平成２２年３月２日改定）
第１条（取扱いの範囲）

（1）官公庁、会社、組合、工場その他の団体（以下「団体」といいます。）において次の条件を満たす場合は、普通保険
約款（以下「主約款」といいます。）のほかこの特約を適用して団体年払、半年払または月払の取扱いをします。
① 保険契約者がその団体から給与（役員報酬を含みます。以下同じ。）の支払を受ける者である保険契約（以下「個
人契約」といいます。）であること。ただし、団体が保険契約者であるときは、その団体に所属する者が被保険者で
ある保険契約（以下「事業保険」といいます。）であること。

② 保険契約者または被保険者の数は１０名以上であること。
（2）本条（1）②の人数については、年払および半年払の契約を合算して、または月払の契約のみにより、その人数を満
たすことを必要とします。

（3）本条（1）の取扱いを行うときは、当会社は団体代表者と協定書を取りかわします。

第２条（契約日の特則）
（1）主たる保険契約の締結の際に団体月払取扱いを行う保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、責任開始日
（当会社の保険契約上の責任が開始する日をいいます。以下同じ。）の属する月の翌月１日とし、契約年齢、保険期間
および保険料払込期間は、この日を基準として計算します。

（2）本条（1）の規定にかかわらず、責任開始日から契約日の前日までの間に保険金、給付金等の支払事由または保険料
払込みの免除事由が生じたときは、当会社は、責任開始日を契約日として保険契約上の責任を負い、契約年齢、保険
期間および保険料払込期間はこの日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば徴収
します。ただし、保険金、給付金等の支払金があるときは、過不足分を支払金と精算します。

（3）保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場合、本条（1）の規定にかかわらず、契約日は当会社の
責任開始日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として計算します。

第３条（保険料率）
（1）この特約を適用する半年払または月払の保険契約の保険料率は、次の①または②のとおりとします。
① 団体が次のいずれかに該当する場合は、団体保険料率Ａを適用します。
ア．その事業所に個人契約の保険契約者数が２０名以上あるとき。
イ．その事業所に事業保険の被保険者数が２０名以上あるとき。
ウ．その事業所の個人契約の保険契約者数とその事業所の事業保険の被保険者数とが名寄せ合算して２０名以上ある
とき。

エ．その事業所の個人契約の保険契約者数または事業保険の被保険者数が２０名未満であっても前ア．～ウ．のいず
れかに該当する事業所が他にあるとき。

② 団体が前①ア．～エ．のいずれにも該当しない場合は、団体保険料率Ｂを適用します。
（2）団体保険料率Ａを適用した場合でも、保険契約者または被保険者の数が本条（1）①に規定する人数未満に減少し、
その後６か月を経過しても規定の人数にもどらないときは、当会社は、適用する保険料率を団体保険料率Ｂに変更し
ます。

第４条（保険料の払込み）
（1）第１回保険料（第１回保険料充当金を含みます。以下同じ。）を団体の代表者が取りまとめて払い込む場合には、団
体の代表者が当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んだ日をもって払込みのあった日とします。

（2）第２回以後の保険料は、団体の代表者が取りまとめて払い込んでください。この場合、団体の代表者が当会社の本
店または当会社の指定した場所に払い込んだ日をもって払込みのあった日とします。

（3）本条（1）および（2）の規定にかかわらず、団体が、保険料を保険契約者または被保険者に支払う給与から控除し
たうえで当会社に払い込む場合には、保険料を給与から控除した日（注）をもって払込みのあった日とします。ただ
し、当会社と団体とがこの取扱いについて取り決めを行っている場合に限ります。

（4）本条（1）および（2）の規定にかかわらず、団体が、保険料を保険契約者または被保険者の指定する口座（以下
「指定口座」といいます。）から団体の口座に振り替えたうえで当会社に払い込む場合には、保険料の指定口座から団
体の口座への振替日（注）をもって払込みのあった日とします。ただし、当会社と団体とがこの取扱いについて取り
決めを行っている場合に限ります。

（5）団体の代表者から保険料が払い込まれた場合には、当会社は、払込金額に対する領収証を団体に交付し、個々の領
収証は発行しません。
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保険料の払込方法
（回数）

猶予期間

① 月払（年１２回払） 払込期月の翌月初日から末日まで

② 半年払（年２回払） 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
ただし、契約応当日が２月、６月、１１月の各末日の場合には、それぞれ４月、８月、
１月の各末日まで③ 年払（年１回払）

（注）あらかじめ当会社と団体との間で取り決めることを必要とします。

第５条（月払保険料の一括払）
団体月払取扱いの場合、団体保険料率Ｂが適用されるときは、保険契約者は、当会社の定める方法により、当月分以

後の保険料（注）を一括払することができます。この場合、普通保険料率を基準として、当会社所定の割引率で保険料
を割引します。

（注）３か月分以上１２か月分以下の保険料に限ります。

第６条（猶予期間）
（1）第２回以後の保険料の払込みについては、下表のとおり「猶予期間」があります。

（2）猶予期間中に保険金、年金、給付金等の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料をそれらの支払金から
差し引きます。

（3）保険契約を更新する場合には、更新後第１回保険料の払込みについて本条（2）の規定を準用します。

第７条（特約の失効）
（1）次の場合には、この特約は効力を失います。
① 保険契約者が、その所属団体から脱退したとき。ただし、事業保険の場合には、被保険者がその所属団体から脱
退したとき。

② 保険契約者または被保険者の数が第１条（取扱いの範囲）（1）および（2）に規定する人数未満に減少し、その後
３か月（注）を経過しても規定の人数にもどらないとき。

③ 保険金額、年金額または入院給付金日額の減額その他により、保険金額、年金額または入院給付金日額が当会社
の定めた金額を下回るとき。

④ 保険料の振替貸付を行ったとき。
⑤ 保険料の前納取扱いをしたとき。
⑥ 保険料の払込みを必要としなくなったとき。
⑦ 当会社と団体代表者との協議により、団体年払、半年払または月払の取扱いを廃止したとき。

（2）本条（1）の場合には、個人扱の年払、半年払または月払の取扱いに変更し、保険料率を将来に向って更正します。
（3）団体月払取扱いを個人扱の年払または半年払の取扱いに変更した場合、その保険年度に対する保険料に未払込分が
あるときは、その未払込分を一時に払い込んでください。

（注）団体年払または半年払の取扱いの場合はその後６か月とします。

第８条（がん保険またはがん治療支援保険に付加した場合の特則）
（1）この特約を団体月払取扱いを行うがん保険またはがん治療支援保険に付加した場合には、次の①または②の取扱い
をし、第２条（契約日の特則）の規定は適用しません。
① 第１回保険料を団体の代表者が取りまとめて払い込む場合は、次のとおり取り扱います。
ア．この特約を付加した保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属す
る月の翌月１日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。

イ．主約款に定める保険期間の始期から前ア．の契約日の前日までの間に、主約款の規定に基づいて保険料の払込
免除事由が発生したときは、前ア．の規定にかかわらず契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、主約款に
定める保険期間の始期の属する日を契約日とし、その日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払いも
どし、不足分があれば領収します。

ウ．主約款および前ア．の規定にかかわらず、当会社の責任開始期は、次のいずれか遅い日とします。
（ア）主約款に定める保険期間の始期の属する日からその日を含めて６０日を経過した日の翌日
（イ）被保険者に関する告知の時の属する日からその日を含めて９０日を経過した日の翌日
エ．保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場合、前ア．およびイ．の規定にかかわらず、契約
日は主約款に定める保険期間の始期の属する日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間の計算にあたっ
ては、この日を基準として計算します。

② 第２回以後の保険料から団体の代表者が取りまとめて払い込む場合は、次のとおり取り扱います。
ア．この特約を付加した保険契約の契約日に関しては、前①ア．およびイ．の規定を準用します。
イ．前ア．の規定にかかわらず、当会社の責任開始期の計算にあたっては、主約款に定める保険期間の始期を基準
に計算します。

ウ．保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場合、前ア．およびイ．の規定にかかわらず、契約
日は主約款に定める保険期間の始期の属する日とし、当会社の責任開始期、契約年齢、保険期間および保険料払
込期間の計算にあたっては、この日を基準として計算します。

（2）この特約を団体年払または半年払取扱いを行うがん保険またはがん治療支援保険に付加し、かつ第１回保険料を団
体の代表者が取りまとめて払い込む場合、当会社の責任開始期に関しては、本条（1）①ウ．の規定を準用します。
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（3）がん保険契約またはがん治療支援保険契約の締結後にこの特約を付加した場合、本条（1）および（2）の規定にか
かわらず、当会社の責任開始期に関しては、保険契約の締結の際に適用される主約款および特約条項の規定を適用し
ます。

（4）がん保険契約またはがん治療支援保険契約の締結後にこの特約が効力を失った場合であっても、当会社の責任開始
期に関しては、この特約条項の規定を適用します。
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第１条 取扱いの範囲
第２条 契約日の特則
第３条 保険料率
第４条 保険料の払込み
第５条 月払保険料の一括払

第６条 猶予期間
第７条 特約の失効
第８条 がん保険またはがん治療支援保険に付加した

場合の特則

団体扱特約条項�

団体扱特約条項� 目次

（平成２２年３月２日改定）
第１条（取扱いの範囲）

（1）組合、連合会、同業団体その他の団体（以下「団体」といいます。）において次の条件を満たす場合は、普通保険約
款（以下「主約款」といいます。）のほかこの特約を適用して団体年払、半年払または月払の取扱いをします。
① 保険契約者は、その団体に所属する者であること。ただし、団体が保険契約者であるときは、その団体に所属す
る者が被保険者であること（以下「事業保険」といいます。）。

② 保険契約者または被保険者の数は１０名以上であること。
③ 団体を代表する者のあることを必要とし、その代表者によって保険料を一括して徴収することが可能であること。

（2）本条（1）②の人数については、年払および半年払の契約を合算して、または月払の契約のみにより、その人数を満
たすことを必要とします。

（3）本条（1）の取扱いを行うときは、当会社は団体代表者と協定書を取りかわします。

第２条（契約日の特則）
（1）主たる保険契約の締結の際に団体月払取扱いを行う保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、責任開始日
（当会社の保険契約上の責任が開始する日をいいます。以下同じ。）の属する月の翌月１日とし、契約年齢、保険期間
および保険料払込期間は、この日を基準として計算します。

（2）本条（1）の規定にかかわらず、責任開始日から契約日の前日までの間に保険金、給付金等の支払事由または保険料
払込みの免除事由が生じたときは、当会社は、責任開始日を契約日として保険契約上の責任を負い、契約年齢、保険
期間および保険料払込期間はこの日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば徴収
します。ただし、保険金、給付金等の支払金があるときは、過不足分を支払金と精算します。

（3）保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場合、本条（1）の規定にかかわらず、契約日は当会社の
責任開始日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として計算します。

第３条（保険料率）
この特約を適用する半年払または月払の保険契約の保険料率は、団体保険料率Ｂとします。

第４条（保険料の払込み）
（1）第１回保険料（第１回保険料充当金を含みます。以下同じ。）を団体の代表者が取りまとめて払い込む場合には、団
体の代表者が当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んだ日をもって払込みのあった日とします。

（2）第２回以後の保険料は、団体の代表者が取りまとめて払い込んでください。この場合、団体の代表者が当会社の本
店または当会社の指定した場所に払い込んだ日をもって払込みのあった日とします。

（3）本条（1）および（2）の規定にかかわらず、団体が、保険料を保険契約者または被保険者の指定する口座（以下
「指定口座」といいます。）から団体の口座に振り替えたうえで当会社に払い込む場合には、保険料の指定口座から団
体の口座への振替日（注）をもって払込みのあった日とします。ただし、当会社と団体とがこの取扱いについて取り
決めを行っている場合に限ります。

（4）団体の代表者から保険料が払い込まれた場合には、当会社は、払込金額に対する領収証を団体に交付し、個々の領
収証は発行しません。

（注）あらかじめ当会社と団体との間で取り決めることを必要とします。

第５条（月払保険料の一括払）
団体月払取扱いの場合、保険契約者は、当会社の定める方法により、当月分以後の保険料（注）を一括払することが

できます。この場合、普通保険料率を基準として、当会社所定の割引率で保険料を割引します。

（注）３か月分以上１２か月分以下の保険料に限ります。
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保険料の払込方法
（回数）

猶予期間

① 月払（年１２回払） 払込期月の翌月初日から末日まで

② 半年払（年２回払） 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
ただし、契約応当日が２月、６月、１１月の各末日の場合には、それぞれ４月、８月、
１月の各末日まで③ 年払（年１回払）

第６条（猶予期間）
（1）第２回以後の保険料の払込みについては、下表のとおり「猶予期間」があります。

（2）猶予期間中に保険金、年金、給付金等の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料をそれらの支払金から
差し引きます。

（3）保険契約を更新する場合には、更新後第１回保険料の払込みについて本条（2）の規定を準用します。

第７条（特約の失効）
（1）次の場合には、この特約は効力を失います。
① 保険契約者がその所属団体から脱退したとき。ただし、事業保険の場合には、被保険者がその所属団体から脱退
したとき。

② 保険契約者または被保険者の数が第１条（取扱いの範囲）（1）および（2）に規定する人数未満に減少し、その後
３か月（注）を経過しても規定の人数にもどらないとき。

③ 保険金額、年金額または入院給付金日額の減額その他により、保険金額、年金額または入院給付金日額が当会社
の定めた金額を下回るとき。

④ 保険料の振替貸付を行ったとき。
⑤ 保険料の前納取扱いをしたとき。
⑥ 保険料の払込みを必要としなくなったとき。
⑦ 当会社と団体代表者との協議により、団体年払、半年払または月払の取扱いを廃止したとき。

（2）本条（1）の場合には、個人扱の年払、半年払または月払の取扱いに変更します。
（3）団体月払取扱いを個人扱の年払または半年払の取扱いに変更した場合、その保険年度に対する保険料に未払込分が
あるときは、その未払込分を一時に払い込んでください。

（注）団体年払または半年払の取扱いの場合はその後６か月とします。

第８条（がん保険またはがん治療支援保険に付加した場合の特則）
（1）この特約を団体月払取扱いを行うがん保険またはがん治療支援保険に付加した場合には、次の①または②の取扱い
をし、第２条（契約日の特則）の規定は適用しません。
① 第１回保険料を団体の代表者が取りまとめて払い込む場合は、次のとおり取り扱います。
ア．この特約を付加した保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属す
る月の翌月１日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。

イ．主約款に定める保険期間の始期から前ア．の契約日の前日までの間に、主約款の規定に基づいて保険料の払込
免除事由が発生したときは、前ア．の規定にかかわらず契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、主約款に
定める保険期間の始期の属する日を契約日とし、その日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払いも
どし、不足分があれば領収します。

ウ．主約款および前ア．の規定にかかわらず、当会社の責任開始期は、次のいずれか遅い日とします。
（ア）主約款に定める保険期間の始期の属する日からその日を含めて６０日を経過した日の翌日
（イ）被保険者に関する告知の時の属する日からその日を含めて９０日を経過した日の翌日
エ．保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場合、前ア．およびイ．の規定にかかわらず、契約
日は主約款に定める保険期間の始期の属する日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間の計算にあたっ
ては、この日を基準として計算します。

② 第２回以後の保険料から団体の代表者が取りまとめて払い込む場合は、次のとおり取り扱います。
ア．この特約を付加した保険契約の契約日に関しては、前①ア．およびイ．の規定を準用します。
イ．前ア．の規定にかかわらず、当会社の責任開始期の計算にあたっては、主約款に定める保険期間の始期を基準
に計算します。

ウ．保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場合、前ア．およびイ．の規定にかかわらず、契約
日は主約款に定める保険期間の始期の属する日とし、当会社の責任開始期、契約年齢、保険期間および保険料払
込期間の計算にあたっては、この日を基準として計算します。

（2）この特約を団体年払または半年払取扱いを行うがん保険またはがん治療支援保険に付加し、かつ第１回保険料を団
体の代表者が取りまとめて払い込む場合、当会社の責任開始期に関しては、本条（1）①ウ．の規定を準用します。

（3）がん保険契約またはがん治療支援保険契約の締結後にこの特約を付加した場合、本条（1）および（2）の規定にか
かわらず、当会社の責任開始期に関しては、保険契約の締結の際に適用される主約款および特約条項の規定を適用し
ます。

（4）がん保険契約またはがん治療支援保険契約の締結後にこの特約が効力を失った場合であっても、当会社の責任開始
期に関しては、この特約条項の規定を適用します。
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第１条 特約の適用
第２条 契約日の特則
第３条 保険料率
第４条 保険料の払込み

第５条 他の保険料の払込方法（経路）への変更
第６条 特約の消滅
第７条 主約款の規定の準用

保険料クレジットカード払特約条項

保険料クレジットカード払特約条項 目次

（平成２２年３月２日改定）
第１条（特約の適用）

（1）この特約は保険契約締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から、当会社の指定するクレジッ
トカード（以下「クレジットカード」といいます。）により保険料を払い込む旨の申出があり、かつ、当会社がこれを
承諾した場合に適用します。

（2）本条（1）のクレジットカードは、保険契約者が、当会社の指定するクレジットカード発行会社（以下「カード会社」
といいます。）との間で締結された会員規約等（以下「会員規約等」といいます。）に基づき、カード会社より貸与さ
れまたは使用を認められたものに限ります。

（3）当会社は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の
確認（以下「有効性等の確認」といいます。）を行うものとします。

（4）当会社は、保険契約者がカード会社の会員規約等に基づいて、保険料の払込みにクレジットカードを使用した場合
にかぎり、この特約に定める取扱いを行います。

第２条（契約日の特則）
保険契約締結の際にこの特約を付加する場合は、次の①～③のとおり取り扱います。
① この特約が適用される月払の保険契約の契約日は、普通保険約款（以下「主約款」といいます。）の規定にかかわ
らず、当会社の責任開始日（当会社の保険契約上の責任が開始する日をいいます。ただし、がん保険またはがん治
療支援保険に付加した場合は、保険期間の始期とします。以下同じ。）の属する月の翌月１日とし、契約年齢、保険
期間および保険料払込期間はその日を基準として計算します。

② 当会社の責任開始日から契約日の前日までの間に、当会社が主約款および特約の規定に基づく保険金等の支払事
由または保険料の払込免除事由が生じたときは、前①の規定にかかわらず、当会社の責任開始日を契約日とし、契
約年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。この場合、保険料に超過分があれば
払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金等の支払があるときは、過不足分を支払金額と精算します。

③ 保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場合、前①および②の規定にかかわらず、契約日は当
会社の責任開始日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。

第３条（保険料率）
（1）この特約を適用する月払の保険契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
（2）本条（1）の規定にかかわらず、当月分以後の保険料が３か月分以上一括払されたときは、普通保険料率を適用しま
す。この場合、当会社所定の割引率で保険料を割引します。

第４条（保険料の払込み）
（1）第１回保険料（第１回保険料相当額を含みます。以下同じ。）をクレジットカードにより払い込む場合は、当会社が
クレジットカードの有効性等の確認を行った上で、クレジットカードによる保険料の払込みを承諾した時（注１）に、
当会社が第１回保険料を受け取ったものとします。

（2）本条（1）の場合、当会社が、保険契約の申込を承諾したときは、当会社の責任開始日を保険契約者に通知します。
ただし、当会社所定のクレジットカード利用票を使用した場合を除きます。

（3）第２回以後の保険料をクレジットカードにより払い込む場合は、その保険料は、主約款の規定にかかわらず、当会
社がクレジットカードの有効性等の確認を行った上で、払込期月中の当会社の定めた日に、当会社に払い込まれるも
のとします。

（4）保険契約者は、カード会社の会員規約等にしたがい、保険料相当額をカード会社に支払うことを必要とします。
（5）当会社がクレジットカードの有効性等の確認を行った後でも、次のすべてを満たす場合には、その払込期月中の保
険料（注２）については、本条（3）（注３）の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社より保険料相当額を領収できないこと。
② 保険契約者がカード会社に対して、保険料相当額を支払っていないこと。

（6）本条（5）の場合、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。

（注１）当会社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、当会社がクレジットカード利用票を作成した時としま
す。

（注２）第１回保険料を含みます。
（注３）第１回保険料の場合は本条（1）とします。
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第５条（他の保険料の払込方法（経路）への変更）
保険契約者は、あらかじめ当会社に申し出ることにより、クレジットカードによる保険料の払込みを中止して、他の

保険料の払込方法（経路）に変更することができます。

第６条（特約の消滅）
（1）次の事由に該当したときは、この特約は消滅します。
① 保険契約が消滅または失効したとき。
② 保険料の前納がなされたとき。
③ 保険料の一括払込みがなされたとき。
④ 保険料の払込みを必要としなくなったとき。
⑤ 他の保険料の払込方法（経路）に変更したとき。
⑥ 当会社がカード会社より保険料相当額を領収できないとき。
⑦ 当会社がクレジットカードの有効性を確認できなかったとき。
⑧ カード会社がクレジットカードによる保険料払込みの取扱いを停止したとき。

（2）本条（1）③の規定にかかわらず、保険契約者から保険料の一括払込み後も引き続きこの特約を適用する旨の申出が
なされたときは、この特約は消滅しません。

（3）本条（1）⑥～⑧までの場合、当会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、他の保険料の
払込方法（経路）への変更を行ってください。

第７条（主約款の規定の準用）
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
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第１条 特約の適用
第２条 責任開始期および契約日
第３条 第１回保険料の払込みおよび猶予期間
第４条 第１回保険料の払込み前に保険事故が発生し

た場合
第５条 第１回保険料が払い込まれないことによる無

効

第６条 特約の解約
第７条 第１回保険料の払込み前の保険契約の解約返

戻金
第８条 主約款の規定の準用
第９条 がん治療支援保険に付加した場合の特則
第10条 ５年ごと利差配当付こども保険に付加した場

合の特則

責任開始期に関する特約条項

責任開始期に関する特約条項 目次

（平成２２年８月２日改定）
（この特約の概要）
この特約は、第１回保険料（第１回保険料充当金を含みます。以下同じ。）の払込みを責任開始期の要件とせず、当会社が保

険契約の申込みを受けた時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負うことを目的とした
ものです。

第１条（特約の適用）
（1）この特約は、主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、当会
社がこれを承諾した場合に主契約に付加して適用します。

（2）この特約を付加した主契約が更新された場合、更新後の主契約にはこの特約は付加されません。

第２条（責任開始期および契約日）
主契約の普通保険約款（以下「主約款」といいます。）の規定にかかわらず、次の①～③のとおり取り扱います。
① 保険契約の申込みを受けた時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時を主契約の責任開始期（当会社
の保険契約上の責任が開始する時をいいます。以下同じ。）とし、その時の属する日（以下「責任開始日」といいま
す。）を契約日とします。ただし、月払の保険契約の場合の契約日は、責任開始日の属する月の翌月１日とします。

② 契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、前①に定める契約日を基準として計算します。ただし、責任開始
日から契約日の前日までの間に、主約款または特約条項の規定に基づいて保険金、給付金もしくは年金（以下「保
険金等」といいます。）の支払事由または保険料払込みの免除事由が発生したときは、責任開始日を契約日とし、契
約年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。

③ 前②ただし書きに定める再計算の結果、保険料に超過分があるときは、当会社はその超過分を保険契約者に払い
戻します。また、保険料に不足分があるときは、保険契約者はその不足分を当会社に払い込んでください。ただし、
支払うべき保険金等があるときは、保険料の不足分をその保険金等から差し引きます。

第３条（第１回保険料の払込みおよび猶予期間）
（1）保険契約者は、第１回保険料を払込期間内に当会社に払い込んでください。
（2）第１回保険料の払込期間は、責任開始日から責任開始日の属する月の翌月末日までとします。
（3）第１回保険料の払込みについては、第１回保険料の払込期間満了日の属する月の翌月初日から翌々月末日までの猶
予期間があります。

第４条（第１回保険料の払込み前に保険事故が発生した場合）
（1）第１回保険料の払込みがないまま、第１回保険料の猶予期間満了日までに主約款または特約条項の規定に基づいて
保険金等の支払事由が生じたときは、第１回保険料を支払うべき保険金等から差し引きます。ただし、第２回以後の
保険料について、主約款または特約条項の規定に基づいて差し引くべき未払込保険料がある場合は、第１回保険料と
合わせて支払うべき保険金等から差し引きます。

（2）本条（1）の場合、支払うべき保険金等が第１回保険料（注１）に不足するときは、保険契約者は、第１回保険料の
猶予期間満了日までに第１回保険料（注１）を払い込んでください。第１回保険料（注１）の払込みがない場合には、
当会社は、支払事由の発生により支払うべき保険金等を支払いません。

（3）第１回保険料の払込みがないまま、第１回保険料の猶予期間満了日までに主約款または特約条項の規定に基づいて
保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者は、第１回保険料の猶予期間満了日までに第１回保険料（注２）
を払い込んでください。第１回保険料（注２）の払込みがない場合には、当会社は、保険料の払込みを免除しません。

（4）月払の保険契約に本条（2）または（3）の規定が適用され、かつ、第２条（責任開始期および契約日）②ただし書
きの規定により責任開始日を契約日とするときは、主約款の規定にかかわらず、第２回保険料の猶予期間は、第１回
保険料の猶予期間満了日まで延長されるものとします。

（注１）本条（1）ただし書きの規定により、第１回保険料と合わせて差し引くべき第２回以後の未払込保険料を含みま
す。

（注２）主約款または特約条項の規定に基づいて払い込むべき第２回以後の未払込保険料がある場合は、その未払込保険
料を含みます。
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第５条（第１回保険料が払い込まれないことによる無効）
（1）第１回保険料の猶予期間満了日までに第１回保険料の払込みがないときは、主契約およびこれに付加された特約を
無効とします。ただし、前条（1）に該当し、かつ、前条（2）に該当しない場合を除きます。

（2）本条の規定によって主契約およびこれに付加された特約を無効とした場合、責任準備金その他の返戻金の払戻はあ
りません。

第６条（特約の解約）
保険契約者は、主契約と同時でなければ、この特約を解約することはできません。

第７条（第１回保険料の払込み前の保険契約の解約返戻金）
第１回保険料の払込み前の主契約およびこれに付加された特約には解約返戻金はありません。

第８条（主約款の規定の準用）
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

第９条（がん治療支援保険に付加した場合の特則）
この特約をがん治療支援保険に付加した場合には、主約款の規定にかかわらず、次の①～⑥の取扱いをし、第２条（責

任開始期および契約日）および第４条（第１回保険料の払込み前に保険事故が発生した場合）（4）の規定は適用しませ
ん。
① 保険契約の申込みを受けた時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時を主契約の保険期間の始期とし、
その時の属する日を契約日とします。ただし、月払の保険契約の場合の契約日は、保険期間の始期の属する月の翌
月１日とします。

② 主契約の責任開始期は、前①に定める保険期間の始期の属する日からその日を含めて９０日を経過した日の翌日と
します。

③ 契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、前①に定める契約日を基準として計算します。ただし、保険期間
の始期の属する日から契約日の前日までの間に、主約款または特約条項の規定に基づいて保険料払込みの免除事由
が発生したときは、保険期間の始期の属する日を契約日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はその日
を基準として再計算します。

④ 前③ただし書きに定める再計算の結果、保険料に超過分があるときは、当会社はその超過分を保険契約者に払い
戻します。また、保険料に不足分があるときは、保険契約者はその不足分を当会社に払い込んでください。

⑤ 第３条（第１回保険料の払込みおよび猶予期間）（2）中、「責任開始日」とあるのは「保険期間の始期」と読み替
えます。

⑥ 月払の保険契約に第４条（第１回保険料の払込み前に保険事故が発生した場合）（2）または（3）の規定が適用さ
れ、かつ、前③ただし書きの規定により保険期間の始期の属する日を契約日とするときは、主約款の規定にかかわ
らず、第２回保険料の猶予期間は、第１回保険料の猶予期間満了日まで延長されるものとします。

第10条（５年ごと利差配当付こども保険に付加した場合の特則）
この特約を５年ごと利差配当付こども保険に付加した場合には、第２条（責任開始期および契約日）中、「被保険者」

とあるのは「被保険者および保険契約者」と読み替えます。

約款 90



保険会社からのお願い

１．転居、住居表示の変更、その他契約内容変更（名義変更、受取人変更、改姓、証券の紛失）
などの場合には、お手数でも、下記総合カスタマーセンター、支社または代理店にお知ら
せください。

２．ご契約に関する照会、ご通知の際には証券番号、ご契約者と被保険者のお名前、ご住所を
明記してください。

３．あらゆるお手続に保険証券は欠かせないものです。保険証券、領収証は大切に保管してく
ださい。

保険契約についてのお問い合わせ、ご相談がございましたら、ご遠慮なく下記総合カスタマ
ーセンター、支社または代理店へお申し出ください。なお、ご照会のときには、必ず保険証
券をご準備ください。

あんしん生命 総合カスタマーセンター

��0120‐016‐234
＜受付時間＞ 平日 ９：００～１８：００

土曜 ９：００～１７：００

（日曜・祝日・年末年始を除きます。）



説 明 事 項 ご 確 認 の お 願 い

この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき、内容を十
分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。

特 に・・・

・保険契約の締結と生命保険募集人の権限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ しおり 16

・クーリング・オフ制度（お申込みの撤回またはご契約の解除）・・・・・・・・・・・ しおり 17

・健康状態・職業等の告知義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ しおり 18

・保険会社の責任開始期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ しおり 18

・保険金・給付金等をお支払いできない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ しおり 35

・保険料のお払込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ しおり 50

・保険料の払込期月と猶予期間および復活について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ しおり 52

・ご契約の解約と解約返戻金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ しおり 66

などは、ご契約に際して是非ご理解いただきたいことがらですので、告知および保険料の受領など営
業社員・代理店の役割も含めて、ご説明の中でわかりにくい点がございましたら下記にお問い合わせ
ください。
なお、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保存し、ご活用ください。

生 命 保 険 に つ い て の ご 相 談 ・ お 問 い 合 わ せ は

あんしん生命 総合カスタマーセンター ＜受付時間＞ 平日９：００～１８：００

土曜９：００～１７：００

（日曜・祝日・年末年始を除きます。）��0120‐016‐234

〒１０４‐００６１東京都中央区銀座５‐３‐１６

ホームページ：http://www.tmn-anshin.co.jp/

＜事務代行会社＞
＜取扱者／代理店＞

募資 1111‐KR06‐058 D79‐11110(9)改定201112


